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令和元年12月５日（木曜日）

午前10時15分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和元年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第２号 令和元年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計補正予

算（第１号）

○議案第８号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第18号 建築基準法施行条例の一部を改

正する条例

○議案第19号 宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条

例

○議案第21号 工事請負契約の締結について

○議案第22号 工事請負契約の変更について

○議案第23号 工事請負契約の変更について

○議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第28号 宮崎県住宅供給公社の解散につ

いて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・一ツ葉有料道路の有料継続に伴う取組状況に

ついて

・宮崎県広域道路交通計画策定に関する取組状

況について

・宮崎港港湾計画の一部変更について

・県内経済の概況等について

出席委員（８人）

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

企業立地推進局長 日 高 幹 夫

観光経済交流局長 酒 匂 重 久

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

企 業 振 興 課 長 矢 野 雅 博

食品・メディカル産業推進室長 山 下 栄 次

雇用労働政策課長補佐 長谷川 誠

企 業 立 地 課 長 山 下 弘

観 光 推 進 課 長 大 衛 正 直

スポーツランド推進室長 飯 塚 実

オールみやざき営業課長 髙 山 智 弘

工業技術センター所長 弓 削 博 嗣

食品開発センター所長 柚木崎 千鶴子

県立産業技術専門校長 金 子 洋 士

令和元年12月５日(木)
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県土整備部

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

県土整備部次長
重黒木 清

（ 総 括 ）

県土整備部次長
蓑 方 公

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
明 利 浩 久

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 中 尾 吉 宏

管 理 課 長 斎 藤 孝 二

用 地 対 策 課 長 鎌 田 紀美朗

技 術 企 画 課 長 石 井 剛

工 事 検 査 課 長 川 野 福 一

道 路 建 設 課 長 矢 野 康 二

道 路 保 全 課 長 森 英 彦

河 川 課 長 高 橋 健一郎

ダ ム 対 策 監 井 野 隆 博

砂 防 課 長 原 口 耕 治

港 湾 課 長 江 藤 彰 泰

空 港 ・ ポ ー ト
否 笠 友 紀

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 甲 斐 隆 彦

美しい宮崎づくり推進室長 平 部 隆 典

建 築 住 宅 課 長 志 賀 孝 守

営 繕 課 長 後 藤 和 生

設 備 室 長 日 髙 誠

高速道対策局次長 多 田 昌 志

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日高委員長 ただいまから、商工建設常任委

員会を開会いたします。

まず、合同審査会の開催についてであります。

このことについて、議案第２号については、宮

崎カーフェリー株式会社の新船建造に関係する

議案であり、これまで総務政策常任委員会で報

告を受けてきた経緯等を踏まえ、総務政策常任

委員会との合同審査会を開いて審査を行いたい

と考えておりますが、御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、議案第２号について

は、総務政策常任委員会との合同審査会により

審査を行うこととしますが、合同審査会の開催

について、総務政策常任委員長へ申し入れを行

いますので、暫時休憩いたします。

午前10時16分休憩

午前10時28分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

次に、委員会の日程についてであります。

合同審査会の開催について、総務政策常任委

員会の了承を得ましたので、お手元に配付いた

しました日程案のとおり行うことに異議はござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時29分休憩

午前10時31分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました議案等について、

部長の説明を求めます。

委員の質疑は、執行部の説明が全て終了した

後にお願いいたします。

なお、執行部におかれましては、簡潔に御説

明いただきますようお願いいたします。

○瀬戸長県土整備部長 おはようございます。

令和元年12月５日(木)
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県土整備部でございます。よろしくお願いいた

します。

説明の前に１点お礼を申し上げます。

先月23日に日南市及び串間市で開催しました、

東九州自動車道油津・夏井道路の中心くい打ち

式には外山委員に御出席いただきました。この

場をおかりしまして、お礼を申し上げます。

今後とも、県内高速道路の一日も早い全線開

通を目指し、全力で取り組んでまいりますので、

引き続き、県議会の皆様の御支援、御協力をお

願いを申し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、概要

を御説明いたします。

今回、県議会に提出しております、令和元年11

月定例県議会提出議案及び令和元年11月定例県

議会提出報告書のうち、県土整備部関係箇所に

つきまして、お手元の商工建設常任委員会資料

に取りまとめております。

資料の表紙をめくっていただきまして、目次

をごらんください。

まず、議案としまして、令和元年度宮崎県一

般会計補正予算（第４号）外８件でございます。

次に、報告事項として、損害賠償額を定めた

ことについて、ほか１件、最後に、その他報告

事項として、一ツ葉有料道路の有料継続に伴う

取組状況について、ほか２件につきまして、御

報告させていただきます。

詳細につきましては、担当課長から説明させ

ますので、よろしくお願いします。

私からの説明は以上でございます。

○斎藤管理課長 管理課であります。

それでは、県土整備部の11月補正予算の概要

について、御説明いたします。

委員会資料の１ページをごらんください。

議案第１号、一般会計補正予算の繰越明許費

補正の集計表でありますが、太枠の11月議会申

請分の欄が、今回の申請額であり、追加の５事

業と変更の９事業を合わせて、35億6,209万4,000

円をお願いしております。

次に、２ページをお開きください。

こちらに追加の５事業を、右の３ページに変

更の９事業を記載しております。これらの繰り

越しの主な理由といたしましては、関係機関と

の調整に日時を要したこと等によるものであり

ます。

次に、４ページをお開きください。

一般会計の債務負担行為補正分の追加であり

ます。まず、管理課の宮崎県建設技術センター

管理運営委託費については、後ほど御説明いた

しますが、施設の指定管理に係るものでありま

す。

また、道路建設課から都市計画課の各事業に

ついては、公共事業の早期発注や施工時期の平

準化を図るため、ゼロ県債による債務負担行為

を設定し、次の出水期に向けた防災対策などの

事業を実施するためのものであります。

次に、５ページをごらんください。変更であ

ります。

これは、干支大橋耐震補強工事の一部につい

て、ことしの６月議会で債務負担行為を設定さ

せていただきましたが、残る補強工事も施工範

囲に追加することに伴い、期間及び限度額を変

更するものであります。

県土整備部の補正予算の概要は、以上であり

ます。

次に、公の施設の指定管理者の指定について

御説明いたします。

20ページをお開きください。

この議案第25号は、管理課所管の宮崎県建設
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技術センターについて、指定管理者を指定する

ことについて、県議会の議決を求めるものであ

ります。

まず、１の施設の概要でありますが、当セン

ターは、建設技術者等の養成や建設資材の品質

管理試験、技術等に対する研修のための施設で

あり、産業開発青年隊並びに施設の利用等に関

する業務について、平成22年４月から指定管理

者制度を導入し、現在に至っておりますが、い

ずれも学校法人宮崎総合学院が指定管理者であ

ります。

次に、２の指定管理者候補、３の指定期間に

ついては、学校法人宮崎総合学院で、来年４月

から５年間であります。

次に、４の選定概要でありますが、（１）にあ

りますとおり、本年７月１日から２カ月間募集

を行い、１団体から申請がありました。

指定管理候補者の選定については、（２）のア

にありますとおり、まず、管理課におきまして

書類審査を実施し、次に指定管理候補者選定委

員会により、申請者のプレゼン及びヒアリング

による審査を行いました。その後、指定管理候

補者選定会議で選定委員会と管理課による評価

結果を照らし合わせ、候補者案に相違がないか

確認したところです。

右の21ページをごらんください。

イの指定管理候補者選定委員会委員、ウの指

定管理候補者選定会議委員は、記載のとおりで

あります。次に、エの選定基準等でありますが、

全庁的な基準をもとに、施設の特性を考慮いた

しまして、人材育成や施設の活性化の項目を追

加しております。右にありますとおり、配点も

決定しております。

22ページをお開きください。

審査結果につきましては、（３）のとおり、ア

の指定管理候補者選定委員会では、500点満点

中375.2点。また、イの指定管理候補者選定会議

では、100点満点中73.4点でありました。

この結果、選定委員会及び選定会議におきま

して、最低基準点を満たす得点を得たこと、事

業計画等から判断いたしまして、施設の管理運

営を適切かつ着実に行う能力を有していると認

められること、また、産業開発青年隊教育にお

きまして、ニーズに対応したカリキュラム編成

や積極的な隊員募集に係る取り組みの提案等が

なされていること等によりまして、選定いたし

たところであります。

次に、５の（１）指定管理料でありますが、

年額で１億４万円、５年間総額では５億20万円

であります。県が積算いたしました基準価格と

の差額は、年額で１万9,000円であります。本年

度の指定管理料から年額約206万円の増となって

おります。

（２）の収支計画は５年間同額で、（３）県民

サービスの向上等につきましては、利用者への

アンケート調査で満足度を把握し、要望等の把

握と早期改善に努める、また、地域の夏祭りと

タイアップいたしまして、施設や建設産業のＰ

Ｒを行うとともに、地域との交流や地域貢献に

努めるなどの提案があったところであります。

説明は以上であります。

○矢野道路建設課長 道路建設課でございます。

委員会資料の10ページをお開きください。

議案第21号から23号は、工事請負契約の締結

及び変更についてであります。

まず、議案第21号は、主要地方道竹田五ヶ瀬

線波帰之瀬工区で施工します（仮称）波帰之瀬

橋下部工（Ｐ１）工事に関します工事請負契約

の締結であります。

１の事業概要であります。波帰之瀬工区は、
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高千穂町大字河内から五ヶ瀬町大字桑野内間の

道路改良事業でして、延長が1,400メーター、車

道幅員5.5メーター、全幅7.0メーター、全体事

業費約48億円でありまして、この中で、五ヶ瀬

川を渡ります波帰之瀬橋を新設するものであり

ます。

２のＰ１橋脚工の工事の概要であります。右

の11ページと一緒にごらんください。波帰之瀬

橋は、橋長412メーターのコンクリート製の橋梁

でして、今回の工事は、赤く着色しております

Ｐ１橋脚を構築するものであります。高さが57.5

メーターの本体部分と直径13.5メーター、深さ17

メーターの基礎部の工事、及びこれらの施工に

必要となります仮設の桟橋工事であります。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額が８億7,510万600円。契約の相手方は、山崎

・戸敷・矢野特定建設工事共同企業体。工期は、

令和５年３月25日までであります。

次に、委員会資料の12ページをお開きくださ

い。

議案第22号は、国道219号、岩下工区で施工し

ます（仮称）岩下橋上部工工事に関します「工

事請負契約の変更について」であります。

１の事業概要であります。岩下工区は、西都

市大字中尾で実施しております道路改良事業で

して、延長が1,000メーター、車道幅員5.5メー

ター、全幅7.0メーター、全体事業費約40億円で

ありまして、この中で岩下橋を新設しておりま

す。

２の上部工工事の概要であります。右の13ペ

ージと一緒にごらんください。岩下橋は、谷を

一またぎいたします橋長84メーターの鋼鉄製の

トラス橋でありまして、架設方法は、ケーブル

エレクション直づり工法という工法を採用して

おります。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額が５億1,624万円、変更契約の金額が５億1,985

万5,700円、361万5,700円の増額であります。契

約の相手方が、清本・日橋特定建設工事共同企

業体。工期は、平成30年12月４日から平成32年

２月26日までを、変更契約の工期が、平成30年12

月４日から令和２年７月31日までであります。

４の変更理由であります。インフレスライド

などによる請負代金の変更及び高力ボルトの納

期長期化のため、架設工事着手におくれが生じ

たことによる契約工期の延伸であります。

変更の内容につきまして説明します。14ペー

ジの参考資料をお開きください。

まず、インフレスライドによる変更ですけれ

ども、上の枠内、最近の全国的な労務単価の上

昇を考慮しまして、国土交通省からインフレス

ライド条項の適切な運用を要請する旨の通知が

出されました。次の枠内ですけれど、インフレ

スライド条項は、急激な賃金等の変動に対応す

るため設けられている条項であります。

３段目の枠内が、対象工事となる条件です。

受注者及び発注者が合意しましたスライド基準

日、この基準日以降の（１）残工事の工期が２

カ月以上あること、（２）新単価適用後の残工事

請負額が1.0％以上増加することのいずれも満た

すことです。

今回、本工事につきましても、下の図に示し

たとおり、いずれの条件も満たしますため、イ

ンフレスライド条項を適用し、請負代金を変更

するものでございます。

次に、15ページをごらんください。契約工期

の延伸について説明いたします。

上の枠内、高力ボルトが全国的な需給逼迫傾

向にありまして、納期が長期化しております。

次の枠内と下の工程表に示しましたように、
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本工事で使用します高力ボルトにつきましても、

納入が当初予定よりもおくれたため、工期につ

きまして、５カ月延伸をお願いするものでござ

います。

最後に、委員会資料の16ページをお開きくだ

さい。

議案第23号は、国道327号尾平工区で施工いた

します（仮称）尾平トンネル１工区に関する「工

事請負契約の変更について」であります。

１の事業概要であります。尾平工区は、椎葉

村大字松尾で実施しております道路改良事業で

して、延長が2,000メーター、車道幅員5.5メー

ター、全幅が7.0メーター、全体事業費約41億円

でありまして、この中で尾平トンネルを新設し

ております。

２の尾平トンネル１工区の工事概要ですが、

延長が1,028メーター、車道幅員が5.5メーター、

全幅が8.0メーターであります。

３の工事請負契約の概要であります。契約金

額が17億7,579万7,512円、変更契約の金額が18

億7,818万3,279円、１億238万5,767円の増額で

あります。契約の相手方は、坂下・山崎・河野

特定建設工事共同企業体。工期は、平成30年３

月９日から平成32年３月20日までで、変更はご

ざいません。

４の変更理由であります。トンネル掘削工に

おきまして、当初想定していたよりも脆弱な地

質区間が存在したことから、当該区間の掘削中

の安定を確保する必要が生じたこと、吹きつけ

コンクリートに添加します材料の変更、インフ

レスライド条項の適用などによりまして、請負

金額の変更を行うものであります。

変更の内容につきまして、説明いたします。17

ページをごらんください。

上の図は、トンネルを横から見たものです。

尾平トンネルの全体延長は1,751メーターありま

して、２工区に分割して施工しております。本

工事は、図面の右側の工区でして、施工延長1,028

メーターのうち、着色しました３区間、合計287.8

メーターにおいて安定対策を追加したものです。

①の安定対策の追加に示しましたように、工

法検討に当たりましては、専門の学識者の意見

をいただき、鋼製の支保工の設置や地中に打ち

込みますロックボルトをふやすなどの対策を追

加しております。

次に、右側の２の急結剤の変更です。急結剤

は掘削後、掘った壁面に吹きつけますコンクリ

ートを早く固めるために添加します薬剤です。

当初予定しておりました急結剤に含まれており

ます二酸化アルミニウムナトリウムが劇物に指

定されたことから、これを含まない急結剤に変

更しております。

最後に、③インフレスライドによる変更につ

いてです。18ページをお開きください。

先ほど説明しました議案第22号と同様の理由

による変更でございます。下図に示しましたよ

うに、本工事については、平成30年２月の国交

省通知に基づきまして、同年６月にインフレス

ライドによる変更契約を一度締結しております。

その後も、全国的な労務単価の上昇を考慮しま

して、平成31年２月22日付で国土交通省から同

じ内容の通知が出され、本工事につきましては、

再スライド基準日以降についても条件を満たし

ますことから、インフレスライド条項を再度適

用しまして、請負代金を変更するものです。

道路建設課については以上です。

○志賀建築住宅課長 建築住宅課でございます。

委員会資料の６ページをお開きください。

議案第８号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」について御説明いたします。
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１の改正の理由でありますが、「建築士法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備

に関する政令」による、「地方公共団体の手数料

の標準に関する政令」の一部改正により、２級

・木造建築士に関する免許申請及び試験手数料

の標準額が改正されたことなどから、所要の改

正を行うものであります。

次に、２の改正の内容であります。（１）は「地

方公共団体の手数料の標準に関する政令」の改

正により、２級建築士と木造建築士の免許申請

及び試験手数料の標準額が改正されましたので、

これに合わせまして、428号、２級・木造建築士

の免許申請手数料を１万9,300円から２万4,400

円に、429号、２級・木造建築士の試験手数料を

１万7,900円から１万8,500円に改正するもので

あります。

次に、（２）は条例が引用する建築士法の改正

に伴う条項ずれについて、修正を行うものであ

ります。

３の施行期日は、令和２年３月１日としてお

ります。

最後に、４の経過措置は、法改正において、

改正前の試験に合格し改正後に免許申請を行う

場合、改正前の手数料を適用する経過措置が定

められておりますので、条例におきましても同

様に定めるものであります。

議案第８号につきましては、以上であります。

続きまして、委員会資料の７ページをお開き

ください。

議案第18号「建築基準法施行条例の一部を改

正する条例」について御説明いたします。

１の改正の理由でありますが、今回の改正は、

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係政令の整備等に関する政令により、「特定避

難時間倒壊等防止建築物」の文言が削除された

ことなどから、これに対応する改正を行うもの

であります。

次に、２の改正の内容は、２点ございます。

（１）は、条例が引用する建築基準法施行令

の改正に伴う条項ずれについて、修正を行うも

のであります。（２）は、「特定避難時間倒壊等

防止建築物」の文言が削除されたため、条例の

文言を削るものであります。

最後に、３の施行期日は、公布の日から施行

することとしております。

議案第18号につきましては、以上であります。

続きまして、委員会資料の８ページをごらん

ください。

議案第19号「宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例」について御

説明いたします。

１の改正の理由でありますが、民法の一部を

改正する法律が、令和２年４月１日から施行さ

れることなどから、民法に基づく規定の整備な

ど、所要の改正を行うものであります。

次に、２の改正の内容であります。それぞれ

の表は、改正の前後の内容を記載しておりまし

て、左が改正前、右が改正後であります。

まず、（１）の連帯保証人の要件の緩和であり

ますが、住宅に困窮する低額所得者が、連帯保

証人の確保が容易となるよう、表の左の欄のと

おり「県内に居住する方」としております連帯

保証人の要件について、右の欄のとおり削除す

るものであります。

次に、（２）の連帯保証人が負う家賃等の保証

債務の上限（極度額）の設定であります。これ

は、民法改正により、個人である連帯保証人が

負担する保証債務について、その上限を定めな

ければ、契約が効力を生じないとされたことに

伴い、規定を新設するものであります。
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現在は、保証債務の上限はございませんが、

右の欄のとおり、「入居決定者の入居時における、

近傍同種の住宅の家賃の12カ月分に相当する額

を限度」としたいと考えております。

次に、（３）の不正入居者への請求に用いるこ

とができる利率の改定であります。これは、民

法の改正により、法定利率が、固定利率から変

動制に見直されたことに伴い、条例を改正する

ものであります。

右の９ページをごらんください。

次に、（４）の敷金の債務充当についての文言

の整理であります。敷金の取り扱いにつきまし

て、現在は、左の欄の第３項にありますとおり、

入居者が住宅を明け渡したときに、家賃滞納等

がある場合は、敷金を充当した上で残額を還付

することとしております。民法の改正により、

明け渡し前であっても敷金を債務弁済に充当で

きると規定されたことから、右の欄のとおり、

第３項を追加するとともに、敷金の定義等が明

文化されたことから、第４項を改正するもので

あります。

次に、（５）の入居者資格の特例措置の拡充で

あります。左の欄に記載しております被災市街

地復興特別措置法第21条に規定する者。これは、

大規模災害で滅失した住宅に居住していた方で

ありますが、この方につきましては、条例に定

める入居者資格を具備する者とみなすこととし

ております。この規定に、右の欄にありますよ

うに、福島復興再生特別措置法第40条に規定す

る者を追加したいと考えております。

上の（５）のタイトルの次の行をごらんくだ

さい。福島第一原子力発電所の事故により、避

難指示区域内に居住していた方につきましては、

福島県からの依頼に基づき、目的外使用許可に

よる入居支援を行っておりますが、避難指示区

域の解除により、使用許可の対象から外れるこ

ととなる方について、通常の入居手続により入

居が行えるようにするものであります。

次に、（６）のその他所要の改正であります。

これは、民法の改正等により生じた項ずれ等に

伴う改正であります。

最後に、３の施行期日でありますが、令和２

年４月１日から施行することとしております。

議案第19号につきましては、以上であります。

続きまして、委員会資料の24ページをお開き

ください。

議案第28号「宮崎県住宅供給公社の解散につ

いて」御説明いたします。

１の趣旨でありますが、宮崎県住宅供給公社

を解散することについて、地方住宅供給公社法

第36条第２項の規定により、県議会の議決を求

めるものであります。

次に、２の解散の理由であります。

まず、（１）でありますが、公社は昭和41年の

設立以降、県内に40団地を開発し、１万戸余り

の良質な住宅や宅地を供給するなど、本県の住

宅施策の先導的な役割を果たしてまいりました

が、民間住宅産業の成長など、社会経済情勢の

変化により、住宅供給という所期の目的は、お

おむね達成したと言える状況となっております。

次に、（２）でありますが、平成25年３月改定

の新宮崎県公社等改革指針におきまして、「公社

設立の目的をおおむね達成したことから、今後

は廃止に向けた計画的な取り組みが求められる」

とされたため、公社は、平成26年３月に資産整

理計画を策定し、資産整理に取り組んでまいり

ました結果、保有資産の整理にめどが立つ状況

となったことによるものであります。

３の今後の予定であります。

（１）でありますが、本議案を可決いただき
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ましたら、令和２年２月に国土交通大臣へ解散

認可申請を行い、３月末に見込まれます解散認

可と同時に公社は解散し、清算法人による清算

業務へ移行いたします。

次に、（２）でありますが、清算結了時点の残

余財産につきましては、地方住宅供給公社法第38

条の規定により、県に全て分配されることとな

ります。

次に、（３）の瑕疵担保責任の承継であります

が、公社が分譲した宅地のうち、令和２年度末

時点で、瑕疵担保責任期間が残る８区画につき

ましては、瑕疵担保責任期間が満了する令和４

年度末まで、県が瑕疵担保責任を承継すること

といたします。

４の資産等の状況でありますが、この表は、

平成31年３月末時点の状況を示しております。

まず、（１）の資産でありますが、表の上から

３行目の現金預金51億3,362万円余、及び、下か

ら２行目の有価証券等８億9,746万円余につきま

しては、清算結了時に確定額が県に分配されま

す。

次に、表の中ほどの固定資産のうち賃貸事業

資産でありますが、宮崎市のまなび野定期借地

権付賃貸土地につきましては、現況のまま県が

分配を受け、引き続き賃貸を行いたいと考えて

おります。

右の25ページをごらんください。

（２）の負債・資本であります。上から３行

目の定期借地権付賃貸土地保証金は、公社が賃

借人の方々からお預かりしている保証金であり

まして、県に分配された後、将来、定期借地権

契約が終了する際に、賃借人の方にお返しする

ものであります。

次に、下から２行目の剰余金67億1,986万円余

には、現金預金、有価証券のほか、土地などの

固定資産も含まれますが、清算結了時に県に分

配されることとなります。

建築住宅課は、以上でございます。

○日高委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

質疑はありませんか。

○中野委員 議案第22号と議案第23号について

質問します。

変更理由の一つに、インフレスライドによる

変更とありましたが、その部分の変更額は、議

案第22号では幾らになるんですか。この361

万5,700円がそのままということですか。

○矢野道路建設課長 委員がおっしゃるとお

り、360万云々の増が、このインフレスライドに

よる変更でございます。

○中野委員 議案第23号では幾らになるんです

か。

○矢野道路建設課長 おおよそですけれども、

インフレスライドによる増額は2,400万円程度で

す。

○中野委員 それで、説明にあるように、労務

単価が3.3％上昇した、いわゆる労賃がその分だ

け上がったということですよね。それで上がっ

た分だけ増額して支払うわけですけれども、そ

れは技能労働者云々と書いてありますが、そう

いう人たちに全部還元というか、支払われるも

んですかね。途中で経営者が吸い取るだけじゃ

だめだと思うんですよね。その辺の管理はどう

なるのですか。

○石井技術企画課長 労賃が今言った2,400万

円、それから360万円ほど増額しております。我

々は元請に対してその変更増をお支払いするわ

けですけれども、そこから下請であったり、そ

この方々に、実際に増額分がどれだけ行ったか

は、はっきりとどなたにどれだけ行ったという
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確認まではしておりません。ただし、お願いベ

ースになるんですけれども、元請に対しては、

きちんと設計単価のお支払いをするようにお願

いしております。

現状はそういう状況です。

○中野委員 今、建設業者等で技能者あるいは

労務者の確保が大変難しいとよく聞きますよね。

難しいというのは、賃金が安いとは言いません

けれども、働く人側から見て、ほかを選んだほ

うがいいという選択をされているから来ないん

ですよね。だから、やはり建設業関係者の技能

者等を確保しないといけないと思うんですよ。

確保するためには、いろいろと策はあると思う

んですが、いかにして支払う条件を整えるかな

んですよね。国も3.3％上昇したから、それにス

ライドして、安いときの契約だったから変更し

て、3.3％見合うだけの金額を増額したわけです

から。やっぱりそれが働く人にちゃんと行き届

かないと、意味がないと思うんですよね。ちょっ

と指導が弱かったような発言でしたが。

○石井技術企画課長 先ほど申しましたとおり、

元請に対して、お願いベースではありますけれ

ど、いわゆる設計単価といいますか、増額分に

ついてはお支払いをお願いしますということで、

文書等とか、いろんな各協会等にもお願いはし

ているところであります。

先ほどのふえた分で、例えば、2,400万円、360

万円に対して、実際に数字で幾ら支払っている

というところまでの把握はできていない状況で

あります。ただし、担い手不足ということも言

われていまして、25年度から労務単価はずっと

右肩上がりで上がっているんですけれども、24

年度と比べると、労務単価については五十数％

上がっているということで、我々としては、そ

の上がった分について、当然、技能労働者に行

き渡るようお願いもしておりますし、また、監

視体制チームがございまして、いろいろ元請に

対して、どういう支払い方をしているかチェッ

クしているところです。ただし、数字について

は把握していないところでございます。

○中野委員 ぜひ労働環境を整えるということ

ですから、そこ辺の把握も含めて、きちんと末

端までというか、働く人まで還元できるような

指導強化を図っておいてほしいと思います。こ

れは要望しておきます。

○矢野道路建設課長 １点だけ補足させてくだ

さい。先ほどのインフレスライドでの2,400万円

というのは、労務単価だけでなくて、このイン

フレスライド基準日で最新の材料単価等も更新

しております。その辺の材料単価も含めまし

て、2,400万円の増という意味でございます。

○中野委員 議案第22号の、361万5,700円は。

○矢野道路建設課長 基準日自体で材料も含め

て単価の見直しを行っておりますけれども、議

案第22号につきましては、ほとんどが労務単価

の上昇に当たります。

○中野委員 では、議案第23号は3.3％上がった

部分だけで2,400万ではないということですか。

幾らですかね。

○矢野道路建設課長 済みません、内訳はちょっ

と後で答えさせてください。

○窪薗委員 10ページ、11ページの議案第21号

ですが、今回、Ｐ１橋脚の工事をされるという

ことで、全体事業が48億円です。工期が令和５

年３月25日までですが、これは今回の８億7,500

万円に対しての工期が令和５年なんですか。で

き上がるときの工期が令和５年なんでしょうか、

どちらなんですかね。

○矢野道路建設課長 ８億7,500万円は全てでき

上がるところの金額でございます。（「違うでしょ
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う」と呼ぶ者あり）全体の契約金額は約８億7,500

万円でして、工期が令和５年の３月25日までか

かるという意味です。Ｐ１橋脚だけです。（「令

和５年までということですか」と呼ぶ者あり）

Ｐ１橋脚工事だけが、令和５年３月25日までか

かるという意味です。

○窪薗委員 これが完成すると、またかなりの

延長になるんですかね。

○矢野道路建設課長 ラップしてほかの工事も

発注しようと思うんですけれども、工期は、こ

の令和５年３月25日よりはまだずっとかかりま

す。完成工期までは今はっきり言うことができ

ませんけれども、まだ時間はかかります。

○窪薗委員 大体どのくらいを見ている。

○矢野道路建設課長 それも後ほど回答させて

ください。

○前屋敷委員 議案第８号は、建築士法の改正

によるということで、２級建築士・木造建築士

の免許申請手数料等の金額がふえるわけなんで

すけれど、その理由などは、建築士法が変わる

ので、県も変えるんだと思うんですけれど、こ

れが１級建築士はなくて、２級建築士と木造建

築士の手数料が上がる理由などは聞いておられ

ますか。

○志賀建築住宅課長 今回の改正は、国におき

まして、地方公共団体の手数料の標準に関する

政令を改正されたことに伴って、県の条例も改

正するものでございますけれども、その背景に

は、建築士法の改正がございまして、実は来年

から試験制度が大幅に変わることになっており

ます。

２級建築士の試験につきましては、県が実施

しますけれども、現行で申しますと、例えば、

工業高校の建築科を卒業する生徒が２級建築士

試験を受験する場合には、卒業後３年間の実務

経験を経た後、初めて受験資格が得られると、

現在はなっております。これが来年の試験から、

卒業後すぐに受験はできますが、ただ、受験の

後に登録の手続がありますけれども、その登録

の手続までの間に、今度は２年間の実務経験を

経て登録ができるというふうに変わります。で

すので、現在は、試験の前に実務経験のチェッ

クをして、その上で試験を受けていただいて、

合格すれば２級建築士に登録できるとなってお

りますけれども、来年からは、学校卒業後すぐ

に試験は受けられますけれども―１回で合格

しない方もいらっしゃいますけれども―登録

をするまでの間に２年間の実務経験を積んで、

登録の時点で実務経験をチェックさせていたく、

そういった制度に変わってまいります。その関

係で金額が変更になっておるものでございます。

○前屋敷委員 今回の改定は、試験に受かって

登録するまでに２年間実務経験が必要というこ

とですか。

○志賀建築住宅課長 学校を卒業されて登録を

されるまでの間に２年間の実務経験を持ってお

ればいいということになりますので、試験に一

回で通らない方も少なからずいらっしゃいます

けれども、例えば試験の前に１年間の実務経験

があって、試験を受けて合格されて、その後に

１年間の実務経験ということでも構いません。

○前屋敷委員 通算で２年間あればいいという

ことですね。

○志賀建築住宅課長 そのとおりでございます。

○前屋敷委員 だからといって、手数料が上が

ることとの関係がわからないんですけれど。要

するに、必要経費が上がるわけですかね。

○志賀建築住宅課長 現在は、受験前に資格審

査を行っておりますので、資格審査の時期が試

験の前に集中して発生いたしますけれども、今
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後は、登録の前の審査ということになりますの

で、登録されたい方のお好きな時期に登録する

ことになりますので、通年を通じて発生すると

いうことでございます。

それと、今回の改正に伴いまして、実務経験

の審査を厳格化すると国が方針を出しておりま

して、その関係で手数料がアップすると聞いて

おります。

○前屋敷委員 次に、議案第18号をお聞きした

いんですけれど、特定避難時間倒壊等防止建築

物という文言が削除されるということですが、

宮崎県内においては、現在、こういう建物が実

際あるんですかね。

○志賀建築住宅課長 この特定避難時間倒壊等

防止建築物といいますのは、法律上この用語が

法律に掲載されて、そこから今回なくなるわけ

ですけれども、その期間が非常に短かったこと

もありまして、実際にこの特定避難時間倒壊等

防止建築物に該当して建築確認を受けた建物と

いうのは、恐らくごくまれであろうと思ってお

ります。実数はちょっと把握しておりませんけ

れども。

○前屋敷委員 わかりました。議案第25号の指

定管理のところで、指定管理者が引き続き同じ

ところでということですけれど、これまでの研

修生の実績はどうなっているのか、教えていた

だけますか。

○斎藤管理課長 青年隊員の数でよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）ことしが39

名入隊しております。昨年が47名、その前が61

名、あと、28年が41名ということで、これは、

指定管理以降の数では……。ちょっとお待ちく

ださい。

○前屋敷委員 ほかの件で。今回の選定理由の

中に、積極的な隊員募集に係る取り組みの提案

がなされているとあるんですけれども、どうい

う形で隊員をふやそうとされているんですか。

○斎藤管理課長 今後の隊員募集につきまして

は、直接高校とかに伺って、生徒や先生といっ

た方々に直接説明していく。また、いろんな媒

体を使って募集を広めていく、そういった積極

的なやり方をしていくことが一つ。あと、企業

からも実際来ていただいておりますので、いろ

んな企業を回って、こちらのほうで１年間教育

を受けられないかとか、そういったことを直接

話していきたいと考えているところでございま

す。

○前屋敷委員 隊員数がずっと減ってきている

んですけれど、目標はどのぐらいに置かれてい

るのですか。

○斎藤管理課長 一応毎年の定員の目標は60名

で設定しているところです。

○矢野道路建設課長 先ほどの議案第23号のイ

ンフレスライドの2,400万円のおおよその内訳で

すけれども、労務単価のアップが約700万円、今

回生コンの単価が急上昇しておりまして、生コ

ンの単価アップが約1,700万円です。それと、議

案第21号の今後の予定なんですけれども、これ

は交付金事業の社会資本整備総合交付金でやっ

ているんですが、もちろん予算のつきぐあいに

よりますけれども、執行部の計画で一応考えて

いるのが、令和10年度には完成させたいという

計画を持っております。

○斎藤管理課長 済みません、先ほど前屋敷委

員からの質問ですが、指定管理になってから、

入隊者数は381名になっておりまして、指定管理

制度になってから入隊者数は若干ふえてきてい

る状況でございます。

○中野委員 議案第25号の関連質問ですが、１

者なんですよね。１者で375.2点、選定会議で73.4
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点ですが、前回の評価は幾つだったんですかね。

○斎藤管理課長 前回の評価は406.4点で、前の

評価のほうが若干高くなっており、今回、若干

低くなっております。

○中野委員 １者単独で、いわゆる経験を積ん

でいけば評価は上がっていくと思うんですが、

なぜ評価が下がったんですかね。

○斎藤管理課長 評価につきましては、当然、

審査委員の方が今回かわられていますし、提案

内容についても、今まで継続してきた中身の提

案が中心となってきておりますので、新しい提

案がそんなに多く出てきていない状況でござい

ます。そういった点から、点数としてはちょっ

と厳し目についたのかなと思っています。

○中野委員 やはり受けたところが努力しても

らって、回を重ねるごとに評価点数が上がるの

が普通じゃないかなと思うんです。それが下がっ

ているということで、さっき入隊者のことも説

明されて、一生懸命努力されているんですが、

もっと努力してほしいなと。

そして、やっぱり建設業界で働く人が非常に

少なくなって困っているわけですよね。だから、

こういうところで質のいい入隊者を卒業させな

いといけないわけですから、指導する側、運営

する側もやはり立派に指導してほしいと思うん

です。

それで、73.4点というのはもっと高めてほし

い。もともとが６割あればいいということです

から。１者の場合、60％以上あればクリアする

わけでしょう。逆にこれを80点以上でクリアし

ないといけないぐらいの厳しい枠組みをつくる

べきじゃないかなと思うんですよね。そうなる

と、みんな努力して質が向上すると思うんです

よ。５年間あるわけですから、80点以上かなと

思うんです。ぜひ、次からは─何か決まりが

あるとですかね、６割以上あれば合格する、基

準点を超えるというのは。

○斎藤管理課長 ６割の基準は全庁的な指針の

中で示されておりますので、私どもの施設だけ、

その基準を上げることは、今のところできない

状況でございます。

ただ、委員が言われたとおり、当然今までの

経験、そういったものをしっかりこちらとして

も判断していく。その上で請け負われた指定管

理者の方々にも、当然努力してもらって、より

よい運営をしていただきたいと考えています。

○中野委員 全体的なことでしょうけれども、

今ほかの部門も含めて、指定管理者を募集すれ

ば、候補者がどんどん少なくなって、１者がか

なり多いですよね。だから、１者でほかがいな

ければ仕方ないんだけれども、その１者に努力

してもらうとすれば、相対的に質の向上を図る

手だてが必要じゃないかなと思うんですよね、

ここに限らず。ぜひ相対的に─特に総括次長

あたりはあちこち異動するので、そういう機会

がありますから、そういうことも声を上げてやっ

てください。要望しておきます。

○外山委員 この指定管理者ですけれども、宮

崎総合学院の年間収入というのは、22ページの

（２）にあるように、この指定管理料のみなん

ですかね。ほかに何かあるのかな、独自で収益

を上げるすべが。

○斎藤管理課長 収益につきましては、基本、

この指定管理料がほとんどを占めております。

ただ、自主事業を少しやられておりますので、

そういった部分で若干の収入は得ているところ

でございます。

○外山委員 自主事業というのは、この施設を

利用した、いわゆる研修とかということですか。

○斎藤管理課長 委員がおっしゃるとおり、施
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設を利用して、自主的に民間企業さんを相手に

研修を開いておりますので、そういった分につ

いて、若干の収入があるところでございますが、

その分については、経費との間でプラスマイナ

ス・ゼロということで報告を受けているところ

でございます。

○外山委員 ということは、全ての運営管理は、

この指定管理料のみで宮崎総合学院をやってい

るということですね。

○斎藤管理課長 プラスマイナス・ゼロなので、

全ては指定管理料の範囲内でやっております。

○外山委員 そうなると、簡単に言えば、この

建設技術センターを維持するための維持費です

よね。宮崎総合学院には、これを請け負うメリッ

トがあるんですかね。民間じゃないから、指定

管理だから、利益追求してはいけないんだろう

けれども、何かこれぴんとこないですよね。

○斎藤管理課長 私どももこの指定管理料、あ

と収入・支出のチェック等はしております。そ

ういう中で適正に使われていますので。あと、

その中で企業努力として、どの程度宮崎総合学

院さんの利益になっているかというところまで

は、ちょっとわからないところでございます。

○外山委員 わかりました。

○山下委員 審査結果が375点ということです

が、この審査項目の中で、皆さん方からの点数

が一番厳しかったところのはどこですか。

○斎藤管理課長 済みません、ちょっとお待ち

ください。

○山下委員 ここは何回も継続でやっていると

ころですから、一番実績をつくってこないとい

けないんですけれども、この審査項目の中で、

５人の審査委員の人たちが、どこに一番注目し

て、厳しい要求をされたのかなと思って。

○斎藤管理課長 委員の方が一番厳しい目で見

られた項目といたしましては、この表の一番下、

障がい者の就労支援への対応です。この部分が、

委員の方々の評価が一番低かったところでござ

います。

逆に一番高く評価された部分が、この事業計

画の４つ目、過去の類似事業の実績評価です。

こういったところは高く評価を受けたところで

ございます。

○山下委員 私が言わんとしているところは、

結局、この総合学院がずっとやってきた中で、

５人の審査委員の―５年ごとに審査委員はか

わるでしょうけれども、この審査委員の人たち

が、375点というのは、今までずっとやってきた

ベテランとしては低い点数かなと私も思ったも

んだから、その中で何か原因があったと思うん

ですよ、指摘されたことが。あなた方は、どこ

が足りないかを認識しておかないといけない。

それを要求していかないと。税金を払っていく

わけですからね。あなた方がどこに注目してい

るのか、どういう改善をさらにしてほしいかで

すよ。

○斎藤管理課長 私どもも、どういう部分が本

当に足りていないのか、そういった部分につい

ては、今後、指定管理者と協議しながら、今後

のカリキュラムや、一番大事な募集のやり方を、

まず来年度の開始までには、しっかり話し合い

をしてまいりたいと考えているところでござい

ます。

○山下委員 この選定委員の中に、建築関係の

専門の人たちが一人も入っていないのは、どう

いうことですか。

○斎藤管理課長 建築関係の専門家と言われる

方は、この中には入っていらっしゃいません。

○山下委員 そこ辺の審査委員のあり方も、も

うちょっと、今までの経験からそういう人たち
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を入れていかないと、ただ何か形式的にやって

いるような気がしてならないもんですから。

○斎藤管理課長 委員の中には、上から２人目

に書いてありますように、訓練校に関する方と、

あと、下のほうにＰＴＡの方もいらっしゃるん

ですが、この方が実際に、建築業関連の仕事を

されています。

ただ、余りにも建設業に特化している人を選

ぶと、またいろいろやりにくい面とか、そういっ

たことも出てくる可能性もありますので、現時

点では選定していないところでございます。

○山下委員 わかりました。

○中野委員 議案第28号の住宅公社の解散につ

いて、二、三お尋ねします。

まず、プロパー職員は解散までにおられたん

ですかね。

○志賀建築住宅課長 プロパー職員の方につき

ましては、既に全員定年に達しておりまして、

現在、一部の方が再任用としてお勤めになって

おります。

○中野委員 26年からこの計画を策定されて

やったんですが、この約５年間の間に定年を迎

えずにやめざるを得なかった人はいないんです

か。

○志賀建築住宅課長 おりません。

○中野委員 ということは、働いている方に迷

惑というか、そういうことはないということで

すね。

○志賀建築住宅課長 現在、この住宅供給公社

の職員が、役員を除き10名おりまして、その方

々の処遇につきましては、この10名の内訳が、

住宅供給公社の専任が３名、道路公社との併任

が７名おります。まず、専任の３名につきまし

ては、全員、県の退職者でございまして、今年

度いっぱいで再任用期間が満了する１名を除く

２名につきましては、本人の意向を聞きながら、

就職先について十分配慮することとしておりま

す。残りの道路公社との併任職員７名につきま

しては、解散の後は、住宅供給公社の清算法人

と道路公社との併任となる予定でございます。

○中野委員 次に、解散理由の一つに、住宅供

給という所期の目的をおおむね達成したという

ことで、住宅を供給することが最大の目的であっ

たと思うんです。そのことは民間の業者等も出

てきてこうなったと思うんですが、こういう公

共的な住宅公社をつくったということは、住宅

の価格をある程度抑えることも役割じゃなかっ

たのかなと思うんですが、そういうことは目的、

役割ではなかったですかね。

○志賀建築住宅課長 住宅供給公社は、地方住

宅供給公社法に基づいて設立されております。

この地方住宅供給公社法の第１条に目的が掲げ

られておりまして、そこを御紹介いたしますと、

「住宅を必要とする勤労者に対して、居住環境

の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供

給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増

進に寄与する」となっております。

この地方住宅供給公社法ができましたのが、

昭和40年でございまして、当時、終戦直後の住

宅が圧倒的に不足した時代から、かなり解消し

てはきましたけれども、なお世帯数よりも住宅

の数が少なかった時代でございまして、一つは、

住宅の数の確保、もう一つは、この法律の目的

にもございますように、居住環境の良好なもの

をそろそろつくっていきましょうということで、

設立されたのがこの住宅供給公社でございます。

なお、御指摘のありました住宅の価格につき

ましては、公社が旧住宅金融公庫から多額の資

金を借り入れておりまして、住宅金融公庫の通

知の中で、分譲価格の設定につきましてはガイ
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ドラインに沿って、公社は分譲価格を決定して

おったといったような経緯がございます。

○中野委員 というのは、これはまだ確定額で

はないですけれども、剰余金が67億円もあるん

ですよね。それが確定すれば、出資者である県

に戻すわけでしょう。67億は大金ですが、これ

は住宅を購入した人たちにも幾らか還元すべき

じゃないかなという気もしたんですが。その分

だけ高く売ったということにならんとですか。

企業努力で出た金額なんですかね。

○志賀建築住宅課長 多額の剰余金が積み上

がった背景でございますけれども、全国で既に

解散した住宅供給公社、都道府県が設置した住

宅供給公社が、17ございまして、その中には、

残念ながら経営状況が思わしくない状態で解散

されたところもございます。

そういったところの原因をお聞きしますと、

例えば、開発した団地の住宅宅地の分譲がうま

くいかなくて、売れ残りを大量に抱えて、その

結果、高金利の借入金の金利負担ですとか、あ

るいは住宅宅地に課せられる固定資産税あるい

は都市計画税がかさんで、経営が悪化したといっ

たような話を聞いております。本県公社につき

ましては、40団地を開発する中で、そういった

売れない宅地を多数抱えるといったような時期

がほとんどなかったということが、この剰余金

の積み上がりにつながっておるのかなと考えて

おるところでございます。

○中野委員 企業努力は認めるんですが、67億

は余りにも大金だなと思ってですね。まさか、

高く住宅を売ってもうけたというわけではない

でしょうけれども。何か素直に県に戻すだけ

じゃ、芸がないなと思いましたがね。

○志賀建築住宅課長 剰余金の扱いにつきまし

ては、これも地方住宅供給公社法に定めがござ

いまして、その第38条でございますけれども、

「清算人は、地方公社の債務を弁済してなお残

余があるときは、これを地方公社に出資した地

方公共団体に、出資の額に応じて分配しなけれ

ばならない」となっておりますので、全額、県

に戻ってくることになります。

○中野委員 分配する前に処理すれば、何も問

題ないですがね。

○志賀建築住宅課長 公社におきましては、法

律の定めに従いまして、県に分配するという考

えでございます。

○中野委員 公務員の人たちは、年金制度がな

いところで、いわゆる県庁職員でなかった時代

には、なかった時代も勤めていらっしゃれば、

新しい制度ができたから、そういう公務員共済

年金という恩恵に、恩恵というか、当然の権利

としてもらえますよね。その前にやめた人たち

は、その恩恵に浴さなかったということで、県

が直接遡及して支払いをしますがね。教職員も、

警察も、あなたたち県庁職員も。だから、こう

いうのもこんなに積み上がったのであれば、そ

の考えに基づけば、私は過去にさかのぼって、

少なくてもいいから、やっぱりある程度還元す

べきだと思いますがね。

○志賀建築住宅課長 御指摘の件につきまして

は、法律の定めでございますので、なかなかこ

の席でどうこうしますというふうに申し上げる

のが難しいところでございますけれども。

○中野委員 努力はしてくださいよ。これは要

望じゃなくて、お願いしておきます。

○志賀建築住宅課長 委員の御意見につきまし

ては、公社にお伝えをしたいというふうに考え

ています。

○重黒木県土整備部次長（総括） 中野委員が

おっしゃるとおり、多額の剰余金が発生してい
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るところでございまして、これは、公社がこれ

まで適切に経営した結果、こうなっているとこ

ろと認識しております。

課長が御説明したとおり、制度上、それを過

去に住宅を買われた方に還元するといったこと

について、なかなか難しい部分がございます。

しかし、これは最終的には、一般財源として県

の一般会計の中に入るということでございます

ので、県の何らかの新たな施策の財源になりま

して、そういった形で、また県民の方々に再分

配されるということで御理解いただきたいと

思っております。

○中野委員 もう一言言わせてもらえば、いわ

ゆる住宅公社の一つの企業努力として残ったん

ですよね。それで、あそこのプロパーの職員は、

県庁職員よりも給与は高くはなかったですよね。

準職員ぐらいの程度でずっと給料を支払って

おったと思うんですよ。やっぱりそういう人た

ちの境遇というかで、その努力としてその67億

円が出たんだから、昔働いた人へのことも含め

て、さっき年金のことを言いましたが、やはり

少しは何らかの形で還元して、そしてそれでも

残れば、いわゆる制度があるということでした

から、県に残りは全部戻すと。それでいいと思

うんですよね。検討ぐらいはしてください。再

度、お願いしておきます。

○山下委員 ８ページの県営住宅のことですが、

これは指定管理に出しているんですよね。

○志賀建築住宅課長 県営住宅の管理は、全て

指定管理者に委ねております。

○山下委員 この改正をされたということで、

変わったのは、「県内に居住し」ということが省

かれただけかなと思うんですが、県営住宅の家

賃の収納率ですよね。基本的にはそれが悪かっ

たから、こういう条項変更をしないといけなかっ

たという理解でいいですか。

○志賀建築住宅課長 家賃の収納率につきまし

ては、例えば、昨年度で申しますと99.98％で、

ちょっと手前みそになりますけれども、非常に

優秀な、問題になるような状況ではございませ

ん。

今回、県内居住要件を外した背景としまして

は、県営住宅の中でも、単身の高齢者の方であ

りますとか、さまざまな境遇の方がお住まいに

なっておられまして、例えば、その方が契約の

変更をされるといったような場合には、この連

帯保証人の変更をお願いするようなこともあり

ますし、新たに県営住宅に入ろうとされる方に

つきましても、連帯保証人が必要になりますけ

れども、幾つか御相談を受けることがございま

して、その中で、例えば子供さんが県外に出て

いらして、子供は連帯保証人になってもいいと

言っているんだけれども、県外に住んでいたら

だめなんですかといったような御相談が時折寄

せられます。

そういったところもございまして、現行の条

例ですと、条例に合わないということになりま

すので、そこを省くことによって、県営住宅に

少しでも入居しやすくなるように、あるいは住

み続けやすくなるように、そういう配慮で、今

回、県内居住要件を省くものでございます。

○山下委員 わかりました。ここの平均入居率

は、今どれぐらい。

○志賀建築住宅課長 平成31年３月末時点の数

字でございますけれども、入居率は86％でござ

います。

○山下委員 わかりました。86％は、割と高い

ほうですよね。整備したり、あきの期間があり

ますから。私は非常に高い入居率だなと思って

います。
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そして、（２）の保証債務の上限ですが、12カ

月分を最高限度とするんでしょう。ということ

は、４万だったら48万を保証人には債務負担を

お願いする、そういう理解でいいんですかね。

○志賀建築住宅課長 （２）の表の右側に書い

てございますように、２行目からですけれども、

入居決定者の入居時における近傍同種の住宅の

家賃の12カ月分ということでございまして、近

傍同種の住宅の家賃と申しますのは、県営住宅

の家賃は９種類ございまして、９段階に分かれ

ております。その中で一番高い部類に属するも

のが近傍同種の家賃でございます。

これの意味合いとしましては、その県営住宅

が仮に民間賃貸住宅であるとみなしたときに、

どのくらいの家賃設定になるのかということを

理論的に計算したものでございまして、平均し

ますと約５万円程度でございます。その12カ月

分というふうに設定させていただきたいと思っ

ております。

○山下委員 対象戸数はどれぐらい。この条項

が当てはまる人。

○志賀建築住宅課長 ４月１日以降に新たに入

居される方、あるいは、現在入居されている方

で４月１日以降に契約の変更をされる方が対象

になってまいります。ですから、現在入居して

いる方がそのままお住まいになる場合について

は、この条項は適用になりません。

○山下委員 今私が聞いているのは、今さっき

近傍同種ということで、平均が５万円というこ

とでしたよね。所得に応じて、家賃の高低があ

るだろうと思うんですが。これに該当する人た

ちが何世帯ぐらいかということ。

○志賀建築住宅課長 近傍同種の家賃が適用に

なる方というのは、実際には少なくなっており

まして、この近傍同種の家賃が適用となります

のが、収入基準が設定されておりまして、その

収入基準を超えている方、超えていって一定年

数がたっている方、あるいは、さらに上に高額

所得者という基準がありまして、その高額所得

者になっていらっしゃる方、それと、明け渡し

請求要件に該当する方につきましては、近傍同

種家賃を請求しております。その方につきまし

ては、それほど多い数ではございません。正確

な数は、今ちょっと手元にございませんけれど

も。

○山下委員 今、県営住宅の戸数は何戸ですか。

○志賀建築住宅課長 平成31年３月31日現在で、

県営住宅の戸数は8,885ございます。

○山下委員 ありがとうございました。

○坂本副委員長 関連で、今の８ページの県営

住宅の件で。以前、建築住宅課長には御説明い

ただいたところでもあるんですけれど、ちょっ

とわからないところが１つありまして。

今回、民法の一部を改正する法律に伴っての

この条例を改正するということなんですけれど

も、民法の改正で、こういった賃貸不動産に関

するところでいうと、連帯保証人への情報提供

義務、それから、貸している建物や部屋の設備

でふぐあいがあったり、例えば給湯器が故障し

た、畳が傷んだ、そういったことが発生した場

合には、家賃を減額しなければいけない義務が

発生すると思うんですけれども、条例の上では

どういうふうにそれを補完していかれるのか、

教えていただきたいんですけれど。

○志賀建築住宅課長 今御指摘のありました点

につきましては、条例に改めて定めなくても、

法律をそのまま読むことによって運用が可能だ

と考えておりまして、条例に改めて書き込みは

しておりません。例えば、情報提供につきまし

ては、連帯保証人の方から４月１日以降求めが
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あれば、適切に情報提供していくことになりま

す。

○坂本副委員長 具体的に言いますと、畳の表

がえの住民相談を受けていまして、今の規則で

いうと、入退去のときに入れかえをするという

仕組みになっています。今回の民法の改正によっ

て、家賃減額の義務が発生した場合に、それは

どのように対応していかれるかということを

ちょっとお聞きしたいんですけれど。

というのは、５年、10年で入れかわられる方

というのもたくさんいらっしゃると思うんです

けれども、中には、20年、30年という長期にわ

たって住んでいらっしゃって、なおかつ、経済

的な事情で自分ではなかなかかえられない方か

ら、畳をかえてほしいといった要望が出てきた

場合の整合性を教えていただきたいんですけれ

ど。

○志賀建築住宅課長 公営住宅におきます、例

えば、畳の表がえの取り扱いにつきましては、

条例に特別の定めがある場合には、特別法なり、

条例に従いますといったような最高裁の判例が

ございまして、民法とは別に、公営住宅法と、

それに基づく県営住宅の条例がございますので、

そちらが優先するものと考えております。

それから、従来から畳の表がえにつきまして

は、入居者の方にお願いするということで整理

をさせていただいておりまして、それにつきま

して、今後も変更がないような取り扱いになろ

うかと思っております。

例えば、畳表の下に畳床というのがございま

して、それが、長年お住まいになる中で、へこ

んでしまって、変形してしまっているとか、そ

ういった極端な状況が、本人に責めを負うこと

ができないような状況で発生しておるようなも

のであれば、県費で負担することもあり得るの

かなと考えておりまして、そこにつきましては、

入居者の方の、これはちょっと現場を見させて

いただいて協議させていただいて、検討させて

いただくことになろうかと考えております。

○中野委員 関連で、議案第19号の（３）の不

正入居者への請求に用いる利率の改定の件です

が、ちょっと勉強不足で済みませんけれども、

民法が改正されて、年５分から変動制へとなっ

たということですが、年５分ということは、年

利率18.25％ですよね。この変動制というのは、

幾らでもいいということですかね。利子制限法

もあると思うんですが。この変動制の上限は幾

らですかね。

○志賀建築住宅課長 変動制になったことに

よって、その後、金利が幾らになるか等につき

ましては、最初は３％からスタートするという

ことが決まっておりますけれども、あとは３年

ごとに見直しがかけられるとのことですので、

国でお決めいただけるんじゃないかと思ってお

ります。

○中野委員 ３％は、年利率３％という意味で

すかね。

○志賀建築住宅課長 そのとおりでございます。

○中野委員 これは国の定めで３％という基準

になっているわけですか。県が決めた３％なん

ですか。

○志賀建築住宅課長 国が決めましたので、そ

れをそのまま条例に取り込むということでござ

います。

○中野委員 国が定めたことをとやかく言えな

いのですが、年５分というのは、さっきも言い

ましたけれども、年利率にすれば、18.25％です

よね。違いますかね。18.25％がわずか３％に下

がるもんかなと。不正入居者への請求云々とい

う利率ですからね。５分が18.25％で、私の勘違
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いかな。

○志賀建築住宅課長 ５分ですので、５％かと

思っておりますが。

○中野委員 ５分というのは、５％ですか。５

分は、普通パーセントにすれば18.25％にならん

とですか。これは勘違いかもしれん。５％が３

％に下がったなら、変動制ということでそうなっ

たんだろうと理解できるけれど、18.25％からだ

と、余りにも少ないなと思ってですね。しかも、

それは変動制ということでしょう。波があって

もいいということですかね。

○日高委員長 暫時休憩します。

午前11時56分休憩

午前11時57分再開

○日高委員長 委員会を再開します。

ここでお諮りします。

質疑が続いておりますが、残りの質疑につき

ましては、午後１時10分から行いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 御異議ないようですので、午後

１時10分の再開といたします。お疲れさまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時57分休憩

午後１時５分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

質疑はございませんか。

○志賀建築住宅課長 午前中、中野委員から御

質問のありました８ページの一番下の行の年５

分につきましては、年５％でございます。

○日高委員長 いいですか。年５％ですね。５

分は５％ですね。（「５分は５％」「はい」「５分

は５％よ」「５％です」「パーセントと分は違う

よね」と呼ぶ者あり）

暫時休憩します。

午後１時６分休憩

午後１時８分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

ほかに質疑はございませんか。

○山下委員 議案第28号ですが、先ほども中野

委員からいろいろ剰余金の問題の質疑が出てい

ましたけれども、過去、電気事業会計の中で80

億ぐらい利益が出ていたのかな。30億を３カ年

にわたって、いろんな事業を組んだと思うんで

すが、先ほどの次長の答弁の中では、一般会計

に繰り入れますという答弁だったんですけれど

も、もし可能性としてできるんだったら、何十

億かをいわゆる基金に積んで、それから、事業

費に向けていく、そういう可能性は考えられな

いのか、見解をお聞きします。

○重黒木県土整備部次長（総括） 可能性とし

ましては、山下委員がおっしゃるような可能性

もあるとは思います。ただ、最終的には、一般

財源として一般会計に繰り入れますので、その

可能性の判断につきましては、財政担当部局に

おいて判断されることになると考えております。

○山下委員 県もさまざまな大型プロジェクト

があって、多分そっちのほうの事業費もかなり

大きな支出が出てくると思うんですが、されど、

さまざまな各部局においての事業展開は必要な

わけですから、せっかくのこういう清算業務も

されるのであれば、そのことも一考していただ

くとありがたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○日高委員長 財政課もいることで、なかなか

答えられないと思うんですけれど、ぜひ前向き
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にお願いいたします。

ほかございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 次に、報告事項に関する説明を

求めます。

○森道路保全課長 道路保全課であります。委

員会資料の26ページをお開きください。

道路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたこ

とについて、地方自治法第180条第２項の規定に

基づき御報告いたします。

今回の報告は、人身及び物損の事故が１件、

そして、物損事故が３件です。

それぞれの事故の内容について御説明申し上

げます。

発生日、発生場所等につきましては、資料の

左側の欄に記載のとおりであります。

１番目の穴ぼこ事故につきましては、自転車

で走行中に、車道の外側線付近において鋪装の

継ぎ目部分に生じていた穴ぼこに自転車の前輪

が挟まり、バランスを崩して進行方向左側の歩

道部に転倒し、頭部打撲、頸椎捻挫等の負傷を

するとともに、自転車の車体を損傷したもので

あります。

本件は、被害者に前方不注視及び運転操作不

適の過失がありますので、５割の過失相殺を行っ

ております。

２番目の枝落下事故につきましては、道路上

空まで張り出した樹木の枝が大型車両の走行し

た風圧により折れて落下し、後続車を直撃して、

車両のボンネット等を損傷したものであります。

本件は、事故の状況から被害者に過失を問う

ことはできないと判断し、過失相殺は行ってお

りません。

３番目の落石乗り上げ事故につきましては、

のり面の大きな石が道路に落下した衝撃で粉砕

され、粉砕された石が反対車線を含む車道全面

に広がっていたところ、そのうちの１つの石に

乗り上げ、車両底部を損傷したものであります。

本件は、被害者に前方不注視の過失がありま

すので、３割の過失相殺を行っております。

４番目の落石事故につきましては、山側のり

面のモルタル吹きつけのさらに上から、ロック

ネットを越えて落ちてきた石が車両を直撃し、

フロントガラスを損傷したものであります。

本件は、事故の状況から被害者に過失を問う

ことはできないと判断し、過失相殺は行ってお

りません。

損害賠償額は10万3,302円から34万９円となっ

ておりまして、全て道路賠償責任保険から支払

われます。

説明は以上でありますが、引き続き道路パト

ロールを徹底するなど、道路利用者の安全確保

に努めてまいりたいと考えております。

道路保全課の説明は以上であります。

○志賀建築住宅課長 建築住宅課でございます。

委員会資料の27ページをお開きください。

県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について、地方自治法第180条第２項の規

定に基づき御報告いたします。

表に記載しております相手方に対する訴えの

提起と和解についてであります。

まず、表の上段の訴えの提起でありますが、

表に記載しております相手方につきましては、

住宅の名義人であった、この方の母親がお亡く

なりになりましたため、条例に基づき、入居承

継の手続を行うよう指導いたしましたが、再三

の指導にもかかわらず、手続を拒んだまま占有

を続けております。

このため、宮崎県営住宅の設置及び管理に関

する条例第33条第１項の規定に基づき、住宅の



- 22 -

令和元年12月５日(木)

明け渡し請求を行いました。

その後も転居先を紹介するなど、自主的な転

居を促したものの、一向に応じないことから、

住宅の明け渡しと損害賠償金請求の訴えを提起

するものであります。

次に、表の下段の和解でありますが、表に記

載しております相手方につきましては、家賃を

長期間滞納しておりましたことから、再三にわ

たり納付指導を行ってまいりましたが、改善す

ることはありませんでした。

このため、表の上段の相手方と同様、住宅の

明け渡し請求を行ったところ、自主的に退去い

たしました。

その後、滞納している家賃を分割納付する旨

の申し出があり、約束どおり納付を続けている

ことから、滞納の解消が見込まれると判断し、

和解を行うものであります。

なお、表の右端の専決年月日にそれぞれ専決

処分を行っております。県営住宅の管理上、必

要な訴えの提起、和解及び調停については、以

上であります。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はございませんか。

○山下委員 今、御説明いただいた和解及び調

停なんですが、２件の滞納家賃の総額はどれぐ

らいですか。

○志賀建築住宅課長 上の方につきましては、

滞納家賃は今のところはございません。下段の

方につきましては、滞納家賃が21万1,000円でご

ざいます。

○山下委員 家賃滞納はないのに、なぜ訴える

んですか。

○志賀建築住宅課長 先ほど御説明いたしまし

たように、この方につきましては、本来の名義

人でありましたお母様がお亡くなりになったと

いうことで、この方に入居承継という手続をし

ていただければ住み続けられるんですけれども、

入居手続を拒んだまま家賃にかわる、現在は損

害賠償金といいます非常に高額な家賃を課して

おりますけれども、それを払い続けながら入居

を続けております。ですから、家賃の滞納はご

ざいません。

○山下委員 わかりました。

○外山委員 なぜ拒むんだろう、単純に考えて。

安く入れるはずなのに、手続さえすれば問題な

いはずなのに、どういう理由で拒まれているん

だろうね。

○志賀建築住宅課長 入居承継というのは契約

の更新になりますので、この方は、連帯保証人

を新たに立てていただく必要がございます。こ

の方につきましては、連帯保証人になってくだ

さる方が実際いらっしゃるんですけれども、そ

の方に頼みたくないという、それだけの理由で

ございます。

ですから、手続をしていただければ、継続的

に入居していただくことができるんですけれど

も、それをされないという、本人の御意思でご

ざいます。

○日高委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

○矢野道路建設課長 道路建設課でございます。

委員会資料の28ページをお開きください。

一ツ葉有料道路の有料継続に伴う取り組み状

況についてであります。

１の現状でありますが、一ツ葉有料道路の事

業変更につきましては、さきの９月議会で同意

の議決を受け、10月16日付で国の許可を受けた

ところであります。
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今後は、早期の橋梁の耐震対策等や県民への

有料継続の周知及び附帯決議を踏まえましたコ

スト縮減や利用促進などの取り組みを実施する

こととしております。

２の取り組み状況であります。

下の参考にお示ししております今後のスケ

ジュールとあわせてごらんください。

（１）耐震対策等の取り組みについてであり

ます。

①の橋梁の耐震対策につきましては、一ツ葉

大橋を初めとします対策が必要な３つの橋梁に

ついて、現在、耐震対策の詳細設計業務の入札

手続中であり、12月に発注の予定であります。

その後、設計業務と並行しながら、河川管理

者やＪＲ等の関係機関と協議を行い、来年の出

水期後には、対策工事に着手してまいりたいと

考えております。

②の避難誘導対策につきましては、Ｕターン

場所などの全体の配置計画検討、各対策工の詳

細設計を行うこととしておりまして、現在、こ

の業務委託の発注準備中であります。

１月に業務発注した後、警察等との協議を踏

まえながら、順次工事には着手してまいりたい

と考えております。

次に、（２）有料継続に伴う取り組みについて

であります。

①の有料継続の周知としましては、有料道路

利用者に混乱を招かないよう、順次実施してま

いります。

ホームページへの掲載については、既に掲載

しておりまして、ポスターの掲示やチラシの配

付は12月から開始しております。

テレビやラジオ、新聞広告掲載による情報発

信についても来年の１月から２月にかけて順次

行うこととしております。

②の料金改定に伴う業務委託につきましては、

新料金の回数券印刷と、料金徴収システムの変

更業務につきましては、11月に発注したところ

です。

次に、（３）コスト縮減及び利用促進の取り組

みについてであります。

①の維持管理費用等の縮減としましては、沿

道修景植栽地のめり張りをつけた再整備や回数

券の印刷を２年分まとめて発注することにより、

コスト縮減を図ってまいりたいと考えておりま

す。

②の利用促進対策としましては、回数券につ

きまして、券種の新設や販売委託箇所の拡大を

図ってまいりたいと考えております。

最後に、（４）国道219号広瀬バイパス開通後

の交通状況把握についてであります。

周辺道路の混雑状況等を把握するために、バ

イパス開通前のことし12月と開通後の来年の４

月、７月に交通量や渋滞長を調査する予定であ

ります。

有料継続に伴う取り組み状況については、以

上であります。

29ページをお開きください。

次に、宮崎県広域道路交通計画策定に関する

取り組み状況についてであります。

本計画につきましては、昨年９月の常任委員

会において、策定を開始する旨、御報告させて

いただいたところでありますが、策定に当たり

まして日時を要しておりますことから、現時点

の取り組み状況を報告させていただくものであ

ります。

１の計画策定の背景であります。

平成30年３月の道路法改正に伴い、平常時・

災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、

国が物流上重要な道路輸送網を重要物流道路と
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して指定する制度が創設されました。

これを契機として、広域的な都市間交通や主

要な物流拠点、観光地などへの交通について、

中長期的な観点から、新たな広域道路交通計画

を策定するものであります。

今回の広域道路交通計画は、全国的に策定す

るものでありまして、各都道府県の計画を踏ま

えて、各地方整備局単位で計画・策定されるこ

ととなっております。

２の計画の検討内容であります。

（１）検討の視点でありますが、検討対象と

なる路線につきましては、高規格幹線道路や地

域高規格道路、直轄道路、また、これに加えま

して、県管理道路のうち重要な路線についても

対象となっております。

ネットワークの形成の視点としましては、①

平常時におきましては、１ポツ目ですけれど、

隣接県を含む主要な都市間を結ぶ視点、２ポツ

目ですけれど、産地や工業団地と重要港湾等を

結ぶ物流の視点、空港や港などへの人の動き、

人流の視点、３ポツ目ですけれども、主要な観

光拠点を結ぶ視点で、②の災害時におきまして

は、広域的な支援を可能とするため、防災拠点

を結ぶルートの多重性の視点で検討することと

としております。

次に（２）検討体制であります。

国や県などで構成されます宮崎県幹線道路協

議会において意見を伺い、その後、九州全体の

広域道路交通計画については、県協議会の親会

であります九州幹線道路協議会において検討が

行われることとなっております。

最後に、３のこれまでの経緯と今後の流れで

あります。

昨年８月に計画検討に着手しまして、９月議

会において検討着手の報告を行ったところであ

ります。

12月の県幹線道路協議会では、その時点の検

討状況を報告し意見を伺い、今年度に入ってか

らも国の直轄事務所や隣接する県との調整など

を続けているところであります。

今後の予定としましては、引き続き国や他県

との調整を行い、令和２年に開催する宮崎県幹

線道路協議会において意見を伺った後、素案を

策定し、策定した素案について県議会へ報告す

る予定としております。

その後につきましても、素案に修正が生ずる

都度、県議会へ報告してまいりたいと考えてお

ります。

道路建設課につきましては、以上でございま

す。

○江藤港湾課長 港湾課でございます。委員会

資料の30ページをお開きください。

宮崎港港湾計画の一部変更について御報告さ

せていただきます。

１の背景であります。港湾計画とは、港湾法

に基づく法定計画でありまして、港湾の開発、

利用、保全等の方針を定めたものでありまして、

本県の重要港湾３港におきましても、10年から15

年先を目標年次として、港湾施設の規模や配置

等を定めております。

また、港湾計画は、策定後の社会的な情勢の

変化等によりまして、計画内容を変更すること

となっており、今後、カーフェリーの大型化も

進んでまいりますことから、航行の安全を確保

するため、今回、計画に定めております航路等

について変更を行うものであります。

次に、２の主な変更内容でありますが、右側31

ページの図面を横にしてごらんください。

図面、左上の青線で囲っております北航路に

つきましては、現計画では航路の幅を280メート
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ルとしておりましたが、今回、長さが200メート

ルの船舶にも対応できるよう赤で着色しており

ます幅20メートルを追加しまして300メートルに

変更いたします。

これは、航路の幅につきましては、対象船舶

の長さの1.5倍以上を確保するという港湾の技術

上の基準に従い変更するものであります。

また、今、説明しました航路の下側の緑の線

で囲っております航路・泊地につきましては、

想定される船舶が港内で安全に減速できる距離

を確保するため、赤で着色しております部分を

追加し、全体で19.5ヘクタールとしております。

以上が主な変更内容であります。

左の30ページにお戻りいただきまして、３の

港湾計画変更の手続であります。

10月と11月に、それぞれ県及び国の審議会に

諮問し、原案どおりの答申をいただいたところ

であり、現在、年内の公示に向けて作業を進め

ているところでございます。

最後に、４のその他であります。

今後、カーフェリーの大型化にあわせまして、

県事業で船の係留に必要な防衝壁や係船柱の追

加、また、埠頭用地の鋪装、サイドスロープな

どの整備を予定しております。

また、別途、国におきましては、国土強靱化

等の観点も踏まえ、港の機能強化を図るため、

航路などのしゅんせつを実施する予定であると

伺っております。

説明は以上であります。

○日高委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

質疑はありませんか。

○山下委員 一ツ葉有料道路の件ですが、この

（３）の②利用促進対策ですが、大型２種の回

数券を出すということですが、30回券と100回券

が提案してありますけれども、これは割引かな

んかする予定ですか。

○矢野道路建設課長 まず、そのほかに普通車

ですとか大型の１種は今までも30回券、100回券

がございました。大型２種に関しましては、余

り需要がないということで、この30回券、100回

券は発券していなかったものを、今回、継続に

伴いまして、ふやすということです。

それから、回数券については、例えば、10回

券であれば11回分とか、100回券が最大で20％割

引と、多い枚数ほど割引が多くなるようになっ

ております。

○山下委員 わかりました。

○日高委員長 ほかございませんか。なければ、

私から一つ。

港湾課長にお尋ねいたします。

この宮崎港の港湾計画の変更は、これはあく

までもフェリーの大型化によるものであって、

宮崎カーフェリーにあわせたものではないとい

うことでよろしいでしょうか。

○江藤港湾課長 委員長がおっしゃるとおりで、

今、モーダルシフト、陸上物流から海上交通に

移行しているという全国的な流れもありまして、

他県を見てもフェリーはどんどん大型化してい

ます。それに対応するための港湾計画の一部変

更という位置づけで御理解いただければと思い

ます。

○日高委員長 わかりました。ほか、ございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 その他で何かございませんか。

○中野委員 今の答弁ですが、後々フェリーで、

いろんな関連事業が出ますが、これは関連事業

に入らないということで理解していいんですか、

あくまでも。
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オリンピックがあれば、関連事業で１兆円と

か最終的には３兆円とか、ニュースで言ってま

したけれども。こういうのは関連事業には入ら

ないんですか。

○江藤港湾課長 関連事業の定義がちょっと理

解できなくて申しわけないですけれど、今後フェ

リーが大型化することを見越して、４のその他

で書いていますけれど、県の事業で係船柱とか

防衝壁、あるいは埠頭の鋪装とか、サイドスロ

ープをやっていく、また、国のほうで、航路等

のしゅんせつをやっていくということで、そう

いう形で進めていきたいということでございま

す。

○外山委員 今の話はいいんだけれど、フェリ

ーが大きくなるから大きくするんでしょう、こ

れは。結局、関連がどうこうじゃなくて、フェ

リーが大きくなるので―今、全国的な傾向だ

けれども、宮崎カーフェリーも間違いなく大き

くなるわけじゃない、今回。だから整備するん

だよね。そこは事実だよね。

○江藤港湾課長 確かに、この港湾計画の一部

変更を考えようとしたのは、２年前に宮崎カー

フェリーが、カーフェリーをリプレイスすると

いうことが契機になっています。

先ほど申しましたように、全国的にそういう

大型化の流れになっていますので、今回、一部

変更したということです。

○日高委員長 ほか、よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、以上をもって県土整

備部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時31分休憩

午後１時35分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

本日の審議の進め方ですが、議案第２号につ

いては、総務政策常任委員会との合同審査会に

より審査を行いますので、まず、それ以外の報

告事項について報告を受けた後に、一旦休憩を

いたしまして、合同審査会の準備ができ次第、

合同審査会を開催し、議案第２号の審査を行い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、報告事項の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

○井手商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、初めに３点お礼を申し述べさせていた

だきたいと思います。

まず１点目ですが、委員の皆様方には、先般

の県内調査におきまして、みやざき外国人サポ

ートセンターを調査いただきました。まことに

ありがとうございました。県内の外国人住民の

皆様方が安心して県内で暮らせますように、国

や市町村、関係機関等と一体となってサポート

してまいりたいと考えております。

２点目でございます。11月８日に東京の外務

省飯倉公館で開催されました外務大臣と宮崎県

知事の共催レセプションにおきまして、お忙し

い中、山下副議長と日高委員長に御参加いただ

きました。

おかげをもちまして、駐日各外国大使、そし

て、在日外国商工会議所代表など多くの皆様方

に本県を存分にＰＲすることができました。あ

りがとうございました。

最後３点目になります。11月15日からさきの12

月１日にかけて、ブラジル宮崎県人会会長を含

め３名の方々が、８月に開催されました県人会70
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周年記念式典のお礼のために本県に来県いただ

きました。

山下副議長におかれましては、知事主催の懇

談会、そして、宮崎空港のお見送りまで御参加

いただきました。おかげをもちまして、ブラジ

ル宮崎県人会の皆様方との一層のきずなづくり

に御尽力いただいたと考えております。まこと

にありがとうございました。

それでは、本日お配りしております常任委員

会資料、目次をごらんいただきたいと思います。

令和元年11月定例県議会提出議案及びその他

報告事項として、県内経済の概況等について担

当課長から説明させていただきます。

先ほど委員長から御指示がありましたように、

この中の提出議案につきましては、後ほど総務

政策常任委員会との合同審査会において御説明

させていただきます。よろしくお願いします。

最後になりますが、本日、雇用労働政策課長

の川端が、けがのため療養中でございます。欠

席をさせていただいておりまして、代理として

雇用労働政策課長補佐の長谷川が出席しており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

私からは以上です。

○内野商工政策課長 それでは、常任委員会資

料の４ページをお開きください。

県内経済の概況等についてであります。内容

につきましては、所管する所属課が複数ござい

ますが、一括して御説明いたします。

まず、１の総論ですが、本県の景気の状況は、

直近では、日銀宮崎事務所の11月の宮崎県金融

経済概況、これは表の一番左下の欄になります

けれども、そこでは、これまでと同様に、緩や

かな回復を続けている。

また、その右側の欄、宮崎財務事務所の10月

の県内経済情勢報告では、緩やかに持ち直して

いるとされております。

５ページをごらんください。ここからは各論

になります。

２の（１）の個人消費の百貨店・スーパー販

売につきましては、表にありますとおり、７月

は、全店ベース、既存店ベースで、ともに前年

同月を下回りましたが、８月と９月は、全店ベ

ース、既存店ベースともに前年同月を上回って

おります。

特に、９月は18.1％のプラスとなっておりま

す。これは、家具や家電製品等において消費税

増税前の駆け込み需要が影響したものと思われ

ます。

続きまして、（２）の乗用車販売についてであ

ります。

県全体の新車登録・届け出台数は、表の一番

右の欄にありますとおり、消費税増税前の９月

は、前年同月比20.4％のプラス、増税後の10月

が前年同月比マイナス20.8％となっております。

９月につきましては、駆け込み需要が、また、10

月はその反動減が影響したものと思われます。

６ページをお開きください。（３）の観光であ

ります。

宮崎市内の主要ホテル・旅館の宿泊客数は、

表にありますとおり、県全体では８月以降いず

れも前年同月比マイナスとなっております。

表の一番右の欄、外国人客数も８月以降、前

年同月比マイナスとなっておりますが、これは、

香港便の休止に加え、６月以降の日韓情勢の悪

化によります韓国からのインバウンドの減等が

主な要因と思われます。

また、国内客数の９月が、マイナス6.6％となっ

ております。これは台風17号の影響で、宮崎空

港の発着便が欠航したことなどが影響している

と思われます。
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次に、（４）の製造業の生産活動ですが、本県

の鉱工業生産指数は、表にありますとおり、平

成27年平均を100とした場合、９月が98.9となっ

ており、木材・木製品工業等が上昇したこと等

により、８月と比べますと0.8ポイント上昇して

おります。

７ページをごらんください。（５）雇用情勢で

あります。

このうちアの有効求人倍率につきましては、

表にありますとおり、本県は８月と９月がとも

に1.44倍、10月は1.43倍と高水準で推移してお

ります。

また、その下のイは、ハローワークで捕捉で

きない雇用情勢を把握するため、県内の民間有

料職業紹介事業所等にアンケート調査を行った

ものであります。

表の左半分の７月から９月期の実績の求人に

つきましては、回答項目「ふえた、少しふえた」

の割合が52.4％と最も高く、企業の高い採用意

欲が続いております。

一方で、表の右半分の10月から12月期の予想

における求人は、「変わらない」の割合が52.4％

と最も高くなっております。

説明は以上であります。

○日高委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。質疑はございませんか。

○中野委員 総括して、景気はどういう状況に

なっているの。

○内野商工政策課長 日銀の宮崎事務所、宮崎

財務事務所の総括的な判断としては、緩やかな

回復を続けているとされておりますが、それぞ

れの項目見ますと、資料の４ページの左下にあ

りますとおり、例えば、個人消費でありますと、

底がたく推移している。観光につきましても底

がたく推移している。そのほかにも住宅投資、

公共投資と、それぞれの項目ごとに若干の差異

はあります。

ただ、一番ポイントとなりますのは、やはり

今回、消費増税が10月１日から行われたことで、

増税前の９月が、やはり特に百貨店・スーパー

販売額等におきまして、駆け込み需要が見られ

ております。車もそうです。

まだデータが全部出そろっていませんけれど

も、今後、10月以降のデータも十分注意しなが

ら、今後の反動減の影響なども十分見守ってい

く必要があると思っております。

基調としては緩やかな回復を続けているとい

うことではあろうかと思います。

○外山委員 確かに、マスコミ発表では緩やか

に回復しているというのは、10年ぐらい前から

もう言っていますよね。帝国データバンクでも

日銀調査でも。この言葉が、もうずっと言われ

ているんだけれども、実際、日南や宮崎市内、

県北で見た場合に、果たして本当に緩やかに回

復しているんだろうか、実感が伴わない。

もちろん一部の業種によっては、今は建設業

だとか、活況のところもあるんですが、先ほど

も中野委員がおっしゃったように、全体的にど

うだと言われたら、どうなんでしょうね。余り

明るい兆しはないように思えるんですが。厳し

い見方していたほうがいいような気がするけれ

ど、近い将来に向けて、どうなんでしょうか。

○内野商工政策課長 雇用情勢などは依然とし

て、1.4倍台ということで、これは29カ月連続と

なっておりまして、高い状況で推移しておりま

して、このような状況からすると、非常に雇用

情勢はよろしいんですけれども、やはり個人消

費のところで、いろいろな要因もあろうかと思

いますが、確かに先行きは決して楽観できない

状況なのかなと思います。総体的に緩やかな回
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復とありますけれども、一つ一つ見ていけば、

やはり厳しい状況はあろうかと思います。

○中野委員 有効求人倍率は、ハローワークご

とでどこか厳しい地域はありませんか。

○長谷川雇用労働政策課長補佐 地域ごと、ハ

ローワークごとで見ますと、高いところですと

都城が1.73倍、宮崎は1.58倍ですけれども、低

いところですと、日向が1.12倍、日南が1.11倍、

そういう状況でございます。

○中野委員 何でばらつきがあるんですか。

○長谷川雇用労働政策課長補佐 業種ごと、地

域によりまして、違うところもございます。そ

して、職業別に見ていきましても、地域によっ

て高い職があったり、低い職があったり、そこ

のばらつきもございます。そういうところもご

ざいまして、全体としては高いんですけれども、

地域で見ていくと、やはり差が出てきている。

産業構造等々の差によって、そういう状況にあ

るのではないかなと思っております。

○中野委員 有効求人倍率が非常に厳しいとき

の延岡は特に厳しかったんですよね。現状の延

岡はどうなんですか。

○長谷川雇用労働政策課長補佐 直近のデータ

ですと、延岡は10月時点では1.15倍となってお

ります。

○中野委員 大分回復したと見ればいいんです

かね。延岡は、鉱工業が多いから、そっちのほ

うがうまくいっているということですかね。

○長谷川雇用労働政策課長補佐 ハローワーク

別で見てまいりますと、職業別になるんですけ

れども、やはり延岡ですと、鉱工業関係が多い

のですが、生産工程の職業―製品の製造とか

加工処理、こういうものがこれに含まれるんで

すけれども、それを見ますと、１を切って0.93

倍ということで、延岡地区全体としては先ほど

申しました数字なんですけれども、業種別に見

ていきますと若干低い、１を切るところも出て

きている状況でございます。

○中野委員 それから、民間事業所への調査で、

第３四半期の７月から９月期は、求人は、「ふえ

た、少しふえた」が52％台で多いんですが、10

月から12月期は「変わらない」が52.4％、「ふえ

る」というのは28.6％ですよね。この予測では、

いつも第３四半期みたいな実績になるもんです

か。

○内野商工政策課長 この民間有料職業紹介事

業所への調査で、例えば、７月から９月期の実

績で「ふえた、少しふえた」が52.4％と一番高

くなっておりますが、前回の委員会で報告させ

ていただいた７月から９月期の予想も、同じよ

うに、「ふえた、少しふえた」が52.4％で、最も

多くなっておりました。

ちなみにその前の４月から６月の実績も、そ

の同じ期間の予想と全く同じ「ふえた、少しふ

えた」が42.9％―予想が45％最も高い項目と

なっておりましたので、これまでの傾向を見ま

すと、予想どおり実績が回答項目としては最も

割合が高い項目となっております。

○中野委員 ということは、やはり景気は厳し

い方向に向かっている、この最終四半期は厳し

い方向に向かうということですかね。

○内野商工政策課長 有効求人倍率は、依然と

して高いんですが、そういう意味では、10月か

ら12月期の予想は、注意して見ていくべきかな

と思っております。この「変わらない」として

いる項目が一番高くなるのかどうかをまた見て

いきたいと思います。

○中野委員 失業者数は、都道府県ごとに調査

していないから載っていないと思うんですが、

失業者絶対数は何人いるとか、県では、そうい
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う動向はわからんとですかね。

○長谷川雇用労働政策課長補佐 失業者数につ

きましては、全国では出ておるんですけれども、

各県ごとにはそのデータがございませんで、把

握し切れていないところでございます。

○中野委員 それがわかる方法はないの。それ

がわからんなら労働政策はできんですがね。な

いものを求めることがおかしいので、ないなら

いいですよ。

○山下委員 先ほど説明していただきましたけ

れども、景気は緩やかに上向いているというこ

となんですが、個人消費がなかなか伸びないと

いうことをお話になりましたよね。その理由は

何だと思う。

○内野商工政策課長 個人消費の関係で言いま

すと、例えば、車であれば、その時々の新車の

投入状況ですとか、衣料費であれば、気温の状

況とかにも影響されているようでありますけれ

ど、一つ一つの細かな要因については、正直分

析ができていないところはあります。

○山下委員 世の中の動きをしっかりとあなた

方も捉まえておかないといけない。

どういうことかと言うと、今、やっぱり将来

に対する不安が非常にあるんですよね。という

のは、年金受給年齢が引き上がっていく、65歳

でしょう。やっぱり不安定な60歳以上の人たち

がふえてきた。それと同時に年金は下がってい

く。なおかつ医療費は上がる。それで、介護保

険も上がっていっていますよね。

人生に不安なものが多くなってきたので、自

己防衛しないといけないですからね。あなた方

も、今どういうことが起きているのかをしっか

りと情報収集しておかないと。ただ、こんなデ

ータを出して、こんな方向ですがということで

はいけないと思うんですよ。

そこに対して、やっぱり社会問題化していく。

県全体の課題として、労務計画とか、その辺を

しっかりと情報共有しないといけない気がする

んです。私が聞いたのはそういう観点だったん

ですよ。

○内野商工政策課長 委員御指摘のとおり、そ

こ辺は情報収集が足りていないところもあった

かと思いますので、庁内の関係課と、年金、収

入の状況、支出の状況、そういったところも広

く情報収集に努めて、分析に取り組んでまいり

たいと思います。

○山下委員 よろしくお願いいたします。

いつまでたっても同じようなことの繰り返し

ですから、根本的なところの問題意識をしっか

りと持っていただきたいと思います。

それから、若手の働く人たちなんですが、今、

かなり賃金も見直しがあって、時給の引き上げ

とか、いろいろ政策的な―労働環境も今売り

手市場ですから。ある程度、給与も上がってき

たと思うんですが、なかなか満足感というか、

ゆとりのあるような状況じゃないんですよ。皆

さんも非常に不安に思っている。そして、若い

人たちが、働き方改革の中で週休２日を求めて

いるでしょう。

どういうことが起きているかというと、週休

２日で時間ができるということは、皆さんがお

出かけになったり、消費に入っていくわけです

から、そういう人たちもある程度消費に入って

いくことはわかるんですが、心のゆとり、いわ

ゆる生活的なゆとりというのがお金ですよね。

やっぱりそれがなかなかついてきていないよう

な気がするんですよ、若い人たちと話をしてい

ると。

今は給与より休みが欲しい世代がふえていま

すからね。だから、雇う側も、今、少々給与上
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げたって人が来ない。まず先に言ってくるのが、

休みが何日ですかと、土曜、日曜日が休みです

かとか、もうそういうことを要求してくるんで

すよ。

そのため、企業も365日、24時間の工場とか、

介護福祉の現場もそうですが、例えば、飲食業

とか、サービス業は365日ですよね。そういうと

ころは多いと思うんですが、今雇用の確保が非

常に厳しいんですよ。その辺の問題もしっかり

と社会現象として、問題意識を持って、やはり

企業もそういう改革をしていかないといけない。

だから、商工政策として、そういう時代の流

れでどういう問題が出ているのか。その辺もしっ

かりと検証しながら、そういう時代に合う経済。

その問題点も意識として持っておかないといけ

ないのかなと思うんですけど。

○横山商工観光労働部次長 委員御指摘のとお

りだと思います。

特に、給与水準を見ましても、決まって支給

される給料の額とかを見ましても、景気全体は

今緩やかに回復と言われる中で、なかなか目に

見える形で上がっていかないのが現状でござい

ます。

社会保障費は上がる一方ということもありま

すので、どうしても可処分所得がなかなか上がっ

ていかない。そこに、委員御指摘のとおり、将

来のいろんな不安があって、なかなか消費マイ

ンドが上がっていかないのが今の状況だと思い

ます。

なかなか難しい問題だとは思いますけれども、

御指摘のとおり、基本的にはやはり県内企業の

生産性を上げていくような形で、一定のゆとり、

しかも時間的なゆとりを持ちながらも、所得は

上がっていくようなことをしっかり頭に置きな

がら、いろんな政策を考えていかねばならない

と考えているところでございます。

○山下委員 ぜひお願いします。人口減少と働

き手不足で、企業は毎日大変なんですよ。特に

サービス業とか、大きな流れが変わってこない

と、景気の後退につながっていく大きな問題に

なるような気がいたしますから、ぜひお願いし

ます。

○中野委員 今、人口減少の問題も含めていろ

いろあったんですが、毎月初めに宮日新聞で人

口の統計が出ますよね。毎月、県全体で人口が

減っていますよね。ところが、首都圏、特に東

京はずっとふえているんですよ。それで、何と

かして人口減少をとめて、上向く方向にできな

いかなと思っているんですがね。

それで、この前東京でゆっくりする時間があ

りました。知り合いが日本橋にいるもんだから、

そこでゆっくり話したんですが、あるかいわい

にはオフィスビルやらたくさんあるんですよね。

そこの人いわく、「最近は、本当に人が多くなり

ました」と、あのかいわいで。あのかいわいで

もと言っているんでしょうかね。前は５時、６

時、終業の時間になれば、みんなさあと人が引

くようにいつの間にかいなくなるまちやったけ

れど、夜遅くまで若い人もわいわいして、飲み

屋もふえたんでしょうかね。わいわいする人が

非常に多くなったんですよと聞いたんですよ。

そこで、きのうのニュースで、会計検査院が、

オリンピックの投資をどうかということで、最

終的には、恐らく国と東京都で投資が３兆円を

超えると、関連投資が。だから、国も県もかな

りのお金を東京周辺にお金を使う。ましてや民

間もかなりお金を使っていくんですよね。

だから、そこにお金が集中する。仕事が集中

することで、東京全体が人口もふえていく、ビ

ル街の日本橋あたりも、そういうふうになって
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いるんだろうなと思うんですよね。

それに、時給も東京都と神奈川でしたかね、

この前、とうとう1,000円を超えましたよね。来

年の春闘は、要求額は1,100円とか新聞に載って

おりましたが、それに引きかえ、宮崎県ですよ

ね。今、指標の説明がいろいろあったけれども、

公共投資を優先するのか。民間に求めてもなか

なか難しいんじゃないかなと思うんですがね。

思い切ったことをしていかないと、人口は幾ら

でも減っていくと思うんですよ。

人口が100万人を割るのを何とか抑えようとい

うことで、６月議会で30億円基金を積んで、や

るわけでしょう。果たしてそれで、人口が減る

のを歯どめできるのだろうかなと。働く場が、

東京都あたりに負けないようにできているんだ

ろうかなと。

卒業生が地元に残る率が少しずつは上がって、

ワーストワンから何とか回復されているけれど

も、小数点に近いぐらいのところでやっている

わけですからね。日本全体は人口が減っておっ

ても、宮崎県だけは違うよというようにできん

もんだろうかと思うんですよ。その辺の政策を

ぜひしていただきたいなと思うんですがね。

こういう指標をまとめるのは、あなたたちは

うまいから立派なものをつくってくるけれども、

県自体の失業者数はわからんと言ったけれど、

県での何か指標をつくって、やる方法はないも

んだろうかなと、いつもいつも思っているんで

すがね。

宮崎県が、ほかの都道府県から評価されるよ

うな経済政策というか、人口のことも含めた政

策を、ぜひしてほしいと思うんですよ。

きのうのニュースやら、つい最近行った東京

都での話を聞いて、今そう思うところでした。

何かいい考えが、部長にありそうな気がするん

ですが、日ごろの思いを含めて何か聞きたいん

ですがね。おっしゃってください。

○井手商工観光労働部長 委員の皆様方からさ

まざまな御意見、本当に至極最もなところだと

思っております。それは、私自身も日ごろから

そう思っていることがありまして、山下委員か

らございました将来に対する不安、これはやっ

ぱり人口減少という人口構造に由来するもので

あって、結局、人口増加のときにつくられたシ

ステムが、今人口減少社会になって、一致して

いない。１人の高齢者を２人で支える。将来的

には、肩車式になる、そういうような時代にお

いて、その将来に不安がない若者はいないわけ

でございまして、そういうところに、中野委員

がおっしゃるとおり、人口減少を一番大きくし

ているのは東京への一極集中。東京のほうの人

口合計特殊出生率を見ますと、ほとんど子供を

生まない家庭というか、低いところ、一説には

ブラックホールだという人もいるぐらい、東京

に人が吸い込まれると子供の数が減るという状

況。今、我々が取り組んでおりますのは、地方

創生の流れの中で何とかその流れをとめなけれ

ばならない。

商工行政の中で申し上げますと、やはり先ほ

ど次長が申し上げましたように、本県内の企業

の生産性を上げて、もうかる企業を一つでもつ

くっていく。そして、その企業を本県内の若者

の皆さん方に知っていただいて、給与面だけで

はちょっと勝負できないと私は思っていまして、

課題はたくさんありますので。

ただ、この宮崎県で住んで、働いて暮らして

子供をつくることに、本当に価値観を覚えてく

れるような子供さんたちを一人でも多く育てて

いく。そして、宮崎に残っていただいて、また、

子供をつくっていただくというような、そうい
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う正のスパイラルに持ち込めないかということ

で、商工行政としましては、そういうことで生

産性を上げる。そして、企業の皆さん方の、従

業員の皆さん方の待遇をよくしていくような流

れをつくっていくことを、どうしていいかとい

うことを日々考えております。

その中で、地域ごとに、そして、企業ごとに

やり方を変えて育てていくんだろうと思ってい

まして、成長期待企業というやり方で22社、特

に伸びていくところ、そして、地域ごとにこの

企業を育てていかないといけないとか、地域の

皆さん方の雇用の一番柱となるような、そうい

う企業さんと、そこに経済循環が生じるような

取り組みを進めていきたい、そういう形で施策

をつくってまいりたいと考えているところでご

ざいます。

○日高委員長 ありがとうございます。お願い

します。

○前屋敷委員 ７ページの一番下に、製造業に

関して、国際情勢の影響で生産量が減退し、求

人量が減少傾向にあると書いてあるんですけれ

ど、その製造業のくくりの中では、具体的には

どういうところなんでしょうか。把握している

分について。

○長谷川雇用労働政策課長補佐 こちらで書か

れている製造業というのは、具体的に細かく分

けたわけではございませんでして、あくまでも

事業所側から製造業に関してはこういう状況に

あるということで御回答いただいたところでご

ざいます。

○前屋敷委員 国内情勢もでしょうが、国際情

勢の影響でいっても、国際情勢がやっぱり本県

のそういったところにまで影響することが肌身

で感じておられると思うんですけれど、やっぱ

りこの辺はしっかり注目しておかないと、もっ

と広がる可能性もあるんじゃないかなと思いま

す。

それと、もう一つ、個人消費の問題について

は、９月までは駆け込み需要で一定のものがあっ

たけれど、10月になったらぐっと落ちてきてい

るというのもあったりして、これは今後かなり

影響すると私は思います。

自分のことであれなんですけれど、私自身も

やっぱり毎日買い物する中で、余分なものは買

うまいとか、やっぱり規制をかけるというか、

おのずとかけてくるみたいなところもあって、

そうすると、やっぱり生活にゆとりも豊かさも

見えなくなるようなことになるんじゃないかな

と。余分なもの、例えば、お部屋の中にお花を

飾るとか、そういったところはもうカットしよ

うとか、デザートだったり、果物だったりもま

あいいかみたいなことになったりして、やはり

毎日の暮らしの中にも、そういった心のゆとり

というか、豊かさあたりがだんだん冷え込んで

いく傾向が出てくるんじゃないかなと懸念して

います。各家庭においてそれが広がれば、ます

ます県内の農業も含めて、そういったところに

も影響が出てくる傾向もあるので、今後重視し

ておかなきゃならないことかなと思っていると

ころです。これは私の感想ですけれども。

○日高委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 そのほかに何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、商工観光労働部の審

査については、ここで一旦休憩いたします。執

行部の皆様お疲れさまでした。暫時休憩いたし

ます。

午後２時10分休憩
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午後２時13分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっておりますので、あす６日金曜

日に行いたいと思います。開会時間は、後ほど

御連絡させていただくことでよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、この後、総務政策常

任委員会との合同審査会となりますが、合同審

査会の準備を行いますので、合同審査会の開始

時間については準備ができ次第、御連絡いたし

ます。それまでは控え室で待機していただくよ

うお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後２時13分散会
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令和元年12月５日（木曜日）

午後２時57分開会

合同審査会において審査された議案等

○議案第２号 令和元年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計補正予

算（第１号）

○その他報告事項

・宮崎カーフェリー株式会社の新船建造につい

て

出席委員（１６人）

商工建設常任委員会

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

総務政策常任委員会

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

総 合 交 通 課 長 大 東 収

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

議事課主任主事 石 山 敬 祐

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○日高委員長 ただいまから商工建設常任委員

会・総務政策常任委員会合同審査会を開会いた

します。

なお、本日の合同審査会につきましては、商

工建設常任委員長の私が委員長の職務を行いま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、合同審査会における委員席についてで

ありますが、現在お座りのとおり決定してよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。
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午後２時58分休憩

午後２時59分再開

○日高委員長 それでは、合同審査会を再開い

たします。

執行部の説明を求めます。

○井手商工観光労働部長 商工観光労働部長の

井手でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

本日は、お手元にお配りしております資料に

より、令和元年11月定例県議会提出議案等につ

きまして、商工観光労働部及び総合政策部から

御説明いたします。

座って説明をさせていただきます。

お手元の商工観光労働部関係議案の概要の１

ページをごらんください。

議案第２号「令和元年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）」

は、高度化資金の貸し付けに伴い、債務負担行

為を追加するものであります。

議案の概要は以上でございます。

議案の詳細等につきましては、担当課長から

御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

○内野商工政策課長 商工観光労働部関係議案

概要、同じ資料の２ページをごらんください。

議案第２号「令和元年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計補正予算（第１号）」

についてであります。

１の補正予算の内容ですが、高度化資金貸付

金につきまして、令和元年度から令和４年度ま

で、限度額40億円の債務負担行為の追加をお願

いするものであります。

次に、２の債務負担行為の設定理由でありま

す。

新船建造後の令和４年度に、県が宮崎カーフェ

リー株式会社に対して高度化資金を貸し付ける

ことを前提に、同社、金融機関、県等の当事者

間で融資の内容や返済方法等を定めた協定書を

締結することとしておりまして、建造契約前に

協定書を締結することは県の後年度の貸し付け

を確約することになりますことから、債務負担

行為として設定するものであります。

なお、米印にありますように、具体的支出に

当たっては、限度額の範囲内で令和４年度当初

予算において歳入歳出予算として改めて定める

こととしております。

続いて、３の高度化資金の概要であります。

（１）高度化資金とは、中ポツにございます

が、国の中小企業政策全般にわたる総合的な支

援・実施機関である独立行政法人中小企業基盤

整備機構、いわゆる中小機構が所管する制度資

金であり、中小企業者が連携して経営基盤の強

化を図るための施設・設備を整備する事業に対

し、経営診断・指導と資金貸し付けの両面から

中小機構と都道府県が一体となって支援する仕

組みとなっております。

また、（２）貸付条件にありますように、貸付

限度額は資金借り入れに係る事業費の80％以内

で、中小機構と県の負担割合は４対１とされて

おり、償還期限は３年以内の据置期間を含む20

年以内、金利は無利子、資金交付は施設・設備

整備の完了後とされております。

３ページをごらんください。

（３）資金の流れ等であります。高度化事業

の仕組み上、県は、宮崎カーフェリー、中小機

構との間でそれぞれ金銭消費貸借契約を締結し、

中小機構から中小機構負担分の32億円を借り入

れた上で、県負担分の８億円を追加して、宮崎
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カーフェリーに総額40億円を貸し付けるという

流れになります。今回は、二重線で囲んでいる

県から宮崎カーフェリーへの貸し付けについて

債務負担行為をお願いするものであります。点

線の矢印で示しております償還については、金

銭消費貸借契約に従い、償還期間中の毎年度、

県が宮崎カーフェリーから償還を受け、そのう

ちの８割分を中小機構に償還するという流れに

なります。

また、アドバイザー派遣と記載しております

とおり、事業の円滑な実施に向け、中小機構か

ら随時派遣される中小企業診断士等の専門家の

助言が受けられる仕組みになっております。

（４）高度化資金活用のメリットであります

が、会社にとりましては、無利子借り入れによ

る負担軽減や経営アドバイス等のサポートが受

けられること、県にとっては、８割を中小機構

から無利子で借り入れることによる財政負担軽

減となることが挙げられます。

４の高度化資金貸し付けの妥当性等について

であります。

高度化資金に係る計画につきましては、中小

機構の協力を得て事業性評価を行い、11月11日

付で中小機構から事業認定を受けたところであ

り、堅実で実現性が高く償還財源も確保されて

いることから、高度化資金による貸し付けは妥

当と判断しております。

また、今後、新船建造の経過をフォローする

ことはもとより、資金の貸し付け後においても

定期的に経営状況等を把握するとともに、必要

に応じ、中小機構の専門家派遣による経営支援

を行いながら、契約に沿った償還に向けて債権

管理をしっかりと行ってまいります。

最後に、参考といたしまして、今後のスケジュ

ールを記載しておりますので、ごらんください。

私からの説明は以上でございます。

○大東総合交通課長 総合交通課からは、宮崎

カーフェリー株式会社の新船建造について御説

明をさせていただきます。

お手元の資料の１ページをごらんください。

１の概要についてであります。宮崎カーフェ

リー株式会社が運航しております長距離フェリ

ー航路は、県産品を大消費地に輸送する上で極

めて重要な航路でありますが、現在運航してい

る船舶は就航から22年が経過しておりまして、

老朽化が進んでいるところでございます。航路

維持のため、会社は年内の建造契約の締結を目

指しているところでありますが、自社での資金

調達が困難であり、県からの支援が必要な状況

にあると考えております。

２の航路の重要性についてであります。本県

が外貨を獲得するためには、農林水産業や製造

業の産品・製品を大消費地に安定して輸送する

ことが重要でございます。

近年の需要についてでありますが、貨物につ

いては季節的な変動がございますが、トラック

をフェリーに載せ切れない状況が発生しており

ます。また、近年では、国においてドライバー

の働きやすい労働環境実現のための運動も展開

されております。県内経済界からも早期の船体

の大型化が求められているところであります。

一方、旅客については、平成26年10月の神戸港

移転を機に、利用者数が上昇に転じているとこ

ろでございます。

次のページをごらんください。

上の棒グラフは上りの輸送量、下の棒グラフ

が下りの輸送量を５カ年度分記載しております。

上りについては約４万台で推移している一方、

下りについては約３万台前後で推移しておりま

して、上りと比べて約１万2,000台の差が生じて



- 38 -

令和元年12月５日(木)

おります。その背景といたしまして、運送事業

者等からは、直行する下り荷が少ないというこ

とで、空車回送を避けるため、途中の輸送、関

東から関西、関西から福岡、福岡から宮崎といっ

たようなルートで下る傾向にあるとお聞きして

おります。フェリーの安定経営や安定した航路

の維持には下りの確保が課題の一つであると考

えております。

また、一番下の折れ線グラフですけれども、

トラック予約を断る事例、いわゆるトラックあ

ふれ台数というものですが、これを月ごとに３

カ年分表示しております。春季・冬季は野菜の

出荷に合わせましてフェリー需要が高まる傾向

にあります。あふれ台数も多くなるということ

でございます。また、閑散期におきましても、

電源の供給数や車両スペースの関係から、一定

数の需要を取り込めていない状況にございます。

次のページをごらんください。

（２）旅客輸送量の実績でございます。左上

の棒グラフは上りの輸送量、右上の棒グラフが

下りの輸送量を５カ年度分記載しております。

神戸港移転を機に、近年では合計17万7,000人前

後で推移しております。

その下、３の事業再生に至った経緯でござい

ます。前会社であります旧宮崎カーフェリーは、

その前身のマリンエキスプレスから船舶４隻と

多額の債務を引き継ぎまして、債務の圧縮に努

めていたところでございますが、そのような中

では、新船建造に向けた資金調達が困難な状況

でありましたので、平成30年３月に、県と地元

経済界等が出資した新会社である新宮崎カー

フェリーを立ち上げまして、過剰債務を整理し

た上で航路運営を担うこととしたところでござ

います。

下の欄に、航路別の収支の経緯をまとめてお

ります。右端の列、大阪－神戸航路につきまし

ては、マイナスの年度も途中にありますけれど

も、基本的には従来から一定の収益性が見込ま

れる航路と言えるかと思います。

次のページをごらんください。

事業計画についてまとめております。

まず、（１）基本スペック等でございます。一

番上の表に、基本スペックについて、現船と新

船を比較した表をつけております。表の中ほど、

太枠で囲っておりますが、大型化によりまして、

トラック積載台数を130台から163台程度にする

こととなっております。

ページの中ほど、側面図と各階概要にありま

すけれども、５階建ての船となりまして、地下

１～２階が乗用車、地上１～２階部分にトラッ

ク、３～４階部分に客室やドライバー室を設け

るイメージとなっております。

その下の表、客室構成の表でございます。右

側の新船の表におきまして、特等、一等、二等

（シングル）の室数・定員を増加する一方で、

二等寝台や二等室の定員は減少する計画となっ

ております。

また、一番下から２行目、ドライバー室につ

いても全てシングルルームにする計画となって

おります。

次のページをごらんください。

一番上の枠線内の記載ですけれども、新船の

方針といたしまして、大型化により貨物の需要

を取り込むとともに、個室の増加により旅客ニ

ーズに対応した船を目指すこととなっておりま

す。

その下、その他の施設等のイメージを記載し

ております。現在検討中でございまして、変更

の可能性もありますが、荷役作業の効率化のた

めの設備─オートラッシングという貨物車両
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を自動で固縛する装置─さらに、サイドスロ

ープを設置しまして、荷役作業の効率化、時間

短縮を図り、ダイヤへの影響を抑えることにし

ております。

なお、サイドスロープにつきましては、神戸

港側について自社整備を計画しておりまして、

宮崎港側については、港湾施設として県におい

て別途整備を検討中でございます。

一番下、参考２、スケジュールでございます。

年内の建造契約を目指しておりまして、１隻目

については、着工、進水を経て、就航が令和４

年５月、２隻目については同年11月を予定して

おります。

次のページをごらんください。

（２）設備投資計画でございます。こちらは、

県貸し付けにおいて活用を予定しております高

度化資金に係る積算投資額の表になっておりま

す。船体が２隻、厨房機器等の備品類等、スク

ラバー（排ガス処理装置）でございまして、来

年１月から始まります燃料油中の硫黄分濃度に

関する規制強化、いわゆるＳＯｘ規制に対応す

るため、新船に設置することとしております。

このほか、先ほどのオートラッシング、サイド

スロープ、これらの合計で171.5億円の投資額と

なっております。

投資額の内訳につきましては、会社と造船会

社との調整におきまして、公開を控えてほしい

といった内容もございますので、合計額の記載

となっておりますことを御了承ください。

その下、（３）資金計画でございます。資金計

画は積算投資額に織り込まれておりません。着

工後の追加工事等による資金需要に対応し、着

実に事業が進められるよう、180億円の枠を確保

する予定としております。表の資金計画の欄に

ありますとおり、自己資金等が11.5億円、金融

機関からは123.5億円、公的資金として県40億円、

宮崎市５億円、合計180億円となっております。

個別に御説明いたしますと、自己資金につき

ましては、会社は運航実績が短期間でございま

して、自己資金の蓄積が十分ではありません。

運転資金も手持ちとしてある程度確保しておく

必要がありますので、新船建造のための資金と

しては11.5億円を見込んでおります。

次のページをごらんください。

金融機関の融資規模でございます。運航実績、

自己資金の蓄積ともに十分ではございませんの

で、金融機関融資には一定の限界がございます。

宮崎市と金融機関における融資枠の調整、会社

の自己資金積み増しがあったことなどによりま

して、最終的には123.5億円の融資額となってお

ります。

なお、新規開業費用におきまして、金融機関

等からの借り入れは調達額全体の約７割程度と

いう調査結果といったデータもございます。

続きまして、④公的資金についてでございま

す。

まず、ア、宮崎県分についてであります。金

融機関の融資に一定の限界があることなどを踏

まえまして、県貸し付けにより会社の信用を補

完し、金融機関からの融資枠をできるだけ多く

確保することにより、資金計画全体を取りまと

めたところでございます。会社からは50億円の

行政支援の要請がありましたが、主要金融機関

と同程度であります40億円としたところでござ

います。

また、イ、宮崎市の分についてですけれども、

会社から要請のありました50億円のうち、県貸

付額40億円を引きました10億円のうち、直接貸

し付けが５億円、残り５億円につきましては宮

崎市が金融機関と調整いたしまして融資枠を確
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保することになったところでございます。

続きまして、（４）収支計画についてでござい

ます。

①の会社の売上高の構成についてです。左上

のところ、売上高約59億円のうち、運賃収入が

約56億円であり、貨物と旅客の収入から成って

おります。貨物運賃収入は約42億円と売上高の71

％を占めております。このうち、トラックによ

る収入が約39億円と売上高の67％、貨物運賃の

大部分を占めている状況でございます。また、

旅客運賃収入は約13億円と売上高の23％を占め

ている状況でございます。

次のページをごらんください。

長期収支見通しでございます。

まず、売上高についてですが、貨物につきま

しては、トラック積載台数が35台分増加いたし

ます。この試算に当たりましては、トラック予

約を断りました台数、いわゆるあふれ台数の実

績をもとに、増加台数をかた目に見込んでいる

ところでございます。また、旅客につきまして

は、個室増に伴う客単価の増加、新船効果等も

見込まれるところでございますが、現状維持で

試算しております。

次に、イ、費用についてでございます。来年

１月からのＳＯｘ規制強化に対応するため、価

格の高い適合油を使用することになっておりま

す。これによりまして、現船を運航している期

間中の燃料費は増加いたしますが、新船就航後

においては、新船の省エネ効果に加えまして、

スクラバー搭載により適合油よりも価格の安い

高硫黄のＣ重油を使うことになりますので、燃

料費は減少する見込みとなっております。

なお、米印にありますとおり、燃料価格は過

去の平均等から設定しておりますが、航空会社

でいういわゆるサーチャージ制度を運用してお

ります。原油価格の上昇時には運賃に調整金と

して転嫁する仕組みを運用することによりまし

て、原油価格の変動リスクをある程度吸収でき

るものと見込んでおります。

次のページをごらんください。

船舶の減価償却費につきましては、償却期間

を20年と見込んでおります。

その下の支払い利息につきましては、借り入

れを行うことにより増加することになります。

長期収支見通し（抜粋）の表を記載しており

ますが、上段は資金計画の投資額が最大の180億

円の場合、下段は高度化資金に係る積算投資

額171.5億円の場合ということで分けて記載して

おります。

なお、上段と下段で数字が変わる主な場所に

つきましては、投資額が異なることによる減価

償却費の額、あとは借入金が異なることにより

ます支払い利息の額が異なることになります。

網かけしている部分を中心に御説明いたしま

すと、上から２行目の売上高についてですが、

左から２列目、平成30年度実績の59.1億円と比

較いたしまして、左から４列目、令和５年度に

は網かけ箇所の61.5億円となりまして、新船大

型化による増収を見込んでおります。

次に、上から４行目の燃料費についてです

が、30年度実績の19.3億円と比較しまして、令

和２年度は網かけ箇所の27.2億円となりまして、

ＳＯｘ規制強化に対応するための適合油に変更

する必要があるため、負担が増加します。

その一方で、その右隣であります令和５年度

におきましては、網かけ箇所の18億円と減少す

ることを見込んでおります。これは、スクラバ

ーを搭載することによりまして、価格の安い高

硫黄Ｃ重油を使用することによるものでござい

ます。
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次に、その下の行、船舶等減価償却費につい

てでございます。令和５年度の網かけ箇所です

が、新船に係る減価償却費として毎年8.9億円を

償却していくことを見込んでおります。

次に、下から２行目、支払い利息でございま

す。令和２年度以降、新船建造資金の借り入れ

をいたしますので、令和２年度は1.6億円、令和

５年度は3.2億円と増加いたしますが、元金の返

済が進むごとに年々減少していく見込みとなっ

ております。

次に、その下の行、経常利益についてでござ

います。現船でＳＯｘ規制強化に対応する期間

であります令和２年度は、燃油代が上がるとい

うことで収支が悪化いたします。マイナス0.6億

円、171.5億円ベースでは0.4億円のマイナスと

なりますが、新船就航後の期間におきましては

黒字経営に転ずる見込みになっております。下

段の171.5億円の場合につきましても、減価償却

と利息の箇所の数値が異なりますが、おおむね

同傾向で推移すると見込んでおります。

次のページをごらんください。資金償還計画

でございます。

償却前営業利益でございます。これは営業利

益に減価償却費を加えました資金繰りをあらわ

す指標となりまして、返済の財源となるもので

ございます。

イ、元利償還金につきましては、据置期間を

設定する関係から、令和10年度返済がピークと

なります。これらの数値をまとめた表が資金償

還計画（抜粋）になっております。同じように、

上段が投資額180億円の場合、下段が171.5億円

の場合というふうに書き分けております。上段、

下段ともに、償却前営業利益と元利償還金を比

較いたしますと、上から３行目の元利償還金の

網かけ部分ですが、令和10年度がピークとなり

ます。この年度を含めまして、償却前営業利益

が上回っておりますことから、計画的な返済が

見込まれると考えております。

次のページをごらんください。

新船建造に係る消費税の対応についてでござ

います。建造に当たりましては、造船会社に消

費税を一旦支払うこととなりますが、消費税の

計算におきましては、仕入れに含まれる消費税

を控除しまして、控除し切れない分は還付を受

けることになっております。

続きまして、５、その他のところです。

経営計画についてでございますが、ここには

会社の主要施策を記載しております。貨物につ

きましては、既存輸送量の維持のほかにも、下

り便や往復輸送の獲得、あふれ台数を確実に取

り込むという事業計画となっております。旅客

につきましては、予約システムの刷新によりま

して、顧客の獲得、新船におけるリピーターの

確保に努めることとしております。

その下、モーダルシフトの動向ということで

記載しております。物流センサスによりますと、

フェリーなどの海運利用が伸びております。ト

ラック輸送におけるフェリーの利用率も高まっ

ている状況にございます。

次のページをごらんください。

東京まで輸送する場合の所要時間を比較して

おります。陸送におきましては、現在、ドライ

バーの拘束時間が最大16時間とされております。

１人のドライバーで首都圏まで運ぶには限界が

ございますので、こういった面でもフェリーの

利用増につながっているものと考えられるとこ

ろでございます。

最後に、将来の需要動向についてまとめてお

ります。

長期的な貨物需要を正確に予測することはな
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かなか困難でありますが、運航会社の営業努力

により荷の確保を図ることはもちろんでござい

ますし、県といたしましても、各種施策に引き

続き取り組むこと、モーダルシフト等の需要を

踏まえると、長距離フェリーが大量輸送機関と

しての役割を今後も維持し続けるものと考えて

おります。

また、将来的には、自動運転などの技術革新

による影響も想定されるところですが、農畜産

品については、１台のトラックで積みおろしを

しながら輸送する形態が多いということで、自

動運転への対応というのはなかなか難しい面も

あろうかと思います。現在の輸送形態が一定程

度は継続されるのではないかと見込んでおりま

す。

なお、本体資料のほかに参考資料を添付して

おります。

まず、新船就航期間中における収支計画の表

をＡ３で２枚お配りしております。数字が細か

くて恐縮ですけれども、投資額が180億円の場合

と171.5億円の場合ということで、２つのパター

ンをつけております。主な箇所につきましては、

本体資料にて御説明させていただきましたので、

ここでは割愛させていただきます。

もう一つ、Ａ４版の参考資料を添付させてい

ただいております。これについて簡単に御説明

させていただきます。

まず、１ページ目の上の表でございます。平

成29年度におきまして予約を断りました、いわ

ゆるあふれ台数の実績について、台数ごとに区

分して、日数、合計台数をまとめております。

これは、純粋に乗り切れないという場合もあり

ますし、電源が足りなくて乗り切れないといっ

たような場合も含まれているものでございます。

次に、収支計画（運賃収入）の考え方をまと

めております。

貨物の運賃収入につきましては、新船就航後

にはあふれ台数を最大限取り込みまして収入増

を見込んでおりますけれども、将来的には貨物

量の減少が予想されます。減少後のトラック台

数の水準をもとにした、かた目の数値により収

支計画全体を試算しているという考え方でござ

います。

また、先ほども申し上げましたが、旅客につ

きましては、新船効果や人口減少による増減要

素がありますので、現状水準で試算していると

ころです。

次のページをごらんください。

これは、30年度の旅客輸送実績の月別推移で

ございます。上り下りともに８月、３月が多く、

６月が少ない傾向にございます。

なお、参考としまして、下のほうに宮崎カー

フェリーと志布志航路のさんふらわあの乗船率

を記載しております。どちらも40％弱程度の乗

船率となっております。

続きまして、ＳＯｘ規制強化に伴う燃料費の

見込みについてまとめております。今回の規制

強化により、従来の燃料油から適合油に切りか

えることに伴って、燃油負担がどの程度ふえる

かというところでございます。年間約6.5億円の

燃料費増が見込まれております。この費用増の

一部につきましては、加算金として顧客に負担

していただくことになります。

次のページをごらんください。

上の表でございます。今度は、新船が就航し

た後、燃料費がどの程度動くことになるかをま

とめております。新船におきましては、燃料消

費量、燃料単価ともに現船を下回りますので、

年間約９億円の燃料費が減るという試算になり

ます。これによりまして、運賃の加算金の引き
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下げが可能となりますほか、経常収支への大き

なプラス効果といったことが期待されます。

その下の外部分析、他航路との比較をつけて

おります。近年、新船を建造した航路について

米印をつけておりますが、各地の航路におきま

して、モーダルシフトをにらんだ大型化を伴う

新船建造が進んでおりまして、航路間の競争と

いったものも激化している状況にございます。

次のページをごらんください。

上の表は九州内におけるトラック、下は旅客

の推移について記載しております。ここで阪神

─南九州という欄をごらんいただきますと、上

の表、トラックは横ばいで推移しております。

この間、東九州自動車道の開通というトピック

がありますけれども、これによって貨物への影

響が特に大きく出たといったようなことは見受

けられないということでございます。

また、下の表の上から４段目ですけれども、

阪神─南九州の旅客につきましては、志布志航

路のさんふらわあの新船が就航いたしましたの

で、それによって2.4万人程度増加したという動

きがございます。

次のページをごらんください。６ページ目で

す。

他社の船の建造状況でございますが、使用状

況は、右下のところにございますとおり、おお

むね平均22年間の利用という期間になっており

ます。

その下の表でございます。これは、日本政策

金融公庫における新規開業時の資金調達調査の

結果をまとめたものでございます。金融機関か

らの借り入れにつきましては、新規開業時には

資金調達額全体の約７割となっているというデ

ータでございます。

最後のページでございます。農業関係のデー

タでございます。

上の表、農業産出額の状況についてでござい

ます。ここにありますとおり、農業産出額につ

きましては、主業農家・法人が全体の８割を占

めています。一方、経営体数で見ますと、主業

農家・法人の構成比は全体の約４分の１になっ

ておりまして、今後も、こういった生産構造へ

のシフトが進展するものと考えております。

その下の表、農林水産業及び製造業の総生産

額・就業者数の動きですが、全体的に就業者数

は減少している状況ですけれども、総生産額は

全ての産業において増加しております。各産業

において、集約化・合理化による生産性の向上

が図られているものと考えております。

長くなりましたけれども、私からの説明は以

上でございます。

○日高委員長 執行部の説明が終了しました。

質疑はありませんか。

○来住委員 まず、確認ですけれども、今説明

された総合交通課の資料なんですが、この資料

自体は総合交通課がつくられた資料だと思いま

す。中でも、Ａ３の資金計画の投資180億円、宮

崎カーフェリー株式会社の新造船計画、この資

料は、宮崎カーフェリー株式会社がつくられて

いる資料を皆さんが加工されているんですか。

この資料をあなたたちがつくられたとしても、

それには何かもとがあると思うんですけれども、

当然、そのもとは会社が提出した資料だと思い

ます。確認です。

○大東総合交通課長 会社から同じものといい

ますか、もっと大変詳しいものになりますけれ

ども、こういった収支損益計算書をいただいた

上で、私どものほうでまとめた資料でございま

す。

○来住委員 事務的に少し聞きたいと思うんで
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すが、この問題では、貨物の取扱量が今後どう

なるかというのが物すごく大きいと僕は思いま

す。皆さんが40億円の融資をするということも、

単に旅客だけではなくて、中心は農産物などの

いわゆる輸送の生命線だと言っていますから、

そこに大義名分を求めているわけです。そうす

ると、貨物の量が実際にこれまでどうだったの

か、これからどうなるのかということが非常に

大きいと僕は思うんです。広い話ですけれども、

例えば、この10年間のＧＤＰは、日本の場合は

２％しか伸びていない。よそはほとんど100％と

かです。日本だけが経済成長がとまった国になっ

ています。これが上向きに進展するということ

は考えられないんですけれども、その上に人口

減少も当然起こってくるわけです。そういう点

でお聞きしたいのは、一つは貨物の輸送量の実

績なんですけれども、例えば、宮崎─神戸間の

実績はいつごろからつかまれているんでしょう

か。把握されていますか。今、僕たちがもらっ

ている部分では、ここ最近のはあるみたいです

が、以前からの分はどのくらいつかんでいらっ

しゃるのかなと思っているんですけれども。

○大東総合交通課長 神戸航路移転後の数字と

いうことになりますと、平成26年以降というこ

とになります。

○来住委員 宮崎─大阪はどうですか。

○大東総合交通課長 今、手元にございますの

は2008年度です。したがいまして、平成20年度

からの数字はございます。

○来住委員 20年度からの分は把握されている

みたいですね。そうすると、多分あんまり変わっ

ていないのかなと思うんですけれども、実際に

その資料があれば、委員長、どうでしょうか、

できたら提出いただきたいのが一つです。

○日高委員長 総合交通課は、その資料は用意

できますか。

○大東総合交通課長 資料は御用意できます。

○日高委員長 よろしくお願いいたします。資

料提供、皆さん、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○来住委員 もう一つ、済みません。先ほど言

いましたように、運賃収入はトラックで特に農

産物を輸送するというのが中心になるわけです。

そうすると、いわゆる運賃収入が平成30年は42

億1,000万円だと思います。これが令和５年～６

年になると44億3,000万円で、年間にすると約２

億円ふえるんですよね。その２億円ふえる理由

は、確かに新しい船になるとトラックをたくさ

ん収容できるとかいうのもあるんですが、先ほ

ど、あふれたとか乗り切れなかったとか言って

いましたよね。つまり、全部乗り切れるように

なれば、年間約２億円の、特にトラックについ

ての運賃収入がふえるような計算をされている

んでしょうか。

○大東総合交通課長 ここの試算につきまして

は、あふれた台数全てではございません。あふ

れた台数のおおむね85％程度を取り込めるとい

う試算で計算しております。

○窪薗委員 フェリーに関しては、近年、国内

にたくさん造船された船があるわけですが、例

えば、さんふらわあであったり、オーシャンで

あったりというのがあるんですが、直近の経営

状況とかはどうなんでしょうかね。今わかって

いらっしゃればお願いしたいんですが、経営状

況は調べたことがないですか。

○大東総合交通課長 申しわけございません。

そこは把握しておりません。

○窪薗委員 そういった会社もあるわけですか

ら、どういった経営状況なのか。今のおたくら

が示されている状況とどうなのか。利用者の数
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なり、あるいは経費云々を含めて、そういった

ものを１回調べたほうがいいかなという気がす

るんです。そうでないと、これをうのみにして、

そのまま見切り発車で走るのかどうかというこ

とが今議論になっているわけですよね。ですか

ら、そういったものも一つ参考になると思うん

ですが、いかがでしょうか。

○大東総合交通課長 先ほど、参考資料の４ペ

ージに、長距離フェリー航路区間別の輸送実績

の推移を載せておりました。こちらは各社別の

仕様にはなっておりませんけれども、基本的に

は、阪神─中九州とされているところが別府・

大分─大阪間の航路と御理解いただければと思

います。阪神─南九州が宮崎カーフェリーと志

布志航路になります。あと、阪神─北九州航路

につきましては、北九州と阪神地区を結ぶ航路

でございまして、その航路につきましては、前

のページにございます名門大洋フェリーや阪九

フェリー、こういったところの実績となってお

ります。これを見ますと、貨物としては、阪神

─北九州は27年度から大きくふえています。こ

れは新船の効果があったものと予想されます。

一方で、阪神─中九州、阪神─南九州につきま

して、特に中九州につきましてはそう変化はな

い状況にあります。

○窪薗委員 台数はこの数字だろうと思うんで

すが、要するに、収支がどうなるんだろうかと

いうのが一つの大きな議論なんですよね。その

あたりの参考になるようなものがあれば、立地

条件や、距離でも変わると思うんですけれども、

そういったものも参考にされたらどうかなと

思っているんですが、いかがでしょうか。

○大東総合交通課長 収支状況がどうなのか、

会社情報でございますので、どの程度把握でき

るかという問題もありますけれども、有価証券

報告書等で決算状況などの確認はできるかと思

います。

○窪薗委員 それと、もう一点ですが、この前

の一般質問の中で、船賃が大型トラックでは８

万9,000円、約９万円かかるということですが、

陸送の場合は高速運賃、燃料等を含めて４

万3,000円程度だということで、約半分なんです。

４万3,000円には人件費が含まれていないという

ことなんですけれども、これプラス人件費にし

ますと、約８万円プラスされると思うんですよ

ね。そうしますと、船賃のほうが安くなるのか

なとは思うんですが、船にも同乗の運転手がい

るということです。休みにはなるけれども、一

方ではその分をまたプラスされると。利用され

るトラック運送業なんかの人のそういったのは

どういうふうに見込んでいらっしゃるものです

か。

○大東総合交通課長 これは各運送業者によっ

ても考え方があろうかと思いますけれども、フェ

リーに乗っている時間については、基本的に労

働時間とはみなされていないと思います。した

がいまして、その間につきましては、時間外勤

務手当や賃金は支払われていないということに

なろうかと思います。一方で、陸送の場合は、

ずっと運転することになりますので、その間は、

夜間であればプラスの賃金など、そういったこ

とにはなろうかと思います。そういった面もあ

りますので、働き方改革といった側面もありま

して、陸送からフェリーにシフトが進んでいる

ということかと思います。

○窪薗委員 ゼロじゃないですよね。結局、ワ

ンマンであろうと、ツーマンであろうと、必要

な経費は必要なんですよね。それを含まないと

計算が成り立たんということになるんですが、

そのあたりの収支がトラック業界あたりの収支
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にどう影響するのか、ちょっと疑問があったも

のですからお伺いしたところです。

○丸山委員 我々としましては、今後がどうな

のかだと思っています。特に農産物を運ぶのが

６割、７割ということですので、農産物がどう

なのかは、参考資料の６ページで、農業の総生

産額が平成18年から平成28年で伸びていますよ

ということですが、恐らく、基本的に伸びたの

は、畜産物が結構高値で取引されているからで

あって、絶対量はどうなっているのかと、宮崎

カーフェリーが運搬している農産物は野菜とか

がメーンなのか。どういう形で動いていて、今

後、産品ごとに５年前後でどれぐらいのものが

動いているのかという資料があれば把握しやす

いののですが、どのようになっているのかがわ

かっていれば教えていただきたいです。

○大東総合交通課長 済みません、推移という

わけではございませんが、平成26年度の調査に

よりますと、県内の青果物のうち、フェリーで

輸送している青果物─これは野菜と果樹です

けれども─が全体の22.3％をフェリーで運ん

でいるという調査がございます。一方、畜産物

につきましても、23.5％をフェリーで運んでい

るというデータがございます。

あとは、経済連さんが取り扱っていらっしゃ

る野菜のうち、大阪から東に運ぶ輸送実績とし

ましては、経済連さんの取扱量のおおむね半分

程度を宮崎カーフェリーが運んでいる状況にご

ざいます。畜産につきましては、基本的に宮崎

カーフェリーさんはブロイラーがベースカーゴ

の一つになっておりますので、ブロイラーにつ

いては生産量が増加傾向にあるということは言

えるかと思います。

○丸山委員 今、パーセントを言われたんです

が、毎年の量が減っているのかがわからないと、

本当に安心して物がありますよねということが

わからないものですから、物が本当にあるのか

どうかが一つと、日本全体の人口も減少傾向に

ありますので、人口が減る中で本当に物がある

のかということもあります。今、ほかの航路も

新しいフェリーを造船してかなり変わりつつあ

るものですから、どのような物が宮崎港に集まっ

てくるのかの裏づけが欲しいんですよ。それが

ない限りは、これはいいですよねと言えませ

ん。30台ふやすけれども、７台とか、帰りには

２台しかふえませんとのかた目の試算になって

いるということですが、本当に物が集まるかど

うか証明できるデータをいただきたいんですけ

れども。

○日高委員長 今の丸山委員の分についての資

料提供はできますか。

○大東総合交通課長 済みません、今までの品

目別の輸送量の推移は手元にございません。こ

れは会社に確認してお出ししたいと思います。

○日高委員長 資料があればお出ししたいとい

うことなので、資料提供をお願いしたいんです

が、皆さん、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○前屋敷委員 あわせて、これまでの実績の資

料になるんですけれど、要はこれからどう見込

まれるかということが大事な問題なものですか

ら、見通しができれば、その辺はどういうふう

に見ているのかもあわせて。というのも、国会

は、日米ＦＴＡを通しましたよね。農産物では、

宮崎に限らず、これから日本全体にかなり影響

が出てくると思うんですよ。そうなると、宮崎

から新鮮な農産物を首都圏に運ぶということな

んですけれど、需要がそれだけ見込めないとい

うことになってくると、どうしても輸送量は減

らざるを得ない。供給はできるんだけれど、需
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要がそこまでいかないとなると、カーフェリー

で運ぶ量も少なくならざるを得ないという心配

がとてもあるものですから。国もどの程度の影

響が出るかを具体的にはまだ示していないので、

なかなか難しいとは思うんですけれど、それを

抜きには今後の返済計画も含めて立たないと思

うので、その辺の資料もぜひいただきたいです。

○山下委員 参考資料で出していただいた６ペ

ージ、上の段の農業の生産構造は第一次産業で

すよね。その下の農林水産業及び製造業の総生

産額ということで書いてあるんですが、一番下

の製造業、6,093億という平成28年のデータがあ

りますよね。これは２次産業ですよね。例えば、

焼酎も１次産業でやって、それを焼酎にして外

貨を稼ぐための産出額ですね。例えば、お茶も

生産しています。ＪＡ農協果汁でペットボトル

にして県外に持っていくんですよね。乳製品も

そうなんですよね。しょうゆやみそとかもある

と思うんですが、この製造業というのは、農産

品を中心にした食品製造だけなのか。例えば工

業製品とかは別個ですか。

○大東総合交通課長 これは製造業全ての数字

でございます。

○山下委員 これは全てですか。食料の２次産

品と工業製品を合わせた数字ですか。

○大東総合交通課長 製造業全てになってます。

○山下委員 僕はちょっとおかしい数字じゃな

いかなと思うけれど、もう一回確認してくださ

い。

それと、この就業者数、平成18年と28年の対

比が出ていますが、これだけ生産額が上がって

いるのに、就業者数が少なくなっていますよね。

この辺は本当の数字なのかなという疑念を持っ

たところなんですが、７万人から６万4,000人に

少なくなっているのは、どこが中心の製造業だ

ろうと思って……。

○大東総合交通課長 済みません、今、内訳を

手元に持ってきておりません。確認させていた

だきます。

○山下委員 せっかくこの辺を出されたわけで

すから、説明していただけるとありがたいと思っ

ています。

○日高委員長 先ほどの前屋敷委員の資料提供

で、見込みのほうも出してくれということです

が、それは大丈夫でしょうか。

○大東総合交通課長 品目別の見込みまでお出

しできるかどうかというところがございますけ

れども、貨物量の推計といったものは検討させ

ていただきたいと思います。

○日高委員長 貨物量の資料提供はできるとの

ことなので、皆さん、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 では、よろしくお願いします。

○外山委員 この資料ですけれど、宮崎カーフェ

リーじゃなくて、皆さんがつくった資料ですか

ね。

○大東総合交通課長 これは、宮崎カーフェリ

ーからいただいた詳細な資料をもとに、私ども

が作成した資料になります。

○外山委員 宮崎カーフェリーの資料をもとに

数字を並べただけということですね。まあいい

です。一番左の営業費用のところの（売上減価

＋一般管理費）ですが、売り上げが減ると書い

てあって、減価の「減」は間違っていないよね。

それだけです。

○日高委員長 済みません。午後３時55分にな

りました。ここで、委員の皆様にお諮りいたし

ます。本日の日程は午後４時までとなっており

ますが、このまま継続してもよろしいでしょう

か。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、引き続き、合同審査

会を続けます。

○大東総合交通課長 これはミスプリントでご

ざいます。申しわけございません。

○日高委員長 ミスプリント。

○大東総合交通課長 はい。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後３時55分休憩

午後３時55分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

○中野委員 私も資料の基本的なことをお尋ね

します。

その前に、さっき資料提出がもう決まったん

ですけれども、その資料はきちんとしたものを

出してください。船はお金を運ぶんじゃないで

すからね。物を運ぶんですから、そのことを基

本に考えていただきたいんですよ。農業生産額

が幾らあろうとも、その物流の物がふえるのか、

減るのか。将来の見通しはどうなるのか。過去

はどうなのかですよ。今の実態から見れば幾ら

なのか。そのうちどのぐらい運ぶか。それをき

ちんとしたものを出さないと、貨物が本当にど

うなのかはわかりませんよね。お金を運ぶんじゃ

ないですからね。

それで、大変初歩的な質問をして申しわけあ

りませんが、総合交通課の資料の６ページです。

まず、建造費です。ここに、高度化資金云々

の中で171.5億円と書いてあるけれども、建造費

はこの金額で間違いないんですか。

○大東総合交通課長 これは、ここに記載して

おります船体備品等を現時点で積み上げた数字

がこの数字となっております。したがいまして、

建造費はこれからまたふえる可能性もございま

すので、全体の建造費は171.5億円から180億円

の間になります。

○中野委員 それを示した資料はどこを見れば

いいんですか。

○大東総合交通課長 現時点で、実際に詳細な

金額として積み上がったものは171.5億円となり

ます。これを超える部分につきましては、今後、

追加の資金需要といいますか、追加工事などが

生じた場合に新たに判明することになります。

○中野委員 ということは、新たに積み上げる

分は、資金計画との差の8.5億円の範囲内という

ことなんですか。

○大東総合交通課長 そのとおりでございます。

○中野委員 建造費が具体的に幾らかかるとい

うことぐらいはきちんと出しておかないと。そ

こへの資金貸し付けですからね。今から変動す

るようなものに貸し付けることはできないと思

いますがね。

それから、積算投資額の積算というのは何を

指しているわけですかね。高度資金に係る積算

投資額とか書いてありますが、積算という意味

は何ですか。

○大東総合交通課長 これは、船体の建造費と

いいますか、実際に見積もりとか、他社からの

聞き取りでありますとか、金額としてしっかり

と把握されたものを積み上げた金額ということ

で、積算投資額となっております。

○中野委員 それは建造のために積み上がった

という意味ですか。

○大東総合交通課長 今回、高度化資金を活用

するに当たりまして、詳細な積算ができるもの

を積み上げたものになります。したがいまして、

建造費全体の中で、現段階で見積もり等によっ

て金額がしっかりと判明するものの積算になり

ます。
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○中野委員 ということは、積算投資額と船の

建造費は一致するわけですね。それが171億5,000

万円という見方でいいんですかね。

○大東総合交通課長 現段階で詳細な金額まで

把握できている建造費としましてはこの171.5億

円となります。ただ、今後追加工事等がありま

したら、これからまだプラスで動く可能性があ

るということになります。

○中野委員 次に、この表の中の自己資金の11

億5,000万円です。自己資金等と書いてあるけれ

ど、会社の自己資金は幾らあるんですか。

○大東総合交通課長 11.5億円のうち、国庫補

助金を3.9億円見込んでおりますので、差し引き

まして7.6億円部分が自己資金ということになり

ます。

○中野委員 自己資金は７億6,000万円ですか。

○大東総合交通課長 そのとおりでございます。

○中野委員 ７億6,000万円は会社で調達できる

ということですかね。

○大東総合交通課長 そういうことでございま

す。

○中野委員 基本的なことを今聞いているんで

すが、金融機関は高度化資金の場合では115億を

融資するということですかね。そして、資金計

画ではその差が８億5,000万円です。さっきも言

いましたが、建造費が上がる範囲内が８億5,000

万円で、その差の上がった分は金融機関がちゃ

んと資金を融通してくれるということですかね。

○大東総合交通課長 そういうことになってお

ります。

○中野委員 それから、この表からはわかりま

せんが、当初、会社は金融機関に幾ら申し込ま

れたんですかね。

○大東総合交通課長 180億円の資金計画を会社

でまず考えられた際に、金融機関に対しまして

は、総額で120億円の融資規模を想定されたと

伺っております。

○中野委員 当初から120億円を申し込んだの。

初めから公的資金ありきだったんですか。

○大東総合交通課長 資金計画を作成するに当

たりましては、金融機関からの融資額の上限と

いいますか、資金枠を120億円と想定いたしまし

て、自己資金を10億円と想定された結果、会社

からは不足分の50億円について公的資金の要請

があったところでございます。

○中野委員 その辺は議論することにしますが、

最初から公的資金ありきでスタートしておった

ということですね。

○大東総合交通課長 今回、この会社につきま

しては、まだ設立して間もないということで、

金融機関からの融資の上限に限界があるという

ことでございました。そのため、不足分につい

て公的資金の要請があったところでございます。

○中野委員 資金を申し込む会社が、最初から

金融機関は115億円しか融資できないと判断をし

たんですかね。それはおかしな理屈ですよ。

○大東総合交通課長 会社といたしましては、

できるだけ多くの資金を調達できるよう、金融

機関には申し込んだという経緯がございます。

しかしながら、金融機関からは120億円程度が限

界だというやりとりがあったと聞いております。

○中野委員 では、金融機関の判断だけれど、115

億円だけしか金融機関が融資できないと判断し

た材料の資料は、求めることはできませんかね。

最低でも171億5,000万円かかるのに、115億円し

か融資できないと判断した理由ですよ。

○大東総合交通課長 申しわけございません、

今回は、金融団、シンジケート団を組成してお

りますけれども、シンジケート団、あるいは構

成する金融機関がどういった判断をされたかと
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いったことにつきましては、私どもの手元に資

料はございません。

○中野委員 資料はなくても、投資額が180億円

か171億円かわかりませんが、それだけ必要なの

に、金融機関は115億円しか融資できないよと判

断して、残りのほとんどを公的資金に頭から頼っ

ているということですよね。それを前提に融資

しようとしている資料としか読めませんよね。

その辺のことをまたあした具体的に聞いていき

ますから、そう判断した資料とか、我々が質問

したときに答えられるように対応しておってく

ださいよ。できれば資料が欲しいんですけれど

ね。

○日高委員長 そういう資料はありますか。

○坂口委員 おくれて来て申しわけないけれど、

今のに関連して、例えば、なぜ12月いっぱいに

契約しなければならないのかというのに対して

も、根拠を含めての説明もできないと思うんで

すね。だから、ここで皆さんに御相談ですけれ

ど、まず、今の話は、銀行の責任者を呼ばない

と、県からは知っていても言えないような領域

だと思うんですね。あるいは、知らないかもし

れないから、きょうはここで答えられる、しか

も100％の精度で答えられるものに限っていただ

いて、あとはまた誰かを呼んで、例えば、今の

も社長が来なければわからないと思うんです。

いろんな背景があって12月契約を焦っているん

だと思うんですね。船はまだ使えますし、黒字

も出ていますという中で焦っているんです。だ

から、いろいろやっていって、あとはスムーズ

に進めながら、最後にあすの合同審査会に呼ぶ

参考人をみんなで協議して、必要であれば責任

者に出てきてもらう。そこで説明を求めないと、

これではなかなか判断が難しいような気がしま

す。

○中野委員 今の関連ですが、そういうところ

を見通してやらないと。会社の信用度がどこに

あるのかを我々は判断しないと、これをオーケ

ーするかしないかの判断ができないわけでしょ

う。だから、会社そのものはどういう信用度が

あって、返済能力があってということなど、き

ちんとした上でないと我々も判断できないと思

いますからね。

○日高委員長 今、坂口委員からそういう案が

出ました。この後、その辺を委員の皆様に諮っ

て決めていきたいと思います。そういったとこ

ろに対しては、当局も柔軟に対応していただき

ますように心からお願いします。

○丸山委員 同じようなことで会社にお尋ねし

たいのは、なぜ30台ふやすのか、130台を160台

にふやすのかです。20台でもいいんじゃないか

とか、10台でもいいんじゃないかとか、恐らく、

そういう検討をしたと思うんですよ。何で30台

になったのかというスペックの問題と、旅客に

関してもこの数で正しいのか。稼働率から見る

とかなり少ないように見えるものですから、本

当にこれで大丈夫なのかです。本来であれば、

要らないものは減らしたほうがいいと思います。

今の130台であれば黒字が続くはずなんですよ。

あえて投資額を大きくしています。あと、公的

資金をお願いしなくても、自己資金だけでもで

きたんじゃないかという議論もできると思うん

ですが、なぜこのスペックになったか、改めて

正確な情報を教えていただきたいです。

○日高委員長 それにつきましても、総合交通

課としては経営に入ってきていますので答えづ

らいと思います。その辺についても専門家とい

うか、もともと会社から聞く必要が当然あるの

かなと思っていますので、これも協議を後でし

たいと思いますので、皆さん、よろしくお願い
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します。

○坂口委員 それに関連してですけれど、この

会社を黒字に立ち上げるまでは前の会社ですよ

ね。もう何年も前から債権の問題とかがあって

黒字にならなかっただけで、それがもし外され

るものならずっと黒字経営してきていた。そこ

で節目が幾つかありましたから、これはちょっ

とわからんのですけれど、僕はぜひ前の社長に

直接伺いたいことがたくさんあるんですよ。そ

れまでどういう転換期を経ながら今の黒字に

なってきて、あなたは身を引かれるのかという

ところあたりを伺いたいです。これはどうです

かね。県からお願いしていただければ連絡がと

れて、もし向こうが了解すれば参考人として呼

べそうな状況はありますかね。

○大東総合交通課長 会社にお伝えをして検討

させていただきたいと思います。

○丸山委員 これは答えられる範囲かもしれま

せんけれど、商工観光労働部のほうでつくって

いる金融の関係なんですが、ざっくりと40億円

を無利子で20年間貸し付けるんですけれど、カ

ーフェリー会社としてはトータルで幾ら利子を

払わなくていいんですか。

○長倉経営金融支援室長 県の貸付金40億円を

有利子で調達した場合の利子は、約10億円と試

算されます。

○丸山委員 ということは、融資なんだけれど

も、新しい宮崎カーフェリーは、10億もの公的

資金の補助をもらえたということなものですか

ら、例えば以前のスカイネットアジアとかのと

きには補助金で何億と、１回限りで済ませて、

あとはもうこれ以上は負債の責任はないよねと

いうのがあったんですが、この40億円は20年間

黒字が出てちゃんと返ってくればいいんですが、

それも10億円近くの補助金をもらえるぐらいに

なるものですから、それでいろんな説明責任が

欲しいんですよね。欲しいですし、経営がどう

なのかが我々は全くわからない状況もあるもの

ですから、あした、会社なり、しっかり説明で

きるような資料を持ってきていただけるように

お願いしたいと思います。

○日高委員長 今の丸山委員の部分については

いいですかね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○山下委員 総体の事業費は171.5億円ですよ

ね。これは自己資金も入っていますけれども、

実際にカーフェリーが有利子で借りる部分は総

体的に幾らですか。

○長倉経営金融支援室長 総合交通課の資料の

６ページの資金計画（３）をごらんいただきま

すと、180億円の資金計画に対して、金融機関か

らの調達が123.5億円、この分が有利子の調達額

になります。

○山下委員 カーフェリーが123.5億円について

は有利子で借りていかないといけないというこ

とですね。その理解でいいですね。具体的に金

利は幾らですか。

○長倉経営金融支援室長 計画上は2.5％で積算

しております。

○山下委員 もう一回確認したかったのはそこ

なんですよ。今の公定歩合の中で、この借り入

れの利息が本当に納得できる数字かなというこ

とを私は懸念するんです。なぜかというと、県

も公的資金をこれだけ投入します。これも県民

の税金・財産ですよね。それを投資していく中

で、金融団との金利交渉の議論はどこまでなさ

れているのかなということを疑問に思うもので

すから、その辺のことは、坂口委員が言われた

ように、経営陣を呼んで、話をしないとわから

ないですよね。



- 52 -

令和元年12月５日(木)

○坂口委員 本当にリスクが高いけれど、これ

はいいお得意さん、カモネギだと思ってもっと

貸したいと言うけれど、いや、それ以上は県か

ら借りますと向こうがやったか。これは後で僕

らが決めることだけれど、ここは一番大切なと

ころ。

○山下委員 できればそこら辺のいきさつも知

りたいので、金融団等も参考に呼んでいろいろ

経過を聞きたいなと思います。

○武田委員 皆さんは大きな話なんですが、資

金計画資料の中で、燃料費が18億円なんですけ

れども、さっきの説明だと、多分、過去10年間

の平均をとられたのではないかと思うんですが、

令和元年度と平成30年度の燃料費が結構高いん

ですよね。昔は安くてだんだん上がってきたの

か。変動があるんですけれど、普通なら経営計

画を立てる場合は最高で見積もると思うんです

よ。これはお金を借りる計画だから、ある程度

もうかるようにしないとお金は借りられません

から、もうかるような計画になっていると思う

んですが、実際の会社の中ではもっとシビアな

計画があるんじゃないかと思うんですが、そこ

らあたりはどういうふうに判断されていますか。

○大東総合交通課長 今の平成30年度、令和元

年度の燃油代からすると低くなっておりますの

は、新船につきましては新しいエンジンになる

ということで、新しい船体と新しいエンジンに

よる省エネ効果といったものも見込まれますの

で、それによってトータルの燃油代が低くなる

という試算をされているということでございま

す。

○武田委員 わかりました。そういう試算です

ね。ただ、僕は会社のほうにもう少しシビアな

数字があるんじゃないかと思うんですね。お金

を借りる計画というのは、先ほど言ったように、

ちゃんと利益が出るような形にしていかないと

お金は借りられませんので、ぎりぎりの売り上

げで最高の経費でされて、ぎりぎり何とかなる

という計画があるんじゃないかと思います。そ

の辺のお話は聞かれていないんでしょうか。

○大東総合交通課長 燃油代18億円ということ

で試算されていますけれども、想定される燃油

代は、プラスアルファという形での燃油費用も

上乗せして試算されているというふうには伺っ

ております。

○武田委員 燃油代だけじゃなくて、トータル

的な話なんですけれど、もっとシビアな経営計

画があるんじゃないかと思うんですが、宮崎カ

ーフェリーから出てきた資料をもとに40億円を

県が貸し付けるというときに、シビアに皆さん

も見られたと思うんですよ。お金を借りる計画

と実際の事業計画に差があるんじゃないかと僕

は個人的に思うんですが、そこらあたりはどう

いうふうに判断されたんでしょうか。

○大東総合交通課長 若干の余裕幅を持ってと

いうお話ですが、貨物の売り上げでありますと

か、あとは燃油代とか、こういったところにつ

いてはバッファーといいますか、こういったも

のは見込んでいるというのは伺っております。

その他、細かい費用の積み上げの際にどの程度

の余裕幅を見ているかは、済みません、そこま

での把握はできておりません。

○日高委員長 これにつきましても、会社サイ

ドから聞かないとわからないと判断します。金

を借りるための資金計画は、実際の運営計画と

はまたちょっと違う部分があるんじゃないかと

いう武田委員の意見です。これにつきましても

会社側から聞かないとわからないのかなという

ことで、武田委員、よろしくお願いします。

○丸山委員 ７ページの公的資金についてとい
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うことで、40億円の根拠が、主要金融機関の宮

崎銀行と日本政策投資銀行と書いてあるんです

が、多分、ここも40億と40億で80億なんですよ

ね。残り43億はどこか別の金融サイドが集まっ

ているのか。それは公表できるものなんですか。

○大東総合交通課長 今回の金融団、シンジケ

ート団につきましては、宮崎銀行、日本政策投

資銀行、宮崎太陽銀行、県信連、この４つの金

融機関が参加していただいております。

○丸山委員 これも会社に聞かないとわからな

いことですが、金利は全て一緒という感じでよ

ろしいんでしょうか。

○大東総合交通課長 今回の金融機関の資金枠

については全て同じ金利という取り扱いと聞い

ております。

○坂口委員 参考になんですが、これは僕の記

憶違いかもわからんのですけれど、フェリーの

中のドライバーが専有する寝室というか、ドラ

イバースペースは、ちょうど排ガス規制があっ

て、トラック協会に対して国の補助金が出て、

規制をクリアするためのＣＯ２対策だったかな。

あの時期だと思うんですけれど、ドライバール

ームはスペースだけを専有させてもらって、ト

ラック協会のほうで整備したことがあったよう

な気がするんですけれど、そこらは何か記録か

記憶か残っていませんかね。あのとき、そうだっ

たような気がするんですよね。

○大東総合交通課長 申しわけございません、

詳しいお話はわかりません。

○坂口委員 ぜひ、それはまたあしたでもいい

ですから、調べておいていただきたい。という

のが、トラックのニーズが多くて、積み切れな

いような時期には、あそこを全部ドライバーが

使うけれど、オフのときには一般のお客さんに

割り振りますという計画ですよね。ということ

は、総じて満載にはならないということです。

今でも積めないシーズンは30台ふやせば完璧に

対応できるのかというと、それでもわからない

と思うんです。だから、これは積み残し対策で

もないように思うんです。そして、売り上げを

少しでもというときに、稼ぎ頭のトラックがあ

くような……。

外国からの観光船でもですけれど、お客さん

の懐と気持ち次第でがらっと少なくなったりし

ますよね。宮崎の生命線というのは、それより

は農産物のことを知事は言っているんだと僕は

思うんですね。だから、まず、大型船なら全部

積んでやると。しかしながら、効率を考えれば、

オフシーズンのトラックの空き席をどうするか

とセットでないと、今度のは全部積めるわけで

もないけれど、暇なときはあいてしまうからお

客さんにして、少しでも売り上げを上げるなど

というのはおかしいと思うんですよ。そうじゃ

なくて、今のような事例がもしあればなおさら。

なくても、トラック協会が死活問題だと来てい

るなら、あなた方は専用スペースだけもらえと。

そして、ドライバーのための福利厚生としての

ベッドの質のよさというのは協会として整備し

ろというぐらいのことをやっていく。県が金を

出すからにはですよ。オール宮崎とは言うけれ

ど、そうじゃないんですから。せっぱ詰まって

いる人たちがいるからということでオール宮崎

と言っているわけで、そこらの努力も必要だっ

たかなという気がするんですよね。

これはまた考えておいていただきたいという

ことと、もう一つ、先ほどの自己資金と補助金

の話は、中野一則委員だったですかね。あのと

きに、11億5,000万円の話ですけれど、7.6億円

と3.9億円で、3.9億円が補助金と言われたんで

すかね。1.5億円を積み増す前の、最初の10億円
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の計画のときのだと６億9,000万円ぐらいになっ

たんですか。それに３億9,000万円ふえたという

けれど、まず、補助金は出た総額が３億9,000万

円なのか、何がしかが出てそれは残されるのか。

今後、二度目の補助金が幾らぐらい来るのか。

それが今回全部出されたら、二度目の補助金を

含めて国庫補助の助成金が自己資金の中のどれ

ぐらいを占めるのか。そのときにトータルがど

うなるのかですよね。

そこと、171億5,000万円が今までに必要と思

われるお金で、これから先にかかるお金を入れ

て180億円と言われるけれど、じゃあ、これから

先に……。これはあくまでも12月いっぱいで契

約ができるということでの想定でしかないけれ

ども、将来必要になるかもわからない建造費と

なると、今の法律の流れとかから見たらもっと

違ってくると思うんですよ。

だから、ここら辺がどうもわからないんだけ

れど、少なくとも補助金が今後出たときには県

としてはどうするか。それは全部出せというこ

とになっているのか。それはもう将来に役立て

てくださいとなっているのか。出せとなったと

き、市は５億円しか出さないのに―40億円の

金は法外な金だと我々は思っているんですよ。

その40億円を少しでも下げる努力をして、10億

円を超した金は、県の融資をまずは下げると。

これが決まってもやるということと、僕が最

初から言っていますように、宮崎市が本当に死

活問題だと思っているぐらいの必要な船だった

らやらなきゃいけないかなと思うけれど、この

前のトップ会談では、うちは５億円以上は出さ

ないし、それ以上はいろんな意味で弊害がある、

だからうちは出さないぞという、いわば外から

見ればあってもなくてもいいですよというよう

なスタンスにしか見えないんですよね。

だから、そこら辺に対して、もう一回、戸敷

市長に本当に必要なのかということと、本当に

必要だったら、あなたはそんなにリスクから逃

げていていいのかというのをやるべきじゃない

かと僕は思うんです。そこらをどうやられてい

るのか。それはどんなぐあいに市と詰めてこら

れたのか。

僕から見たら逃げたと思うんですけれども。

なぜ５億円で、しかも聞いてみたら、残りは銀

行に話をして、金利はまた銀行から出させると

いうことでしょう。それを2.5％もやられたとき

には、油代の見通しも難しいと思うんです。そ

れから１億5,000万円捻出してきて、それから船

つくりに出しますなんて、物すごいリスクの大

きい作業をやっておいて、一方では、また金利

がふえましたなんて、将来20年にわたって利息

がふえていくんですよね。５億円といったら何

ぼになりますか。7,500万円か。7,500万円の半

分として、3,750万円が20年間続くわけでしょう。

そうしたら、会社は物すごいリスクのグレーゾ

ーンの中にそれだけの支出をまた受け入れると

いうことですよ。さっき言ったように、全ての

ニーズに応えられるかというと、空席が物すご

くふえるというリスクを負いながら、ニーズに

対して100％は応え切れないという中途半端な宮

崎の経済の生命線事業です。そこらは一体どん

なぐあいに考えておられるのかということです

ね。

○大東総合交通課長 宮崎市につきましては、

本会議においても御答弁させていただきました

とおり、知事と市長との間で２回の実際の協議

がございました。その中で、知事からは、残り

の10億円を強くお願いいたしました。結果的に

は、宮崎市は５億円が限界ということでござい

まして、残りの５億円については、委員のおっ
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しゃるとおり、金融機関の調整ということになっ

たところでございます。

ここにつきましては、宮崎市においては十分

受けとめていただいたといいますか、要請につ

いては検討していただいて、宮崎市の責任にお

いて融資枠についても確保していただけること

になったところでございます。また、さらに利

用促進にもこれまで以上に取り組むという回答

があったところでございまして、そこにつきま

しては、結果的に金融機関との調整の中では、

自己資金の積み上げもあったということで、3.5

億円の積み増しということになったわけでござ

いますけれども、180億円という資金計画全体に

ついては、それによって達成できたというとこ

ろではあると考えております。

○坂口委員 この世界では全く話にならないで

す。どうあがいても５億円足りないんだと。会

社にはとてもじゃないけれど、銀行は貸しもし

ないと。県もこれが目いっぱいだと。船はでき

ないとなった。戸敷市長に頼もうじゃないか。

いや、うちはだめだと言った。ああ、そうか。

そんなのはトップ会談じゃないですよ。そして、

銀行に電話したら、「いや、あと３億5,000万円

出しましょう」とかですよ。最初、県も会社も

本気で銀行に詰めていなかったということです。

ひょっとしたら今からでも、県は20億円減額す

るから、あと20億円出してくれと言ったら、金

融機関は聞くかもわからないですよ。だって、

たったあれだけの期間で５億円の融資を同じ金

利で貸したわけです。だから、金融機関として

はリスクがふえていないと見ているわけです。

そして、さっき言われたように、初めての会

社だからとか、そんなことを言われて、県が40

億円を出さなきゃ全体の資金計画がつくれない

となった。大体３割は自己資金を持って事業を

始めますよという常識的な経済の世界での３割

でしょうけれども、手持ち資金３割ぐらいが何

をするにも常識で、あと７割は貸しますという

ことです。そういうことが常識なんだけれども、

その３割ですら貸さないから県が貸したという、

破綻リスクから見ると、そこが一つのグレーゾ

ーンですよね。

そういうところに上積みで融資しますなんて

いうのだったら、県としては、銀行ともう一回

話し、会社とも話して、金融機関と話をさせる

べきだし、少なくとも金利の2.5％は問題だと思

うんですよ。僕みたいなのが意地悪に考えれば、

社長の出身地が出身地だから物をよう言わん

かったんじゃないかということもあるし、行政

がこれだけ生命線だと言って、オール宮崎だと

いう事業に対して、今どきこんなトータルで100

億円を超すような融資に―県が言うように、

国のお墨つきももらった妥当性のある事業だと

危険性はないんだと言うんだったら、2.5％とい

うのは余りにも努力不足ですよ。１％で借りら

れるはずですよ。マイナス金利時代ですよ。20

年間では2.5％を1.25％に変えても膨大な金です

よ。

それでやっと妥当性が見えるか見えないかぐ

らいの金かもわからないけれども、それだけ、

ひょっとしたら、我々も将来の資金繰りや資金

計画、あるいは経営計画というものがなるほど

なと見えるかもわからない。けれども、常識的

に３割は何かに頼ってください、自己資金が３

割は通常です、その３割をうちは持ちません、

県に貸してください。補助金が今後何ぼ出るか

知らんけれど、あと５億円も出れば11億5,000万

円の３億9,000万円と言っておられるから、あと

７億円も出れば11億5,000万円を固定すれば自己

資金は１円も要らないですよ。自己資金ゼロ
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で180億円の事業をやろうなんていうことです

よ。これは余りにも詰め方が甘い。補助金で入っ

たのは全部、県の融資額を減らすとか、そうい

うことを入り口で約束しておくべきです。新船

が海に浮くまでの間に、これから何ぼぐらいの

補助金が入りますか。

○大東総合交通課長 今、3.9億円は、国交省の

補助金の総額を予定しております。これとは別

に、経産省の外郭団体の補助金で6.7億円程度を

今申請しているところでございますので、これ

から数年間に分けて申請いたしますけれども、

満額もらえるということになりましたら、10億

円程度の国庫補助総額となります。

○坂口委員 3.9億円は決定しているんですか。

トータルが3.9億円ですか。

○大東総合交通課長 内示といいますか、交付

決定はまだ今年度分しか出ておりませんけれど

も、事業計画では3.9億円の補助総額で計画を出

しているところでございます。

○坂口委員 少なくとも、県からの借入額をそ

れから減額してもらえれば30億円にはまず行き

ますよね。ガソリン代も余るような経営の豊か

さだったら、また出させるべきですよ。ガソリ

ン代は社長がそう言っているだけで、僕たちは

この上ない冒険で危険だと思うんですけれど、

そこらが一つかな。

だから、金利の努力が足りなかったことと、

宮崎市との話は本当に徹底してやられたんだっ

たら、銀行に対しても怒るべきですよ。県が言っ

ても聞かなかったわけでしょう。これが限界だ

と言ったわけでしょう。だから、うちも40億円

を構えますと言ったわけだけれど、市が言った

ら５億円も上積みするような話なのに、やっと

５億円を上積みすると言ったら、今度は会社が

１億5,000万円の危険をかけて、また５億の約束

を３億5,000万円にしたなんて、これはやっぱり

県というか、経営陣というか、関係者というか、

本気でこの会社のリスクを減らしながら将来に

向けて真剣に取り組んでいこうという姿勢はど

の角度からも見えないですよ。自分が小さい商

売を始めるといっても、それぐらいのことはい

ろんな視点からやると思うんです。

だから、あした採決に持っていって結論を出

せと言われたら、僕ら本当に難しいですよ。努

力の余地が残っているし、戸敷さんが、少なく

とも「いや、うちはリスクがあるからもうだめ

だ」と言ったということは、市は一番のお得意

さんで、これに対しての一番の受益者ですよ。

この前、答弁されましたように、固定資産税だ

けで５億円ぐらいのお金が入ってくる。40～50

人の従業員があそこで飯を食っている。

それから、トラックで運ぶ荷物は、農産物の

中のかなりの部分を宮崎市が持っていて、運ぶ

トラックは宮崎市にいるトラックがほとんどだ

ということで、ここの恩恵は今でも一番あるけ

れど、これでかなり高まりますよ。だけれども、

いや、リスクをかけてまではうちは出さないと

言う。もし「うん」と言わなかったら、この船

はできないわけですよ。平たく言ったら、河野

知事からも頼まれて、うちはもう限界ですと、

ごめんなさいといったのが、河野知事から頼ま

れたら限界だったけれど、あなたが言えばあな

た枠がありますよというようなことですよ。そ

んなんで本気で県が努力したのかなと。知事が

言われた……。あの会話はどうやったじゃない

んですよ。やっぱりこの世界は結果ですよ。そ

して、自分から乗り込んでいって「ああ、そう

ですか」と帰るなんてことをしたら、二度とトッ

プ会談はできなくなりますよ。だから、県の努

力がまだまだ足りないと僕は思うんですよ。
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それから、これは本人に聞きたいことだけれ

ど、12月いっぱいでやらなきゃならないせっぱ

詰まった事情を持っていそうな気がするんです。

そんな荒仕上げで先も見えない、総事業費が何

ぼかかるかもわからん中で、171.5億円という数

字を出して、今の時点ではこれだけですと。言

いかえれば、今の時点ではこれだけの金が集ま

ります。辛うじて海には浮きますというような

ことです。

でも、まだかかるだろうということを頭の中

に置きながら、とりあえず今やれば12月の契約

に間に合うという、僕らの見方からすればそう

です。今、この時点で申請しなければならない

ということでの中小機構への借入申請じゃな

かったように思います。この時点でこの手続を

とっておかないと、12月いっぱいの契約には間

に合わない。そうなると、なぜそう焦るのかと

かが、どうしても知りたいんですけれど、これ

はなぜこんなに急ぐんですか。

○大東総合交通課長 来年１月から適合油を使

わなきゃいけないという燃油のＳＯｘ規制の問

題がございます。あわせまして、造船会社との

下協議をやっている中で、船台の予約を今して

いるわけですけれども、このタイミングで発注

をして船台を確保していくと。建造期間中、ずっ

と船台を２隻分にしなければいけないという状

況がございますので、そこから逆算いたします

と、年内の契約に持っていきたいというのが会

社の意向と聞いております。

○坂口委員 それは会社の意向であって、我々

が金を出すか出さないかはまだ決まっていない

んですよ。それと、船台を準備しておいて、じゃ

あ、12月に契約しなきゃだめだということはな

いですよ。まだこれからのスケジュールで、造

船所がどうしても欲しければ、こんな船なんて

受注できても１年に１隻ですよ。だから、こち

らが契約するまでは、造船所はちゃんとあけて

いますよ。それこそ、見切り発車というのが一

つありますよ。

そして、３年間で２隻できればいいわけでしょ

う。１つのドックを使ったにせよ１年半の余裕

があるわけです。これが１月になろうと、２月

になろうと、３月いっぱいでやって年度内でも

僕はいいと思うんですね。

でも、こんなに物すごく協議やいろいろ分析

していかなきゃいけないことを、12月末の契約

でなぜやられたのかという中途半端さですね。

しかも、この議会で中小企業資金の借入金の補

正が上がってきたとかで、なぜ会社が12月にや

りたがるのかも社長に一つ聞いていかないとい

けない。もし、これが議会を通らなかったらど

うするんですかと。宮崎市が５億円しか出さな

いと。金融機関にはまかりならんと。ゼロ金利

で貸せと。それならいいと。戸敷市長が貸すの

と同じだということでですね。しかし、あんた

方は県が頼んでも貸せない、これ以上は出せな

いんだというのを出すのは一体どういうことな

んだと。しかも、金利を取って出すということ

はリスクをどう考えているんだとかいうことで、

この問題は難しいですよ。中が見えれば見える

ほど努力が物すごい足りないですよ。

だから、今のは答弁になっていないですよ。

造船所に約束したからしないといけないとか、

今のは我々の都合でということですよ。２隻目

が令和３年の何月だったですか、この船をつく

るのにそうしないといけないんだとか、今度は

環境対策でＳＯｘ規制が１月１日からだからと

か言われるけれど、高い油をたくか、安い油を

たくかだけのことで、12月に出発しなければな

らないということでもないです。
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５億なり６億の経営利益の事業収益の中で、

油代をもうちょっと高く見たところで赤に転換

ということもないし、倒産ということもないだ

ろうけれど、おうちの事情の油代がどうのとい

う以前に、県議会で議決していただいて、それ

から始めるんだという……。もし言われるよう

に、会社がそんなことを造船所とやっていたら、

万が一これがだめになったら賠償金問題まで出

るじゃないですか。これは何ぼ言っても切りが

ないから。みんながしゃべることはいっぱいあ

るだろうけれども。

○外山委員 今の坂口委員のお話だけれど、５

ページの下に表がありますよね。12月に契約し

て、翌年の12月に着工という表をつくった根拠

を示してもらえるといいと思います。何らかの

理由があると思うんですよ。そこを聞かれてい

るんですね。せっかく５ページに参考でスケジュ

ールを提示しているので、竣工が来年の12月な

のに１年前に契約する必要性があるのかという

何らかの根拠があってのスケジュールだと思う

んです。そこを示していないとわからないです

よね。12月、６月と竣工はずれているけれども。

○日高委員長 これについても、期間がずれて

いるのはずれている。お金は出すわけですから、

１個１個やらんわけです。この辺も何か意図が

あるのか。答えられる範囲でお願いします。

○大東総合交通課長 これは造船所において、

船台を２つ同時に確保するかどうかというとこ

ろです。まず、ブロックをつくり始めて、それ

を船台に載せて組み立てていくという作業工程

と伺っております。まず、１隻目を船台で組み

立てて進水させて、今度は、２隻目を同じ船台

を使って組み立てて進水していくという、１つ

の船台を使って２隻をつくっていくというスケ

ジュールのためにずらした形になっていると聞

いております。

○坂口委員 いや、それはちょっと違うと思う

んですよ。向こうの造船所が「12月に契約しな

ければ別の船が入ります」というのならわかり

ますよ。さっき言われたように、ＳＯｘ規制が

厳しくなるからというのなら、２隻一緒に海に

出ないと、１隻は対象にならん、もう１隻は対

象になるなんていうのは意味がないですよ。だ

から、それも避けられない事情じゃないです。

いとも簡単にこの日には契約できると余りにも

甘く見ていたのか。それとも、このときにやら

なきゃいけないＳＯｘよりほかの事情があった

のか。そこらがわからない。でも、そんなに戦

略的に考えてやる会社なり、あるいは県だった

ら、ほかの事情が先見えしたかもしれんけれど、

そうではなくて、単純に180億円ができて契約し

ておこうというようなことなのかなということ

です。そして、もしそこらに自由度があれば、

逆に言えば90億円、90億円の議案でもよかった

かもわからない。

ただ、そんな中で、とにかく僕がここで言い

たいのは、さっきのように、県は最初から40億

円ありきぐらいの、余りにも簡単な気持ちでやっ

たんじゃないかなということです。戸敷さんと

知事は直接二度も会ってどうのこうのというけ

れど、それも本気で説得していないような気が

する。だって、言いましたように、これは宮崎

市が一番影響を受けるやつですよ。河野知事の

説明では、あそこが銀行に頼んで簡単にいかな

いと思うのが当たり前だと思うんですよ。これ

以上はどこも出してくれないんだと。だから、

「戸敷さん、頼むよ」という話だったけれど、

いとも簡単に出したということは、県が話を詰

めていなかったというところに戻るしかないん

だけれど。そこで戸敷さんは、これは金融機関
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も限界がきているなと判断して、わかりました

というのが、どうしても船が必要なんだとなる

ときの判断です。

だって、あと５億円上乗せしたって、妥当性

があって、途中でこれが倒産して行き詰まるよ

うな計画じゃないということを互いが確認し

合って確信を持っていれば、ふるさと融資だっ

たら20年間で５億円ぐらい借りても、宮崎市

は1,500万円かそこらの金利負担で済むじゃない

ですか。１年分の固定資産税でも現金で払える

じゃないですか。それを飲まないというのは、

よほどこれは危ない、絶対にこの事業はいかん

という確固たる見通しを持っているか、俺は船

があってもなくてもいいよ、新船じゃなくても

いいよと。本気で知事が詰めてこんな結果になっ

たのなら、このようにしか考えられないんです

よね。

さっきも言ったように、詰めてきたのに金融

団のほうの１億5,000万円を減らして、リスクの

ある１億5,000万円を油代の―１億5,000万円

余りましたといって、それをぶち込むのならい

いんですよ。今から先、何ぼかかるかと思って

いたけれど、これから１億5,000万円浮きますな

んていって先行投資なんて、こんなばかな話は

ないですよ。経営者が選ぶ手段じゃないですよ。

だから、そこらはどれぐらい手がたく詰めて

きたのか。さっき言ったように、市長と一生懸

命話したけれど、だめだったじゃなくて、これ

はもう何月何日にどこで知事と誰が会って、誰

がどう話したのにこう返事したということの次

第は県じゃないとわからないですから、これも

あしたにまた報告してください。

○日高委員長 今の坂口委員の要望につきまし

ても、あした、つまびらかに出していただけれ

ばと思っております。これはお願いします。

○坂本副委員長 限られた時間の中での討議で

すので、今までの流れと全く関係のない話をさ

せていただきますけれども、７ページに収支計

画、2018年度の売上高の構成が記載してありま

して、これは過去の実績の内容だと思うんです

が、その中で、貨物輸送の収入が売上高の71％、

旅客の収入が23％という割合になっています。

これは、長期の今後の見通しの中で、貨物と旅

客の収入の割合は大体同じ程度と考えていらっ

しゃるんでしょうか。

○大東総合交通課長 貨物運賃収入につきまし

ては、トラック台数が増加する見込みでござい

ます。一方で、旅客につきましては、今と同じ

水準で試算しております。したがいまして、貨

物運賃収入のほうが、割合としてはふえる収支

計画になろうかと思います。

○坂本副委員長 具体的に何対何ぐらいを想定

されていますか。

○大東総合交通課長 少々お待ちください。計

算をさせてください。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後４時52分休憩

午後４時53分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

もう５時となりますが、審議が尽くされてい

ませんので、残りの質疑につきましては、あす

に引き延ばすことでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 あすの再開時間につきましては、

この後の審議の中で決めていきたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○大東総合交通課長 済みません。先ほどの御

質問の、貨物収入と旅客収入の割合ですけれど
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も、77対23程度で、割合は貨物のほうがふえる

見込みになっております。

○坂本副委員長 早速お答えいただいたので、

きょう中にちょっと言っておきますけれども、

大方は貨物収入を見込まれているんですけれど

も、それでも約４分の１弱の旅客見込みがある

ということで、この見通しの中で、客単価が上

がることが今後安定した収入を得る一つの根拠

になっていますよね。今まで宮崎からフェリー

を使われていた利用者層といいますか、関西に

行くのに料金が安くて利用しやすいという面が

かなりあったと思うんです。今後、利用者の立

場でいうと、例えば、こう書かれていると、か

なり高くなるのかなという印象を受けてしまう

のですが、根拠となる新しい料金体系がわかれ

ば、あしたで結構ですが、出していただけたら

と思います。

○大東総合交通課長 確定したものは会社とし

てもまだ決めておりませんけれども、考え方に

ついては、会社に確認してお示ししたいと思い

ます。

○日高委員長 今のは料金ですよね。今後の新

料金をどう考えていくのかというところですね。

それでは、暫時休憩いたします。

午後４時54分休憩

午後４時55分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

本日につきましては終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後４時55分休憩

午後５時５分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

委員協議をいたします。

先ほどから出ているように、あす、参考人招

致をしてはどうかという意見が出ました。まず

は参考人招致をするか、しないかを決めたいと

思いますが、皆さん、どうでしょうか。（「お願

いします」「呼んだほうがいいよ」と呼ぶ者あり）

（「会社に聞かないとわからないよ」と呼ぶ者あ

り）参考人招致を行うことでよろしいでしょう

か。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、参考人招致をあす行

いたいと思います。

これにつきましては、誰を呼ぶかということ

がございます。皆さんから意見をもらいたいと

思います。

まず、今出てきた中では、宮崎カーフェリー

株式会社の社長、元社長、金融団代表というも

のが出てきました。これについては、金融機関

のフェリー会社の役員をしている方ではなくて、

逆にメーンバンクである宮崎銀行から来てもら

う。今、宮崎銀行と政策金融投資銀行の代表者

（「答えられる人」と呼ぶ者あり）答えられる人。

（「金融団の代表」と呼ぶ者あり）金融団の代表。

（発言する者あり）郡司副知事のほうは別に参

考人としては呼ばない。（「職員だから参考人じゃ

ないよな」と呼ぶ者あり）一応、社外取締役と

いうことで郡司副知事もですよね。（発言する者

あり）当局の問題ですね。当局の出席で、農政

水産部のがあるんですよ。何課かね。（発言する

者あり）農政水産部は何課ですかね。農政水産

部はあっちですよ。（「農産園芸課」と呼ぶ者あ

り）農産園芸課で流通関係をやっているところ

があるんですよね。（発言する者あり）そんなと

ころでよろしいでしょうかね。参考人招致をし

てからですね。ただ、参考人招致となると、こ

の方たちが何時に来られるか。基本的には10時
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から再開したいと思いますけれども、この要請

を議長名で参考人のほうに出します。きょうの

あしたの話でありますけれども、このフェリー

の問題は、我々がこういう議論になっていると

いうことは当然当事者もわかっていると思いま

すので。

暫時休憩します。

午後５時８分休憩

午後５時13分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

参考人招致をあす行います。まだ聞いていま

せんから、参考人招致はあくまでも予定でござ

います。予定としては、10時から黒木政典前社

長、11時から穐永現社長、金融団、メーンバン

クの金融団、また、行政からは現社外取締役の

郡司副知事を参考人として呼びたいと思います。

皆さん、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのように計らいま

すので、よろしくお願いいたします。時間帯が

ずれる可能性もありますが、お含みの上、よろ

しくお願いします。

あすの合同審査会は10時再開として、本日の

合同審査会は終了いたします。

午後５時14分散会
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午前10時４分再開

出席委員（１６人）

商工建設常任委員会

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

総務政策常任委員会

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（１２人）

議 員 星 原 透

議 員 井 本 英 雄

議 員 徳 重 忠 夫

議 員 横 田 照 夫

議 員 西 村 賢

議 員 右 松 隆 央

議 員 二 見 康 之

議 員 野 﨑 幸 士

議 員 山 下 寿

議 員 佐 藤 雅 洋

議 員 安 田 厚 生

議 員 内 田 理 佐

意見聴取のために出席した参考人

宮崎カーフェリー株式会社

代 表 取 締 役 穐 永 一 臣

相 談 役 黒 木 政 典

取 締 役
郡 司 行 敏

（宮崎県副知事）

ほか補助者 ５人

説明のため出席した者

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

総 合 交 通 課 長 大 東 収

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

農政水産部

農政水産部次長
大久津 浩

（ 農 政 担 当 ）

農業連携推進課長 愛 甲 一 郎

畜 産 振 興 課 長 谷之木 精 悟

令和元年12月６日(金)
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事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

議事課主任主事 石 山 敬 祐

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

昨日の合同審査会における委員協議の際に御

意見がありました参考人の招致につきましては、

旧宮崎カーフェリー株式会社の黒木元社長、現

宮崎カーフェリー株式会社の穐永代表取締役、

取締役の郡司副知事に参考人として御出席いた

だけることとなりました。この後、黒木元社長

をお呼びし、11時からの予定で、穐永代表取締

役及び郡司副知事をお呼びし、御意見等をお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、参考人入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前10時５分休憩

午前10時６分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

本日、商工建設常任委員会、総務政策常任委

員会の合同審査会の委員長を務めます日高博之

と申します。よろしくお願いいたします。

このたび、黒木政典相談役には、御多忙の中、

また、急な呼びかけにもかかわらずお越しいた

だきまして、まことにありがとうございます。

黒木元社長には、これまでの経験に基づいた船

会社の経営者としての目線について、いろいろ

とお尋ねいたしたいと思いますので、ぜひよろ

しくお願いいたします。委員もこの新船建造に

向けてまだまだ払拭できない不安がございます。

きょう、相談役にはプロの目線でぜひいろいろ

とお聞かせいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、本日の進め方についてですが、ま

ず、委員の紹介と、黒木相談役より御挨拶をい

ただきました後に、私が代表して何点かお伺い

しますので、お答えいただければと存じます。

その後に、委員より質疑がある場合は、質疑を

行う形で進めさせていただきたいと存じます。

それでは、まず向かって左側ですが、商工建

設常任委員会委員の紹介をいたします。

私の隣から、宮崎市選出の坂本副委員長でご

ざいます。

えびの市選出の中野委員でございます。

日南市選出の外山委員でございます。

都城市選出の山下委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の窪薗委員でございま

す。

延岡市選出の田口委員でございます。

宮崎市選出の前屋敷委員でございます。

次に、向かって右側ですが、総務政策常任委

員会委員の御紹介をいたします。

私の隣から、宮崎市選出の日髙委員長でござ

います。

宮崎市選出の脇谷副委員長でございます。

児湯郡選出の坂口委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の丸山委員でございま

す。

串間市選出の武田委員でございます。

日南市選出の髙橋委員でございます。

宮崎市選出の重松委員でございます。

都城市選出の来住委員でございます。

続きまして、旧宮崎カーフェリー株式会社社

長、黒木様に御挨拶をお願いいたします。

○黒木相談役 ただいま御紹介いただきました、

現宮崎カーフェリーの相談役をやっております、
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前宮崎カーフェリーの社長を務めておりました

黒木でございます。本日は、こういう場で本計

画につきまして、前社長としての思いをお話で

きる機会を頂戴いたしましてありがとうござい

ます。後ほどいろんな御質問にお答えする形で

今までのこととか御説明をしたいとは思います

けれども、まず冒頭にちょっとお時間をいただ

きまして、このカーフェリーに対する私自身の

思いを少しお話させていただきたいと思います。

ことしで、このフェリー業界に身を置きまし

て50年たちました。昭和45年に日本カーフェリ

ー株式会社に入社いたしました。そのときの入

社の動機が、東京から見たときに陸の孤島であ

る宮崎が、川崎市と日向市、細島をフェリーで

結ぶことによって浮揚するのではないかと。は

かり知れない経済効果があり、観光にも寄与で

きるのではないかという思いで、日本カーフェ

リーに履歴書を出しました。以来50年間、フェ

リー業界で宮崎にフェリーを残したいという思

いで勤めてまいりました。残念ながらフェリー

業界は、この50年の間にいろんな荒波にもまれ

まして、ピーク時には23社あった長距離フェリ

ー会社が現在８社になっております。その中で、

宮崎に何とかフェリーを残したいという思いを、

私の先輩もお持ちでしたし、国にも、それから

当時の宮崎県にも、宮崎市にも、いろんな関係

市町村の皆様の中にもそういう思いを持たれた

方がたくさんいらっしゃった。その方たちの御

支援を受けながら、いろんなことをやりながら、

宮崎にフェリー航路を残してまいりました。

ただ、そうはいいながら、オイルショックが

起きたり、中東での戦争で油が高騰したりとい

うことで、本当に油には振り回されてまいりま

したけれども、残念ながら、その影響を受けて、

日本カーフェリーはシーコムフェリーという会

社にかわりました。それでも、宮崎にフェリー

を残そうという思いで一心にやってまいりまし

た。

ちょうどその時点で、私は日向から東京に転

勤いたしまして、総務部に配属され、以来、フェ

リー会社の管理部門で経営に携わり、航路存続

を図ってきたわけです。マリンエキスプレスで

何とか京浜航路も維持していきたかったのです

が、皆様も御存じのとおり、メーンバンクであっ

た銀行が破綻をいたしました。これは、我々も

本当に予測できない事態が発生した中で、それ

でも宮崎にフェリーを残すにはどういう方法が

あるんだということを関係先の皆様とも協議し

ながらたどり着いたのが、前宮崎カーフェリー

の新設でございました。

この宮崎カーフェリーで航路を引き受ける、

宮崎にフェリーを残すという思いを果たせとい

うことで、いろんな方の御支援をいただいて、

宮崎カーフェリーをやってまいりました。おか

げさまで、５年前になりますけれども、相手港

を神戸港に変えて以来、黒字体質の航路にする

ことができました。数年前には、17年間続けた

合理化、賃金カット、コスト削減、そういうも

ろもろを正常化しても約定どおり返済ができる

状況になりました。約定どおり返済をしても、

社員にいろんな無理を強いて役職員一丸となっ

て宮崎に航路を残すんだという思いで、全社員

が頑張ってくれたんですが、こういう状態にな

れば、私は次の段階、新船建造に踏み出せるの

ではないかと思いました。ただ、過去の債務を

全て清算して―清算といいますか、返済をし

て新船をつくりたいという思いで実際みんなで

頑張ってきたのですが、時間がなくなったとい

うより、急がなければいけないという実態を社

長として強く感じ始めました。
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まず、一つは、トラック業界、物流業界の環

境の変化でございます。ドライバー不足、働き

方改革等々でモーダルシフトの風が強く吹き始

めたにもかかわらず、前宮崎カーフェリー―

今もそうなんですが―今の船では、曜日によっ

てはピーク時には80台のトラックをお断りしな

いといけない。ほとんどの月火水木土曜日は30

台近いトラックを予約の段階でお断りせざるを

得ないという状況が続いております。

それから、旅客も現船ではニーズにお応えで

きなくなってきている。雑魚寝主体の船では修

学旅行も、インバウンドも乗ってきてくれない

ということもあって、これも早く解決をしなけ

ればいけないと。

船も20年を超えて老朽化してまいりました。

余計な修繕費がかかり始め、もろもろの状況か

ら、新船建造は予断を許さない、急がないとい

けないと感じ始めました。その中で、ＳＯｘ規

制とかダメージスタビリティーの基準強化とい

う問題など、私が社長時代にいろんなお話が国

交省から下りてまいりました。そのタイムリミッ

トが2020年１月１日の見通しだということで、

国交省のほうからお話がいろんな機会に出始め

たと。

したがって、私は１年でも早く、いろんな規

制強化の前に新船建造の計画を進めたいと思っ

て、もう何年でしょうか、５～６年前から、実

はいろんな県議会議員の皆様と勉強会もしてい

ただいたり、本船にも乗っていただいて、カー

フェリーの必要性の御理解をいただこうという

努力をいたしました。

その結果、神戸航路に移転して黒字体質が継

続できたということもありまして、県に新船建

造の御相談をするに至りました。しかし、発行

債務の問題がありましたので、新体制に移行し

て、新体制で新船建造をやっていただこうとい

う決断をして、お願いして今日に至ったという

ことでございます。

議員の皆様方には、本議会でも真摯に御検討、

御協議いただきまして、今日、こういう形でま

た私に必要な説明をしろということだと思いま

すが、ふなれでございますので、言葉足らずと

か言い過ぎとか失言とかあるかもしれませんけ

れども、できる限り、なぜ今新船が必要なのか

という思いが皆様に伝わればいいなという気持

ちで本日出てまいりました。この後は、御質問

にお答えする形で御説明をさせていただきたい

と思います。座ってお答えさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

○日高委員長 ありがとうございました。それ

では、早速ですが質疑に入らせていただきます。

まず、私から何点かお伺いしますので、よろ

しくお願いいたします。

先ほどの黒木前社長の御挨拶の中に、私が質

問する内容等々はほぼ含まれていたかなと思い

ます。そこを掘り下げまして、先ほど私が御挨

拶で申し上げましたとおり、船会社の経験、長

い前社長としての目線から、これまでの収支も

含めた経緯、またこれまでの経過、ここがこう

だったからだんだん赤字が黒字に転じた、そう

いった、もうちょっと深いところを何かお答え

いただければと思いますので、よろしくお願い

します。

○黒木相談役 今の委員長の御質問に、少し挨

拶の中で踏み込んでしまったのかなと思います

けれども、まず、私の経験で、日本カーフェリ

ーが破綻したといいますか、続かなかったいろ

んな要因がありますけれども、やはりオイル

ショック、それから、プラザ合意という予測で

きない事態に見舞われたということもあり、そ
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れから航路を最大で５航路抱えました。京浜航

路と阪神を２航路、大阪と神戸です。それから、

広島航路、大阪―志布志航路、全国にフェリー

を網羅しようというような勢いで航路を拡張し

たことで、やはりオイルショックで打撃が大き

かったということが言えるかと思います。

マリンエキスプレスにかわりまして、最初に

つくった船が京浜航路の２隻でございます。こ

れは、あの当時では日本一の船と言われた船を

京浜航路に２隻投入いたしました。

ところが、これがいろんな意味で我々の重荷

になったんです。当時は、バブルの影響がまだ

残っておりましたために、建造費に対する金利

は７％―今考えるととても採算が合わない。

しかし、それが当たり前の時代の中で、２隻の

豪華船をつくって経費を投入した。それで、だ

んだん首を絞められていったとは言えるかなと

思います。

先ほどちょっと挨拶の中で申し上げましたよ

うに、バブルが弾けるとともに、メーンバンク

であった銀行が破綻をしたために、メーンバン

クを失った会社として生き残る道というのは、

もう自助努力しかないということで、宮崎カー

フェリーという新会社をつくりまして、そこで

役職員一丸となって合理化に努めました。しか

し、その中でも、やはり油の異常な高騰、もう

乱高下といいますか、上がっていくだけならま

だ手の打ちようがあるんですが、上がった翌日

には暴落する、また上がっていく。この乱高下

に振り回されて合理化の効果がなかなか出てこ

ない。じゃあもっとカットしようという合理化

をやりながら、この会社は、融資をどこからも

受けない、自助努力でやろうということでやり

ました。しかし、コストカットをしているだけ

では、どうしても黒字体質にならないというこ

とで、港を神戸に移転した。私は、やはり港を

神戸に移転した効果というのが、宮崎にフェリ

ーを残す一つの糸口になったかなというふうに

思います。

宮崎港というのは、決して悪い港ではありま

せん。市街地にも近い、高速道路にも近い。し

かし、大阪南港は非常に不便だと。それを神戸

に移したことによって、今後、この宮崎―神戸

航路が順調に経営できる基盤になったのではな

いかなと思います。

社長時代の思いを大きくまとめますと、本当

に油に振り回されたなという思いが強くいたし

ます。現時点では、今後も議員の皆様が心配さ

れると思いますけれども、私が社長をやってい

た時代から比べると、アメリカが輸出国になっ

た。昔から産油国ではあったのですが、やはり

中近東から買う国でした。アメリカが幾らで買

うかで日本の価格が決まるというぐらい、影響

力のあった輸入国だったわけです。それが、産

油といいますか、シェールガス、シェールオイ

ルを出すことによってアメリカは輸出国に今変

わっています。これは多分、油の鑑定―もち

ろん、オイルマネーがありますので多少の上が

り下がりはするんだと思いますけれども、昔ほ

ど乱高下はしないのではないか。それは、今後

の経営に寄与するのではないかなと思っている

んです。

いずれにしても、いろんなことが今後も想定

されますが、私は、今計画を進めることについ

て、自分が社長時代と違う安心感―安心感と

いう言い方はちょっと失言かもしれませんけれ

ども―といいますか、オール宮崎という体制

を今回とっていただいて、このことが、50年間、

私が思い続けてきた、宮崎県にフェリーを一つ

何としても残したい。本当は一つではないのか
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もしれないんですけれども、いまだに、私の顔

を見られると、京浜復活はいつだとおっしゃる

方もいらっしゃいます。本当に必要だと思って

いらっしゃるんだろうなと思いますけれども、

やはり今、一つの航路を維持するだけでも相当

なエネルギーが要ります。そのためには、やは

りオール宮崎でこのフェリー航路を存続してい

くんだという今回の計画、これは、前社長とし

ては本当に心強いと思っております。ぜひ皆様

のお力もおかりできればと思っています。

○日高委員長 ありがとうございます。時間の

関係がありますので、私からもう一問だけにし

ます。

きのうもいろんな委員から質疑が出ましたけ

れども、12月いっぱいまでにやらなくてはなら

ない理由です。なぜそんなに急ぐのかというの

が出ました。先ほどの黒木相談役の挨拶では、

モーダルシフトで環境が変わってきたとか、Ｓ

Ｏｘ規制の問題とかありました。本当はこの辺

のことを聞きたかったんですけれども、もう言

われたので、そうしたら、逆に12月までにやら

なくて延びるとした場合、どういった影響が出

てくるのか、もしおわかりのところがありまし

たら、お伺いしたいと思います。

○黒木相談役 社長を退任しまして、私が今の

会社で相談役として出席をして、いろんな会議

で情報を聞いたり―出ない会議ももちろんあ

りますけれども―その中で、正確に決定して

いるのかどうかというのは定かではないのです

が、先ほどの御挨拶の中で申し上げましたよう

に、私が社長時代に、私の社長としての指針の

中で、2020年１月１日の前までに新船をつくり

たいと思った一つの理由が、ダメージスタビリ

ティー、これは2012年か2013年だったと思いま

すけれども、ヨーロッパで旅客船が転覆いたし

ました。それを受けて世界中で、旅客船という

ものはもっと安定感のある船をつくるべきでは

ないかという機運が高まりまして、ダメージス

タビリティー、日本語で言いますと、損傷時復

原性という訳になるんだそうですけれども、つ

かったりしたときに、それ以上転覆しないよう

に、復原力をもっと持たせると、そういう基準

をつくろうじゃないかというのが。しかし、こ

れは、船会社からしますと、ぶつからないよう

に安全を守るというのが主でありまして、やは

り、基準として強化されるというのは、船会社

としては非常に重たい負担になりかねないとい

うことで、いろんな論議をずっとしていたので

すが、私、社長としては、それまでにつくりた

いと思っておりました。多分、そのダメージス

タビリティーの強化というのは、2020年の元旦

に発効されるんだと思います。これは、先ほど

申し上げましたように、今確認をとれておりま

せんが、個人的にはその前に契約を済ませて、

契約が済んでいればクリアできますのでという

思いでおりました。

あと細かいことは、あるかどうか現段階では

わかりませんけれども、そのダメージスタビリ

ティーというのは、私の社長時代で、12月まで

に決まれば、その問題も全く関係ないわけです

から、ちょっとそういう思いがしています。ぜ

ひ12月で決めていただきたいなと、個人的な意

見だと思っていただければ。

○日高委員長 ありがとうございます。私から

の質疑はこれまでといたします。御質問がある

人は挙手でお願いします。

○坂口委員 説明の関係ですけれど、ダメージ

スタビリティーというのは、事故だけじゃなく

て、これまでの経験則でいろいろ船はやってき

ているんです。例えば、昔は風を背に受けて航
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行することが安全だと言われていたのに、それ

が真逆で、後ろに受けることで舵がきかなくな

るということです。追い風のリスクということ。

それと、向かい風でも船によっては頭を押され

て、今度は転覆の可能性があるということで、

限りなく復原性を持たせないといけないという

のが、2009年から2013年にあった大きな転覆事

故、沈没事故のところで、国際ルールとして、

多分、来年の１月１日だと思います。

一方、燃油対策、ＳＯｘ規制に対応するため

に、経費を安く上げようということでＳＯｘ対

応型の船をつくる。これは、発散型か、それと

も、延焼から除去型かわからないですけれど、

どんなのを考えておられるか。いずれもしても、

このクラスの船だったら10億円単位での装備が

要るということです。

ただ、これは燃料代が高くつきますよという

ことで、その船がことしのうちに契約が済んで

発注しなければ、もう生涯その船がそういう運

命にさらされるのではなくて、できた時点から

だから、１年延びるか３カ月延びるかの違いで

す、油を切りかえられるか。ところが、ダメー

ジスタビリティーというのは、いつ起こるかわ

からないのと、幾ら船の操舵関係、ブリッジ関

係が気をつけたって事故は避けらないという。

だから、いわゆる復原力、復原性というのは、

船舶安全法の規則でちゃんと決めていくんです

けれど、日本は世界トップレベルでやっていく

という海運国としての責任は果たさないといけ

ないと思う。だから、間違いなく１月１日から

だと思うんです。それがおくれても、燃油が少

々高くなるというのは、船ができるまでの間の

辛抱事で。そして、今どうですか、Ｃ重油で、

今が５万3,030円だったですか、15年ごろが３万

幾らぐらい、それが乱高下してきます。それに

ペナルティー的なお金がいいものを使いなさい

ということで加算されるということで、それは

金の問題と期間の問題です。

ところが、この安全性というのはつくったが

最後です。目に見えていて、さっき言ったよう

にいわゆる経験則から来ていた復原性の義務づ

けというか、いわば外洋に出るヨットなんか

は、180度でももとに戻りなさいという、そんな

のから来ている、そして、お客さんを乗せると

いうことからすると、僕はこれも優先すべきで

はないかと思います。それはＧＭを下げること

だけですから、低いところに重心を持っていく。

いろんな工夫がある。もちろんかかると思いま

す、重くしないといけないから。それから、燃

油コストもある。だけれども、やっぱり県が関

与していく船で、23分の８社に残された、これ

は社長によるところが９割方、大方100％、黒木

社長だったから残されたと僕は率直に思ってい

るんです。ほかの人だったら残っていなかった

と思います。

だから、そこにすごく敬意を表しているんで

すけれども、そこのところの判断を間違うと、

将来取り返しのつかない、大きい後悔をする。

本当に船はいろんなのがあるんです。１隻１隻

違うんです。それで、スタビライザーなんかの

関係、それと、今度は操舵の仕方でも、急舵を

切ったときは、遠心力で物すごく傾くんです。

そして、今度は荷物も多くなると。幅をそれだ

けとられていないと思うんです。今度の船は、

やっぱり燃油を考えておられると、なるだけス

マートにしながらぎりぎりの設計でやっている。

それで、大きくなれば大きくなるほど、船の幅

をとれば復原性は高まるんです。狭いほど復原

性は小さくなる。けれど、ここら辺もやっぱり

想定していく必要が一つあるんじゃないかなと。
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それを意識しての年内契約ということになれば、

これはやっぱり県が関与するときの安全性は、

復原性の基準づくりというのは、今経験則から

物理則になっているものですから─将来なっ

ていくというか、必ずなっていきますよ、物理

的にもう解析されてきていますから。そこら辺

のところがあるから、本当に12月契約が必要か

どうかなというのと、これから20年、30年使う

船です、やっぱり復原性の限界を超してしまう。

これは何度傾いたら自分で戻れるかという話な

んですけれど、そこのところが一つ。12月いっ

ぱいの契約というのが気になるんですけれど、

それは率直に申されて、本当に憂いのない…

…。23分の８社の中の一つになってしまって、

今度は８分の１社なり３社なりになるときに、

やっぱりそこまで行くぞという思いでつくらな

いといけないし、また、相談役はそういう思い

が物すごく強いと思うんですけれど、そこら辺

はどんな判断をされましたか、経営との分岐が

あるでしょうけれども。

○黒木相談役 坂口委員は、船にお詳しいので、

おっしゃるとおりなんですが、今回つくろうと

している船は、現時点で、フェリーとして造船

業界で考えられる限りの安全性というのは織り

込んだ形で、船の幅も─それは本当にスマー

トな船をつくれば省エネになるんですが、そう

はいかない。やっぱり安定性、安全性を保とう

ということでちょっと広くしたとか、私が聞く

ところによると、今の設計図は、今我々が考え

られる基準では最高レベルの安全性、安定性を

持っているというふうに思います。

一方、ヨーロッパで起きた事故に起因して、

もっと安全にしようよという基準強化が１月１

日に行われるんですが、もし社長の立場であれ

ば、安全を無視するという意味ではないんです

が、私は、今の設計の船で十分安全性─過去

にいろんな船をつくってきました。日本カーフェ

リーという会社は２回転覆事故を起こしており

ます。しかし、２回ともうちがつくった船では

なくて、他社がつくった船を買い求めた。でも、

それは復原性の問題とかではなかったんです。

自分たちがつくった船というのは、そういう事

故も起きずに使い続けてきた。ですから、今の

船がもう危ないよということではないんだと思

うんです。より安全にということだと思います

けれども、それをやることによって船価は明ら

かに上がります。船価が上がるというのはどう

いうことかといいますと、当然、収支を合わせ

るためには運賃を上げざるを得ない。コスト削

減はもちろんやりますけれども、それだけでは

とても賄えない。運賃を上げるということは、

運賃をお支払いいただくお客様、物流ですと農

家の皆さん方、製造工場とかに運賃負担をお願

いせざるを得ない。観光客の皆様に乗用車に運

賃を負担していただくしかないという収支を考

えたときに、私は、今進めている船の船価に応

じた安全性で十分安全が保証できる、担保でき

るというふうに、私が社長だったら判断するだ

ろうなと思います。

○坂口委員 ありがとうございました。それで、

復原性の現設計での安全性というのは、やっぱ

り経験を一番持っておられるし、黒木相談役が

言われるんだから、あとは、今後の会社の経営

者に聞くべきことが多いと思うんですけれど、

もう一つ、おかの人間というか、陸上の感覚で

なかなかわからないことに、僕は船員気質とい

うのがあると思うんです。僕は、相談役だから

ここまでこの船を残してこられたと。この経営

条件は全国の中では物すごく不利です。何だか

んだ言っても、ここから船を出して物を運ぶの
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は物すごく不利で、地の利が全くないと言って

いいぐらい、８社の中では一番厳しいと思うん

です。そういう中で残してこられたというのは、

僕は海に出たこともあるだけに、本当にそう思

うんです。特に合理化を図ってこられたという

のは、クルースタッフの協力がなかったら、安

全を即失ってしまうと思うんです。

だから、今後そこの計画まで組まれて、まず

はこの何年間か黒字を出してこられたというこ

とでの経験に基づいて、将来の経営見通しを、

この計画を立てておられるんです。社長がかわっ

たら、さっき言ったように、玄人のしっかりし

た一体感がなかったら、これはがらっと崩れて

しまう危険性も出てくると思うんです。社長が

かわられたことを心配しているんです。これで

果たして―金さえかければ仏はできます。た

だ、魂が入るかどうかです。その魂が黒字をしっ

かりと確保できるようになってきたというとこ

ろ、これを県の皆さんは─僕は海の人間じゃ

ないと気がつかないと思うんです。ここは、本

当に違います。

あの沖縄航路のフェリーがやってしまった。

これなんかも設計は何ら申し分ない船です。何

なのか。それから先はいろいろ問題があるから

発言できないですけれども、僕は、あれは急旋

回のやり過ぎだと思っています。風を考えず、

向かい風で大丈夫ぐらいの感覚で、考えていた

以上に外への遠心力が働いて。だって、あの船

のかじ取りだって、物すごいベテランだったん

です。これは、僕と相談役が何を話しているか、

あんまりわからないかもしれないけれども、相

談役が今後この会社にどんな関与をしていかれ

るかというのが、僕は生死の中の物すごく大き

い部分を握っていると思うんです。やっぱり県

は、しっかり現場がどういう世界なのかという

ことを知らないと、机の上で電卓たたくだけの

世界じゃないということです、これは。県も、

ここはやっぱり一から出直す必要があります。

僕が聞くところによると、相談役は、この間

ずっと合理化の先頭に立って、生活できるのか

というぐらい自分の給料も減らされたりとか、

とにかく新船の設計に行き着くまでということ

で、私財まで投げ出しておられるじゃないです

か。これが船員気質です。だから船員がついて

くるんです。

僕らも船に乗っているとき、この船頭なら命

をかけるとか、この人事部長なら命をかける、

給料なんかどうでもいい、沖に出れば飯はわた

る、裸でも生活できると、そういう世界なんで

す。お客さんを乗せるからそんな極端なことは

できないだろうけれども、船員気質というのは

そういうことなんです。

僕はフェリーはわかりません。でも、船はそ

ういう世界です。だから、そこのところを、相

談役がどうしても自分の夢だと言うんなら、「俺

の責任で絶対経営は間違わせない」というとこ

ろとセットでないと、これはいろいろ……。あ

と、県は黒木相談役と、ここのところは本当に

腹を割って話してください、船というものがど

ういう世界なのか。それに対しての思いという

のが、もしここで話ができるなら、話していた

だきたいんですけれども。いや、僕はこれは皆

さんにはわからないと思うんです、この世界は。

○黒木相談役 短時間ではおわかりいただけな

いかと思いますけれども、私は、今の宮崎カー

フェリーの乗組員を誇りに思っております。先

ほどさらりと、17年間給与カットというお話を

いたしましたけれども、船乗りというのは、全

日本海員組合という産別組織に加盟をしており

ます。したがって、日本全国、労働条件は一律
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というのが建前なんです。ですから、船乗りは

─今はうちの会社にはそういうのはいません

けれども─昔は、どこの社員かと聞くと、「全

日本海員組合です」と答える船乗りがたくさん

いました。組合員であれば、どこの船会社でも

行ける。別に宮崎カーフェリーじゃなくていい

んだという中で、17年間賃金カットに耐えなが

ら働いてくれた乗組員がおります。この乗組員

の思いもみんな、宮崎にフェリーを残したい、

宮崎―神戸航路に乗っていたいという思いで我

慢してくれました。そういう思いも受けて─

私からはもうこれ以上申し上げられませんけれ

ども─何とか彼らに新船を用意して、この

先、20年、また宮崎―神戸にフェリーが残れる

ようにしてやりたいなと。そういう意味で、い

ろんなできる限りの助言等々はしていきたいな

と思います。

これ以上はちょっと……。

○坂口委員 やっぱりそこに、黒木相談役の人

間性を見たような気がするけれども、全くそう

なんです。僕も全日本海員組合です。全日海に

ずっと行っていたから、物すごい情報、どの船

が何ぼもうかるぞというのまで入るんです。船

員を求める。そこをわかっていないで、この船

つくったら、本当に魂は全部逃げてしまいます。

だって、これから先、ドライバー不足、トラッ

クのドライバーもだけれど、海の人間なんて本

当に少なくなります。フェリーなんかを動かせ

る人間、瀬戸内海を渡れる人間なんて、本当に

何本の指に入るぐらいしかいないんです。これ

をすぽっと抜かれたら終わりです。そこを本当

に一から出直せと言いたいです。そこを知って

から初めて経営見通しは立てろと。そういう船

長なり、甲板長なりに感化され、そことの信頼

関係をつくって、レストランの仕事をする人、

接遇する人、ここらまでその気質で固まるんで

す。船は一つの国家です。そこらが全くわかっ

ていないような気がするんです。

だから、きょうは、参考人として出てくださ

いというのは、本当に御無礼な話だけれども、

僕と相談役とが話さないと、船がどんな世界か

わからないという人がたくさんいると思ったの

が一つあるんです。それで、何とか新しいペン

キのにおいを、俺についてきた船員に嗅がせて

あげたいという、これも痛いほどわかります。

だけれども、僕は県に、何で12月までに契約し

なければいけないんだと聞いたけれど、ダメー

ジスタビリティーのことを誰も言ってくれな

かった。そうすると、あなた方は安全性を無視

しているのかというのがあったけれど、今聞い

て、やっぱり経験則でちゃんと保証できる、責

任を持った発言ができる相談役が苦労したとき

の経験則に立ったやつだったら、僕は物理則よ

り経験則を信じます。やっぱり船は人なりだか

らです。今ので、安全性については、大丈夫な

んだということは100％確信できました。

でも、やっぱり言いますように、相談役が完

全に抜けられたら、魂はどこかに飛んでいきま

す。それは、即引き抜きが始まります。１人抜

かれたら、それについているクルーはついてい

きます。だって、極端にいえば、一つ船ができ

たら、それを１集団つくらないといけないわけ

です。この見通しが立たないから、元気のある

会社だってなかなか新たな航路には手が出せな

いということです。

これ、ここで黒木相談役は話しづらいでしょ

うけれど、ここはぜひ責任の上からも、こうい

う世界なんですよというのは、やっぱり県なり、

新たな会社なりに伝えていかないと、これが一

番大きい責任かもしれないです。



- 72 -

令和元年12月６日(金)

○日高委員長 ここでお諮りします。非常に重

要な意見交換だというふうに私は認識をしてお

りますので、11時までの予定となっております

が、延長して行いたいと思います。よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 ほかございませんか。

○中野委員 新宮崎カーフェリーの新船建造後

はずっと、経営は一言で言えば黒字という資金

計画表をもらっているんです。それで、先ほど

の説明の中の新しいカーフェリーの中で、特に

２点言われました。燃油の乱高下で過去苦労さ

れたけれど、アメリカのシェールオイルの関係

で、油はずっと安定するということを言われて、

また、そのとおり20年間、年間18億円でと載っ

ているんです。そのことは理解できましたが、

オール宮崎体制ということも言われました。特

に、宮崎カーフェリーは株式会社ですから、あ

くまでも企業です。それで、県なり宮崎市に対

して、その役割はどうあるべきかということと、

望むことを。今回は資金融資ということで論議

しておりますが、そこも含めてどういう役割が

必要か、望むかということをお聞かせください。

○黒木相談役 先ほど御挨拶の中でオール宮崎

ということで、非常に安心感、安定感を感じて

いるというお話を申し上げましたけれども、実

は、先ほど申し上げましたように、日本カーフェ

リーの最後のころに東京に転勤をしまして、日

本カーフェリーの手じまいを総務としてやりま

した。このときに感じたのは、やはり、あの会

社は宮崎の会社ではなかった。株主の体制も、

もちろん宮崎にも株主はいらっしゃったんです

が、大部分は東京、向こうの都会の皆さんだっ

た。ですから、何となく宮崎を起点にしたフェ

リーでありながら、日本カーフェリーが店じま

いするときに、宮崎はどうかかわっていいのか

わからないという関係にあった。マリンエキス

プレスになりましたけれども、これも、やはり

本社が東京にあって、宮崎の皆さんの痛みが余

り感じられないという思いがありました。自分

で宮崎カーフェリーを立ち上げたときに、もう

本社も全部宮崎に移してしまおうということで、

東京を引き払って宮崎を本社にしました。そこ

で、やはり根を宮崎に移して、宮崎の―もち

ろん南九州、鹿児島、熊本もおつき合いします

けれども―皆さんとお話をすることによって、

営業することによって、やはり共存共栄―で

すから、今回、フェリー会社に御融資をお願い

しておりますけれども、これは、フェリー会社

に御融資をお願いしているのではなくて、宮崎

県の、極端に言いますと全産業といいますか、

大きくは農家、畜産農家の皆さんに対しての御

支援をいただきたい。フェリーを残すことによっ

て、その農家の皆さんがつくられた野菜であり、

食肉を安定して消費地に運べる、そういう体制

をつくりたい。

ですから、フェリーを走らせて、フェリー会

社の収支を黒字にしてというのは本来の目的で

はなくて、フェリーを走らせることによって、

宮崎県の全産業に寄与できるような航路を残し

たいという思いで私自身はやってきました。だ

から、会社を残したいということではなくて、

フェリー航路を残したいという思いで新体制に

お譲りして、その新体制がオール宮崎、県も市

も入っていただいた形で今後やっていけるとい

うことをお聞きしましたので、いわゆるフェリ

ーのことだけ、フェリーだけよければいいんだ

ということでは絶対ないんだと思うんです。

今、窮状にあり、本当に環境の変化で苦労さ

れているトラック会社の皆さん、中にはもう長
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距離をやめよう、九州管内だけ走ろうと方針変

更されたトラック会社もあるというふうに聞い

ています。１日でも早く新船を大型化すること

によって、そういうトラック会社をお救いする、

それが農家、それから、畜産農家の皆さん、製

造工場の皆さんに一緒に恩恵をこうむっていた

だく一助になるんだろうと思います。

そのためにも、先ほどちょっと言い忘れまし

たけれど、急ぐ理由の中で、ほかのことを申し

上げましたけれど、やはり気持ちとして一番急

いでいるのは、トラックを乗せられない。もう30

台断っていると、いとも簡単に私は言っており

ますけれども、断られた会社は、それから走ら

ないといけない。ドライバーを探してどうして

も走らないといけない。走れないんです。何と

かしてくれというお声が、毎日のように届いて

きます。１日でも早く計画を進めて大型化した

い、そういう意味でも、フェリー会社だけでは

なくて、いろんな総合的な産業とリンクした形

で、この航路を維持していくについて、県とか

市を含めたオール宮崎の体制が必要であり、今

回そういう体制ができたと喜んでいるのが、率

直な意見でございます。

○山下委員 きょうは貴重な時間をありがとう

ございます。今、黒木相談役からお答えいただ

きましたが、もう言われるとおりに、非常に遠

隔地にあること―物流体制というのは、黒木

知事時代から松形知事時代にさまざまな取り組

みがなされてまいりました。私は酪農をしてお

りましたから、生産地で牛乳が余ってきたと。

じゃあやっぱり関西、関東に持っていこうとい

うことで、日向、細島にクーラーステーション

をつくって、それがカーフェリーのはしりだっ

たかなと思うんですが、その中で、私も乳業関

係に生乳を出していましたから、そこの会社が

言われることが、「今、360億円の売上なんです。

都城市に本社があるんですが、関東圏で約３分

の１の120億円を稼いでいるんです。やはり、ど

うしても関東の東京の1,000万人のいわゆる大消

費地を宮崎県は目指していかないと外貨は稼げ

ない」。そのことで実績をつくってきたんですが、

トラック業界の人たちも、フェリーがなければ

この実績ができていないんです。

そこの乳業関係の会社の社長も言われるのは、

トラック業界の皆さん方に、東京の市場という

のはトラック業界がつくってくれたんだよと。

物が来ないことにはできないわけですから。そ

して、いわゆる大手の販売、スーパー関係とか

コンビニとか、１日でも欠品したらだめなんで

す。時間を守らないといけない。これがスーパ

ー業界の鉄則なんです。非常に遠隔地にあると

ころは、それが戦争なんです。それはトラック

業界に頼らないといけない、フェリー業界に頼

らないといけない。この実績があったから、やっ

ぱり東京圏でそれだけの市場を開拓できたと、

常に感謝をしているんです。

このことは、さまざまなカーフェリーの流れ

の中でお話をお伺いし、そして、坂口委員から

今ありましたように、社長と船員が一体になら

ないと、事故につながるんだというお話も承っ

て、そうなんだなと。そのことを考えると、今

回、新しくリプレースしないことで、実は私も

何回か、物流の動きとか見てカーフェリーに乗っ

て、そういう経験をした中で、何とか急がない

といけないと。されど、その中で、今までの債

務のどうしても解決しないといけない部分が

あったと、これが大きな壁だっただろうと思う

んです。そのことに、県の当局もさまざまな努

力をしてくれたりして、今回の大きなプロジェ

クトと申しますか、壮大な船を２隻発注しない
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といけないわけですから、そのことで、非常に

今大きな問題となってきて、銀行業界、そして、

もちろん県の負担の問題もそうなんですが、そ

の中で大きな今、県民世論と宮崎県が目指す方

向というのが、これほど大きな課題として議論

ができることは、私は、本当にありがたいなと。

そのことで、宮崎県の生産状況を考えると、しっ

かりとそこを間違わないような方向をとってい

かないといけないなと思っているんです。

実は、さんふらわあが去年、新船を２隻つく

りました。その中で、ちょっとデータを調べて

みましたら、114％ぐらい伸びているんです。荷

から貨客から、そういうデータをいただいてい

て、新船ですから、宮崎県がつくろうとする船

は、さんふらわあと同等、似たような船だろう

と思うんですが、将来的な見通し、その辺を、

先ほどの人口減少の問題とか、我々の議論の中

でも出るんですが、黒木相談役が目指されてい

る、今から新船にした場合のさらなる経済効果

と、リプレースすることによってどれだけのプ

ラス効果が出るか、その辺の見解があれば、長

い経験の中でちょっとお話しいただけるとあり

がたいです。

○黒木相談役 今、社長ではないので、社長の

見解ということではないのですが、過去にカー

フェリーをやってきた経験からいきまして、ま

ず、今計画している新船のトラックの積み台数

が、計画では多分30台ふえることになっており

ます。この効果というのは、非常に大きな効果

が出てくるんだろうなと思っております。

もう議員の皆様もいろんなところでの説明で、

下り荷が不足しているというお話を聞かれてい

るかと思いますけれども、実は、関西方面で、

中部もそうなんですが、下り荷をとろうとして

も、上りが乗せられないということもあって、

積極的に下りだけでいいよというところはとっ

てくるんですが、当然九州まで行けば返さない

といけない。上りはもういっぱいだからだめで

すよということになると、乗せてくれる船会社

に行ってしまうというような苦しい状況もあり

ます。したがって、台数をふやすことによって、

そういう下り荷の確保もできるようになるのか

なと。

あと、先ほど御挨拶で、旅客のニーズにお応

えできなくなっているというお話を申し上げま

したけれども、議員も御一緒に船に乗っていた

だいておわかりいただいたと思うのですが、今

の船は、部屋にトイレのついていない１等とい

う部屋があります。この部屋には、ほとんどシ

ニアの方が入られる。若い方はどうしても２等

寝台とかになりますので、ちょっとお金のある

方は１等に入ってこられる。ところがトイレが

ない。夜中に、女性ですと寝巻きのままトイレ

まで行けないので、着がえて行っていただかな

いといけないとか、そういうことで、どうして

も利用を阻害しているといいますか、利用しづ

らいという空気もあるんです。そういうものを

今度、新船で払拭しようと。１等には全てそう

いうトイレとかをつけようという計画になって

います。それに対しての効果というのは必ず出

てくるんだろうなと。

今でも、神戸に移転してから、若い女性が１

人でキャリーバックを持ってぽんと飛び乗って

こられる、そういう船になっているんですが、

さらに今度の新船で個室がふえて、シングルル

ームが特段にふえる。今、数字がないので、数

字は申し上げませんけれども、個室化すること

によって、今までフェリーに乗れなかった、乗

らなかった人たちの御利用がかなりふえてくる

だろうなと思っています。
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○丸山委員 関連しますけれども、一件だけお

聞きしたいのが、スペックの30台、また、人数

も変わっていくんですが、検討するに当たって

なぜ30台ふやすのか。例えば50台とか、冬場と

か春先とか、かなり台数があふれてしまってい

るということを考えると、30台で本当にいいの

か、50台にふやすべきなのか、もしくは、20台

でいいんじゃないか、10台でいいんじゃないか、

今の大きさでいいんじゃないかという、いろん

なことが考えられると思っているんですが、な

ぜ30台に落ち着いてきたのかというのは、我々

あんまりわからないものですから、その経緯が

わかっていらっしゃれば、教えていただくとあ

りがたいです。

○黒木相談役 ちょっと今資料がないので、正

確ではない可能性もあるのですが、我が社の航

路は高知沖を走ります。これを第１基準航路と

します。外海がしけたりしたときに、第２基準

航路として瀬戸内を走る航路を持っております。

瀬戸内を200メーター超えた船が走るときには、

いろんな制限が出てきます。したがって、瀬戸

内を走っているいろんな新造船のスペックを見

ていただくとおわかりになると思うんです

が、199メーターとか、極端にいえば199.5メー

ターとか、200メーターを超えないような船をつ

くられている。したがって、今、うちの設計図

から勘案して、30台以上、34～35台までは大丈

夫かなと思いますけれども、仮に40台積もうと

すると、多分200メーター超えてくるのかなとい

うのが一つ。

ですから、先ほど申し上げましたように、ピ

ーク時には80台をお断りする日があると。じゃ

あもう80台乗れるようにしておけばいいじゃな

いかという意見もあると思うのですが、やはり

船の構造上、スペック上のいろんな制限もあっ

て、190メーター台の船ということになると30台

が適当かなと。20台、10台というのもあると思

うんですけれども、やはり先ほど申し上げまし

たように、野菜の出荷が始まると、特に、火・

・水・木・土曜日というのがお乗せできない、

お断りする台数をずっとデータでとっておりま

すけれども、それを計算していくと約30台が乗

れるようにふやせば、ある程度、お客様のニー

ズにはお応えできるのかなということで、30台

に落ち着いたという経緯があると。

○日高委員長 ほかございませんか。

○坂口委員 これからのと、これまでのとに分

かれるから、新しい体制かなと思うんですけれ

ど、さっき言われたように、荷物とお客さんを

積む船が前提になってしまうということで、荷

物で、より価格的なものの競争性を持たせよう

とすると、ＲＯＲＯ船が一つあるということで、

宮崎県は八興運輸さんだったですか、ＲＯＲＯ

船とフェリーが共存できてきたということです。

これから先は、やっぱりＲＯＲＯ船なんかが、

ある意味、荷物に限れば、将来に向けての可能

性というのは……。お客さんも、これから10年

スパンで考えるときに、今の流れから見ると、

フェリーよりクルーザーかなと。そういったの

を見たときに、一つには、やっぱり共存してい

くぞというようなものが必要じゃないかと思う

んです。これは談合じゃなくて、お互いに本当

に自分が宮崎に貢献しようと、うちはＲＯＲＯ

船でと。ましてや、ドライバー不足になるとす

れば、「ＲＯＲＯ船はもう休んでおいてください。

うちで積みおろしをやって、次のドライバーに

渡します」ということだってできるし、ここら

辺について、僕はさっき黒木相談役なればこそ、

ここまで来れたというふうに、多分そういった

ところを一つ持っておられたのかなというのと、
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さっきは時間がないと思ったから途中でやめた

んですけれど、船員気質と信頼関係、有明なん

かがいい例だと思うんです。2009年の、あれは

沖でやってしまった転覆なんです。それも陸ま

で持ってきて船を沈めなかったんです、あの船

長は。韓国では、船長がいつの間にかいなくなっ

て船が沈んだというのもあるけれど、そこの違

いです、僕の言っているのは。だから、同じ設

計で、同じ安全性、復原性を持った船でも、ど

ういう魂をその中に積み込むかで違うんですよ。

だから、そこらも含めて、新体制が、これから

何十年と先が見えないときに、特にこの物流な

どというのはわからないです。だって、このＳ

Ｏｘ規制だって、ほんの５～６年前まで、いや、

７～８年かな、4.5だったんです。それが3.5、

そして、いきなり0.5でしょう。こんな時代なん

です。

だから、やっぱりＲＯＲＯはＲＯＲＯでうち

が貢献できる部分はうちが果たしていく、フェ

リーじゃなければだめな点はフェリーが果たし

ていくという、そういったことがやっぱりしっ

かり。さっき県民のためと言われたんですけれ

ど、県の産業のため、そういうことで、やっぱ

り思いが通じ合う、そういう体制でないと、こ

こは本当に数字だけの問題じゃないと思うんで

す。県の人たちは、怒るかもしれんけれど、そ

こらなんです。本当にそこなんです。誰かは残

る、誰かは淘汰されていくんですから、船とい

うのは。自分が思ったところに移動して、そこ

で動くんですから。そこで何が決定づけるかと

いうと、僕は経営者の体制、経営陣だと思うん

です。そして、その人と船の信頼関係、くどく

なったですけれど、そこをぜひ県は僕ら以上に

勉強してほしい。今のＲＯＲＯ船とフェリーの

関係について、本当に俺だからできたんだとい

うふうなことも含めて、ぜひ……。

○日高委員長 坂口委員の宮崎カーフェリーの

荷物のすみ分けができているのかどうか。オー

ル宮崎の体制で、県北とか県南のほうは、ほか

の熊本とか大分に流れていて、宮崎カーフェリ

ーはオール宮崎ではないのではないかというの

もあります。払拭したい問題でそういうのもあ

りますので、現実的に物流的なものがどうなっ

ているのかも含めてお答えいただければと思い

ます。

○黒木相談役 わかりました。ＲＯＲＯ船を就

航させている八興運輸と日本カーフェリーとい

いますか、フェリーを川崎から細島に持ってき

たときから、これはもう共存共栄、運命共同体

として実は一緒にやってきたんです。

八興運輸さんが、２月にＲＯＲＯ船の新造船

を投入されます。今いる大きなＲＯＲＯ船を投

入される。つくるに当たって御相談を受けまし

た。当時、まだ計画を立てられたときは社長で

したので、御相談を受けて、ぜひ大きくしてほ

しいと。

私の思いは、やはり、宮崎港、宮崎県の港に

荷物を持っていけば、フェリーかＲＯＲＯ船に

乗れるというキャパを広げないと、ほかの港と

勝負できないという思いがあります。

フェリーの特性は出入りです。毎日同じ時間

に運ぶ。ＲＯＲＯ船というのは、週に３日、３

便、それも出発時間がかなり早い。ですから、

荷物によってＲＯＲＯ船のほうが合っている荷

物と、フェリーのほうが合っている荷物という

すみ分けは必ず出てきます。これを、実は八興

さんとはお話をしながら、今後も進めていこう

ということで新体制もやっていってくれると思

います。

ですから、先ほど全産業と共存共栄というお
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話をしましたけれども、そのあたりも、やはり

オール宮崎の会社だということで、八興運輸さ

んとのいろんな協力も協定もできるのではない

か。

ましてや、八興運輸さんは港湾産業等々も含

めて、いろんな形で宮崎カーフェリーとは協力

関係にありますので、より強い港をつくるため

に協力し合うことが必要だと思います。

○坂口委員 そこのところが一番かなめかなと

思います。そして、先ほどの30台のトラックス

ペースを加えて大型化するんだということは、

残りの50台、80台ぐらい断った経験がある、そ

れと、今度は船がまだ今のスペースでさえ満載

にならない、トラックのスペースがあくことが

ある。そこは帰り荷次第なんだということにな

ると、帰り荷の部分が大型の２次産業相手のい

わゆる製品、製造品あたり、ここらはある意味、

ＲＯＲＯ船との協力、タッグが組める。そうな

ると行き帰り安定した満席とか、断らなくても

シフトできるんじゃないかというようなことが

ある。だから、そこら辺ができるのは、僕は黒

木相談役だと思います。だって、俺だけは生き

残るというのが通常です。だけど、やっぱりそ

れを、両方が宮崎に貢献するんだというような

ことです。そのあたりとかも一つ頭に置いてい

ただいて、今後、今言われたような自分の思い

というものを、今度は現実に担保する役割も持っ

ていただければなという気がします。

○黒木相談役 委員長の御質問にお答えしてい

ないことで、県北の荷物が大分のほうにという

お話がありました。これは、例えば、県南の荷

物が志布志に行ったり、鹿児島の荷物が宮崎に

走ってきたりということで、トラック会社の皆

さんは、積み地の問題、配達地の問題、それか

ら、積み上がりの時間等々で港をある程度選ば

れます。もっと大きな要因としては価格、運賃

幾らかということでも決められる。

したがって、県北のお客様で、宮崎カーフェ

リーと大分の運賃を比較して、うちはもう大分

に行くよと。そうおっしゃるトラック会社はあ

ると思います。これは、もう皆さんビジネスで

すから。

ただ、県北の荷物が宮崎カーフェリーに乗っ

ていないかというと、そんなことはありません。

たくさん乗っていただいております。じゃあ宮

崎港にフェリーがなくても、志布志と大分があ

るじゃないかという御意見があるとも聞いてい

ます。しかし、これは非常にリスクの高い話で、

中には、宮崎カーフェリーがやめれば、どこか

よその会社が来るのではないかみたいなことを

おっしゃる方もいるんですが、宮崎カーフェリ

ーがやめるということは、航路として採算が合

わないということとイコールになるわけですか

ら、それは手を出してくるところはない。出す

とすれば、どっかの港をやめて宮崎に移ってく

ることはあるかもしれませんけれども。過去、

運輸省が１県１船会社という調整をしました。

そのときに、鹿児島県には１社、宮崎県にも１

社、大分県は調整がつかずに２社認めたという

経緯があって、各県で航路調整をされた。その

ときから思っているんですが、志布志航路も絶

対必要、宮崎も必要、大分・別府も必要、これ

がなければ、フェリー輸送という輸送機関が認

められない。どこかが欠けると、ほかの手段を

選ぶか、長距離をやめるか。先ほど山下委員も

おっしゃいましたけれども、宮崎の農産物を大

消費地に持っていくことによってお金にかえて、

お金を持って帰る。これが、フェリーがなくな

ることによって、もう持っていけないという事

態を招きかねない。そういう意味では、いろん
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な港がすみ分けをして、フェリーとＲＯＲＯ船

がすみ分けをして―もちろん貨物船もその中

に入ってくると思うんですが―海上輸送とし

ての今のモーダルシフトの風を船が全部受け

取って、これは省エネにも必ずつながりますか

ら、環境問題からしても、ぜひ新船を早く就航

させて寄与したいなと、お願いしたいなと思い

ます。

○日高委員長 ありがとうございます。このあ

たりで質疑を終了させていただきたいと思いま

す。

本日は、大変お忙しい中、合同審査会に御出

席いただきまして、厚く御礼を申し上げます。

○黒木相談役 説明不足も多々あると思います

けれども、最後に、本当に新船をお待ちになっ

ているお客様もたくさんいらっしゃいます。大

所高所からの御判断をぜひお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○日高委員長 ありがとうございます。きょう

の質疑応答につきましては、これからの審査の

参考とさせていただきます。

本日はまことにありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時23分休憩

午前11時28分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

私は、商工建設常任委員会、総務政策常任委

員会合同審査会の委員長を務めます日高博之と

申します。よろしくお願いいたします。

本日は、穐永社長、また郡司副知事には大変

御多忙の中、急な呼びかけにもかかわらず足を

お運びいただきましてまことにありがとうござ

います。きのうから、合同審査会で意見がいろ

いろとあり、質疑応答等を当局とやっておりま

す。40億円という公的資金をなぜつぎ込まない

といけないのか、公的資金ありきじゃなかった

のかという質疑や、また、しっかりと経営が成

り立っていくのかというような問題が、今のこ

の状況下ではなかなか払拭できていないところ

がございます。そういった中で、きょう、宮崎

カーフェリー株式会社の穐永社長、また郡司副

知事に、もっと詳しいところをお聞きしたく、

今回の参考人招致となりました。

きょうは、この質疑応答が、我々にとっても

判断材料にしっかりなりますことを、また、お

互い前に進めるような意見交換になりますこと

を願いたいと、委員長として思っております。

どうぞきょうはよろしくお願いいたします。

本日の進め方についてですが、まず委員の紹

介と穐永社長様、郡司副知事より御挨拶をいた

だきました後に、私が代表して何点かお伺いし

ますのでお答えいただければと存じます。その

後、委員より質疑がある場合は、質疑を行う形

で進めさせていただきたいと存じます。

それでは、まず委員の紹介をいたします。ま

ず、向かって左側ですが、商工建設常任委員会

委員の紹介をいたします。

私の隣から、宮崎市選出の坂本副委員長でご

ざいます。

えびの市選出の中野委員でございます。

日南市選出の外山委員でございます。

都城市選出の山下委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の窪薗委員でございま

す。

延岡市選出の田口委員でございます。

宮崎市選出の前屋敷委員でございます。

次に、向かって右側ですが、総務政策常任委

員会委員の紹介をいたします。

私の隣から、宮崎市選出の日髙委員長でござ
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います。

宮崎市選出の脇谷副委員長でございます。

児湯郡選出の坂口委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の丸山委員でございま

す。

串間市選出の武田委員でございます。

日南市選出の髙橋委員でございます。

宮崎市選出の重松委員でございます。

都城市選出の来住委員でございます。

続きまして、宮崎カーフェリー株式会社代表

取締役、穐永様に御挨拶と郡司副知事からも一

言お願いいたします。

○穐永代表取締役 宮崎カーフェリーの穐永で

ございます。よろしくお願いいたします。

最初に、まずもって、こうした場で発言の機

会をいただきましたことを皆様に感謝申し上げ

ます。当社の宮崎カーフェリーは、前社長、現

相談役の黒木相談役が本県経済の将来にとって、

航路を維持するためには新船建造が必要という

ふうに判断なされまして、そのバトンを引き継

ぎました私としましては、責任の重大さをひし

ひしと感じております。同時に、新船建造を何

とか実現したいと思っております。そして、今

現在取り組んでいるところでございます。

新船建造に当たりましては、本来、自己資金

と金融機関からの融資などによって、資金の手

当をすべきところでございますけれども、新会

社は自己資金の蓄積がないということから、今

回、公的資金の貸し付けについてお願いをいた

しました。異例のお願いであることは十分承知

をしておりますけれども、県議会の皆様におか

れましては、航路の維持の重要性を御理解いた

だきますとともに、私どもは、地域社会にとっ

てなくてはならない存在になっていきたいと

思っております。また、地域の明るい未来づく

りに、フェリー事業を通じて貢献していきたい

と思っております。こういったことを実践する

ためには、新船リプレースというのが必要です。

どうか資金貸し付けについてよろしくお願いい

たしたいと思っております。

以上でございます。

○郡司副知事 副知事の郡司でございます。社

外取締役ということもありまして、一言御挨拶

をさせていただきます。

この長距離フェリー航路でございますけれど

も、首都圏や関西圏などの大消費地に農産物あ

るいは製造業の産物を送って外貨を稼いでいる

我が県にとって、また、観光振興の面でも大変

重要な航路であると、そのように考えておりま

す。まさに、本県経済の生命線といっても過言

ではないと、そのように考えます。

しかしながら、旧宮崎カーフェリー株式会社

には、過剰な債務がありましたために、建造か

ら22年を経過している現在の船舶を更新するこ

とが非常に難しい状況にございました。本県経

済にとって、この重要な航路を将来にわたって

維持する必要がありますことから、県といたし

ましても、この問題にしっかりとかかわってい

くために、私が社外取締役として就任すること

になったところでございます。

本県は、太平洋に面している県でございます。

この太平洋に向けて、私はよく海の国道である

とか海の高速道というふうな言い方をしますけ

れども、しっかりしたこの路線を引くというこ

とは、本当に大切なことだと考えております。

今議会にお願いしております債務負担行為の

議案に係る新会社の事情につきましては、先ほ

ど穐永社長から御説明があったとおりでござい

ます。今議会におきましては、議員の皆様のさ

まざまな御意見を伺ってまいりました。大変難
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しい案件であると存じ上げておりますけれども、

何とぞよろしくお願いします。

以上でございます。

○日高委員長 ありがとうございました。

それでは質疑に入ります前に、宮崎カーフェ

リー株式会社様から提出いただきました資料の

説明をお願いいたします。

○穐永代表取締役 それでは、私どもが用意し

ました資料について御説明します。

まず、初めに貨物トラック輸送量のところで

ございますけれども……。

○日高委員長 ちょっと待ってください。資料

は参考と書いているものです。

○穐永代表取締役 この棒グラフと折れ線グラ

フが入ったものでございます。貨物トラックの

輸送量上り、そして、下の段が下りといったよ

うなことで、これは何を御説明しようかという

ところなんですけれど、これは、輸送量の上り

下り別の年度ごとの推移をあわらしたものでご

ざいまして、棒グラフの一番右端の2018年のと

ころを見ていただきますと、棒グラフの上りの

部分が4.2、そして、下りの下の欄が2.9です。

これ足しますと７万1,000台ということをあわら

しております。

そして、2017年のところを見ていただきます

と、上りが４万3,000台、下りが２万9,000台と

いったところで、合計しますと７万2,000台とい

うことをあわらした棒グラフでございます。

2014年のところを見ていただきますと、2014

年は、ちょうど10月に神戸航路を開設したとこ

ろでございます。2014年というと大阪南港から

神戸に移った時点です。そのときが上り下り合

わせて７万1,000台でございます。

2015年は６万9,000台といったようなことで、

ここの神戸就航がちょうど５周年になりますけ

れども、見ていただきますように、上り下り合

計で７万台以上を輸送しているといったような

ところでございます。

それから、折れ線グラフのほうは、１便当た

りの平均台数でございます。2018年は上り便で、

１便当たりトラックは121台乗せております。平

均値でございます。下り便は、2018年は平均で

１便当たり86台を輸送しており、ここからわか

りますことは、上り便がやはり多いということ

です。下り便はまだまだ空きがあるといったと

ころでございます。

最初のこの表１の部分は、こういったような

ことでございます。

続きまして、これは品目別の輸送量でござい

まして、何を運んでいるかといったところでご

ざいますが、平成30年度の輸送実績、上り便は、

品目別の輸送量の農水産品が全体の66.4％を占

めております。平成27年度はどうだったかと申

しますと、農水産品は全体の65.7％を占めてお

りました。

今度は、その農水産品の内訳がこの下の表に

なっております。食肉、野菜、ブロイラー、こ

ういったものが９割を占めているというような

ところが見てとれます。

その他の中には、お米とか果実とか、卵、鮮

魚、イモ、バレイショ、それから、ウナギなど

も含まれております。野菜を冷凍した加工品、

いわゆる冷凍食品の部分も、その他の中に入っ

ておりまして、野菜には分類されておりません

が、そういったものもその他に含まれておりま

して、農産品がやはり多くの比重を占めている

といったようなところでございます。

それから、３枚目は貨物の将来予測の考え方

といったようなところでございます。まず、将

来予測の考え方ということで、下のほうに文字
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で示しておりますけれども、カーフェリーの一

番の特徴は、長距離を一度で大量輸送できるこ

と、これは、船舶の優位性で、もうずっと揺る

ぎないものだといったようなことで、一度に長

距離を大量輸送できるという部分、この優位性

は絶対揺るがないというふうに考えております。

そこからスタートいたします。そして、自動運

送、自動運転、そういったものがいろいろ開発

されておりますけれども―実際に自動運転と

いうのが現実味を帯びてくるのは、まだまだ先

の話かなと思いますが―これは遠い将来、ト

ラック台数のマイナス材料になるかもしれませ

んといったようなことです。

それから、将来的に人口減少とか、そういっ

たことの中で、貨物量の減少が起こるのではな

いかといったようなことも、将来的な予測の考

え方の中には入れておかないといけないという

思いで、内貿フェリーの将来の貨物量の試算と

いうものが発表されておりまして、この部分を

織り込んでおります。15年間で2.87％ぐらいト

ラック台数が減少するというような試算が出て

おりまして、これを参考にいたしました。そう

することで、トラック台数が減るだろうといっ

たようなマイナスにしておりまして、そういっ

た将来予測の考え方をもとに、収支計画をつくっ

た次第でございます。

そして、この収支計画の考え方でございます

けれども、あふれ台数という考えがございます。

あふれ台数というのは何を意味するかといいま

すと、当社のフェリーは、12メートル換算のト

ラックでいきますと130台が、今現行船で詰め込

みできる台数でございます。そういった制限が

ある中で、季節にもよりますし、野菜の季節と

か、それを出荷する季節ということで、非常に

予約が入ってくると。多いときで200台の予約が

入ることもございまして、そうなると130台しか

積めませんので、70台があふれてしまう。そう

いった入り切れない、乗せ切れない台数をあふ

れ台数というふうに私どもでは呼んでおります。

このあふれ台数というのは、毎日ブッキング

担当、予約担当がどのトラックがあふれたのか

といったことをずっと記録しておりまして、こ

れは何年にもわたって記録した数字がございま

す。そういったあふれ台数の実績値というか、

分析値をもちまして計算した次第でございまし

て、過去平均で７万370台というのがずっと運ん

できた実績値、それにプラス、あふれ台数とい

うのを計算しております。

そのあふれ台数というのが、平成18年の３月

期では6,261台ございました。これをまるまる100

％ということではなくて、このうちその日に積

み込まなくてもいい、日延べで乗船可能な貨物

がございますので、そういったのが15％ぐらい

含まれているだろうということで、掛け値をもっ

て85％。ですから、6,261台の85％程度のあふれ

台数の部分が新船160台という大きな箱になった

ときには入り込めるというような考え方でござ

います。

それから、下り便ですけれども、上りのあふ

れ台数の４分の１程度を想定という、この意味

は、あふれ台数の部分をプラス乗船していける

ようになったときには、帰りも、いわゆる上り

下りをラウンド輸送というんですけれども、そ

ういったものをふやしていきたいといったよう

なところでございます。

それから、この収支計画の考え方の中に、排

ガス処理装置というのがございます。これは、

ＳＯｘ規制というのが来年の１月１日から始ま

るんですけれども、ＳＯｘ規制をクリアするた

め、新船にはスクラバーというものをつけまし
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て、硫黄分を排気していくのは、規定値まで、

今は燃料の中に3.5％硫黄分が含まれていてもオ

ーケーということなんですけれども、来年の１

月１日からは0.5％まで抑えなさいというような

ことです。

そうなってくると、このＳＯｘ規制をクリア

するためには、考えられる現実的な方法が２つ

ほどございまして、一つは、燃料で適合油とい

うものを使用する。もう一つは、スクラバーと

いう装置をつけまして、そこで0.5％以下にした

ものを排出するといったような２通りあります。

ほかには液化天然ガスとかを使用して燃料に使

うといったような方法もあるんですけれども、

現実的にはこの２つがございます。

今の船にこのスクラバーをつけてやろうとし

ますと、このスクラバーを設置するにも費用が

かかりますので、そうなると、新船を就航させ

るときからスクラバーをつけていきましょうと。

現行船は、若干値段が高くなりますけれども、

適合油をたいて乗り切ろうと。新船になってス

クラバーをつけようということです。

説明に戻りますと、そのスクラバーをつける

ということは、ファンネルというか煙突があり

ます。スクラバーをつけますとあの部分が膨ら

むわけです。そうなると、下のトラックを積め

る台数が５台ほど減少するといったことで、こ

れは、スクラバーによる積載能力の減少を加味

をしてトラックの積み込み台数の予測というの

を出しまして、そして、収支計画をつくったと

いうことです。この上のほうの折れ線グラフを

見ていただきますと、令和４年から５年にかけ

て―ここは新船が２隻とも就航するところで

す。令和５年です―ぐんと伸びていると思い

ますけれども、将来予測ということで、貨物減

少、あふれ台数を100％掛けたとき、それから、

この下のグラフは収支計画の前提として貨物は

一定ですといったようなことで、この上のほう

はいわゆる貨物の減少を予測したもの、そして、

下のほうは一定であるということで、ずっとやっ

ていきますと、令和24年度、25年度あたりはずっ

と漸減していきます。この漸減していったとこ

ろの部分を、収支計画のトラック台数というこ

とで収支を見ていこうといったところでござい

ました。ですから、私どもがつくりました収支

計画の中では、７万5,000台がずっと続いている

ようにごらんになったかもしれませんが、そう

ではなくて、一番下のラインを基準にして収支

計画はつくったところでございます。

それから、上り対策とか下り対策ということ

で、この棒グラフが伸びているところですけれ

ども、下り対策、今でも下りが少ないというお

話はしましたが、下り対策としましては、昨年、

西日本豪雨とかいろいろ災害がございましたけ

れども、あのときにＪＲがとまりまして、非常

に物流が詰まったというか困った時期がござい

ました。そのときに、関西から南九州に運んで

くる荷物を、今まではＪＲを利用していたもの

を、フェリーでというような部分がございまし

た。そういった災害の教訓を生かして、フェリ

ー航路も南九州まで、宮崎の南九州のほうにフェ

リーを使っていこうという機運というか、そう

いった会社も出てまいりました。そういったも

のを、私どもは取り込んでいこうと考えており

ます。

それから、大手の宅配業者ですけれども、今

法律が厳しくなって、労働基準という部分が変

わっておりますけれども、非常に厳しくなって

おります。そういったもので、モーダルシフト

とよく言われますけれども、法律を遵守してい

くためには、やはり陸路でずっとやるよりは、
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フェリーを使って、ドライバーを休ませるとい

うような規則にのっとった、コンプライアンス

を守るといったようなことで、大手の宅配業者

が今フェリーを使おうとしております。そういっ

た部分で、私どもはそこの需要を取り込んでい

きたいと思っております。

それから、上りのほうですけれども、上りを

今からでもどんどんふやさないといけないとい

うことで、先ほど申しました乗せこぼしの部分

をしっかり確保していこうといったようなとこ

ろでございます。

それから、今は関西のトラック業者さんに下

りに乗ってくださいと言ったとしても、関西か

ら下ってくるときは、今あいていますから乗れ

ます。でも、今度はその関西のトラックが帰る

ときは、上りの便は地元のトラック業者さん、

この近辺の上りの業者さんが上っていくわけで

すから、あふれるぐらい多いので、関西のトラッ

ク業者さんは、下ってきても、今度は上りがな

いと。関西地区を営業地域として乗ってくださ

いという、それがなかなか今までは難しかった

んですけれども、フェリーのキャパシティが大

きくなるということで、下り便で来ていただき、

上りも、それは荷物があれば一番いいんでしょ

うけれど、空でも帰るというような、そういっ

たようなラウンド輸送がセールスできるといっ

たようなところで、上り便をこれからもふやし

ていきたいといったようなところでございます。

○日高委員長 ちょっとよろしいでしょうか。

もうすぐ12時になりますが、このまま継続して

もよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 穐永社長また郡司副知事におか

れましては、時間が延びた関係で、継続して審

議を進めたいと思いますが、よろしいでしょう

か。（「はい」と呼ぶ者あり）どうぞよろしくお

願いいたします。

○穐永代表取締役 まだ考えられますことは、

宮崎県で工業団地であるとか、工場の誘致をし

ていただいた企業が今はふえております。その

中で、工業製品ということになりますと、原料

とか材料は、関西方面からフェリーを使って乗

せていただき、今度は、その製品の部分は、宮

崎から関西のほうへと、フェリーを使っていた

だくといったようなことも、今からふえてくる

だろうと思います。

中には、国外に貿易ということも考えていらっ

しゃる企業もあります。そうなると、我々が宮

崎、神戸という部分を持っておりますと、神戸

から今度は海外に輸出できるというような利点

がございますので、そういった工業製品にも注

目して、上り便をふやしていきたい、そういっ

たような対策を考えているところでございます。

以上が、資料についての御説明でございます。

○日高委員長 御丁寧な説明を、本当にありが

とうございます。

まずは、私から一、二点質問させていただき

ます。

まずは、きのうも議論させていただきまして、

その中で一番出たのが、今回議案として上がっ

ております40億円のいわゆる公的資金の投資、

これについて出た質疑の中で、初めからこの40

億円という融資ありきではなかったのか。また、

その40億円につきまして、当局に対して削減の

努力をもっとすべきではなかったのかというい

ろんな御意見が出ました。最終的に宮崎カーフェ

リーから、この公的融資を、どういう形で要請

したのかお聞きします。

○穐永代表取締役 公的資金を要請をしたと

いったようなことで、私としましては、最後の
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最後だと思っておりました。当初は120億円か

ら140億円ぐらいではないかというような試算

が、私が就任した以前からそういうことが話さ

れておりまして、何か２隻で140億円というのが

ひとり歩きしているような感じでございました。

いざ、この新船建造を進めていかないといけな

いとなったときに、フェリーをやっている他の

会社のいろんな情報とかがいろいろ耳に入って

くる。昨年私が就任したころ、４月ぐらいです。

その時期に、２隻で140億円というのは、とても

じゃないけれどできないという印象を持ちまし

た。あるフェリー会社からは１隻が100億円ぐら

いするというような話も聞きましたし、いろい

ろ情報を収集してみますと、とてもじゃないが

１隻70億、２隻で140億というのは難しいなとい

う感触を持ちました。

それから、私どもが、スペックはどういった

もので160台積めるとか、長さが190メーターだ

とか、１万2,000トンから１万4,000トンクラス

の船を考えているんだけれども、フェリーがつ

くれる造船所というのは限られているんですが、

何社かに投げかけをして、情報をくださいといっ

たようなことで、まだ見積もりという意味では

なくて、どれぐらいかかるものですかというよ

うなことで出てきた中では、２隻で160から170

億円はかかるだろうというような情報がありま

して、これは、最初に思っていた１隻70億円で

は、つくれないという印象を持ってきた次第で

ございます。

そうしまして、数社の造船所といろいろ交渉

というか話をしまして、自分たちの考えている

スペックでつくるにはどれぐらいかかるかとい

うのをやっていきますと、大体見積もりをとれ

るような、いわゆる積算できる範囲がありまし

て、積算できる投資額はどれぐらいなのかとい

うのが大体わかってきました。そうなってくる

と、171 . 5億円というのが出てまいりまし

た。171.5億円というのが出てきましたので、で

は、今、我々が自己資金でどれぐらいできるか

と申しますと、とても自己資金は脆弱でござい

ます。

去年の３月にスタートしたばかりの会社で、

昨年度１年間の経常利益が５億円ちょっとです。

ですから５億円を３年間かけてやれよといって

も、15億円にしかなりません。それは、ちょっ

と難しい話で、今年度とか来年度はＳＯｘ規制

も始まって燃料も高くなるので、そういった部

分で、自己資金をなかなか積み増しできないだ

ろうというような考えでおりました。

まずは資金調達の部分では、金融機関とどれ

ぐらいだろうかというような話をしまして、そ

ういう中で、金融機関としては100億円ぐらいか

らスタートいたしまして、それでも、調達の部

分はもうちょっと上げられないかというような

ことで、115億円といったようなところでござい

ました。我々の自己資金は、補助金とかも含め

まして、11.5億円ぐらいかなといったようなこ

とで、そういった話の中で、県にも御相談した

中で、じゃあ自己資金が11.5億円であれば、公

的資金というか、そういった部分で考えてみよ

うかというような話になったところでございま

す。

171.5億円というのは見積もりがとれて、しっ

かり積算していった造船の資金ですけれども、

それに、どうしても今から、例えばスクラバー

をつけないといけないとか、そういった予想で

きなかった費用というのが膨らんできます

と、170億から180億円ぐらいは用意しておかな

いといけないかなというような感じでございま

して、県に要請をしたときは、積算された171.5
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億円ではなくて、それプラス、ひょっとしたら

これぐらいふえるかもしれないといったことを

加味しまして、170億円から180億円の資金を調

達したいんだといったような御相談をした経緯

がございます。金融機関から115億円、我々は11.5

億円というようなことがございまして、じゃあ

足りない分はどれぐらいかということになる

と、40億円から50億円、180億円になったときは50

億円が必要だなといったようなところで、公的

資金としては40億円から50億円の範囲でという

ようなことを考えた次第で、それを御相談いた

しました。

宮崎市にも要請した経緯がございまして、50

億円のうち40億円は県から、あと10億円は市か

らというような―その部分の換算は私が換算

したわけではなくて、県のほうで御調整いただ

けませんかというような話で、そこから宮崎県

には40億円をお願いしたいといったようなこと

でございます。

○日高委員長 ありがとうございます。

次に、きのう出た意見なんですけれど……。

（発言する者あり）

暫時休憩いたします。

午後０時７分休憩

午後０時７分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

ここで休憩を取りまして、午後１時10分から

再開いたします。よろしくお願いします。

暫時休憩いたします。

午後０時７分休憩

午後１時９分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

申し遅れまして申し訳ございませんが、本日

は、宮崎カーフェリー株式会社から補助者とし

て５名来られております。よろしくお願いしま

す。

次に、私から次の質問をさせていただきます。

40億円の県からの融資について、説明を受け

ました。そういった中で、銀行団から、知事答

弁にありましたように、同じ額の融資が妥当で

はないかということで40億になったと。まず、

銀行団は、今回積み上げた171.5億円のうちの115

億円を融資するということでございますが、こ

れについて、県、公的機関の融資につきまして

は、無利息ということであります。

しかし、この銀行からの融資が2.5％というこ

とでございますが、この2.5％という数字につき

ましては、きのう、委員から質疑がございまし

て、2.5％は現在の一般的なものからすると、か

け離れて非常に高いのではないかという質疑が

ありました。この融資について、やはり少しで

も銀行さんから下げてもらうような努力はされ

なかったのか、それについてお伺いいたします。

○穐永代表取締役 当初から、銀行からの融資

については、利息を払うものだということは、

もちろん認識していました。ただ、債務者とし

ては、金利は安いほうがいいに決まっています

し、貸すほうはそれ相応の金利はとると、私も

銀行の出身ですからそういう理解でおりました。

ですから、私は今借りる立場ですので、やっぱ

り少しでも金利は安いほうがいいというような

認識で銀行団ともずっと話をしてきましたし、

交渉というか、やってまいりました。

この2.5％というのは、企業再生をするときに、

再生資金として30億円ほど銀行から借り入れを

しているんですけれども、そのときの金利もやっ

ぱり交渉したというふうに聞いておりますけれ

ども、その金利が2.5％以下にはならなかったと
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いうふうな話を聞いています。ですから、この

事業計画をつくるときは、今一応2.5％という金

利を置いて事業計画はつくっております。

この金利を少しでも下げていただこうという

ような交渉は、これからも続けてまいりたいと

思っていますし、決して2.5％がもう決まってい

る金利ではないというような認識で私はおりま

す。

○日高委員長 それでは、穐永社長としては、2.5

％、この数字は、妥当だという認識でよろしい

でしょうか。

○穐永代表取締役 感覚でいきますと、ちょっ

と高いかなという感じは持っておりました。

ただ、私どもの会社の経営会議みたいなとこ

ろで、金融機関も社外取締役でいらっしゃいま

す。そういう中で、私どもの社員が、高いです

よねと素朴な質問をしたんですけれども、その

ときに、この会社の置かれている立場というの

は、どういう立場ですかというのを向こうから

言われまして、再生の途中にある企業ですよと、

そういう企業に銀行が貸し出す場合の基準の金

利というのは、結構高いものなんですよという

ふうな説明も受けたことがございました。

○日高委員長 ありがとうございます。また、

質問があると思います。

最後に、これは大まかな質問になって申し訳

ないですけれど、一番は、確実に今後黒字化に

なる方策、この自信について社長にお伺いしま

す。

○穐永代表取締役 収支計画をつくるときは、

収入があって、そして支払いがあって、そして

その差が利益というふうに出てきます。この利

益でもって元利金の償還をしていく、返済をし

ていく計画をつくらなくてはいけないんですけ

れども、この元利金を返済していく、返済原資

ありきでさかのぼってつくっていったわけでは

ございませんで、入りをどうやってふやすかを

一生懸命考えました。支払いをどうやって減ら

すかを一生懸命考えました。そういった中で出

てきた収支計画でございます。ですから、収支

計画も、トラック台数をどうやってふやすかと

か、旅客の入りをどうやってふやすかを考えて

きました。

一番大きな支払いの部分は燃料費です。燃料

費を、どうやって省エネというか、省エネ部分

もありますし、それから燃料費の価格を仕入れ

業者と交渉して、安い燃料費でというような交

渉もしていこうと思っていますし、そういった

ことで入りをふやして、支払いを減らして、利

益を出して、そこから返済していくという収支

計画は、間違いなく達成できるというふうに考

えております。

○日高委員長 ありがとうございます。郡司副

知事に一つだけ質問させていただきます。

これから県の宮崎カーフェリーに対するかか

わり方について、どういう気構えで考えている

のか、その辺をお伺いします。

○郡司副知事 先ほどお話しましたように、こ

のカーフェリーは、宮崎経済の生命線と言える

と思います。多くの農林水産物がこのフェリー

に依存して関西・関東に出荷されている。この

ことを考えると、ぜひともこのプロジェクトは

成功させなければならないと思っております。

確実に黒字になるのかという御質問がござい

ました。これに関しましては、県はしっかりと、

市とも一緒になってということになりますけれ

ども、会社を支えていく覚悟であります。でき

る限りのことはやっていく必要があると思って

おります。

私は、社外取締役ということで参画しており
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ますが、取締役の中には、荷主側の方はいらっ

しゃいません。そういう意味では、荷主の思い、

今困っていること、ニーズ、そんなものを会社

側にはずっとぶつけてきましたし、そこのとこ

ろは、ある程度は聞いていただいた部分もある

と思います。しかし、この船が、黒木元社長か

らもお話を聞いたと思いますけれども、彼が自

分の会社を潰してまで残そうとしたこの航路を、

私の言葉で言えば海の道路ということになるん

ですけれども、高速道路と同じようにしっかり

この海の道路を通していくと、その覚悟でしっ

かりと、場合によっては人を送ることも含めて

支えていく必要があると考えているところであ

ります。

○日高委員長 ありがとうございます。私から

は以上でございます。

ほかに委員の皆さんから質疑はございません

か。

○武田委員 午前中に黒木元社長からも聞きま

したし、全体像は大体わかってきました。今郡

司副知事が言われるように、本県の生命線で、

大事だということはわかりました。

郡司副知事に一つお聞きしたいんですが、県

全体で支えていく中で、今までも出てきたんで

すけれども、県央、県北、県南、県西で今宮崎

カーフェリーを利用されている荷主が、どのよ

うな割合で、やはり全体として40億を貸し付け

る、宮崎県全体で支えていくんだとなると、県

北、県南、県西もそれぞれの思いというか、利

用とか―私たちも、今の社長の思いもわかり

ますし、必要であることは理解するんですが、

県が40億を貸し付けることに関して、県民の立

場でいろいろお聞きしないといけないところが

ありますので、そこをどう考えていらっしゃる

のか。

○郡司副知事 先ほど穐永社長から、品目別の

輸送量というのがございました。食肉・野菜・

ブロイラーというふうな形で大きくくくってあ

るんですが、食肉については、28年は私が部長

のときの調査なんですが、牛肉、豚肉、鶏肉が

ありますけれども、全体で27万トンという状況

の中で、関西以北へ送っているのが65.6％とい

う数字でした。この関西以北への販売の中で、

宮崎─神戸のカーフェリーを利用している割合

が87％という状況でございます。

畜産については、全県的に広く生産されてい

ると思いますので、かなり広い範囲のものがカ

ーフェリーを活用している、そのように考えて

もよいのではないかと思います。

一方、野菜については、同じような資料なん

ですけれども、大阪より北のほうに送っている

量は62％という数字になります。この62％のう

ちのほとんどがカーフェリーを利用していると

いうことになるんですけれども、この野菜量に

ついては、どちらかというと、県央部、県南部

が中心になっているというのが実態ではなかろ

うかと思います。

これは、経済連さんあたりに聞くと、トラッ

クに頼んだところまでは把握しているけれども、

そのトラックが陸送したのか、フェリーを使っ

たのかまでは把握していないというところが

あって、畜産物のように明確に数字は出せませ

んが、北の産地は北のほうに行かれることも多

いと思いますので、そういう意味では、県央か

ら県西、県南の利用が、この62％の中では多い

のではないかと類推をいたします。

○武田委員 ありがとうございます。本来であ

れば、やはり40億というお金を貸し付けるに当

たって、県としては、そこらあたりもしっかり

と調査をされた上で、確実な数字を議会に提出
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されるべきではなかったかなと思います。

穐永社長にお伺いしますけれど、元社長が、

今まで苦労したのがやっぱり油代の変動だと。

今までのカーフェリーの歴史の中で、一番苦労

したのが、油の価格変動の大きさ、それと社会

変動─いろいろな社会的なリスク、カーフェ

リーの問題ではない、世界的な流れであるとか、

オイルショックであるとか、いろいろな問題で

の変動。今回のＳＯｘ規制とか、突然始まる規

制とか、やっぱり変動リスクがある。

その中で、先ほどの金利もですけれど、それ

ぞれいろいろなリスクが、今回の申請に当たっ

て─燃料代は先ほど言われたように最初は

ずっと同じ値段になっていますけれど、最低限

ではなくて、ちゃんと勘案しているということ

でしたが、きのう質問させていただいたんです

けれども、やはりそこは変動があるわけです。

何があるかわからないということもありますの

で、そこらあたりの会社としてのリスク管理は

どのように考えていらっしゃるのか、お聞きい

たします。

○穐永代表取締役 委員が御指摘のとおり、燃

料費が一番私どもの事業の中で、支払いに占め

る部分で大きい部分です。大体売り上げの約30

％は燃料費で消えていくというところです。

ですから、原油はサウジアラビアとか、アラ

ビア地区から一番日本は輸入をしているわけで

すが、そういった中で、ドバイ原油と申します

けれども、ドバイ原油というのは、世界情勢と

か戦争とか、いわゆるそういう部分で変動いた

します。そういった変動の部分は、例えば原油

の15年間の平均値をとったりとか、上げ幅の平

均値で収支計画をつくるということですね。

それから、ＳＯｘ規制というのがございまし

たけれども、ＳＯｘ規制も適合油という部分で

は、今はＣ重油を使っています。ＨＳＣという、

硫黄分の高いやつを使っていますけれども、そ

れより大体１万5,000円から１万7,000円ぐらい

高くなるのではないだろうかということで、今

現在は１万5,000円高くなるだろうという予想を

しています。そういった部分で高目に基準を置

いて、そこで収支、いわゆる燃料費を払ってい

くんですけれども、高目に置いて考えておきた

いという考えでおります。

○日高委員長 高目とよく言うんですけれど、

基準がここであって、この辺で線を引いたとか、

高いときはこうだったとか、ちょっとその辺が

全然わからない。

○坂口委員 今、高値といったら１万7,000円を

捉えるのが当たり前だと思うんですよ。１

万5,000円よりは１万7,000円が高いので。関連

してなんですけれど、一つは、１億5,000万円自

己資金をふやされたですよね。当初は自己資金

は、10億円だったですよね。それが、いつの間

にか11億5,000万円に変わっていった。１億5,000

万円の捻出先は、将来の油代、いわゆる適合油

価格の見通しがもっと下げられるんだと。概算

してみると、キロリッター当たり1,500円ぐらい

下げられたのかなと思うんですね。そこのとこ

ろですよ。どういう理由で適合油価格を下方修

正されて、それは何を根拠にされたのかという

のと、その幅の決め方と、それから１億5,000万

を捻出するまでの使用重油量、これの根拠がわ

からないんですよね。

○穐永代表取締役 適合油をたくという部分で、

ローサルＣという油なんですけれども、そのロ

ーサルＣが幾らになるだろうかと、やっとわかっ

たのが、10月末でございました。それまでは本

当にわからなかったし、いろいろ私どもが仕入

れをしておりますＪＸＴＧとか、そういったと
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ころに問い合わせても、価格は出てきませんし、

国土交通省にどれぐらいになるんでしょうか、

何か基準か何かあるんでしょうかという問い合

わせをしても出てきませんでした。

そういうことで、最初は、その1.5億円という

自己資金の部分は、今の価格より１万5,000円ぐ

らい高くなるかもしれないというふうに考えて

いたんですけれども、いや、ちょっと待てよと、

やっぱり変動していくわけですが、これは、今

より１万7,000円ぐらい高くなるかもしれないと

いう不安がございましたので、1.5億円分がなく

なって自己資金が10億円というお答えをしたと

ころでございます。

○坂口委員 その見通されている期間ですね。

その標準価格というか、基準価格というか、ど

こからとられたのかがちょっとわからなかった

んですけれど。売り先との交渉価格で、これは

ドバイ価格じゃないわけですから、そこをどこ

からとられたのかというと、その見通しをずっ

とどれぐらいずつ―簡単に計算してみると30

カ月以上で1,500円で、ようやく１億5,000万ぐ

らいに。というのが、３万8,500キロリッターぐ

らいの消費量だと聞いたものですから、それを

逆算すると、30カ月以上の期間が必要な気がす

るんですよね。その間、本当にこの変動が激し

い世界を見通せるのかをお尋ねしたかったんで

す。

○穐永代表取締役 見通せるかどうかというの

は、それはまた難しい話なんですけれども、こ

のローサルＣという適合油をたく期間というの

が、新船ができるまでの大体２年６カ月間ぐら

いですかね。（「６から７ですよね」と呼ぶ者あ

り）はい。

それをたく期間ですので、どちらかというと、

やや短い期間であれば、今油が高くなったとき

は調整金制度というのを持っておりまして、油

が今、例えば10カ月から12カ月の間のいわゆる

仕入れ価格というのが決まっていまして、それ

より5,000円上がったときは、ＢＡＦと申します

調整金制度というのがありますけれども、そう

いったときは１段階上げましょうと。今よりか

１万3,000円上がったときは２段階、そのＢＡＦ

の調整金制度を上げましょうといったようなこ

とで、その調整金制度でもって上った分のリス

クというのが、言葉は悪いですけれども、お客

様にコスト高の部分を御負担をいただこうかな

と、そういうリスクを解除したいというような

方向でございます。

○坂口委員 それはちょっと違うと思うんです、

サーチャージなんかというのは。これは、別な

また価格対策のことで、上乗せしてとってもい

いですよということ。僕が言っているのは、会

社としては、どうしても足りないお金が最終的

に50億円と言われたですけれど、でも、これは

頼るところがないから公的に支えてくださいと

いうことで、ぎりぎり詰められたと思うんです

ね。ぎりぎりの線を見通されたと思うんです。

だからほかに余力は持っておられないと思うけ

れど、今の販売店との約束で、これを基準に燃

油の契約をしていきましょうという、３カ月の

見通しだと思うんです。というのが、原油価格

というのは３カ月、四半期ごとですよね。

今言われることは、変動が物すごく激しいと

言われますけれど、例えば、一番新しい数字で、

ことしの７月から９月期、これがキロリッター

で５万3,050円でしょう。去年の７月から９月期

がキロリッターで６万3,050円だったかな。2015

年が３万5,500円ぐらいです。それぐらい乱高下

が激しいものを、３カ年にもわたって本当

に1,500円にされても、もうそれがちょっと上
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がったらないわけですよね、金は。しかも、今

持っておられる金じゃなくて、毎月毎月の支払

いの中から１億5,000万円残りますという見通し

を立てられたわけですよ。

だから、もっと我々が、それなら安心だなと

思えるような根拠を、合理的な説明を、今お願

いしているんです。だからサーチャージとかは

絡めずに―サーチャージがあろうとなかろう

と乱高下はあるわけですから、後はそれをお客

さんの価格にのっけるだけで、今度は、また船

の有利性の問題にそれは響く問題で、それなら

まだ飛行機のほうがいいよとか、そんなに高く

なければ。だけど、それはもう置いておいて、

わかりやすく、この真水の部分だけを今はお伺

いしているんです。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後１時31分休憩

午後１時35分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○穐永代表取締役 いわゆるローサルＣ重油の

価格をどうやって見るかといったときに、もう

一つ上の質のよいＡ重油というのがあるんです

けれど、そのＡ重油が１万7,000円ぐらい今の価

格よりか高いだろうと。それはもう相場をそう

読むしかないんですけれども、１万7,000円ぐら

い高い、これは事実なんですね。

そこから、適合油はまだ安いということで、

御存じだと思いますが、12月の内燃研価格、適

合油、ローサルＣの価格が出てきたわけですね。

それが６万2,300円という数字が出てまいりまし

た。ということは、その当時の同じ紙パルプ価

格が４万8,200円ということで、１万4,100円、

ローサルＣは今のＣ重油よりか高いというよう

なことが出てまいりましたので、そこがずっと

続くかというと、そこは難しいんですけれども、

１万4,100円と出てきたので、また１億5,000万

ぐらいは、自分たちで自己資金は積めるかなと

いうふうに思ったところでございます。

○坂口委員 それは物すごく危険だと思うんで

すね。来年の１月から３月までの３カ月ならわ

かるんですよ。４月以降はまた交渉になると思

います。ローサルＣ重油は、あくまでもＡ重油

とＣ重油の間の価格で軽油に近づくほど高くな

るというのは、これは当たり前で、作業賃が入っ

ているから。Ａ重油は高速回転のエンジンしか

使えないわけですよね。だからＣの転用に頼ら

ざるを得ないと。それはもうぎりぎりの経営見

通しの中での経費の設定だったわけでしょう。

やっぱり４月以降の価格を前もってここに使

おうというのは。これは失礼な言い方だけれど、

１月１日から初めてその金が積み立てられてい

くわけであって。だから、そこのところはやっ

ぱり僕は３カ月分しか見てはいけないと思うん

ですね。本当に安心して任せてくれと言われる

んなら。そこのところは、やっぱり今の説明で

は不安が取れないと思うんです。見通せないけ

れど見通したという、もう端的に言えばそうい

う説明なんですよ。今やられているのは。

だから、それはやっぱり僕は不安材料として

残ると思う。むしろ一旦は、宮崎市の努力で５

億を積み上げたという報告をいただいているん

です。金融機関と約束ができたと。ところが、

うちが１億5,000万円を出すと言われたばっかり

に、それが３億5,000万円に減ってしまったと。

だけど、それはその５億円をしっかり、まずは

最初それがないとできないと判断されたわけだ

から、そこを確保されるということにならない

と、これは、僕は将来に対しての不安を大きく

残すことになると思うんですけれども、これを
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宿題とする時間がないのかなというのが一つ。

商工観光労働部も、あるいは総合政策部も、

そこはしっかり詰めないと。最初からかかわっ

てこられているわけでしょう。これは不安を抱

かれなかったですか。石油の変動なんていうの

は、例えばこの前の農政水産部に対しての一般

質問では、重油価格が見通せないから云々とい

う答弁をやっているんですよ。だったでしょう。

見通せないと一方では言っている、こちらは３

年見通しますという作業をやっているんですよ。

ここのところは、僕はまだまだ課題として、最

終結論を出されるべきではないと思いますけれ

ど、どんなですか。これは副知事が出てきてい

るから、副知事に伺います。

○郡司副知事 そうですね、確かに重油の価格

が変動する可能性については、そのとおりだと

私も思います。計算上出した数字が、直近のこ

の価格を使って、それを新船建造までの重油代

としてカウントして、そこから出てくるお金を

自己資金という形で計算したということだと思

いますけれども、そこは少し不安材料があると

いう御指摘は、真摯に受けとめなければならな

いのかなと、今の議論を聞いていて私はそのよ

うに感じました。

○坂口委員 少しではなくて、例えば、３カ月

ごとのその年の価格の変動を見ていないですか。

安いときは６万ぐらいになっています。Ｃ重油

ですね。高いときは１年の中で８万を超してい

ます。これはもうすごい変動ですよ。これで何

かショック的なことが起きたら、これはかなり

乱高下します。

だから、そこはせっかく確保できた、見通し

のあった金だから、早々とお断りせずに、それ

はやっぱり県民に対して、将来への経営の安定

のために、これはしっかり自己資金として将来

に向けての油代として確保させていただく。で

ないと、１円もないのに１億5,000万円をちゃん

としたと言って、それでお支払いしましょうな

んてやっていて、もしそこで残らなかったら船

を受け取れないですよ。造船所は渡さないです

よ。金を払う見通しが立たなければ。だから、

県もそこはやっぱりしっかり責任を持って対応

していかないと、これはだめですよ。こんな計

画ではと僕は思います。

まだそれは大丈夫なんだ、本当はそんな金は

要らないけれど、ちょっと大きい金額を今提示

しているんだというなら別ですよ。油代が来る

ぐらい、いや、大丈夫なんだと。今は１億5,000

万円を右のポケットから出したけれど、左にま

だ入っているんだというなら別だけれど、それ

はないと思います。社長の記者会見のときに、

自己資金を１円でも積み上げていきたい、そし

て絶対に将来の安定した経営を確保したい、両

立させるんだという会見を最初にやられている

んですよ。だけど、今ちょっと片足が危うくな

るのではないかということで、これはやっぱり

真剣に取り組んでいただきたいという気がしま

すね。

それから、もう一つ気になるのが2.5％の金利

ですよ。この事業が再生と一緒だということで

すね。再生ということで2.5％というのは、僕ら

から見るととんでもない金利だと思うんですよ。

国も県も認めた将来安定的に経営できる妥当性

があることを、知事自身が本会議で答弁してい

るんですよ。

それをそんな扱いされたんでは、これはたま

らないし、それは喜んで金融機関は貸すはずで

すよ、2.5％といったら。でも、そうではないと

いうときに、この2.5％には僕は徹底して―僕

は商売人でも何でもないからわからないけれど、
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今の公定歩合なんかを見たときに、これは１％

ぐらいが攻防ラインで始まっていいぐらい、健

全経営が期待される、しかも大型投資ですよね。

いわゆる絶好のお客さん、融資先だと思うんで

すよ、金融機関からみれば。

だから、そこのところもさらに努力して、こ

れは、まだこれから先も努力すると言われたけ

れど、やっぱりどれぐらいの目標を―たまた

ま詳しいでしょうけれど、金融機関が、県内の

そういった何十億の投資で、経営の妥当性が見

通せるというところに、どれぐらいの金利で貸

しているのかをたたき台にして、それから勝負

を始めないと、これはいいお客さんと思われて

いる可能性が、僕はどうも払拭できずにいるん

ですよ。

これは郡司副知事も中に入っておられてのこ

とですから、答弁はどなたでもいいんですけれ

ど、金利交渉について、どれぐらいの努力をさ

れたんですか。

○穐永代表取締役 金融機関との金利交渉につ

いては、今の相場がどれぐらいかというのはわ

からないというか、１％台で優良企業には出し

ていることもあるし、そうではない企業には２

％、３％の企業もあるというふうに思っていま

す。ただ、私どもとしては、２％は切りたいな

というのは思っていました。そういったことで

交渉はしてまいりました。

○坂口委員 だから、2.5％というのがもう既に

決定しているんだったら、もう交渉の余地がな

いですけれど、これはやっぱり納得できるよう

な金利じゃないですよ。今まで、心配ないんだ

と、これはもう健全経営がしっかりと裏づけら

れるだけの資料が提出できるんだと、この経営

に妥当性ありということを国も認めたわけで

しょう。中小機構の。あれは政策金融公庫だっ

たかな。それと、県もそう判断したという説明

だったですよね。それなら、もうちょっと、やっ

ぱり県も前面に出て、何を考えているんだって

いうことをやっていかないと、ちょっとやっぱ

り違うような気がする。

宮崎の経済の生命線だと言われるけれど、今

やっているのが経済の生命線というのはわかる

んですよ。でも、これはどの会社がそこに就航

してくれても生命線は守れるんですね、それを

担保すれば。ただ県内の会社に、やっぱり宮崎

に愛着を持つところにということで、今悩んで

いるわけで、この説得力として、生命線という

のはあまり重きをなさないと思うんです。

宮崎資本で本社を置くことを絶対にやりたい

んだ、そのためだということで、こちらの合理

性は説明されないと、生命線だから残してくれ

というんだったら、これはちょっと違うと思う

んですね。生命線ならどこの企業が、どんな大

手が入ってもいいんですよ。だけど、カーフェ

リー会社を残したいということから始まるんな

ら、今のような―１％下がったときはすごい

ですよ。これが20年間だったら、すごい金利で

すよ。そこらは、もうちょっと取り組む必要が

あるのではないかなと。金を払うまでには、ま

だ時間が３年ぐらいあるわけでしょう。

中間払いが出てくるかもわからないけれど、

そこは、やっぱり県も努力が足りないし、そこ

まで信用を落としてはいけないですよ。2.5％も

とられる、何十億という融資ですよ。そこを一

つ、今後とも取り組んでいくことをしっかりこ

こで約束していただきたいなという気はします

ね。これは本当に高過ぎる。僕だけではいけな

いから、ほかの感覚も聞いていただきたいけれ

ど、僕らが車を買うときに借りる金利から見て

も、全然質が違う金利で高いような気がする。
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○外山委員 金利だけは、もうおっしゃるとお

りで我々も高いと思います。銀行の査定の中に

優良企業と注意先等幾つかありますよね。その

区分でどこかに入るのかわからないけれども、

場合によっては、余りよろしくない一番下の部

類だけれども、最低かもしれませんね、2.5％と

いうのは。残念ながら。

それはいいとして、先ほど坂口委員がおっ

しゃった燃料費ですけれども、天然ガスでも原

油でも、大体サウジアラビアとか向こうのほう

が主導権を持っていて、毎月向こうが値段を設

定して、それに従うという状況なんですが、そ

の中で燃料費が20年間で毎年18億円の見込み設

定。ここにいただいた表がありますけれども、20

年間で毎年18億円。この根拠はどこにあるんで

しょうかね。

大体、月１億5,000万円ですよね、燃料費が。

月に大体１億5,000万円、これは結構きついです

よね。この裏づけというか、変動するはずなん

だけれど、先ほどおっしゃられたけれども大体

の平均を取られたということですか。

○穐永代表取締役 この燃料費については、正

直に申し上げて、本当に幾らになるかはわから

ないんですね。ですから、わからないところを

どうやって計画するかと申しますと、もう例え

ば、20年間の平均値でもっていかざるを得ない

というふうに思っています。

○外山委員 もちろんカーフェリーの重要性は

十分認識しておりますが、２点だけ懸念を質問

します。一つは、商船三井系の大型フェリーが

大分・鹿児島に出ておりますが、こことの将来

にわたっての競合でありますとか、価格競争み

たいなことも想定されていらっしゃるのかとい

うことと、もう一点、名前は言えないと思いま

すけれども、もう造船所は決まっていると思い

ますが、そこと契約をしなければ、これがずれ

込むと、あとの12月竣工、２隻目が令和３年度

竣工、全てに狂いが生じたり、あるいは造船会

社から、ちょっともう受けられないよと、次を

とるからというような、事態が逼迫しているの

かというところは、いかがなんでしょうか。

○穐永代表取締役 最初の御質問は、ＲＯＲＯ

船のことですか。

○外山委員 大分のさんふらわあフェリーだと

か、あるいは志布志から出る商船三井系のフェ

リー、同業他社です。

○穐永代表取締役 他社船との競合については、

南九州は二つの会社ですね。志布志にあるのと

宮崎航路で、これはまさしく競争相手でござい

まして、向こうは大手企業でございます。価格

帯も─価格というのは、要するにトラックを

幾らで載せるかという価格帯もうちよりも安い

レートでやっています。

そこを何としてでも、こちらに今乗っていた

だいているトラック業者さんに、ここは宮崎カ

ーフェリーを利用してもらうという部分は、しっ

かり営業をやって、維持をしていかないといけ

ないと思っていますし、今度は北の別府・大分

が関西と結ぶ航路、この部分は新船を投入した

り─もちろん志布志も新船を投入したりして

います。価格は、向こうのほうがかなり安い価

格で提示しています。

そういった部分では、やはり県域全体を通し

て、宮崎カーフェリーを利用促進という部分で

はやっていかないといけないと思っています。

自信はあるのかと言われると、利便性という

部分でいきますと、私どものは夕方の７時10分

に出航するんですけれども、いろんな荷物を積

んで、そしてフェリーに乗っていこうというと

きに、南九州では一番遅い出航時間帯を我々は
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持っているといったようなことで、南九州のほ

うは、出航時間が遅いという利便性を持ってい

るといったようなところで守っていけるかなと

いうふうに思います。

大分・別府については、やはり宮崎から上っ

ていかなくてはいけない陸路を走る区間がある

といったようなところが、彼らにとってはデメ

リット、我々にとってはメリット─彼らとい

うのは競争相手ですけれども。そういった部分

はありますので、今のモーダルシフトでありま

すように、12時間近くはトラックのドライバー

が休憩して行けるというメリットの部分を強調

しながら、宮崎カーフェリーを利用してほしい

と思っています。

それから、12月の契約ができなかったらどう

なるのかという御質問でよろしいんですかね。

○外山委員 そうですね。

○穐永代表取締役 12月の造船会社との契約の

前提条件となるのが、ちゃんと資金調達ができ

るのか、できないのか、そこがはっきりしない

ことには、造船所も決して契約をしてくれない

ということなので、まずは資金調達がはっきり

できるかどうか、議会で御承認をいただけるか

どうか、そこがもう一番。銀行のほうは、資金

は出しますと言っていただいていますので、そ

ういう資金調達がしっかり整えば、12月の造船

所の契約はできると思います。

ただ、何らかの理由でできないということに

なると、では伸ばすのかというと、今度は造船

所の船台と言いますけれども、造船所で船をつ

くるスペースですね。そのスペースの空きがも

うないだろうということで、何年待ちになるか

わからないという部分がありますし、いろいろ

造船所に聞いてみると、今現在では３年待ちの

基台数があるとかということもありますし、そ

れから、もちろん造船所もやっぱり心配という

か、私どもの会社に対する信用という部分で心

配になって、もう継続というか、延期するよう

な契約はやらないよというように、もしかした

らなるかもしれないという考えでおります。

○外山委員 わかりました。

○山下委員 きょうは、補助者も５名おみえで

すが、５名とも旧会社からの社員の方ですか。

○穐永代表取締役 ５名が来ておりますけれど

も、１名は旧会社からの社員ではございません。

○山下委員 わかりました。午前中、元社長の

黒木相談役にいろいろ質疑いたしました。本当

に、50年という長い間船の生活をされていて、

誰よりも宮崎を愛して、宮崎の遠隔地にあるも

のを、生命線を何とか守っていこう、新船を何

とか就航させたいという熱い思いがありました。

私は、一番不安に思ったのが、先ほどもあり

ましたように2.5％の金利負担なんですよ。フェ

リーが受け入れる、借り入れ分123.5億円でし

たっけ。これが有利子負債になるだろうと思う

んですが、私は、今回出資された皆さん方を見

ていて、地元経済界の人たちは7.5億円ぐらい出

資されたと思うんですけれども、この人たちも、

やっぱりカーフェリーに何とかしてもらいたい

という思いの出資だったんだろうと思うんです

よね。

総額170か180億円という船を建造するに当

たって、民間の皆さん方、経済界、宮崎市、そ

して我々宮崎県が総力を挙げてやるんですよ。

私たちは、やはり新会社としての宮崎カーフェ

リーに、本当に健全経営をやってもらわないと、

これは多大な税金投入だろうと思うんですよね。

その中で、会社を運営していかないといけない。

固定経費の中で、金利負担というのがかなり

―やっぱりここを何％にするかが大きな経営



- 95 -

令和元年12月６日(金)

判断だろうと思うんですよ。

だから、私は当初説明を受けたときに、金利

は幾らかと聞いたら、2.5％、何でそんなに高い

金利が出てくるんだということを、まず申し上

げました。そうしたら、いや、我々も努力した

ということなんですが、郡司副知事もその交渉

の中におられただろうと思うんですが、私はやっ

ぱり、先ほど坂口委員から１％という線があり

ましたが、なるだけその線に近い数字を出して

いかないと、我々も不安なんです。

だから、これはもう県民総力戦という思いで

おりますから、できたら私はその過程をしっか

りと、宮崎県、そして県民の思いを、金融機関

と再度交渉をやるべきと思うんですが、いかが

でしょうか、今後の見通しは。郡司副知事に。

○郡司副知事 2.5％という数字については、高

い金利水準ではありますが、これでも中小機構

の判断としては大丈夫だということでいただい

ているわけですけれども、2.5％という数字につ

いては、そのような計算上の数字ですので、現

実どれぐらいの数字になるかについては、私も

責任を持って金融団と当たってみたいと思いま

す。

○山下委員 郡司副知事も、行政のスペシャリ

ストとして県の気持ちは誰よりもわかっている

と思うんですよ。それなら、今回のこの総額予

算のいわゆる皆さんの出資、借り入れに対して

は、大きな責任があると思うんですよね。だか

らもうこれは、やはりどの企業でもそうですけ

れども、金利交渉というのが一番のやっぱり大

きなかなめだろうと思っていますから、私はも

うそこは厳しい姿勢で交渉してほしいと、その

ように思っています。

○坂口委員 これは正確かどうかわからないけ

れど、スクラバーですね、これに20億円ぐらい

想定されていましたよね。これは日本財団なん

かは、これの制度融資を持っていたと思うんで

すよ。

僕はちょっとわからないですが、社員の方も

みえているけれど、日本財団は、たしかありま

したよね。融資制度。これは金利がどれぐらい

になっていますかね。なかったらごめんなさい、

僕の勘違い。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後２時０分休憩

午後２時０分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○坂口委員 わからないということは、全く当

たっておられないと解釈するんですけれど、も

しあったら、そして2.5％より低いか無利子だっ

たときは、これは金利対策として、最大限の努

力をしたとは言えないと思うんです。なかった

ら物すごく申しわけないんですけれど、日本財

団が何か持っていたような気がするんですよね。

だから、もうこれで発言をとめますけれど。

○髙橋委員 先ほど志布志港が最大のライバル

だということで、ちょっと不安がよぎったもの

だから確認ですけれど、価格が安いとおっしゃ

いましたよね。志布志は会社も大きいというこ

とで。

それで、都城─志布志線がもういよいよ全線

開通するじゃないですか。全線開通が間近なん

ですよね。あそこは無料ですよね。だから、そ

の時点で、荷が向こうに向く可能性が頭をよぎっ

たものですから、その辺は想定内でしょうか。

副知事でしょうかね。

○日高委員長 これは副知事か総合政策部長か、

どっちか。

○髙橋委員 副知事が。これは行政が言ったほ
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うがいいと思う。

○日高委員長 行政がいいと。きょうは、農政

水産部は来ていないんですかね。（発言する者あ

り）

暫時休憩します。

午後２時２分休憩

午後２時３分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

それは、ちょっと後回しにしますので。

○坂口委員 先ほど黒木元社長にお尋ねしたと

きに12月いっぱいの契約というのは、１月１日

から始まるダメージスタビリティーの関係なん

だという説明を先ほどされたんですよね。

そして、何とかこの義務づけの前に駆け込み

たい、それで安全性には、復原力の確保には何

も心配ないから急いでいるということだったん

ですけれど、金の見通しが立たないと言われる

と、我々議会が認めるか認めないかでというこ

とになってしまうんですけれど、お家の事情で12

月いっぱいという事情があるんじゃないですか。

そうでないと、またかなり船代が高くつくし、

油代も高くつく。あるいは、方法としては、下

に鉛を入れるか幅を広げるかしかないわけです

から、だからそこじゃないんですか。本当の理

由は。

○穐永代表取締役 12月中に契約を結ばなくて

はいけないことへの確認ということであれば、

一番重要なことは、議員がおっしゃるようにダ

メージスタビリティーでございます。それは間

違いございません。

○坂口委員 そうでないと、ドックがないとい

う課題は、船をつくる台車というんでしょうか、

まだフェリーをやれる会社は、国内には５つか

６つあると思うんです。そこを全て当たってか

らでないとそれは理由にならないから、今のは

もう全く僕らの記憶から消していただきたいで

すね。

○穐永代表取締役 先ほどの御質問の趣旨が、12

月中に造船所と契約できなかったらどうなるの

という御質問であれば、ダメージスタビリティ

ーが一番の要因でございます。それは間違いご

ざいません。

○日高委員長 ちょっといいですか。済みませ

ん。坂口委員は、もうダメージスタビリティー

の話は十分御存じだと思うんですけれど、ほか

の委員は多分よくわからないところがあるので、

もう一回詳しく、なぜこのダメージスタビリティ

ーが12月中でないとだめなのか、ここは重要な

ので、わかりやすく説明してもらえませんかね。

○穐永代表取締役 ダメージスタビリティーと

は、世界基準で、旅客船が対象になるんですけ

れども、損傷時復原性基準という基準でありま

して、船が例えば座礁して損傷しました。それ

が、座礁しても沈まなくて、ちゃんと復原でき

る、そういう基準を設けたのが、ダメージスタ

ビリティーで、現行船は今の基準はクリアをし

ておりますけれども、2017年に国が、その世界

基準に合わせましょうということで、施行の2020

年の１月１日から、そのダメージスタビリティ

ーの基準を適合していきましょうと。ですか

ら、2020年１月以降に造船契約を結ぶのであれ

ば、その船は、ダメージスタビリティーの基準

に適合したものをつくらなくてはいけませんよ

という基準でございます。

当社としては、現在の法令はしっかり守って、

今の船は20年から22年も動いているんですけれ

ども、しっかりその基準を守って、事故もなく

やってきたということを念頭に置いて、できれ

ば現行基準が適合される本年度内に、造船契約
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は結びたいなというふうに思った次第でござい

ます。

○日高委員長 ありがとうございます。

○来住委員 ちょっとお尋ねします。二つあり

ますが、一つは、僕はよく知らないものですか

ら。あふれ台数が平成29年度は6,261台、日にち

にして226日となっておりますので、逆に言う

と、365日のうちの226日は、いわゆるトラック

は満隻だったと理解していいんでしょうか。ま

ずその確認です。

○穐永代表取締役 今の御質問は、あふれ台数

がこんなにありますよね、あふれていない台数

は満船だったのかという御質問でしょうか。

○来住委員 このいただいた資料によると、あ

ふれ台数の区分というのがありまして、１台か

ら９台あふれたのが35日間あったと。全部足す

と、226日あふれた日があると。その台数は合計

で平成29年度は6,261台だったとなっているんで

す。逆に言うと、その226日間は、満隻だったん

ですねという確認です。

○穐永代表取締役 予約を受けまして、予約の

段階で満隻ということです。

○来住委員 そうすると、その6,261台があふれ

たわけですよね。それは追跡されていないもの

でしょうか。実際は全部陸路に行ったものなの

か、他のフェリー会社に行ったのか、それとも

もう運ぶのをやめたのか、いろいろあると思い

ますが、それは追跡されていませんか。

○穐永代表取締役 どこに行ったのかとか、荷

物を運ぶのをやめたのかとかは、こちらでは追

跡はできておりませんし、不可能だというふう

に思います。ただ、同じトラックの番号は、控

えていますので、あした乗ったかもしれないと

いうのはわかります。それはあふれ台数からは

排除しております。

○来住委員 済みません。本当僕は全くわから

んものですから。結局あふれ台数をカウントし

たのは、どの時点でカウントをするのかなと思っ

たんですよ。例えば私がトラックを持っている。

それで、例えば12月15日に神戸に行きたい、２

台よろしくお願いしますと、わかりましたとい

うのはもういいんですけれど、いや、12月15日

はもう満隻ですから、もうだめですよと言われ

たのが、あふれの数になるんですか。

○穐永代表取締役 当日出航するまでに、トラッ

クとかの予約を受け付けておりますので、例え

ば前々日に予約が入ったら、予約の一つは埋ま

ります。ずっと埋まるまで予約はとり続けます

けれども、きょうの時点ではもう満船ですとい

うときに、申し込みが来たやつは、あふれ台数

になっていくという感じです。

○来住委員 それは、翌日とか翌々日に振り替

えることはないんですか。

○穐永代表取締役 ですから車体番号を控えて

いますので、車体番号……。

○日高委員長 ちょっとお待ちください。

暫時休憩します。

午後２時12分休憩

午後２時13分再開

○日高委員長 再開します。

○穐永代表取締役 生鮮品を運ぶトラックであ

れば、もうその次の日にまた載ってくることは

ないということです。

○日高委員長 済みません。後ろの補助員の方

も直接答えて構いませんから、社長だけじゃな

くて、わかれば直接答えてください。

○来住委員 非常に大事だと思うんです。つま

り、あふれたものが、あなた方は、これが新し

い船になったら、今度は80％、返ってくると、
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つまり、あふれたトラックの80％は積み込むこ

とができるよという計算をされているんですよ。

そうすると、僕はよくわからないのは、実際に

申し込んだけれど、その日は載れなくて次に申

し込んだと。１週間後に日にちをずらして載っ

てしまうと、荷物の量そのものは、私は余り変

わらないんではないかという心配をするものだ

から言っているわけです。意味はわかりますか。

私の言っていることはわからないですかね。

80％、漏れているトラックが、新しい船をつ

くったら積むことができるというふうになって

いるわけでしょう。そうすると、漏れているト

ラックが、実際にカウントできるのかなと思う

ものだから、それをちょっとわかりやすく言っ

てくれませんか。その80％がどうやって返って

くるのか。わかるように、済みません。

○補助者 済みません。ちょっとうまく話せる

かどうかわかりませんけれど、例えば、おっ

しゃっているもので、具体的に言うと、工業製

品とか時間に余裕があるもの、これはずらして

もらったりすることもあります。私どもとすれ

ば、どこも平準的にいっぱいにしたいというの

がありますので、御指摘のことはありますけれ

ど、大体うちに申し込まれてくるのは、畜肉・

野菜、そういう電源を使用する車なんですね。

これはもう待っていただけないので、ほとんど

が出ていってしまいます。

例えば、うちに載れなければ、コンプライア

ンスの問題もありますので、よその船を手配さ

れたり、陸送されたりということがありますけ

れど、おっしゃるように、この肉があした出発

するかということは、もうなくて、その日に私

どものイメージでいくと、きょうの荷物はきょ

う消えるというような感じです。

○日高委員長 執行部の入室を認めます。暫時

休憩します。

午後２時15分休憩

午後２時16分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

○来住委員 社長は10月９日に、県議会の丸山

議長に新船建造に対する支援の要請をされてい

ます。この中で何と言っているかといったら、

僕はこれが率直に出されていると思いますが、

「資金調達については、金融機関に対して110億

円から120億円程度の融資をお願いしているとこ

ろですが、弊社は設立後、間もなく自己資金の

蓄積が十分でないことから、残りの所要資金全

額を自力で確保することは困難な状況だ」と言っ

ているんです。

そうしますと、180億円かかるわけでしょ

う。180億円で、自己資金と補助金が11.5億かな。

残りを何で銀行に申し込まないんですか。

ここでは、110億円から120億円程度の融資を

お願いしているところでありますがと言ってい

るんです。最初から、もう宮崎県が50億、40億、

それから宮崎市が５億、それを予定されている

わけですかね。この文書はそういうふうにとれ

ますけれど、最初からもう公的資金を借りるの

が前提条件になって、皆さん方は物事を進めて

いらっしゃいますよ。議長宛ての支援要請はこ

れが最初でしょうか。それ以前にも要請された

ことがありますか。

○穐永代表取締役 正式に要請したのは、10月

９日でございます。それは間違いないです。そ

して、170億円から180億円、調達をしなくては

いけない金額はこれぐらいですということなの

で、午前中に申し上げました171.5億円が、積み

上げてきた積算投資額なんですけれども、それ

に、ひょっとしたら予想できないような追加工
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事とか、仕様変更であるとか、そういったこと

が起きるかもしれないので、幅を持たせて、170

億円から180億円は資金の用意をしておかない

と、171.5億円かかるから、ぎちぎちに171.5億

円を予定というか、資金調達をしておくと、そ

ういう追加工事や追加費用があったときに、こ

れはショートしてしまうので、幅を持たせて、

調達額は170から180億円というふうに思ってい

ました。

最初から行政に、例えば50億円とか、そうい

う考えではございませんでした。

○来住委員 では、お聞きしますけれど、あな

たのところは、金融機関に対して110億から120

億円の融資をお願いしているんです。そうする

と、あと残りはどうしようと思っていたんです

か。これは、もう県や宮崎市が出すだろうとい

うのが前もってできているんですか。郡司副知

事、どうなんですか。

○郡司副知事 当初の造船の目標が120億円程度

ということで、会社としては、民間の金融機関

から借りるという方向で検討されたと思います

けれども、途中の段階でＳＯｘ規制等も含めて、

投資額が上ってきている中で、これ以上は民間

金融機関から借りられないという判断のもとに、

行政に対する要請ということに至ったものと理

解しております。

○中野委員 郡司副知事、今のはちょっとおか

しいよ。要は、資金調達の話ですからね。さっ

き穐永社長は、本来は自己資金や金融機関だけ

ど、自己資金の蓄積がないから公的資金をと言っ

ているんです。

それで、我々がきのうもらった資料には、公

的資金が優先していると書いてあるんですよ。

公的資金、宮崎県の欄に、貸付金による会社の

信用を補完し、金融機関からの融資枠をできる

限り確保することにより、資金全体を取りまと

めろと。県貸付金により会社の信用を補完する。

公的資金の貸付金で、いわゆる県の貸付金で

信用を補完したから、民間から、要は金融機関

からその融資額を確保できたとなっているし、

そして、さっきの繰り返しになりますが、穐永

社長は、本来は自己資金は金融機関だけれども、

自己資金の蓄積がないから公的資金にしたんだ

という、公的資金が先だったということの証明

ですよ。

だから、この文言からすれば、最初から、公

的資金ありきだったんですよ。そして午前中の

黒木相談役の話でも、オール宮崎の体制ができ

たからよかったんだと、共存共栄ということま

で言われて説明されました。副知事はいなかっ

たけれど、言われたんですよ。

だから私は、それありきだったと思うんです。

それでも私は悪くはないと思っているんですよ。

要はこれからの経営の体質が、親方日の丸みた

いに寄らば大樹の陰であってはならんと思うん

ですよ。民間だから民間企業としての経営努力

をどうしていくかということの見通しを立てた

収支計画なり、いろいろしなければならないと

こう思うんですよ。

そういえば、きのうのこの資料についても、

我々はカーフェリーへの融資をどうするかとい

うことだから、カーフェリーがつくった資料で

我々は判断しないといけないのに、それを加工

した県の資料で我々は判断せよということも、

また本末転倒の話だと、そう思いながらずっと

聞いておったんですよね。

やっぱり正直にお金がないから、まず公的資

金をこれだけ融資する、残りを民間に調達して

くれということを書いているんだから、素直に

言うべきだと思うんですがね。そうでなければ
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この文言を修正しなさいよ。（発言する者あり）

○郡司副知事 済みません。50億円の行政支援

があった段階からのお話をちょっとさせていた

だきましたけれども、水面下ではいろんなお話

があって、オール宮崎という形で出資もして、

県も出資をしてこのプロジェクトを進めてきた

というのは事実であります。

それで、会社自体が一旦倒産をして、借金に

ついては棒引きにしてもらうということを一旦

やりました。やった中で、なかなか当初金融機

関からは、そういう会社に対して、一方ではま

だ自己資金がほとんどないという会社に対して、

融資ができるのかという議論は確かにありまし

て、そこはお互いに役割を果たしていこうとい

う議論があったのは確かでございます。

そういうお話がある中で、会社から50億円の

行政支援という要請がありまして、今に至って

いるという状況でございます。説明が少し足り

なかったのかもしれません。申しわけございま

せん。

○中野委員 今になれば、鶏が先か卵が先かに

なると思うんですよ。要は、その171.5億円と

か180億円の資金をどう調達するかという話で、

そして将来的に、本当にスタートからずっとも

うかって、資金繰りもうまくこの資料を県はつ

くっているんだよな。そこに信憑性があるのか

なと僕は思いますがね。

そう簡単に金利の問題も―さっき金利の問

題もありました。県が40億を融資する、宮崎市

を入れて45億を融資する、だから金融機関も協

調融資か何か知らんけれど、融資したんだと思

うんですよ。そんなふうにとれます。

それで、もう優良企業からとってやれという

ふうな感じで、今どき2.5％をされて平気でいる

んですよ。優良企業であれば１％ですよ、高く

ても。社長、今の金利を見なさいよ。いろんな

資料を私も見ているけれど、１％がいいところ。

優良企業では１％でしか貸していないから、こ

れは完全にもうかると。しかも県が後押しをし

ているわけだから、こんな優良企業はないです

よ。優良企業だという書類をもらっているんだ

から。金利を１％、高くて１％、そこの努力は

してくださいよ。

○穐永代表取締役 金利交渉について、努力し

ていくことは確約したいと思っております。

○郡司副知事 繰り返しになりますけれども、

この航路を残そうというプロジェクトについて

は、官民一体のプロジェクトとしてスタートし

ております。出資もさせていただいております

し、その中で、どうしてもこの航路については、

安定的に、将来に向けて維持したいという思い

が強くあります。そういう中で、県としても応

分の役割を果たすべきであるということについ

ては、まさに強い思いがあります。

今、御指摘がありますように、カーフェリー

の安定的な経営維持に金利の問題は非常に大き

い問題があると思いますので、社長はもとより

でございますけれども、私としても金融団のほ

うにはしっかりとここでの議論も含めてお話を

し、少しでも金利負担が軽減できるような方向

に強い覚悟を持って臨みたいと思っております。

○坂口委員 そのとおりだと思うんですね、不

足する金を何とか工面してあげるのも。だけど、

金利を下げるというのは、もうずっと―リス

ク排除ですから、これは貸す以上に大切なこと

だと思うんですね。

宮崎市長がやったように、ほかの金融機関に

口をきいてあげてもいいわけですよ。県が貸さ

なくても貸すほうはね。だから、そこはやっぱ

り何が大事かを間違ないように、しっかりとや
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ること。この場を抜けるだけじゃだめですよ。

それと、例えば、170億円から180億円が必要

と言われていたら、必要なのは180億円ですよ。

そうなったときに、170億円であれば、なぜ50億

円も求めるか。40億円でいいんですよ。170億円

の可能性があれば、50億円も要らないです。だ

から必要なのは170億円か180億円かわからんけ

れども、170億円は消して180億円。そうすれば、

おのずと50億円が足りないということだと。

それから、素朴な疑問ですけれど、そういっ

た経営分析もだけれども、僕らが普通何かをし

ようとして金を借りようとするときは、自己資

金を大体３割ぐらい持ってくださいねというの

が金融機関ですよ。その３割が調達できないか

ら、３割を公的な貸し付けでということならす

んなり入ってくるんですね。でも、いろんな屁

理屈を言われるからこんがらがって、しかも聞

いてみたら2.5％だから、これはしてやったりで、

金融機関にやられるぞと思うわけですよ。

３割は自己負担を持つのが常識ですよといっ

て、みなさんは頭をうんうんとうなずかれたけ

れど、20年後はわからないですよ。また違うモ

ーダルシフトが出て、フェリーはもう古い遺産

となるかもわからないけれど、生命線なら、20

年後にまだフェリーに頼らないといけない状況

が残っているとしたら、そこで手持ち資金を３

割残せるというものがこの経営計画に出てこな

いと、20年後にまた県が貸せるかというと、そ

れは違うと思うんです。今度は。必要な資金を

出せなかったら、もう投資はできないと思うか

ら、この経営計画は甘いと思うんですよ。

自己資金を20年後に調達できますと、そのと

きに、今言われるように１年余りしか経験がな

いからといったら、そのときに金融機関が100％

貸すかといったら、それはやっぱり難しいと思

うんですよ。やっぱり７割が限度だって言うん

じゃないかなと思うから。この計画は、万が一

があったら県民の税で全てばちかぶらんといか

んという金ですよね。

だから、もうちょっと将来の見通しは、今い

かに金を集めるかよりも、いかに、これから健

全に、完全に約束事を完結していくかという経

営ですね。そこのところに重きを置かないと、

余りにも、まず金を集める段取りのところから

説明がいろいろあったりして、120億円から140

億円が必要だと思っていたら、詳しく調べた

ら170億円から180億円になったっていって、120

億円から140億円というのは、全くここから消え

ておかなきゃいかんわけですよ。それは水面下

のどげんですか、幾らかかるんですかとかいう

話で。やろうと思ったら160億円から180億円

か、170億円が最初の数字だったですか。

これから始まったときに、どうも40億円を不

足すると。そして詳しく見ていったら50億円ぐ

らい不足するかもしれんというところからいか

ないと、本当にわかりにくいですよ、僕らから

見たら。何かうまく説明を逃れられているんじゃ

ないかなという気がして。数字は一つですよ。

二つの数字はあり得ないです。この後どうなっ

ていますかといったら、こうだと。もういろん

な数字が出てくるものだから、わからないけれ

ど、やっぱり足りない金が50億円だったら180億

円ですよ。

そして、その上でですけれど、50億円をもう40

億円に決めていたから、市が10億円しかないけ

れども、何で40億円をいつ決めたのかというこ

とになると、やっぱり早く決め過ぎたと思うん

ですが、出資比率ですよ。県が１億円、市が5,000

万円なんですよね。そうしたら２対１ですよ。

会社側からそれを頼まれたら、あなたのとこ
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ろの出資比率に応じて、県は30億円を貸してく

れないか、市は20億円を貸してくれないかとい

うのが、会社側からは当たり前だし、知事がそ

れを受けとめて、議長が受けたものを執行部に

投げたとしたら、この50億円については、戸敷

さん、あなたのところが20億円だよね、権利も

義務もそう持っているよねと。株をあなたはう

ちの半分は持っているんだからというところか

らいかないといけないのが、40対５でいったこ

の根拠を誰が決めたのかと。会社から40と５に

してくださいと言われたのか、それとも頼まれ

た県が40対５でいきましょうと決めたのか。ま

さか、ないけれど、丸山議長が40対５でいくと

いうんだったら、10億円やろうな。市長が蹴っ

て５億円になったかもしれないけれど、そこが

一つわからないんです。だから、お金に対して

の感覚が物すごい甘いような気がするんです。

そこらをちょっとわかるように説明していただ

けると。

○日高委員長 これは行政ですね。

○坂口委員 行政ですね。

○日高委員長 これは総合政策部長かな。（「い

や、違います」と呼ぶ者あり）違う違う。（「最

初に発言した方です」と呼ぶ者あり）郡司副知

事かな。（発言する者あり）（「最終的にはそう

なるやろう」と呼ぶ者あり）

○郡司副知事 全体の資金調達は180億円という

ことで、これは間違いないと思います。171.5億

円は、中小機構に対する申請のときに使われた

数字であると。これは議会でも答弁したとおり、

ここはコンクリートしたいと思います。

次に、50億円の行政支援の話が県にございま

した。そのときに県が40億円という数字につい

ては、主要金融機関と同程度という頭がござい

まして、その数字が生きているものと思います。

当然ここでは、50引く40ですから、10億円を宮

崎市にお願いするという形で、これについては、

強い覚悟で知事が交渉してきたということだと

思います。

その結果、一生懸命検討はしていただいたと

思いますが、５億円ということと、足りない分

については、金融機関に責任を持って調達に走

るというのが、市の考え方であったということ

であります。

知事に一生懸命やっていただいたと思います

が、結果としてそういうふうになってしまった

ことは、少し残念ではございますけれども、受

けとめつつ、一緒になってこの会社を支援して

いくということかなと、そんなふうに考えてい

るところであります。

○坂口委員 だから、金融機関と同程度を県が

持つべきで、まず県が40億円と決めたのを、誰

が何を根拠に決めたのかということですね。金

融機関から同じように出しなさいよと、あなた

のところに出す金が、うちの最上限の目安だよ

というなら、120億円を割っていくとそうならざ

るを得んかったという、やむを得ない事情だけ

れども、50億円を加勢してくださいといったと

きに、いや、金融機関とうちは同程度だと、こ

れを県が決めたといったら、余りにも、もう無

責任といってもいいと思うんですけれども、出

資比率、やっぱり権利と義務ですよ。法律で裏

づけられた。それに対しての義務責任を負え

ば、30億と20億です。でないとおかしいです。

まして、私の責任で10億円を確保すると言っ

て、少なくとも銀行に５億円の話をつけたとな

れば、その前に足りないというところで、もう

これ以上出せないということだから、本当はこ

こで４つの金融機関の中から５億円の上積みが

あることもおかしな話だけれど、ある人が口を
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きいたら５億円をまた出したらしいというのは。

それはよしとして、私の責任でということは、

さっきも言ったように、これから20年にわたる

金利負担のかさ上げですね。これは経営リスク

が物すごく大きいですよ。ぎりぎりだとしたら。

だから、それは、私がちゃんと補塡してあげ

ましょうというものとセットなら、知事もわか

りましたと言っていいけれど、頼んだ後にだめ

と言われたと。そうしたら、これを頼んでやる

から、よかったと帰ってきて聞いてみたら、リ

スクを高めたという。それなら知事は蹴ってで

も５億を節減する、設計の時点やって、それで

もだめならさっきからいろんな資料を見るよう

に―宮崎市は物すごい得をするわけですよ。

固定資産税だけでも。つくらなかったら、途端

に宮崎市に入らないじゃないですか。年間500億

円ぐらいの金利の話じゃないじゃないですか。

やっぱりそこをしっかり説明して、この船は

もうできないぞと。そうなったときに、あなた

のところは将来の財政計画に―もし20年間で

２億も３億も固定資産税を歳入で予定していた

ら、それはもう消しとけというぐらいの、それ

がトップ会談ですよ。命をかけてやるという県

の経済の生命線です。本当にそれをやられたの

かどうか。そこらを含めて今尋ねているんです

よ。なぜ40対５に決まったのとか。

そこで、５億円を貸すんだったら、さっきか

ら言うように会社のリスクを避けて、油代が集

まるか集まらないかもわからない。毎日これか

ら積み立てておかないといけない日掛けみたい

な金、やっぱりそれは安全圏においておいて、

金融機関から５億円を借りて。でも、やっぱり

金利負担でグレーゾーンに入りますとなったら、

利子補給なりの話を県と市とにまたお願いされ

るのが、僕は経営としてのあるべき姿と思うん

です。

○日高委員長 坂口委員の今の質問については、

私のほうで預かることでよろしいでしょうか。

済みません、先ほど、髙橋委員から、志布志

道路が完成して、無料で交通ができるというこ

とで、志布志道路の開通の見通しで見ていて、

農産品が向こうにも回るんではないかという懸

念があるということですが、その辺について県

南地区の農産品の動きというのはどうなのか、

農政水産部でわかる範囲でいいので、お伝えし

てもらいたい。

○大久津農政水産部次長（農政担当） 農政水

産部でございます。県南地区だけについての状

況というのは。（「済みません。県西ですね」と

呼ぶ者あり）その実態というのはなかなかなん

ですけれど、全体像をちょっと御説明させてい

ただいてよろしいでしょうか。

○日高委員長 はい。

○大久津農政水産部次長（農政担当） まずフェ

リー輸送というところでは畜産物と青果物─

水産物が一部ございますけれども、主体は畜産

物と青果物になっております。

まず、畜産物の状況でございます。畜産物の

生産量については、牛肉で１万6,500トン、豚肉

で５万4,800トン、鶏肉で20万600トン、合わせ

まして27万1,900トンが県内で生産されておりま

す。このうち、販売先の仕向けについては、生

産量は統計上で出ますけれども、仕向けについ

ては、食鳥処理場、それと食肉業者、こういっ

たところからの聞き取り調査になっております。

こういった中で、関西より東に向けての出荷

については、先ほどの27万1,900トンのうち、57

％に相当する17万8,200トンがそちらの数字でし

て、全体の57％、15万5,000トンが今現在畜産で

把握できている宮崎─神戸間でのフェリー利用
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ということになっております。

このほか、畜産物では牛乳、それと卵、こう

いったものもございまして、これについては詳

細なデータがまだ届いておりませんけれど、あ

る程度聞き取りの中で推計されますのが、約２

万6,000トンということで、合わせて畜産物で約

年間18万1,000トン程度、これは平成28年のデー

タですが、30年についてもほぼ同じような推計

で、特に特徴としては、鳥の生産が拡大してい

る、また卵の需要が伸びているということで、

数量的には伸びている状況でございます。

一方、青果物については、畜産のように産地

の処理場からの直送便ではなくて、積み合わせ

てですとか、または受けたトラック業者がさら

に下請業者に運んでもらったりとか、いろんな

形でルートがふくそうしておりまして、フェリ

ーでの乗り入れとか、そういうところは正確に

つかめてはございません。

そういった中で、ＪＡ経済連分の輸送実績で

ございますが、30年度の取り扱いが11万9,300ト

ンでございます。そのうち関西より東につきま

しては、全体で７万3,800トンということで、全

体の約62％を占めておりまして、この中で海上

輸送が4,800トン、フェリーと合わせたトラック

輸送が６万6,000トンということで、大半がそう

いった形の実績になっております。

そういった中で、今、志布志道路というとこ

ろでございますが、これについては、食鳥、畜

産物、こういったところの処理場がございます

ので、そういったところが今後どういう動向を

されるかということで、今後聞いていくわけで

ございますが、現状では、やはり宮崎カーフェ

リーの利用が中心で動いているということで、

今申し上げました数字でございます。

○髙橋委員 現状はよくわかりました。私が申

し上げたいのは、志布志港が最大のライバルと

いうふうにおっしゃったんです。運賃が宮崎港

よりも安い。そして恐らく新船ができるころに

志布志道路が全線開通する見通しがあるものだ

から。しかも無料区間なので、そっちにシフト

しませんか、そういう不安がよぎりますねとい

うことで、今問いを投げかけているわけです。

○大久津農政水産部次長（農政担当） 志布志

港からの出発につきましては、普通に考えます

と、逆に南下してしまって、志布志港から出入

りといういろんな時間等もありますので、畜産

物の冷蔵品と冷凍品についての可能性は―青

果品については、できるだけ早く近いところか

ら運ぶというところで判断されるのではないか

と思います。ただ、ＲОＲО船とかいろいろ出

てきますので、この辺については今からの動向

を見ながら、また業者さんたちがどう判断され

るか、それについては私たちも状況を精査、ま

たいろいろ情報は収集してまいりたいと思って

おります。

○髙橋委員 おっしゃったように生鮮品ですよ

ね。それはもう近いほうがいいというんだから、

それはもう志布志港になっちゃうよなと、今説

明を聞きながらですよね。ただ、先ほど説明を

されたんですけれど、営業力とか信用力という

ふうにおっしゃったんですよ。そこで何とか宮

崎港に荷を集約するということで理解をすべき

なんでしょうかね。そういう不安がよぎりまし

たものですから。

○外山委員 農政水産部の大久津次長はさっき

いなかったので、髙橋委員の御質問は、志布志

道路等が開通した後に、今の荷がかなり向こう

に流れる懸念はありますかということを会社側

に聞いているわけで、その対応というか、準備

はされていますかと。
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○日高委員長 暫時休憩します。

午後２時45分休憩

午後２時45分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

○補助者 済みません、御心配はよくわかって

いて、私どももその心配は、若干しています。

ただ、今までの流れの中では、例えば、荷物

は北へ上がっていきますよね。要するに、関西

へ向けて上がっていきます。ただ、それらの車

が都城から下へおりていって、もし船に間に合

わなかったときは、またその距離を戻らなけれ

ばいけないというのがあるので。運送会社さん

は、目的地のほうへ走りたがる傾向があります。

運賃と時間の問題、心理的な問題も当然あっ

て、当然経費も、もし間に合わなければ、その

分また、油をたいて走るということもあります

し、出港時間で、先ほど申しましたように、宮

崎港は19時10分ですので、この辺の優位性も保

ちながらやっているというのが現状です。

おっしゃるように、これから志布志道路が完

全につながるとなると、脅威がないとは言いま

せんけれども、今までのおつき合いと営業力で、

そこら辺は、若干、心持ちになってしまいます

けれど、そういうところで頑張っていくという

のが今の流れと、志布志のほうとも、荷物自体

は、ほぼすみ分けているので、今さら志布志に

どうのこうのというのは、あんまり行かないか

なというふうなところも思っています。

○丸山委員 ちょっと質問を変えたいと思いま

すけれども、今、我々にいただいた資料は、宮

崎カーフェリーからは、トラックの輸送、上り

のこれまでの状況とかを含めての資料しかいた

だいていないんですが、あと、県からいただい

た、この横長のカーフェリーに基づいた資料し

かないんですけれども、銀行サイド、融資サイ

ドには、どんな資料を出して、40億円、40億円、43

億円、百二十何億のお金を銀行は貸すって言っ

ている、金利は今も高いから、ここは、ちょっ

とおかしいと思っているんですが、どういう資

料をもとに―これ以外にどんな資料を出して、

一応オーケーをもらっていると認識すればよろ

しいでしょうか。

○穐永代表取締役 どういう資料をということ

でありますと、県、それから銀行団、同じ資料

を提出しています。事業計画書、それから、そ

の中の収支計画書、そういったものは提出して

おります。

○丸山委員 我々には、その抜粋版しか、多分

来ていないんじゃないかなと思っているんです。

委員会資料として届いている分がです。

それを、どうやったら確認できるかは、総合

交通課なのか。誰に確認すれば。全て同じ資料

が届いているかを確認させていただきたいと

思っているんですが。

○大東総合交通課長 会社からは、今回の詳細

な事業計画はいただいているところでございま

す。

さらに、損益計算書につきましても、私ども

がお出しした資料よりも、もっと詳しい内訳が

入ったものはいただいているところでございま

す。

しかしながら、この全てをということになり

ますと、会社の営業上の秘密といいますか、法

人の情報も、多々含まれておりますので、この

全てを明らかにするといったことは、ちょっと

難しいのではないかと考えております。

○丸山委員 県としても40億円を出すほうで、

我々は採決する立場なもんですから、細かい情

報をもらわないと判断できないことがあります
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ので、もう少し情報提供できるものかどうかを

検討していただくようお願いします。

○日高委員長 今丸山委員から要請がありまし

た。出せない部分と出せる部分、その辺が区分

されるとは思うんですけれども、限度いっぱい

資料提供をお願いしたいとは思うんですけれど

も、皆さん、どうでしょうか。

○坂本副委員長 済みません、関連で。きのう、

最後に旅客の新しいプラン、どういうことを根

拠にして旅客の収入を見込んでいるかという資

料の提出を希望したんですが、用意されていな

いんですけれども、こういったものも出せない

資料と考えていいんでしょうか。

○穐永代表取締役 旅客の料金体系でございま

すが、基本的には、新船が就航した後も、料金

体系については、そのまま変えない方向で、今、

考えてはおりますけれども、決定しているわけ

ではございません。

ただ、旅客のスペックというか、特等とか１

等とか、そういう部分が、若干ふえたりします

ので、そこの需要が高まるだろうなという予想

はしております。

ですから、そこの部分の価格を若干上げよう

かという、そういう検討も、今、しておるとこ

ろです。

○坂本副委員長 なぜこういう質問を差し上げ

たかといいますと、今、関西エリアに旅行され

る旅客の利用者が、空路ではなくて航路を選ぶ

大きな理由に、やはり運賃の安さというのがあ

ると思うんです。

ただ、ずっと説明をお聞きしていて、旅客収

入の安定した収入を見込んでいる根拠に、客単

価が上がるということが資料に記載してあった

もんですから、そうなると、利用者の立場から

すると、今までより、ちょっと高級感が出てく

るのかなというふうに受け取ったものですから、

そうなると、利用される県民の方たちに、影響

が今後出てくる可能性があるなと思ったもので

すから、そういった趣旨で御質問しました。

○穐永代表取締役 料金については、いろんな

価格帯が今でもございます。特等、１等、２等、

２等寝台、そういった部分の価格がありまして、

安い運賃で関西方面に行こうというときは、２

等、いわゆる雑魚寝とか、一番の低価格帯にな

ります。

そういった部分はいじらないことで検討して

おるところで、特等とか１等とか、今でも高価

格帯の部分を、他社のフェリー会社の特等仕様

の部屋は、今、我々より高いのをやっています

ので、それをにらみながら、特等とか１等の、

いわゆる高価格帯の分は、価格を見直してもい

いのかなと、今、考えているところでございま

す。

○坂本副委員長 よくわかりました。ありがと

うございます。

○日高委員長 先ほど丸山委員から資料提供依

頼がございました。出せる部分と出せない部分

―皆さんどうでしょうか、資料提供について

はよろしいでしょうか。

○重松委員 今日いただいて、採決までに間に

合うんですか。

○日高委員長 採決までに間に合いますか。

○大東総合交通課長 会社と相談をしてみたい

と思います。

○日高委員長 わかりました。時間が、もう３

時になります。一旦、休憩をとりたいと思いま

す。

穐永社長、また、宮崎カーフェリー株式会社

の皆様、もう少しお時間をください。郡司副知

事もよろしくお願いします。
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○大東総合交通課長 先ほど、坂口委員から問

い合わせがありました日本財団の融資の件です

けれども、調べましたところ、スクラバーに対

する融資制度はございます。

ございますが、現船に改修でつける場合に限

られるということでございまして、新船の場合

は対象外となっております。

○坂口委員 参考までに、そのときにの金利で

すけれど、どうなっていますか。

○大東総合交通課長 1.7％固定ということに

なっているようです。

○坂口委員 船が、あとどれぐらい稼働可能と

見ているかわからんけれど、つける場合で1.7％

だから、その金利は、やっぱり参考にすべきだ

と思うんですね。2.5％の金利と比べて。そこの

ところを言いたかったのと、それが、今度のに

使えれば、むしろ20億円は、そちらを当てにさ

れたほうがいいんじゃないかというのも一つ

あったのですけれど、新船はだめとなると、そ

れは使えないけれど、ただ、そこのところはお

答えいただけるように、やっぱり頭の中にすり

込んでおいてほしかったですね。

○日高委員長 ここで、一旦休憩します。再開

を午後３時10分といたします。暫時休憩いたし

ます。

午後２時55分休憩

午後３時12分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

先ほど丸山委員から要請がございました銀行

との契約書類につきましては出せるということ

ですが、委員のみに配付して、最後に返却する

ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 そういったことでやりたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○丸山委員 宮崎カーフェリーから、きょう、

資料をいただきました。我々が一番心配してい

るのは、今後の貨物の量が、本当に大丈夫なの

かというのが一番。あと経営のほうも心配なも

んですから。この予測の考え方というのがある

んですが、まず、15年間で年間0.19％少なくな

りますよという数値の根拠は何なのか。

人口減少が、今、かなり顕著になってきてい

るものですから、その数値を見込んだ数値なの

か。この0.19％、毎年減っていくんですよとい

う根拠がよくわからないので、この根拠を教え

ていただきたい。

○補助者 まず、こちらの数値の減少の根拠に

つきましては、人口とＧＤＰの変化を、国土交

通省の国土技術政策総合研究所というところが

加味した資料になっておりまして、資料の目的

が内貿フェリーの将来の貨物の試算をするとい

う資料になっております。こちらをもとに行っ

ております。

もう少し詳しく御説明を申し上げますと、関

西以東への貨物の動向ということで、この中で

フェリーの貨物量の県間移動というものがデー

タとして示されております。そちらの数値

を、2015年の実績と2030年の推計値をもとに試

算しておりまして、その結果として15年間で

約2.87％のマイナス、それを15分の１で年率に

引き直しますと、マイナスの0.19％という形で

試算をしてございます。

○丸山委員 今言われました数字は、実際の宮

崎カーフェリーのデータなのか、全国の物流の

データなのか、その辺を比較しないとわかりま

せん。もう少し細かく教えてください。

○補助者 こちらにつきましては、弊社のデー

タというよりは国の統計です。具体的には港湾
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統計ですとか、貨物の流動調査ですとか、物流

センサス調査といった、そういった国の統計を

もとにつくられたものでございます。

○丸山委員 宮崎県は、やっぱり人口減少が非

常に激しくて、なおかつ第一次産業の担い手が

非常に心配です。本当に、そのデータが正しい

のか、信頼していいのか。もう少し厳し目に数

字を当てはめるべきなのかというのは、社内で

検討されたんでしょうか。

○補助者 社内でも、この点につきましては議

論を重ねてまいりました。将来の無人化構想で

すとか、自動運転の話題についても出ておりま

したので、繰り返し議論をする中で―ただ、

あふれ台数というものがございまして、短期的

には、まず確実に需要はあるだろうというふう

に踏んでいます。ただ、そうは言っても中長期

に見ますと、物流の減少という可能性も生じ得

るところでございますから、冒頭、穐永のほう

から御説明を申し上げましたように、カーブが、

最後の10年、20年から25年にございますけれど

も、低い水準で、会社としてはかために見てい

るところです。

○丸山委員 あと、将来の数字が令和５年の予

測値は７万8,000台となるんですが、それが徐々

に減っていきますよということになっていると

思います。あくまで将来の予測の数値がです。

これは平均のあふれ台数が、平成29年度

は6,261台とあるものですから、これを考えたと

きに、予測値の７万から７万8,000台になります

よという、この差が若干多いような気が、当初

のスタートが多いような気がするもんですから、

７万8,000台という数字はどういう数字なのか説

明していただけるとありがたいです。

○補助者 ７万8,000台の数字に対する評価とい

うことでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

こちらにつきましては、あふれ台数というこ

とで、目に見える数値として積み上がっている

数値が、まずございまして、それが6,261台でご

ざいます。

また、各種ヒアリングを重ねていく中で、そ

もそも宮崎カーフェリーに申し込んでも乗れな

いので、お申し込みをいただかないお客様もい

らっしゃるだろうということで、そうした潜在

的な需要も、当然ながら見込まれるだろうとい

うことで、あふれ台数を目いっぱい積み上げる

と、このぐらいまでは行くんではなかろうかと。

ただ、目いっぱい積み上げたところから将来的

な減少リスクを加味するべく、年率のほうを掛

けて、社内的には冒頭の令和５年度に７万8,000

台という評価をしているところでございます。

○丸山委員 そのいろんな評価が、細かいデー

タを見ないと、我々もわからないんですよ。だ

から、その辺のデータは教えていただけるので

しょうか。情報開示とかできるんでしょうか。

○補助者 はい。ベースとなる台数について開

示させていただくことは可能でございまして、

こちらは実際に私どもでも試算をしております

が、実際に2013年度から16年度の４期間の貨物

の輸送量を見まして、そこを、まずベースの輸

送量ということで置いております。

そこに、このあふれ台数を加算するような形

で、なおかつそこに、スクラバーの減少等々を

折り込んでいるんですが、そういった形で試算

を立てております。そのベースの部分について

は、過去の実績、なおかつ直近の他社のトラブ

ル等々がございました、特に輸送量の多かった

時期は差し引いていまして、そこの部分はかた

く見積もっているということでございます。

○丸山委員 今、言葉で聞いても、なかなか理

解しづらいものですから、データとしていただ
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けるものであれば、情報をいただくとありがた

いかなと思っています。大丈夫でしょうか。

○補助者 承知いたしました。

○日高委員長 今、データを資料提出してほし

いという丸山委員の要請ですが、皆さん、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 データをよろしくお願いいたし

ます。

○前屋敷委員 今のに関連してですけれども、

この貨物の量についての見方なんですが、将来

減っていくこともかたく見積もっているという

将来予測も出ていますけれども、今後、貿易自

由化の流れの中で、かなり大きく物流は変動し

ていくことが考えられると思うんですが、その

あたりも試算の中には入っておりますでしょう

か。

○補助者 済みません、貿易の自由化等々の将

来的な影響については、即答はできないんです

が、ＧＤＰ全体というところでは、見通しは含

まれているという理解でございます。

○前屋敷委員 ＧＤＰの中に含まれているだろ

うということですけれど、これは、かなり影響

を及ぼすことになると思いますので、その辺は

やはり、つぶさに情報を収集していただいて、

将来予測はしっかり見通しておく必要があると

思います。

それと、話は戻りますけれども、融資の件に

ついてなんですが、公的資金を県が出すという

立場に立っての議論が、今、進められていると

ころなんですけれども、金融機関からの融資の

件で、県が取りまとめて、主要金融機関の宮銀

と日本政策投資銀行と同等の40億円としたとあ

るんですけれども、この金融機関が40億円となっ

たいきさつといいますか、この額が決まったの

は、どこでどういうふうに、会社のほうから金

融機関には一定の要請をされたのだと思うんで

すけれど、説明資料では、同等の40億円を県が

融資をするということに至ったというふうに読

み取ったんですけれども、その辺のいきさつを、

地元の金融機関の果たす役割のところを、聞か

せていただければと思います。

○穐永代表取締役 金融機関の資金調達、貸出

額をどうするかという部分は、宮崎銀行さんと

日本政策投資銀行さんの２行が中心となってや

られたというふうに思っております。

○前屋敷委員 金額を決定したいきさつといい

ますか、経過は、40億円が決まったという件に

ついてはどうなんですか。要請としては、もっ

と多く融資をしてほしいというふうな。

○穐永代表取締役 行政に要請する額と金融機

関に要請する額が、どうやって決まったかとい

う話になると、金融機関に対しては、120億超、

一番多くて120億円かなと。その割り振りについ

ては、私どもが、この割り振りでお願いします

ということは、こちらからは言えないかなとい

うふうには思っております。

○前屋敷委員 会社のほうから120億円ぐらいか

なということで要請されたわけですか。幾らで

要請されて、金融機関のほうでは限界があると

いうことで決められたのかなと思うんですけれ

ど。

○穐永代表取締役 当初の経緯からいくと、最

初のころは、まだ、総投資額はそこまで行って

いなかったので、金融機関としては100億円とか、

その次が110億円とか―115億円となりました

けれども、最終的に180億円調達しなくてはいけ

ないということになったときに、じゃあ、金融

機関としては120億円、あるいは足らない場合

は123.5億円まで出すよということで、いただい
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ております。

残りの我々が自己資金で調達できない部分を、

最初は50億円お願いしますといったような経緯

でございましたけれども、その割り振りについ

ては、県と市の間でやっていただき、市からは

５億円という結論でありました。

その結論に対しては、私も市からお聞きしま

した。割り振りの部分はそういった経緯でござ

いまして、あと、５億円足りない分は、じゃあ

どうするかということで、市としても責任を持っ

て金融機関に働きかけるということでありまし

たし、その中で、先ほどから言っております、1.5

億円の自己資金が何とか都合ができるかなとい

うようなところで、市が調整をしていただい

て、3.5億円は金融機関がプラスになったといっ

たようなところでございます。結果的に180億円

を調達するのは、金融機関として123.5億円、自

己資金としては11.5億円というようなところで

ございます。

○前屋敷委員 県と市との割り振りの問題とか

ではなくて、金融機関に、もともと、どの程度

の資金を要請されたのか。

金額が高くなって、もう少し必要ということ

は言われたんでしょうけれども、オール宮崎で、

この航路を残そうということに、恐らく金融機

関も入っていらっしゃるし、そして、県内経済

の生命線で、県内の経済を支えるという点では、

やっぱり金融機関もそれなりの責任を果たすと

いうか、努力をする必要が、私はあるんではな

いかと思うんです。

ですから、もともと金融機関には、どの程度

の融資を要請されたのか、限界がこれだから、

もうこれ以上は出せないという理由があったの

か、その辺のところを聞かせていただければ。

もっと協力を、努力をしていただきたいなと思

うものですから、今、議論にありましたけれど、

金利の問題もありますが、たくさん借りれば、

それだけ利息を払うことにもなりますけれど、

それは別にしても、金融機関としての役割とい

いますか、努力といいますか、責任といいます

か、そういったものは求めることが必要ではな

いかなと、公的資金云々の前に思います。

○穐永代表取締役 最初に申し上げましたとお

り、今回の造船の資金は、本来ならば公的資金

をお願いする立場ではないというふうには考え

ております。ですから、自己資金が足りない分

は、金融機関から調達をしたいと思っておりま

す。

ですから、171.5億円というが、我々が見積も

りを出して、積算投資額はこれぐらいだとわかっ

たときは、自己資金以外は金融機関にお願いし

たいとは思いますけれども、金融機関の立場と

しても、いや、そこまではというのがあったと

思います。そういうことで……。

○前屋敷委員 融資については、県も一緒に金

融機関と協議して、同等の40億円というのを決

めたと説明にはあるんですけれども、宮崎銀行

が40億円、それから、日本政策投資銀行も40億

円、その40億円はどうやって決められたのか。

県の公的資金が同じ額になったのが、どういう

経過といいますか、いきさつでそうなったのか、

その辺を聞かせていただけると。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後３時31分休憩

午後３時32分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 資金

確保につきましては、県としても、新会社設立

のときからずっとかかわってきておりますので、
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金融機関との協議については、我々も入ってお

りました。

直接、私が入ることはありませんでしたけれ

ども、担当課を通じてそういった調整といいま

すか、協議は重ねてきたところでございます。

そういう中で、前に、坂口委員からお話があ

りましたように、こういう新規の事業を立ち上

げる場合に、おおむね３割ぐらいは自己資金が

必要だというような一般的な取り扱いがあると

いう中で、自己資金が足りない状況がありまし

たので、そこについては、一定程度、行政の関

与は必要であろうというところでの話し合いは

しておりました。

その中で、逆算していきますと、おおむね７

割というのが金融機関のほうで、120億とか110

億というラインになるということでございます。

そういう中で、じゃあ、行政のほうがどうい

うふうに考えていくのかも、当然、出てまいり

ます。そういった段階で、要請を受けた形になっ

たんですが、県が幾ら出すのかとか、金融団の

中で、メーンのところがどれだけ出すのかとい

う調整は、その中でやっていったわけですけれ

ども、やはり、金融団のほうの120億程度という

数字をどう確保するかということになっていき

ますと、４行が協調融資をするという形であり

ましたので、少なくとも、メーンバンクについ

ては40億円ぐらいは必要ではないかというよう

な議論がございました。

一方で、公的支援のお話の中で、やはり、県

がこれまで主導してやってきた部分もあります

ので、そこについては、やはり同程度のものを

負担してほしいというような協議の中で、メー

ンバンク、県が40億円という規模でいこうと。

そうすると、行政でいいますと、残りの部分は

宮崎市にお願いをしようと。

それから、金融団の残り２行で40億円程度で

調整していこうということで協議を進めたとこ

ろでございます。

○前屋敷委員 じゃあ、金融団からの要請とい

いますか、意向を受けて、宮崎県も同じ金額ぐ

らいにしようという決定をされたということで

すか。２行が40億円、それぞれ準備するので、

宮崎県としてもそれぐらいの融資をしてほしい

というようなことだったんでしょうか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 基本

的にはそういうふうなことであります。

その中で、要請があったからというだけでは

なくて、このプロジェクトを絶対に前に進めな

くてはならないという中で、やはり、主体的な

役割を県としても担っていかなければならない

ということで、そういうような判断になったと

ころでございます。

○前屋敷委員 県も、それなりの役割を果たす

ことは必要かと思うんだけれど、やはりそこは、

金融団にもっと努力、協力を要請することは必

要じゃなかったかなと、私は思います。

○窪薗委員 今の40億円の話なんですが、説明

資料の中に高度化資金のことが書いてございま

す。この資金の流れなんですが、８割を公的資

金として無利子で貸し付けますよという内容で

ございます。

あと残りの８億の財源はどういうふうになる

んですか。フロー図がありますが、これを見て

いますと、８割は貸し付け、もうあと２割を県

ということで載っておりますけれども、この２

割の８億は一般会計からなのか、それともそう

いったお金があるのか、準備があるのか、その

あたりをちょっと教えていただけると。

○長倉経営金融支援室長 この県負担分の８億

円でございますけれども、これは、実際に貸し
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付けを行う予定の令和４年度の当初予算におき

まして、この特別会計に一般会計から８億円を

繰り入れする形で８億円の歳出をするというこ

とになっております。

○窪薗委員 じゃあ、令和４年には、これが一

般会計の歳出として提出されるということにな

るんですか。

○長倉経営金融支援室長 一般会計から８億円

を特別会計に繰り入れる。特別会計としまして

は、一般会計から８億円を繰り入れまして、そ

れと別に中小機構からの32億円、これは制度上、

地方債という形になりますけれども、それを組

みまして、合わせて40億円の歳出を特別会計の

中で組むという形になります。

○窪薗委員 わかりました。

○脇谷副委員長 旧日本カーフェリーが破綻し

て、また、新カーフェリーになったときに市議

会議員でおりましたので、この一連の流れにつ

きましては議会でやっておりまして、今回、改

めて議事録を見ましたら、平成29年度の３月末

には、もう県と宮崎カーフェリー株式会社から

相談を受けたのが最初というふうに、戸敷市長

がおっしゃっておられまして、その後、事業再

生支援の方が入って、それから借金は棒引きに

していただいたというような流れも、全てわかっ

てはいまして、新会社ができるときに、県が１

億円、宮崎市が5,000万円という、株式総数の４

％に当たるということで、３％以上は物を申せ

るということもあり、そういったことを選ばれ

たということなんですけれども、今回、金融機

関と同程度ということで40億円を県が出される

ということで、金融団のほうで、先ほど120億円

の中からメーンバンクと２行という話がありま

したけれど、もう少し詳しく教えていただけな

いでしょうか。

○日高委員長 今のは出資率ですか。

○脇谷副委員長 今回の新船においての貸付金。

○日高委員長 貸付金の割合。

○脇谷副委員長 そうです。

○日高委員長 （発言する者あり）40・40・20

・20。

○脇谷副委員長 40・40・20・20のところ。

○日高委員長 太陽銀行とどっかだね。

○脇谷副委員長 それは、どこの銀行。

○日高委員長 太陽銀行と……。（発言する者あ

り）

○大東総合交通課長 金融団の融資額ですけれ

ども、宮崎銀行が41.75億円、日本政策投資銀行

が41.75億円、宮崎太陽銀行が20億円、県信連が20

億円という内訳でございます。

○坂口委員 だから、全然意思の疎通というか、

統一的な認識を持っておられないけれど、社長

は、最初120億円ぐらいでできるかなと考えて

―これは考えておったという域だと思うんで

すね。進めたら170億円ぐらいかなと、結果的

に180億円ぐらいかなということで、最初は120

億円と思っていたけれど、とても足りんからと

いうような説明もあっているんです。

でも、泣きつくところは公的機関しかないと。

そうなんですけれど、せっかく180億円集まった

と思ったら、１億5,000万円うちにあったという

ことで出して、それをせっかく約束してくれた。

本当にやむなく県に頼むのであれば、その１

億5,000万円は、さっき言ったように安全のため

にとっておくか、それとも県の融資を減額して

くださいと、38億5,000万円で足りますとやらな

いと、何で先ほど説明されるように、本当に申

しわけないけれどもという気持ち、相手はビジ

ネスですよ、銀行は。貸すっていったのなら、

借りるべきですよ。
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だけど、それを、せっかく貸すといったら、

銀行に対して、もういいです、１億5,000万円下

げてくださいと、125億円になっていたわけで

しょう、一回は。今までの説明では。ですよ、

知事の報告では、戸敷市長に出させるようにし

たと、口きかせたと。ところがリスクを一緒に

持ってきたということで、ここは問題視してい

るわけ。

だから、125億円はできたわけです。というこ

とは、県が40億円も、なぜという空気の中で、38

億5,000万円になぜできなかったのかというこ

と、それを僕は一般質問のときからずっと聞い

ているんです。それなのに、何も答えてくれな

い。

加えていうと、こんがらがるのが120億円か

ら140億円というのは、何にもつないで、船が欲

しいけれど、どのぐらいかかるだろうかといっ

て、ひょっとしたら140億円ぐらいだろうかと

いって、それならドッグやら聞いてみようとやっ

たら、これは170億円ぐらいかかるよということ

で、大変だということになった。

そこでもう一回銀行にもっと貸してください

と言わなかったんですかというのが。だけど、

いやその前に、もう我々が180億円をベースに４

・４・４・３グループプラス４、プラス10で話

してみたんですわというから、ここも時間的に

いくと、ちょっとおかしいんですよ、本当は。

だから、そこらをこの場で払拭しましょうね

と。だから、本当のことを言うっていうとおか

しいですけれど、やっぱり、答えは一つじゃな

いとおかしいです、ぐるぐる変わってきて。そ

して、さっきから言うように、まずは株式の持

ち合いを２対１にしたところから始まってきて

いて、そこでなぜ、知事が俺が40億円出すと、

その時点でうまくいけば、市はゼロで済んだん

です。170億円で終わるかもわかんないと言われ

るんだから。

何でそんなことを県がやるのと。それは完全

にリスクがないということだったら、自己資金

を３割持たないと７割しか貸さないよという銀

行界の常識があるから３割ですといったら、自

己資金じゃないんですよ、これも融資ですよ、

県からの。

これは自己資金じゃないですよ。県が貸すわ

けです。しかも、迂回じゃないけれど、制度を

利用した融資ですよ、公的支援に入る融資。

だから、そこらをぴしゃっと説明しないと、

いかにも自己資金が３割あるから、あとの７割

は金融機関だという、先ほどの次長の説明でも

あるけれど、自己資金じゃないですよ。

それで、じゃあ、これからまた自己資金がそ

ういうことを前提で、そこがなぜ１億5,000万円

を金融機関が貸すっていったのに、そちらに、

商売で金利まで取るところにはリスクも与えて、

県は本当に県費を、先ほど８億円を一般会計か

ら繰り入れるといったけれど、一般会計は県債

かなんか出さないと、そんな金はないですよ、

余剰金は。ここで、金利が発生しますよ。それ

なら、少しでも下げるのが、まず県の努力です。

それが交渉です。

そんなにやって、県を38.5億円に下げる。そ

してまた、それから５億円を仮に持ってきたと

すれば、その５億円も、市と県の責任の度合い

というもので、また話をつけていくということ

とか、やっていくのが当たり前で、それを前提

に、また社長にお聞きをしますけれど、補助金

を２口、国土交通省と経済産業省に申請された。

補助金は最終的にどれぐらい入ってくることに

なるんですか。

○日高委員長 暫時休憩します。
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午後３時47分休憩

午後３時47分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

○補助者 それではお答えいたします。

国土交通省の内航補助事業のほうが、トータ

ルで3.9億円。経産省のＳＩＩの補助金のほうが、

トータルで6.7億円となっております。

ただ、この両方の補助金は、単年度ごとの交

付になりますので、今、確定しているのは初年

度ということになります。この後の年度は、そ

れぞれの年度ごとに国家予算が決まりますので、

それに応じてこの金額が、また審査されて支払

われるという形にはなっていきます。

もう一つ条件がありまして、ここには省エネ

率というのを入れておりますので、そういった

ものをきちんと達成していくことが前提となっ

ております。

○坂口委員 それでいいんです。ただ、油の見

通しを三十何カ月やられたわけでしょう。そう

したら補助金の見通しも立てられて、最後の調

整はそれでいいんです。補正だなんだの調整外。

そこで、最初に言われたときは補助金確定がい

つだったかわからんけれど、10億の時点か11

億5,000万円の時点かわからんけれど、３億9,000

万円を引いたものは自前のお金ですよね。それ

に３億9,000万円を足して10億になったのか、11

億5,000万円になったのかわかんないけれど、３

億9,000万円。

だから、今後来るものもそこに入れて、さっ

きから言うように、またリスクを抱えるよりも、

それはやっぱり県と市の融資の分―銀行を減

らすんじゃなくて、銀行を減らすといった１

億5,000万円も、一旦約束したんだから、銀行は、

それはやっぱりだめだって言えば、125億にまた

戻しますよ。彼らは商売だから。

だから、その１億5,000万円、銀行のまた抑え

てくださいなんて、7,500万、7,500万ずつ２つ

のメーンがやったみたいだけれど、足して１

億5,000万円、やっぱり、またかさ上げさせて、

県のリスクを下げる努力は、県の努力というか、

これは県の責任ですよ。そうでしょう。

足りないといったときに、国庫補助金は計算

に入れていないじゃないですか。その後、決まっ

て、これだけ余計にいきますとなったら、それ

は借入金、それも金利もとらない、むしろ金利

を負担してあげるっていう、まずは宮崎県、40

対５なんていうとんでもない数字の40億円を減

らす、ここが基本ですよ。

本当に県民の皆さんに、本当に申しわけないっ

ていう姿勢で、フェリー会社が頼まれるんなら、

それは言っていることとやることが、全然違い

ます。うがってみれば、銀行の味方みたいなや

り方ですよ。どうなんですか、これも副知事が

責任者として、やっぱり県の立場で。

○郡司副知事 1.5億円の取り扱いについては、

御主張のとおりだと思いますので、これについ

ては金融団、銀行のほうと、再度調整をさせて

いただきたいと思います。そのようになるよう

に、頑張って交渉したいと思います。

○坂口委員 さっき言ったように、船を受け取

るまでには、補助金は最終額が決まって交付さ

れるわけだから、それもかさ上げしてです。返

す額はです。

だって、準備している金と10億円は、その時

点で言われたんだから、この次に来る分は、も

うそれ以上、自己責任にしないで、180億円と見

通しが立ったんだから、さらに、今度は会社で

また金が出てきたなんて作業は、もう必要なく

なるわけだから。それは、やっぱり県の40億円
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を少しでも減らさないと。

その前に、県はまず、40対５、この根拠、こ

れは県民は納得しないと思うんです。だから、

聞くところによると、９日が市議会の採決日ら

しいから、それまでに市との、この全県、オー

ル宮崎の考えとメリットを受ける宮崎市、株の

出資割合に応じた責任の履行、やっぱりこれも

県の立場で県は話すべきです。

これは会社の責任じゃないと思います。公的

支援を50億頼むって言われた、だから、それを

どうやるかは県と市の、河野知事と戸敷市長の

話だと思うんですけれど、２回会われて、こん

な子供の使いじゃだめですよ。僕はそんなふう

に思うな。

○日高委員長 今の坂口委員の質疑については、

私が受けとめて、次に行きます。

ほかにございませんか。

○脇谷副委員長 さっき、各銀行からの出資額

をお聞きしましたけれども、今年度の市議会に

おいて、戸敷市長は、要請があれば将来的な収

支の見通しや、県による支援の内容等を踏まえ

て、必要に応じて、何らかの支援策を検討して

いくと答弁されているんですが、新会社におい

ての出資比率が、県が１億円、宮崎市が5,000万

円ということを考えれば、県が40億、そして市

が５億というのは、ちょっと余りにも差が大き

いんじゃないかというふうに、やっぱり皆様方

も思われると思っております。

元市議会議員とすれば、例えば、こちらのほ

うでもっと出すべきだとは、なかなか言えない

もので、（発言する者あり）なかなか言えないも

のですから、（発言する者あり）いやいや、市議

会議員としてだったらですよ、だったら言えな

いものですから、市長が何らかの形で幾ら幾ら

というふうに言われれば、それを検討すること

になると思うわけです。

ですので、どうして自分のところは40億出す

から、市は10億をお願いと言われたのかなと思っ

ているんですけれども、その点についてはいか

がでしょうか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 先ほ

ども御説明いたしましたように、180億円という

資金枠を全体として確保していく、そこに県と

しても主体的にかかわっていかなければ、これ

は成り立たないという状況がありました。

そういう中で、メーン行と話をする中で、全

体枠をそれぞれを考えていったときに、やっぱ

りお互い40億円程度ぐらいのものを考えないと、

これはまとまらないというふうなところがあり

ましたので、そこのところは、それぞれのそう

いう考え方の中で決めたというところになりま

す。

その上で、公的資金の支援が50億という要請

がありましたので、そこに対しては、やはり一

番恩恵があるといいますか、かかわりの深いと

ころでありますので、宮崎市のほうに、残りに

ついてはぜひお願いをしたいという流れになっ

たところでございます。

○脇谷副委員長 わかりました。

○坂口委員 今のは、もう政治判断の域ですよ

ね。事務レベルの域ではないです。だから、あ

とは知事の言質をとるしかないんですけれども、

まずは会社の方をどうされるのかだけでも決め

ていただいたら、県側だけでも。

○日高委員長 まだ参考人招致ですから。会社

側から聞くことは、ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 本日は、大変お忙しい中、集中

審議に御出席いただきまして、厚く御礼を申し

上げます。
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本日、お伺いいたしました内容につきまして

は、この後の審査の参考とさせていただきたい

と存じます。本日はまことにありがとうござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後３時57分休憩

午後３時58分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

午後４時になりますので、延長したいと思い

ますが、皆さんよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 再開を午後４時10分といたしま

す。暫時休憩いたします。

午後３時58分休憩

午後４時10分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

引き続き議案の審査を行いますが、昨日要求

した資料についての説明をお願いいたします。

参考資料の長距離フェリー会社の経営状況、

農林水産業及び製造業の産出額・総生産額、就

業者数、これについては、もう既に参考人招致

のほうで説明を行いましたので、３ページから

の知事と宮崎市長との会談について説明してい

ただいた後に、先ほど丸山委員から要求があり

ました資料につきまして、かいつまんで説明し

ていただく流れでお願いいたします。

まず、この知事と宮崎市長との会談について

説明を求めます。

○大東総合交通課長 それでは御説明いたしま

す。

資料の３ページ目になります。知事と宮崎市

長との会談（要旨）①でございます。

日時が、令和元年10月26日のものでございま

す。

要旨（１）知事からの要請でございます。

知事からは、２行目にありますけれども、フェ

リー会社からは50億円の行政支援の要請があっ

たと。県といたしましては、金融機関と調整の

上で40億円で考えたいと思っていると。残りの10

億円につきましては、市にお願いしたいという

旨をお願いいたしました。

これに対して、宮崎市長からは、市としては

５億円以外に駅と港を結ぶ道路、こういったと

ころに事業費を投じていると。市からは５億円

プラス従来からのソフト支援、あわせて道路と

いったものを合わせてフェリー支援だと思って

いるというふうな答えがありました。

次の（２）番、起債がふえることについて。

宮崎市については、貸し付けであり、戻って

くるお金ではないかというふうなお話も、知事

からはありました。これに対して宮崎市長から

は、宮崎市が恩恵を受けるというのはあるけれ

ども、宮崎市だけが恩恵を受けるわけではない

というふうな発言がございました。

次に、（３）応分の負担についてでございます。

知事といたしましては、県全体の恩恵という

面から、県としては支援するということ、宮崎

市については、県内市町村の中でも特に恩恵を

受けるということで応分の負担をお願いしたい

というお話。それが難しいということであれば、

市の支援額５億円に加えまして、会社の利息負

担を軽減するといった目的で、こういった支援

を行うという考え方もあるではないか。ほかの

案もいろいろあるはずなので考えてほしい、市

長として受けとめてほしいというふうな発言が

ありました。

市長からは、検討して再度話したいというふ

うなお答えでございました。
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ページをめくっていただきまして、会談②で

ございます。

日時が令和元年10月30日に行われております。

要旨（１）宮崎市長の検討結果といたしまし

ては、11月議会では市としても協力はしたい。

現在、フェリーに対して、約1,000万円の支援を

行っており、港への道路整備を進めている、こ

ういった支援まで含めて考えてほしい。利子補

給も考えたが、これは難しいというふうな回答

でございました。

次に、支援の上積みについてということで、

知事からは、今以上のことは考えられないのか

と。支援の上積み、これは示せないのかという

ふうな問いかけをいたしました。

市長といたしましては、今まで以上に利用促

進の取り組みに努めていきたいと。神戸からオ

リックスファンの利用がふえているので、そう

いった旅客の面での、今まで以上の利用促進に

取り組みたいと。さらに、直接の貸し付けは５

億円、残りの５億円分については、私が金融機

関にお願いをするというふうな回答であったと

いうことでございます。

以上でございます。

○日高委員長 ありがとうございます。

これについて質疑はございませんか。

○坂口委員 くどくなってしまうけれど２枚目

です。結論の1,000万円の支援というのは、具体

的に何をやっているんですか。

○大東総合交通課長 これは、旅客誘致の支援

などを行っていらっしゃると聞いております。

○日高委員長 それを詳しく、もっと具体的に。

○大東総合交通課長 まず、長距離フェリー輸

送力強化対策支援事業といたしまして、団体修

学旅行の利用促進でありますとか、乗用車の利

用促進、神戸航路ＰＲといったような事業とい

たしまして、960万円の予算がございます。

そのほかに、関西誘客プロモーション事業、

これは、特にフェリーの利用者に限った話では

ありませんけれども、カーフェリー利用者に対

する乗船料補助、こういったものも含めまし

て、1,700万円程度の事業がございます。

○坂口委員 それと、新船とは、また別な話じゃ

ないんですか。これは、新船をつくろうという

話で、足りない金をどうしようかという話です

よ。これは宮崎市の振興策じゃないですか。今

までやってきていたんでしょう。新船ができた

らやってあげますということじゃないんでしょ

う。

○大東総合交通課長 今までやってきた事業は

これでございますけれども、今回の宮崎市長の、

今まで以上にというところの意味といたしまし

ては、こういった事業に、さらに上乗せなり別

の事業、どういった事業かという具体的なお示

しはございませんでしたけれども、そういった

ものを御検討いただくというふうに理解をして

おります。

○坂口委員 いや、だからその結果、新船をつ

くるのに、将来これだけ客がふえて、売り上げ

がこれだけ伸びるから、もっと投資ができると

か、自己資金が。そういったことが大人の話で

す。何をどうするかわからんけれど、将来加勢

すると言ったからというのは、これは大人の話

じゃないです。

港への道路整備って、道路整備したからって、

神戸のお客さんが、何でこれに乗るんですか。

それから、利子補給も考えたがというけれど、

どのお金をどうやったときに、何ぼの利子が市

にかかる、それはもう不可能だという、これは

どういうことを市長は言っているんですか。ど

ういうお金をどこから借りて、金利を何ぼ払わ
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なならん。

言いかえれば、ふるさと融資、交付税、そう

いったのを全部整理したら、今の５億円を20年

間で、最終的に市は何ぼ自前で金利を払うこと

になりますか。

○大東総合交通課長 ５億円のふるさと融資の

場合でございますけれども、実質負担額は約375

万円と伺っております。

○坂口委員 それが難しいのに、誘客に950万円

ぐらい、今突っ込んでいるわけでしょう。今度

は、それをさらにやっていく、話が合わんじゃ

ないですか。そこまで、市になめさせたらいか

んよ。そこはどんな話をされたんですか。知事

が行かれたんでしょう。

○大東総合交通課長 この要旨１にございます

とおり、利息負担を軽減する目的で、年間500万

円程度の支援をすることの考え方につきまして

は、この５億円分の融資を会社が受けた場合に、

利子に相当する部分について支援をするという

考え方もあるというふうな提案といいますか…

…。（「今の、ちょっと意味がわからんかった」

と呼ぶ者あり）

○坂口委員 ５億円を貸すことで年間500万円ぐ

らいの支援になるということは、金利がそれだ

け発生しますということでしょう。それは違う

じゃないですか。それこそ大変な利息ですよ。

ふるさと融資にはそんなのないですよ。

さっき言われたように、全体で300万円か400

円万の世界ですよ。そして、今度はそれにかわ

るということだった。そして仮に、年間500万円

もかかる金利を払わないといけないような金を

借りようとしたら、宮崎市は宮崎市で市議会が

あるんです。

一方で５億円を20年借りても、350万円ぐらい

の負担で、５億円を会社に貸すことができます。

今度は県が言うから、違うところから借りたら、

毎年500万円要ります。皆さん、これを可決して

くださいといったら、即座にバツですよ。議会

としてはそれは認められない。同じメリットを

もらうのに、20年で500万円払ったら１億かかる

んですよ。制度を利用しても350万円ですよ。こ

れはだまされたといってもいいと思うんです、

知事は。

それか、あんまり深く考えていかんで、言う

こと言って帰ればいいわという、玄関たたいて、

「こらっ」と言ってから帰ってくるようなこと

ですよ。僕は表現が下手だから、例えが悪いけ

れど。そうじゃないですか。違いますか。

○大東総合交通課長 市とのやりとりの中では、

宮崎市といたしましては、中期財政計画との整

合といったようなところで、やはり、このふる

さと融資としては５億円が限界だというお話で

ございました。

ですので、あと残りの５億円につきましては、

民間の金融機関の融資枠といったお話になった

わけでございますが、当然、そこで会社のほう

が融資を受けますと、利子が発生しますので、

ふるさと融資という方法でなければ、こういっ

た利子相当に資する支援をできないのかという

話を、知事からは申し上げたということでござ

います。

○坂口委員 だから、そこ自体が間違いで、い

や、俺はそんなことを言っていない、ふるさと

融資で20年間で350万円ぐらい覚悟してくれよ

と、あんた、キャンプ一つ呼ぶのにも、東京行っ

てビラ配れば、もうそれだけで1,000万円、2,000

円万かかるではないかと、今、あなたが言って

いる支援というのはとか、そういう話を詰める

のが大人の話です。

そこらまでやられたのかということと、仮に、
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わかった、利子補給も俺がやると市長がそこで

約束してくれたら、それは市議会は認めるわけ

にはいかないということですよ。

20年で350万円しかコストがかからんのを、毎

年500万円を知事と約束してきていたら、そんな

馬鹿な議案は通さんというのが、今度は議会の

立場になりますよということです。通せないん

ですよ、通そうといったって。費用対効果は同

じで、費用は何十倍も要るとなったら、そこで

うまくすり抜けても、監査で引っかかりますよ。

だから、こんな議題が出たときに、それは違

うぞ、俺が言ったのはこうだ、今度は、財政硬

直度も、県が92％、市が85％、そこらを比べて、

うちはもっと苦しいという話もできたでしょう

し、どうしても自分の公約にこだわるんだった

ら、行政がよくやる、本当に上手な手段として、

年度初めに借りて、決算時に返して、また次の

日に借りる、一切、帳簿に残らないじゃないで

すか。最終的には20年で350万円の、そして言っ

たように、これから固定資産税は２億円も３億

円も入るんですよ。

だから、宮崎市は、よそもその利益を受け取

るじゃないか、県もというけれど、桁違いの利

益です。逆に言えば、ここで新船ができなかっ

たら、あなたのところにこれから20年、あるい

は25年かけて入るはずの２億5,000万円なり３億

円の金は入りませんよということ。350万円出す、

そして２億5,000万円ももらうのと、どちらが得

なのか。そんなもの要らない、やりくりもやら

ないと。

会計年度で終わる、特別会計から持ってくる

なり、ふるさと納税から持ってくるなり、借り

て、決算までに返せば、一般会計の借り入れの

残には残らないです。そして、また日にちが１

日過ぎたら借りればいいだけ。やりくりだけれ

ど、行政はこんなの上手じゃないですか。

○日高委員長 ちょっとこれ、郡司副知事、答

えられます。

○坂口委員 いや、だから、そういう交渉まで

やってくれと言っているんですよ。もう、これ

は返事して帰っているけれど、まだだめだと。

そして、委員会の採決日が、９日でまだ日にち

もあるし、11日が本会議で議案の採決になって

いるし、日にちがあるから、ぎりぎりまで努力

をしたらどうですかっていうことです。

そして、マックス40億円としているのを、減

らしていけばいいだけのことですよ、こっちは。

それでも決めざるを得ないなら、決めてでも、

それはまた、こっちが知恵を出して、いろんな

ことを、そこにくっつけますよ。そういうこと

ですよ。

でないと、これは本当に大人の会話じゃない。

本当にむちゃくちゃやられていますよ。これ、

ひょっとしたら５億円は、県がさらに経営に重

点を置けば、45億円貸してでも利子負担のリス

クを高めさせないほうが、まだいいかもわかん

ないですよ。長期的な視点から見ると。

そして、それができないということで、今度

は造船所とやるなり、170億円から180億円と言っ

ているんだから、170億円も根拠があるでしょう。

何かわからんけれども、また、ツケにならんな

る可能性があるから180億円と言っているんだか

ら、もう今、法的にクリアできて、安全に、そ

して商売にも差しさわりがない170億円でいこう

という方法もあるでしょう。

これはおかしいですよ。市との話し合いが、

これではだめですよ。そして、180億円かかるは

ずのを170億円にして、その10億円を県から減ら

させる、さっき言ったように、補助金も減らさ

せる、そして限りなく県のを20億円ぐらいに落
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としていく。じゃないと、40対５というのは、

僕はやっぱり宮崎市以外の、児湯の立場からいっ

たら、特に納得できないです。

○日高委員長 坂口委員、またいろんな委員か

ら、いろんな質疑が出ています。トップでしか

答えられない部分が多々あったと思いますので、

委員長２人で相談するので時間をください。

暫時休憩いたします。

午後４時27分休憩

午後４時38分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

先ほど、総務政策、商工建設常任委員会の委

員長、副委員長で、話し合いをさせていただき

ました。

いろいろな質疑において、トップでしか答え

られない部分もあるだろうということで一致し

ましたので、これからの審議の進め方によって

は、知事を呼ぶことも視野に入れて、議論して

いきたいと思います。

委員の皆様、お含みの上、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 そうお含みの上、審議を進めて

まいりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、質疑ございませんか。

○坂口委員 知事を呼ぶなら、やっぱり考え方

だけ聞かせてほしいのと、もう一つ、大方が本

当に大丈夫なのかという心配を、それぞれもっ

ての激論なんですけれど、一般質問で、西村議

員だったかな、債権の保全をどうやるんだとい

う。あれは、副知事が答弁されたものですが、

あのときの答弁が―今、ここにコピーを持っ

ているんですけれど、２つ目に担保権の設定で

す。担保設定、物的担保についての設定は、優

先順位を同順位で、かつ第一位の船舶抵当権と

いう答えがあったと思うんですが、まずその前

に、やっぱり黒木元社長から、今の経営陣です

ね、がらりと入れかえられて、全く経験を持た

れないということと、全く別の世界から、金を

貸すほうから借りるほうに回って、返すための

金を稼がないといけない立場に回られたという

ことで、そこ辺になおさら不安を消せないまま

なんですけれど、一つには、県が積極的に関与

していくとも言われたですよね。

県が積極的に関与していくというのは、経営

方針の決定か何かに決定権を持って、初めて関

与だと思うんです。ただお手伝いしますではな

く、今、ここで説明される関与という言葉の定

義からすると、経営方針なんかにも、県は積極

的に発言して、そこの決定権を持ちますよとい

うぐらいのことでないと、この場での県の関与

ということは言えないと思うんですけれど、そ

こらについては、どう考えておられるんですか。

関与というと、やっぱり人的な体制の中に、知

事の判断を受けて、そこに判断を反映させると

いう立場が一つ要ると思うんです。

○郡司副知事 御指摘のとおりだと思います。

取締役会がございます。社外という形ではあり

ますが、参加させていただいている状況でござ

います。

これまでのいろんな意思決定の中でも、荷主

側の代表が取締役の中にはいませんので、そう

いう意味においては、荷主側のさまざまなニー

ズ、なかなか乗れないのを乗れるように、何と

かしてほしい、船の大きさは変えられない中で、

最大限、たくさん乗れるようにしてくれという

ふうな意見を申し上げたり、乗りおりに時間が

かかり過ぎるというところについて、もっと乗

りおりが簡単にできるようにならないかという
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意見を言ったり、あるいは観光事業については、

船に乗っている、そのときも旅の一つとして楽

しめるような環境をつくってほしいというよう

な意見は、今までも申し上げてきたつもりであ

ります。

今後の話になりますけれども、経営計画がご

ざいます。今回以降は公金というか、県費を貸

し付ける立場においては、しっかりとこの事業

が健全に運営されるかどうかについては、チェッ

クもする必要があると思いますし、場合によっ

ては厳しい意見を述べる場面もあるかもしれま

せん。

私はずっと農政をやっていましたので、荷に

ついては、一方では株主になりますけれども、

経済連さんあたりにも働きかけをして、しっか

りとした運営ができる体制について意見を述べ

ることも必要かもしれません。

そういうふうに取締役会ばかりではないかも

しれませんが、この船が、何度も言いますけれ

ども本県経済の生命線ということであれば、未

来永劫しっかり海の道として機能するように意

見を述べ、時には厳しいことも述べさせていた

だくというのが、私の立場かなと思っておりま

す。しっかり知事の意向も踏まえつつ、そこは

やらせていただきたいと、そのように考えます。

それから、私だけでは、なかなかいかないこ

ともあろうかと思いますので、県から人も派遣

するということも検討の俎上に上げる必要があ

ると思います。

そういう中で、日ごろから県の意向が経営に

反映されるように、あるいは相談役のいろんな

思いもお聞きになったと思いますけれども、相

談役とも常に連携しながら、その思いも実現す

るように、そこは全力で取り組んでまいりたい

という思いであります。

○坂口委員 そのレベルじゃだめだと思うんで

す。例えば、郡司副知事が農業の経験を持って

いるから農業サイドからと言われるけれど、副

知事を出させるとなる、しかも社外となったら、

それは運営方針への発言力は、そう持てないで

す。

まして、県の職員も出すといったら、これは

２年か３年したら入れかえです。先ほどの両社

長の話を聞かれただけでわかったでしょう。こ

こでいかに何が大切なのかと、おられなかった

ですか。これは仏と魂ぐらいの関係だと。そこ

の最高責任者と、これは本当に船員を一人、船

長一人を抜かれたら、瀬戸内海すらよう走らな

いんですよ、この船は。

だから、そんな中で、今度は副知事が誰になっ

たからとか、総合交通課長が誰になったからと

か、そんなんじゃだめだとを言っているんです。

そこらについて、心配は払拭できていないか

ら、心配だといって、今の協議になってきたわ

けです。そんなのは、もう既にやっておられる

ことで、社員が一人、課長だか何だかわかんな

いけれど、行ったって、その人は人事異動で動

くわけです。ポジションとして行かせれば。

プロパーで、これから向こうの社員にかえる

んなら別ですよ。そして、俺は会社の味方じゃ

なくて、県の意向を聞いて、県の代弁者だぐら

いなら別だけれど、それは不可能ですよ。だか

ら、そこを言っているんです。

郡司副知事が行かれるのは大いに結構だけれ

ども、プロパー的立場で、そして県民の総意を

受けた立場で物を言って、それは社長でなくて

もいいかもわかんないけれど、やっぱり社外じゃ

だめです。非常勤でもだめ。何年かでくるくる

変わってもだめだと僕は思うんです。

だから、そこらを言われるのかと思ったです
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ね。県が積極的に関与していって、安全を確保

するんだ、妥当性を現実のものにするんだと言

われたけれど、そういうのが今の体制で心配だ

から、聞いて、いろんな協議をやってきている

わけで、まして、市との比較はできないけれど、

やっぱり経営大丈夫かな、ここらは本当に担保

できるのかなと、これは能力の問題じゃないん

です。

いわゆる、きずなの問題だったり、運命共同

体の問題だったり、船という世界は。そして、

さっきも言われたように、安全は船員の資質で

クリアしていく、事故に遭わないような運航を

これまでもやってきたというけれど、これだっ

て、誰が船長になるかで違うんですよ。

だから、そこらをどう考えられるのかなとい

うのと、知事は政治判断をしたんだということ

に、さっきなったじゃないですか。判断をした

なら、そこらの責任を持たないとだめですよ。

市も説得しきらなかった、それでもやるんだっ

てなれば、そこらをどう知事が考えておられる

んかなということで、これは委員長、やっぱり

知事もお願いしますよ。

それで、そこのところをどうされるかという

のが、ここじゃお答えできないでしょう。どう

ですか。

○郡司副知事 カーフェリーを今からどう運営

していくかにつきましては、黒木相談役のお話

もお聞きになったと思いますけれども、彼が船

員も含めてしっかり掌握する中で、今までの実

績があると、私もそのように思います。

農政水産部にいるときも、四半期に一回は報

告に来ていただいたこと等も思いますと、かな

り、県にもしっかり報告もしていただくし、内

部的な統制もやられていた、そのとおりだと思

います。

そういう中で、本来であればプロパーの、片

腕の人が育っているのが、ベストだとは思いま

すけれども、新しい体制の中で、それがなかな

か見出せないということ等で―社外ではなか

なか毎日行くわけではございません。確かにそ

のとおりです。

人の派遣についても申し上げましたけれども、

人事異動があると言われれば、それもそのとお

りです。

そういう中で、今、私が考えますに、県のＯ

Ｂみたいな形で、農政にも通じた、船のことに

も通じたような方を送り込むとか、そんなこと

を検討しないといけないんではないかというふ

うな思いを、今、お話を聞きながら考えたとこ

ろであります。

今、ここで言えるのは、そこまでであります

が、御指摘の点については、十分胸に刻みたい

と、そのように思います。

○坂口委員 とにかく、僕はそうじゃないと難

しいんじゃないかなと思うけれど、形はいずれ

にせよ、大きな分岐点では、県の判断がそこに

すぽっと入っていくような立場にいないと、経

営に責任を持つとかいうことは言えないと思う

んです。

それが前提での西村議員への答弁だと思うん

ですけれども、先ほどの物的担保については、

他の金融機関と同順位、かつ第一順位の船舶抵

当権を持つ、万が一があったら、県が一番抵当

として船舶をとる、これをやるんだと言われる

けれど、実質的な経営者で入って、株も出して、

そして自分が経営方針を決めて、万が一があっ

たら、県がそんなこと出来ますか。

あんたが決めてきたことに従って、俺たちは

何で何ももらえんのかということで、この答弁

は、法的に成立しないですよ。じゃないですか。
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僕は法律の判断は全くの素人だけれど。

だから、これをどうやって担保するかです。

そうしたら潰さないという見通ししかないんで

すよ。そして、災害や経済事情の著しい変動と

いうとき、これは公共事業で言えば、よほどの

条件があって、初めて、工事中に物が壊れたと

か、そのときにそれはもう精算払でいいですよ

というけれど、これは油が少々上がったとか、

雨がぎょうさん降ったとか、台風が多くて赤字

が出たというレベルではだめですよ。

だから、本当に例外的措置でしかそれを認め

ないぐらいの、そういう事情では、これはその

会社がおかしくなったという事情には、県は申

しわけはしませんよというような、それぐらい

厳しくここを見ておられるのかなと。本会議の

質問で答えられるような、腹を決めての、こう

いう異常事態、非常事態、変動ということかな

と思ったけれど、これも余りにも、そういった

政治的な判断をしてからの、県民の皆さんお願

いします、担保保全はこうやりますと、言うと

きに言えたって、これは本当にこれを適用する

ようなことが仮にあったら天変地異ぐらいです。

その下も同様です。

だから、やっぱりこれは知事にそこの腹決め

を聞かないと。誰を出す彼を出すというような

問題じゃないんです。そういうぐあいに関与し

ていったら、これは主張できなくなるんじゃな

いかなと思うんです。

私は結構でございます。間違いましたという

立場で、どうぞ皆さん、お持ち帰りくださいに

なるんじゃないかなと思うから、メーンバンク

と同じに担保は第一担保で抑えて、その中で、

おまえらは俺がとった残りなんていうことは、

これはちょっと違うぞということで、真剣味が

足りないなと感じたんです、この答弁をされる

ときに。これは、多分、答弁はここじゃ無理だ

と思う。ですから、知事がしっかり、これを県

民に約束しないと。

○日高委員長 坂口委員の、政治的判断を伴う

もの、これはもう政治家しかいないんで、また

その辺もしっかりと受けとめてあります。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 暫時休憩します。

午後４時52分休憩

午後４時53分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

それでは、丸山委員から要請がありました資

料の説明を、かいつまんでお願いいたします。

資料をお配りします。

暫時休憩いたします。

午後４時53分休憩

午後４時54分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

説明の前に、お知らせいたします。ただ今お

配りした資料は、先ほど言いましたように後で

回収しますので、この部屋から持ち出さないよ

うお願いいたします。それでは、資料の説明を

求めます。

○大東総合交通課長 それでは、御説明いたし

ます。

このカラー刷りのＡ４の縦、５カ年長期事業

計画となっているものでございます。

これは、本年７月に、この高度化資金の借り

入れを行うために、会社のほうで事業計画とし

て取りまとめたものでございます。したがいま

して、当時の数値、あるいは計画値でございま

すので、未定のものも多く含まれております。
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それでは、かいつまんで御説明いたしますが、

一応読み込んではおりますけれども、基本は会

社のほうで作成されたものでございますので、

説明が不十分な点があるかもしれませんが、御

容赦いただきたいと思います。

まず、ページをめくっていただきまして、１

ページに２項ずつありますけれども、まず８ペ

ージでございます。

これは常任委員会資料でもお示しいたしまし

たとおり、この会社の事業構成をまとめている

ものでございます。ここにありますとおり、ト

ラックによる収入が非常に大きい部分を占めて

いるというものでございます。

その下、航路の概要でございますが、記載の

とおり宮崎―神戸間を２隻の船で運行している

ところでございます。

めくっていただきまして、現船の状況とかを

記載しておりますけれども、12ページの上段の

ところに現在の運賃あるいは調整金制度がどの

ように運用されているかを示しております。

さらにその下でございますが、長期業績推移

とございますけれども、2007年３月期から昨期

までの業績、それとＥＢＩＴＤＡと言われる償

却前営業利益の推移がどのような状況で推移し

ているかを示しております。これを見ますと、

この調整金の収受が進むにつれて、この償却前

営業利益といったものがしっかりと確保できて

きていることが、この資料からおわかりになる

と思います。

続きまして、17ページでございます。

ここは、当時７月時点での資金計画を記載し

ているところでございます。これは、171.5億円

という積み上げによる資金計画ということで、

このとおりつくられたものでございます。

その次のページから、新船建造に係るいろい

ろな計画がございます。基本スペックでありま

すとか、新船の平面図、断面図、客室構成といっ

たようなところ、ここも一連の内容は常任委員

会資料でもお示ししたところでございます。

23ページをごらんいただきますと、これは委

員会資料ではお示ししていないところで、技術

的な話ではございますが、速力の設定でありま

すとか、推進方式をどういったものにするかと

いったような内容も検討されているところでご

ざいます。

25ページの上段には、省エネ効果ということ

で、ここでは20％という期待値といいますか、

この程度を目指したいという数値で記載してお

りますけれども、実際はここまではちょっと伸

びないというふうな試算を今しているところで

ございます。

その下、航行区域につきましても、今回の新

船について新たに検討されているところでござ

いまして、航行区域を広め、沖合で航行できる

ようにすることで、省エネ効果を最大限にしよ

うというものでございます。これは、黒潮に乗

ることで、燃油を節約しようというプランでご

ざいます。

めくっていただきまして次のページ、スクラ

バーのコスト試算でありますとか、サイドスロ

ープ、これの時間的な比較といったような検討、

あるいは、このオートラッシングをどういった

配置で船に設置していくかというふうな検討が

なされております。

続きまして、32ページからが、今回の新船の

計画概要ということで数値をまとめております

が、詳しくは、別途お配りしておりますこの横

の長い表に記載しておりますので、ここは説明

を省略させていただきます。

その次に、34ページ以降、ここからがいわゆ
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る市場分析、外部環境の分析を行っております。

長距離フェリーの業界傾向でありますとか、需

要傾向、総トン数の状況とか市場傾向といった

ところ、外的環境を会社のほうで分析されてお

ります。

さらに、38ページにおきましては、阪神・南

九州間のフェリー市場の動向、近年ずっと伸び

てきているというふうな分析を行っております。

さらに、40ページからは、貨物と旅客の競合

とのポジショニング分析といったことで、競合

他社との競争状況はどういったところにあるか

というところを分析されております。

続きまして、42ページからは、貨物の生産輸

送動向ということで、ここでは、県産の野菜生

産量とこの会社の輸送実績の推移を記載してお

ります。委員会の中でも御説明いたしましたこ

の経済連の出荷状況の中で、フェリーが占める

割合といったようなところも、ここで分析をさ

れています。

さらに、45ページは原油価格の推移、こういっ

た推移で動いているという分析、これは現段階

では、若干これから下がっているところではご

ざいます。

続きまして、48ページ、ここは本日も議論に

なりました損傷時復原確保に係る規制の内容に

ついて、この時点では、この規制、性能基準、

こういったものが見直しになるとはまだ判明し

ておりませんでしたので、そういった懸念があ

るというふうなことにとどまっている状況にご

ざいます。

さらに、51ページでございます。

ここは、本日、会社のほうもいろいろと御説

明いたしましたけれども、各航路の時間数であ

りますとか、出港時間によるダイヤの優位性と

かそういったものがあるという分析をしている

ところでございます。

52ページ以降は、今度は内部環境分析という

ことで、売上高の構成でありますとか、54ペー

ジ以降は貨物の輸送量と単価の状況、取引先の

状況、こういったものの近年の状況が分析され

ております。

56ページが、例のあふれ台数の状況というと

ころでございます。年間、月間の動きをこういっ

た形で分析しております。

その下、これは電源別にどうなっているかと

いうふうな分析でございます。ここは、単に台

数が乗り切れないというだけではなくて、電源

が不足することで予約を断らざるを得ないとい

う状況がありましたので、こういう分析をして

いるところでございます。

58ページ以降は、あふれ台数の状況でありま

すとか、月別のトラック輸送、曜日別のトラッ

ク輸送の状況、さらに荷物による分析、どういっ

た荷物の中身があるのかといったような分析で

ございます。

62ページ以降が、旅客の輸送量と単価の状況

でございます。ここでは、月別の輸送量であり

ますとか、客室別の稼働率がどうなっているの

かといったようなことを記載しております。

65ページ、ここも旅客１組当たりの乗船人数

がどのくらいかとか、年代別の分析といったよ

うなこともやりまして、こういった検討に基づ

いて、部屋の状況なりを決定しているところで

ございます。その他のコスト分析等を行ってお

ります。

続いて、78ページからが、今回、新船に向け

ての具体的な施策の内容、会社においてこういっ

たことを個別にやっていくということをまとめ

られております。ここに、単価をどうしていく

のかとか、どういった取り組みをしていくのか
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といったようなことを、タイムテーブルも含め

て主要施策を取りまとめております。

めくっていただきまして、86ページでござい

ます。

ここが、貨物運賃をどう見込むかといったと

ころの検討資料になってございます。

87ページに、これは常任委員会資料でもお示

しいたしましたけれども、いわゆるあふれ台数

がどのぐらいあって、それをどのぐらい取り込

むかというふうな試算をしております。ここに

つきましては、別にもう１枚のＡ４の資料、数

値が横に並んでいる資料をお配りしております。

こちらが、やはり新船によって最大限の効果、

新船就航後に台数がふえることで、あふれ台数

を取り込んで最大限の効果がまずは大きく出て、

その後、徐々に人口減少、あるいはＧＤＰの低

下によって荷物が減っていくというふうな試算

をやっている表なんですけれども、ここでどう

いった試算をして、この運賃収入がふえるかと

いうふうな前提条件を書いております。このク

リーム色のところですけれども、新船就航後の

貨物量―過去平均の実績台数が７万370台にな

りますけれども、これに対して、あふれ台数を100

％、目いっぱい取り込んだといたしまして、さ

らに、下り便についても、そのあふれ台数の４

分の１、往復利用のお客さんを開拓するという

前提に立ちますと、これを足しますと約７

万8,000台のトラックを新船就航後は乗せられる

であろうと。そこをピーク点といたしまして、

そこから徐々に貨物量が減っていくのではない

かということで、減少率を掛けて、全体のこの

傾きを設定しているということでございます。

その傾きを設定した結果、令和22年、23年の

水準をベースとして、全体のトラック台数とい

うことで設定したと。それが、この掛け目85％

程度の需要をまずは取り込むというふうなとこ

ろで、かた目に設定したというのは、こういう

理屈といいますか、試算で設定しているところ

でございます。

本体の資料に戻りまして、次のページからが

旅客運賃の収入を見込んでおります。これは御

説明いたしましたとおり、現行の水準を維持す

るという考え方で試算しているものでございま

す。

その下から、ＰＬ計画、損益計算の計画でご

ざいますけれども、これもせんだって、別途資

料をお配りしておりますので、省略いたします。

そのほか、93ページには備品とかそういった

ものの費用でありますとか、他社から聞き取り

した結果の、標準的な追加工事にどのくらいか

かっているかという試算、さらにサイドスロー

プの試算といったものも記載しております。

96ページ、97ページに国庫補助金の申請計画

を取りまとめております。金額については、先

ほど会社から説明があったとおりでございます。

あと、もう一つ、Ａ３の横の損益計算書、数

値計画の概要を添付しております。これは白黒

版がこの事業計画でございます。171.5億円、積

み上げた額ですけれども、それによる収益計算

でございます。私どもが御用意した資料よりは、

細かな費目が記載されているものでございます。

もう１枚、カラーのほうが資金計画、最大180

億円の借り入れを行った場合の、これは償還計

画あるいは減価償却の部分が変わるところでご

ざいますけれども、こういった試算を行ってい

るところでございます。

説明は以上でございます。

○日高委員長 ありがとうございました。

委員に申し上げます。17時15分になります。

このまま延長しますか、それとも一旦休憩いた
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しますか。（「延長」と呼ぶ者あり）

では、延長したいと思います。

それでは、質疑はございませんか。

○丸山委員 この資料で、ダメージスタビリティ

ーの話は非常に重要だと思っているんですが、

これは出さないでほしいというのが、宮崎カー

フェリーからあったのでしょうか。これを12月

までに契約しないと厳しいというのが、我々よ

うやくわかったものですから、もう少し早く説

明してほしかったなと思っているのですが、そ

の辺ができなかったのはなぜなんでしょうか。

○大東総合交通課長 この性能基準の見直しに

つきましては、そういった動きが国においてな

されているといったようなことは、当然、会社

においても認識されておりますし、きょう相談

役の話でもありましたし、私どもとしても、そ

ういった動きがあることは認識していたわけで

すけれども、会社がこの事業計画を作成するに

当たりましては、きょうの相談役の話でもあり

ましたけれども、この新船が、今の基準に基づ

く復原性能、そういったものは満たすものであ

ること、そういったこともあって、会社として

はその基準に対応するような設計はしないとい

いますか、そういったような御判断をされたと

いうふうに考えており、それは当然コスト等の

比較もあったと思いますけれども、そこは会社

の御判断だったのであろうというふうに認識し

ております。

○丸山委員 この場でまだ会社のも聞いていな

かったですが、今の２隻の船ですよね。新船が

出来上がったら、外国かどこかに多分売ります

よね。その辺の資金計画とか、そういうのはこ

の中に載っているんですか。

○大東総合交通課長 横長の資料がありますけ

れども、40番、経常利益という欄がありますが、

ここの右をずっと見ていただきますと、特別利

益といたしまして、この右側の前提条件という

ことで売船、９億2,400万円というのがございま

す。この金額を現在見込んでいるところでござ

います。

○丸山委員 ９億円を、資金的にどう回してい

るんですか。

○大東総合交通課長 当然、売却につきまして

は、新船が就航してからということになります

ので、現在、まだ具体的にそのお話が進んでい

るわけではありませんけれども、この売却益に

つきましては、現在の借り入れ、今の船を買い

入れたり、この新会社を立ち上げるときに借り

入れをしていますけれども、その返却財源に充

てるということで聞いております。

○丸山委員 今の会社の借り入れの話があると

いうことが、まだ、よくわからないものですか

ら、今の新会社には幾ら借り入れがあってとい

うのも、少し説明していただかないとわからな

いものですから教えていただきたいと思います。

○大東総合交通課長 今の会社は、立ち上げる

際に、前会社を清算いたしまして、新会社を立

ち上げました。その際に旧会社から船舶を買い

取っております。その際に30億円の借り入れを

して船を買い取ったり、その事業の買い取りを

しております。その30億円の返済が今も続いて

いるわけですけれども、その財源に、この現船

の売却益を充てることになっております。

○丸山委員 今、新会社を立ち上げたときの、

それは2.5％の借金の利子ということでよろしい

んですか。今の30億円を借りたときの利子は2.5

％だから、それが引き続き2.5％につながってき

ているという認識でよろしいですか。

○大東総合交通課長 新会社の際の30億円につ

いては、2.5％という利子で借り入れております
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が、その金利額がそのまま適用されたというわ

けではないと思います。それはあくまでも金融

団との交渉の中で、そういった水準になったと

思います。

○田口委員 先ほど、売船で９億2,400万円とい

うことでしたが、ちょっと教えてください。そ

の隣に書いてある内航省エネ３億9,400万円、こ

れは何ですか。これも売り上げになっています

よね。

○大東総合交通課長 これは、先ほど会社から

も御説明いたしました国土交通省の補助金でご

ざいまして、この補助金の収入につきましては、

この特別利益で計上しているところでございま

す。

○外山委員 １点だけお伺いしますが、最初の30

億の借り入れは幾ら残っているんですか。この

売船でもうチャラになるわけじゃないよね。

○大東総合交通課長 2019年３月期末で25

億3,800万円が既借入分の残債となっています。

○外山委員 随分あるね。

○日高委員長 ほかにございませんか。

○外山委員 もう１点だけいいですか。この１

枚のぺら紙ありますでしょう。検証というやつ

ね。貨物の増減を考慮というやつで、この現預

金というのは何でこんな大きい数字が残るの。

売上高があって運賃収入があって、経常利益の

下に現預金、これ現金預金という意味でしょう。

○大東総合交通課長 この試算におきましては、

これがまさに次のリプレースの財源となる現預

金、内部留保となるわけでございますが、実際

に、その前に大規模な修繕といった資金需要も

考えられますし、あとは、一定の資金がたまっ

た段階で繰上償還とか、そういったことも今後

は検討されると思います。

○外山委員 最後にもう１点だけ。年間61億円

ぐらい、月５億円の売り上げで減価償却して、

一般の管理費を払って返済もして、燃料を30％

払って、余るのかね。

○大東総合交通課長 収支計画でございますが、

このとおり順調にいってといいますか、トラッ

クもしっかり確保できて、燃油価格の大変な高

騰といったようなものもない、この想定内にお

さまるといったような場合には、こういったこ

とになるという試算でございます。

○外山委員 ついでにもう一つだけ。もう十分

わかっていると思うけれど、この業態の会社の

場合には、トラックを160台積んだら、売り上げ

を上げるためには値上げしかないんですよね。

毎回160台積んで、１万円なら160万円ですけれ

ども、売り上げを上げるためには２万円にすれ

ば320万円に上がるわけで。将来これが値下げ競

争とかで値下げをしたりとか、要領のいい営業

をしないと厳しいのは厳しいよね、実際。もう160

台というキャパは決まっているので、１台１万

円で160万円。それ以上はどうもならないわけよ

ね、あとは２万円に上げるといったら売り上げ

は倍になるけれど、非常に状況の変化で厳しい

ですよね、数字は。そのために企業努力をして、

そうならないように各社頑張っているんです。

これはこの会社に限らず全ての事業者がそうな

んですけれど。結構です。

○山下委員 カーフェリーの宮崎港の土地、今

本社が入っているところは、マリンエキスプレ

スの時代だったと思うんですが、レストランと

かありましたよね。私たちも子供が小さいころ

船にということで、レストランに行くのが楽し

みで行ったことがあったんですが、今、債務整

理されて、宮崎カーフェリーがスタートした。

そのときの土地の所有、そこ辺が今の宮崎港の

中にあるんですか。ちょっとわからないものだ
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から。

○大東総合交通課長 特にこの宮崎カーフェリ

ーの土地というものはございません。

今の社屋が入っているところは、県から借り

ているものでございます。

○山下委員 じゃあもう全然土地としての資産、

建物もないということですね。

○大東総合交通課長 ないと聞いております。

○山下委員 わかりました。全て県の土地。

○大東総合交通課長 宮崎港は県の土地と県の

建物でございます。

○山下委員 わかりました。

○丸山委員 この縦長の中で、上から４つ目ぐ

らいの備考欄の前提条件のところに、ドックは

５年サイクル、荒天候欠航12便を想定と書いて

あるんですが、これは５年ごとに多分ドックに

入ったりする、台数が減ったりとかそういう計

画がないんですけれど、かた目に見ているから

これで大丈夫ということなのか、どういうこと

かちょっと説明していただきたいと思います。

あと、本当に、毎年台風とかで12便ぐらいし

か欠航がないということでいいのかも教えてく

ださい。

○大東総合交通課長 旅客船を運用していくに

当たりましては、定期的にドック入りをしない

といけない決まりがございまして、毎年のドッ

クと、５年ごとに長期ドックに入って点検を受

けることが定められているようでございます。

あと、欠航等につきましては、過去の実績か

らこのぐらいというふうな平均値として、今こ

の欠航便数を想定しているところでございます。

○丸山委員 ドックに５年ごとに入れば、その

５年ごとには台数が減るのではないかというこ

とに計画上なっていないものですから、かた目

になっていますよね。（発言する者あり）なって

いるか。便数5.5と書いてある……。

○大東総合交通課長 この表の４番目、５番目

のところですけれども、４番目のところに便数

とございますが……。

○丸山委員 なっているんだけれど、乗ってい

るトラック台数は７万5,000台でずっと一緒なん

ですか。上限があるけれど、台数では７万5,000

台来るということでいいわけですね。

○大東総合交通課長 台数につきましては、７

万5,000台程度ということで、数字としては丸め

ているといいますか、端数は表示していないと

ころでございます。

○日高委員長 だから、あふれ台数といったら

説明してもらわないとわからん。

○丸山委員 計算上もそうせざるを得なかった

ということ。

○日高委員長 それ違うよ、もう一回言い直さ

ないと。

○丸山委員 これで見ると……。

○日高委員長 あふれ台数と言ったね。

○丸山委員 さっき何て言った。これと４日間

（「７万5,000台や」と呼ぶ者あり）４日ですよ

ね、４便、４日間。４日間でできる……。

○大東総合交通課長 済みません、この表であ

りますこの便数につきましては、この右にあり

ますとおりドック入りでありますとか、あと荒

天時の欠航といったようなことを想定して、便

数は変動させておりますけれども、このトラッ

クの台数につきましては、先ほど御説明いたし

ましたあふれ台数の85％を掛けた数字、これで

横に引っ張った数字、これは一定の数字という

ことで置いているところでございます。したが

いまして、各年のこの便数掛ける台数という積

算にはなっていないということでございます。

○丸山委員 平準化台数ということ。平準化台
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数で計算せざるを得なかったということ。

○日高委員長 ほかにございませんか。

○窪薗委員 先ほど出ました国土交通省の補助

金の話なんですが、この収支の表にそういうの

は計上されていないみたいですが、やっぱりこ

れはまだ当てにならないというか、わからない

うということですか。

○大東総合交通課長 この表の41の行でござい

ますが、こちらに国土交通省の補助金３億9,400

万が含まれているところでございます。

○窪薗委員 ３億9,400万が。先ほどの説明では、

国土交通省が3.9億、経済産業省が6.7億という

ことですが、ちょっと計算が合わない。余って

いるんですか。

○大東総合交通課長 この試算におきましては、

国土交通省の補助金3.9億円のみを試算の中に入

れているということでございます。

○窪薗委員 もう一つの6.7億円は入っていない

ということですね。

○大東総合交通課長 そのとおりでございます。

○窪薗委員 その理由は。

○大東総合交通課長 この７月時点では、この

もう一つの補助金については、まだ交付決定を

受けておりませんでしたので、そこは計算に入

れていないところでございます。

○窪薗委員 今後はどうなんですか。

○大東総合交通課長 本年度分については交付

決定を受けておりますけれども、今後について

はまだ未定というところでございまして。

○窪薗委員 未定。

○大東総合交通課長 はい、予算が決まってお

りませんので。

○窪薗委員 いいです。

○日高委員長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 この後、一回休憩をとります。

暫時休憩いたします。

午後５時30分休憩

午後５時32分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

委員だけ残ってください。

暫時休憩いたします。

午後５時32分休憩

午後５時50分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

委員協議で諮りましたとおり、知事をこの合

同審査会にお呼びして、質疑応答をしていくと

いうことでやりたいのですが、皆さんよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにやりたい

と思います。よろしくお願いいたします。

時間については、これから要請しますので、

各会派に御連絡いたします。よろしくお願いい

たします。

暫時休憩いたします。

午後５時51分休憩

午後６時45分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

知事がお見えになっております。知事の入室

を認めます。

暫時休憩いたします。

午後６時45分休憩

午後６時45分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

本日は、知事にこの合同委員会に出席してい
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ただきまして、どうもありがとうございます。

このフェリーの40億の貸し付けについて、ま

た、フェリーの全体像の中身につきまして、い

ろんな技術的なところ、数字的なところ、委員

会を通して十分審査してまいりました。しかし

ながら、委員会といたしましては、知事が宮崎

市長との会談で行った40億円の県の出資と宮崎

市の出資が余りにもかけ離れているのではない

かという、そこの根拠がないというところが一

つ議題に上がりました。その辺の説明をお願い

したいということと、あと、銀行側の金融団の

利息につきましても、2.5％と高い利息でありま

す。これをもっと引き下げられなかったのか、

そういった問題もあります。こういった問題に

つきましては、行政からの答弁では十分耐えら

れない、これにつきましては、やはり知事の政

治判断としてしっかりと受けとめて、知事がそ

こでどういった判断をされたのか、そういった

ところをお聞きして、採決の判断材料にしてい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。

○河野知事 失礼いたします。この大変重要な

問題につきまして、さまざまな面からの御指摘、

御指導に心より感謝を申し上げます。

このフェリーの重要性に鑑みて、これまでさ

まざまな形で取り組みを進めてまいりました。

最終段階の新船建造に向けての調整、今、委員

長から御指摘がございましたが、金融団との調

整もございました。さらには、宮崎市との連携

というところでも、さまざま事務的に話を進め

るとともに、特に宮崎市との分担、役割の調整

につきましては、会社からの約50億円の融資の

要請を受けて、これを県と市がどのように担っ

ていくのかということで、事務的な積み上げに

加えて、私も市長と二度にわたり直接会談させ

ていただいたところであります。その会談の要

旨につきましては、資料として配付させていた

だいているところであります。

事務的に積み上げる中で、宮崎市としても財

政運営、その他さまざまな事情を考慮する中で、

県の要請はそのとおりにはなかなか難しいとい

うことで、今回御報告させていただいている内

容での取り組みということでありました。１回

目、２回目ということで、さらに再考を促す形

で２回にわたり会談したところでありますが、

貸し付けという面での10億円はなかなか難しい

というお話、５億円については金融機関への働

きかけを行うということ、それに加えて、さら

なる利用促進策に取り組むというお話をいただ

いたところであります。

今回、このフェリーの新船建造に当たりまし

ては、これまでも御指摘いただいておりますよ

うに、新船建造後の会社の運営、収支の見通し、

そこは大変重要なポイントになってくるという

思いのもとで、県も、市も一緒になりながら、

利用促進策にこれまで以上に取り組んでいく、

これも大変重要であろうかと考えておるところ

であります。

金融団としても、そういう行政側の支援姿勢

を注視しているという状況もあろうかという思

いのもとで、宮崎市長からは、これまで以上に

取り組んでまいりたいというお話をいただいた

ところでありまして、県も一緒になりながら、

さらにそれを進めることで何とか話をまとめて

いきたいということで、残念ながら、当初の提

案どおりの10億円という貸し付けには至りませ

んでしたが、今回の形での協議と相なったとこ

ろであります。

数字の面ではそういうところでありますが、

やはり市としてのより積極的な姿勢を引き出し
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たということ、そして、県としても足並みをそ

ろえながら、さらにそれを強力に進めていく、

また、さらなる市の利用促進策につきまして、

私も責任を持って市に働きかけを続けていきた

いという思いでございます。

金利の問題につきましても、御指摘を真摯に

受けとめながら、将来負担を可能な限り小さく

していくことは、大変重要な課題であろうかと

思っております。これまでさまざまな数字を精

査したところでありますが、この金利負担につ

きましても、今出ている2.5％という数字を可能

な限り低くするべく、さらなる交渉に取り組ん

でまいりたい、そのように考えておるところで

あります。以上であります。

○日高委員長 ありがとうございます。知事の

説明が終了いたしました。

質疑はございませんか。

○坂口委員 支援策はまた別だと思うんですね。

今出ている今後の経営計画で十分黒字が達成で

きると言ったから、これをやるからと。そちら

が死活問題というよりも、我々としては、40億

円と５億円の根拠を知りたいんです。なぜ、宮

崎市が一番メリットがあるのに５億円でいいの

かということと、そこをいとも簡単に……。

それから、代替策でこれからの利用促進策と

言われるけれども、その見通し。どういうこと

をやって、幾らお金をかけて何をやるから確実

にこれだけの上乗せがありますよというものが

ないと、これはやっぱりちょっと違うと思うん

です。精神論じゃないと思うんです。もともと40

億円と５億円というのは、出資金の１億円

と5,000万円から照らし合わせても、どうしても

理解できないのと、2.5％の金利は、よほどのリ

スクを銀行が感じない限り、今のマイナス金利

時代にこんな金利は課さないよなという素朴な

疑問から始まっているんです。だから、余りに

も向こうの言うがままの金利、2.5％を簡単に受

けてしまったんじゃないかとか、その辺のとこ

ろをしっかり、本当にこれ以上ないほど詰めた

んですか、これは命がけなんですよということ。

でも、それがどうしても事務レベルで納得い

く説明ができなかった。これ以上の説明ができ

ないと言われるように、宮崎経済の生命線だと。

だから、説明は尽くせなかったけれども、これ

は私の政治判断なんだ、そして、命がけで必要

と判断したし、命がけでこれをやり遂げるんだ

という、そういったものも含めて、何らかの形

で納得させてほしい。言われる2.5％という金利

の、僕らから言わせたら余りにも常識を外れて

いるような数字で、なぜ2.5％なのかというのと、

なぜ40対５なのかという、そこに至ったものは

何だったのかと。そして、そこで根拠が示せな

ければ、まだまだこれから努力を続けて、これ

を改善してほしいということでの、きょうの両

委員長からの要請ではなかったかなと思うんで

すけれども、今のは経過説明ですものね。そこ

を、どうしていただけるかというのと、やっぱ

りそのことに対して、しっかりと自分の思いと、

我々にこの必要性、これ以上のものはないとい

うことを説明していただきたいということで、

あえておいでいただいたんだけれども。

○日高委員長 待ってください。知事に答えて

いただきます。

○山下委員 一緒でいいかなと思って……。

知事と戸敷市長の話し合いが簡単にまとめて

あるんですが、どれぐらい時間をかけられたか

わかりませんけれども、この中で一つ気になる

のが、カーフェリーに対する支援として道路整

備をやっているんだと。取りつけ道路をです。90

億円かけていますと。相対的な95億円で見てく
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れということが、ここに強く書いてあるんです

が、私も道路はよく知っているんですけけれど

も、あの道路整備が直接、カーフェリーとの関

連性がそんなにあるのかなと。例えば、あれは

ミヤチクのレストランがあるアグリーナから全

部抜いていこうということでしょう。地域的に

も、一ツ葉のあそこの周辺にいろんな企業とか

住宅地がどんどんできていますから。そのため

に必要な道路であって、カーフェリーの位置づ

けにはならないよなと。もしこれが、知事との

交渉の中で大きなウエートを占めているとすれ

ば、私も、ここは大きな疑義だなという思いで

この資料を見させていただいたところでござい

ます。それらも含めてお願いします。

○河野知事 それぞれ御指摘ありがとうござい

ます。

市長とは、それぞれ約30分程度でありますが、

話をさせていただいたところであります。今の

道路につきましては、30分のいろんなやりとり

がある中で、その概要ということで文字に落と

したもので、道路だけが少し目立つ感じの印象

を受けられたかもしれません。道路についても、

もちろん利用促進策にもつながる、さらには、

宮崎市全体の拠点づくりということで、非常に

重要であるというような話があったのは間違い

ありませんけれども、それだけが利用促進策と

いうことではありませんで、これまでも通常ベ

ースでも年間―ちょっと数字は正確ではあり

ませんが―1,000万円程度とかいろんな利用促

進策を行っている。ただ、新船建造後は、さら

にそれに上乗せをしながら、より強力に進めて

いきたいという思いを語られたところでありま

す。

先ほど坂口委員からもお話をいただいたとこ

ろであります、40億円、５億円なりの明確な根

拠をというところでありますが、全体として50

億円という財源を行政で後押しする意味で、何

とか調達する、それが40、10というところで私

としましては提案し、スタートしたところであ

ります。宮崎市におかれては、さまざまな財政

状況―この道路以外にもいろんな大きな事業

が進んでいるというようなお話もいただいたと

ころでありますが―それに加えて、金融機関

の働きかけ、それから利用促進策というトータ

ルのものを、市長としても一回考えてほしいと

いうことでお話を申し上げた―１回目の対談

のときです。やっぱり政治家同士、それなりの

覚悟を持っての協議でありますので、それを重

く受けとめていただいたと思っておりますが、

その上で、やはりさまざま考慮があったという

ふうに思いますけれども、その中で、２回目に

当たっての回答では、利用促進策を含めて、市

としてもしっかり汗をかいていくという姿勢を

示されたということであります。

坂口委員からもいろいろお話がございました

が、やはり知事の立場で、この問題のみならず、

その場その場でさまざまな懸案について、政治

家としての決断、覚悟のもとに決断してきたと

ころであります。この問題は、非常に金額も大

きい、また、本県の将来に向けて非常に大きな

事業であるという覚悟のもとに、これまで新会

社の設立、それから、この新船建造に向けた協

議を進めてきたところでありますが、私も一政

治家としての覚悟で、この新船建造に向けて、

こういう提案をさせていただいているというこ

とでございます。しっかりとその思いというも

のを、ぜひ議員の皆様方には受けとめていただ

ければという思いであります。

○中野委員 今議会にこれが提案されているわ

けですが、これはいろいろ今、坂口委員とか山
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下委員も言われましたが、再度、市長とも協議

されたり、いろいろしてほしいと思うんです。

そうこうすれば、今議会では間に合わないと思

うんです。向こうも今、議会中らしいですけれ

ども、これは何が何でも今議会中に我々が決を

とらないといけないものですか。

○河野知事 全体のスケジュールにつきまして

は、これまでも事務方から説明させていただい

たと思っておりますが、何としてもこの新船建

造を具体化し、より進めていくためには、今、

新船建造に向けた全体のスケジュールを考えま

すと、ぜひ御理解を賜りたいと考えているとこ

ろでございます。そこに向けて、宮崎市との調

整につきましても、相当の覚悟を持って進めて

きたところでございます。

○中野委員 例えば、我々が採決をおくらせた

場合に、どうなりますか。何かスケジュールに

支障は出るんですか。

○大東総合交通課長 新船建造のスケジュール

という意味では、今、知事も申し上げましたと

おり、全体のスケジュールという意味では、先

ほどから申し上げているような問題といいます

か、そういったものがあろうかと思います。し

たがいまして、何とか今年末までに建造契約を

結べるような形で進めていただきたい、進めて

いきたいと考えております。

○中野委員 本年末までに何と言われましたか。

ちょっと耳が遠いものだから、大きな声で。

○大東総合交通課長 本年末までに、建造契約

を会社と造船会社の間で締結をする必要がある

と考えております。

○中野委員 今年中に契約するというわけです

か。

○大東総合交通課長 そのとおりでございます。

○中野委員 今年中に契約するのには、えらい

にわかな提案ですよね。９月議会ぐらいに提案

してもらったら、うんと審議する時間があった

と思いますが。

○大東総合交通課長 金融団との資金計画の調

整とか、そういったものもございました。あと、

燃油価格がはっきりわかるといったこともまだ

ございませんでしたので、いわばこの計画自体

がしっかりと固まるのが、こういった時期になっ

てしまったというところでございます。

○中野委員 本年中に本契約をしないといけな

いということですか。仮契約ですか。

○大東総合交通課長 建造契約、本契約を締結

したいという会社の意向でございます。

○中野委員 本契約をということになれば、も

う仮契約はしてあるんですか。

○大東総合交通課長 仮契約というわけではご

ざいません。まだ造船会社が優先交渉先という

相手方ということになっております。

○中野委員 ドックのことでさっきもあったけ

れども、優先してドックを確保したいというこ

とですか。その交渉はもうしてあるということ

ですか。

○大東総合交通課長 ドックも仮で押さえてい

るという状況でございます。

○中野委員 事前に優先的にドックを使うとい

うことであれば、それはもう向こうも準備をさ

れているんじゃないですか。

○大東総合交通課長 この建造契約を締結する

に当たりましては、やはり資金計画、資金調達

の計画がしっかりできていないと、造船会社と

の契約もできないということでございますので、

それがないと、本契約といいますか、実際の着

工にはなかなか入れないということでございま

す。

○中野委員 ということは、造船会社はもう決
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定しているわけですか。ドックを優先契約とい

うことになれば。

○大東総合交通課長 相手方としては、もう決

めているところでございます。

○中野委員 もう造船会社も相手もわかってい

るわけですね。わかっていて、優先契約を仮契

約でしていれば、契約は仮といえども済んでい

ると思うんです。それを今議会中に決定しなく

ても支障はないような気がするけれども。

○大東総合交通課長 そこは、金融団との融資

のお約束といいますか、そういったものがはっ

きりして、造船会社に対しても、こういう資金

調達ができますということをはっきりお示しし

ないことには、建造契約は締結できないという

ことでございます。

○中野委員 その契約はいつまでに契約したら

オーケーなんですか。契約日は。

○大東総合交通課長 会社といたしましては、

年内にというふうに伺っております。

○中野委員 そうすると、２隻ですよね。一緒

にスタートするんですか。１隻目は早くして、

２隻目は後でということになるんですか。同時

ですか。

○大東総合交通課長 １隻ごとといいますか、

まずは１隻目に着工いたしまして、それを船台

に乗せて建造する。それが終わりましたら、ま

た２隻目に取りかかると伺っております。

○中野委員 １隻目を12月に契約するというこ

とですか。

○大東総合交通課長 契約自体は２隻同時でご

ざいます。工事の工程として１隻ずつというこ

とでございます。

○中野委員 既に１隻目は７月までに契約して

いるんじゃないですか。２隻目を今月に契約す

るんじゃないですか。

○大東総合交通課長 まだ契約はしておりませ

ん。

○中野委員 ただ前渡金を払っただけですか。

○大東総合交通課長 建造契約をお願いすると

いうことで、手付金という形で造船会社にはお

支払いしているというふうに伺っております。

○中野委員 前渡金を既に支払っていれば、本

契約をそう急がなくても、順番に１隻目、２隻

目ということでできるんじゃないですか。

資金的なことも、県の40億円が仮に流れても、

１隻分はしっかりとお金はありますよね。建造

費、合わせて幾らだったかな。171億5,000万円

のうちの40億円ですから、その半分といっても、

１隻分は十分あるということになりませんか。

○大東総合交通課長 その点につきましては、

先ほども御説明申し上げましたけれども、いわ

ゆるダメージスタビリティーの基準の問題であ

りますとか、こういった課題をクリアするため

には、年内中に２隻分の契約を締結する必要が

あるというふうに聞いております。

○中野委員 もう既に１隻目は、造船所でどん

どん仕事とか始めているんじゃないですか。

○大東総合交通課長 そういったことはないと

いうことでございます。

○中野委員 ７月までに契約したんでしょう。

前渡金をいつ払ったんですか。

○大東総合交通課長 契約という形では締結は

していないと聞いておりますし、前渡金の支払

い時期については承知しておりません。

○中野委員 前渡金はいつ払ったんですかと聞

いたんですよ。払った時点が契約ですよね。契

約というのは、文書を交わさなくてもお金を支

払えば、それも契約になると思うんです。だか

ら、普通、土地売買であれば前渡金を払ってお

けば、倍返しとかいろいろありますよね。それ
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と一緒じゃないですか。倍返しをするというこ

とは、契約があったから。口頭でも契約ですか

らね。文書は交わさなくても契約ですよ。この

仮契約で文書がなかったとは言えないと思いま

すが。

○大東総合交通課長 造船会社におきましては、

船台を長期間占有して造船を行っていただくこ

とになります。しかも、その他もいろんな造船

発注の話がある中で、確実にその時期に建造を

将来的に行うというふうな相談をしている状況

でございますので、そこについて、お約束の前

渡金といいますか、そういった形でお支払いし

たというふうに聞いております。

○中野委員 前渡金を払って、もし相手がノー

と言えば、お金を払わないといけないでしょう。

また、こっちが断れば、こっちが払わないとい

けませんよね。普通は契約すれば、頼んだほう

であれば前渡金は流しですよね。相手にやりっ

放し。相手が不履行にすれば倍返しとか、土地

売買でもそうですよ。それと契約とは大体一緒

だと思うんです。だから、そうすると、そうい

う倍返しとか何とかということも含めれば、こ

ういう171億円を超える場合は、ちゃんと契約を

既に交わしていないと、それが仮であろうと何

であろうとおかしいと、僕は思うんです。

だから、言いたいのは、そういうことでどん

どん進んでいて、それで２隻目まで含めたら今

月末かもしれんけれども、これが延びたからと

いって、さっき１隻、２隻はずれるような話も

されたから、今度の我々に提案されたものが、

仮に延びた場合でも、そう支障はないんじゃな

いかなという思いがするんです。それでそうい

う話をしたんですが。

続けて言いたいのは、知事、もっと交渉を市

長としてほしい、金融団ともしてほしい、その

結果を我々に教えてほしい。その後でないと、

我々もこれに対するイエス、ノーを含めての判

断ができかねるという思いが私はするんです。

それで今そういう発言をさせていただきました。

○田口委員 ちょっと確認ですけれども、急ぐ

のは、ダメージスタビリティー、船舶損傷時の

復原力というのが、年が明けたら規制が変わっ

て、お金がかなり高くなるんだということでし

たけれども、きょう説明があったのかもしれま

せんが、仮にこれを過ぎて、このダメージスタ

ビリティーの規制にかかるようになったならば、

１隻当たりどれぐらい割高になりますか。簡単

な見込みでいいですけれども。

○大東総合交通課長 会社から正確な金額は

伺っておりませんが、会社のお話ですと、感覚

的には数億円という規模で金額が高くなると。

さらに、船体の大きさといいますか、幅とかそ

ういったものも設計変更する可能性があるとい

うことで、積載トラックの台数も減少する可能

性があるというふうに聞いております。

○日高委員長 ちょっといいですか、それは大

事なことですから、電話して正確に聞いてくだ

さい。すぐに問い合わせしてください。

○田口委員 トラックの台数まで減るというこ

とだと、これは、ちょっと価格が高くなるだけ

以外の問題もかなり出てきますよね。大事なこ

とを聞くのを忘れて、それが漏れていました。

そうすると、計画もかなり変わっていきます

ね。

○日高委員長 皆さん、質問はいいんですけれ

ども、知事を呼んでいるので、知事に対する質

問をしてください。漏れている分がありました

ら、それは構いませんから。

○田口委員 今のは、年内に急いでやらないと

いけないのか、じっくり審議してやるのか、そ
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のことによって、１隻当たりの価格がどれだけ

高くなるのかという確認でしたので……。だか

ら、年内に急いでやるのか、じっくり審議して

やるのかという確認を含めて、１隻当たりどれ

ぐらい高くなるのかという確認をしたかった。

○日高委員長 大丈夫です。

○坂口委員 さっきの審議で、それは要らない

ということで何も意見が出なかったじゃないで

すか。

○日高委員長 暫時休憩いたします。

午後７時13分休憩

午後７時18分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○武田委員 知事、やはり20年という長い作業

で40億という県民の血税を使うわけです。そこ

で、今回ずっと話があったのが、ちゃんと返し

ていけるのかというのが一番の心配です。そこ

で、現状はまた別に置いておいて、とりあえず11

日が最終日ですので、まだ時間があるじゃない

ですか。この間に、月曜日にでも金融団の方を

呼んでいただいて、そこで知事が交渉するとか、

宮崎市長と会って交渉するとか、ぎりぎりまで

知事の命がけのこの案件に対する姿勢というの

を見せていただきたいと思うんですが、それは

いかがでしょうか。

○河野知事 御指摘ありがとうございます。こ

れまでの御意見も含めてでございますが、改め

て、この事業を何としても進めなくてはならな

い、そういう、一政治家の覚悟のもとに取り組

んでおるところであります。

今の金利の問題につきましては、全体的な資

金の180億円を何とかしたいという思いのもと

に40億円を判断し、金融団との調整のもとに進

めてきたところでございますが、御指摘を真摯

に受けとめながら、可能な限り、少しでも下げ

られるような努力を引き続き続けてまいりたい

と考えておるところでございます。

宮崎市との関係につきましては、利用促進策、

具体的なものを今提示できるところではありま

せんが、ここも一政治家として責任を持って、

市と一緒になりながら、さらなる利用促進、そ

れが安定経営に結びつくような努力を促してま

いりたいと考えております。

○脇谷副委員長 済みません。昨年の12月まで

市議会議員でしたので、市の立場もわかります

し、また県の立場もよくわかります。ことしの

７月なんですけれども、市長がオリックスのキャ

ンプを誘致して、とても観光客が多くなった。

あるいは、アリーナをつくる、アミュプラザ開

業と連動して、都市機能の発展に相乗効果をも

たらすということで、重要なフェリー新船だと

いうふうには言っていらっしゃるわけです。そ

の中で、会談の１番目に、「10億円が難しい理由

がわからない。貸し付けであり戻ってくる」と

いうふうに知事はおっしゃっております。また、

固定資産税も入ります。そういったことで、市

長は何と答えられているんでしょうか。

それともう一つ、市長の態度もよくわかりま

すけれども、どうしてもこの５億円しかだめだ

という、突っぱねられた態度なんでしょうか。

それ以上、中期財政計画があるからだめだとい

うふうに断られて、それでも知事としては納得

するしかないというところにいくのかどうか、

そこのところをお願いします。

○河野知事 ここには、文字として一部だけで

ありますが、さまざまなやりとりをする中で、

何とか10億円というものを、市として責任持っ

て調達していただく必要があると、貸し付けと

いうことで求めたわけでありますが、市として
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は、さまざまな事情を考慮されたのだというふ

うに思います。しっかり受けとめてもらった上

で、10億円での貸し付けは難しい、ただ、残り

の５億円については責任を持って、そこは金融

機関に働きかけて調達を行うというその姿勢。

それから、さらなる利用促進に向けて、これま

で以上に取り組みを進めると、その姿勢を受け

とめたところであります。

○脇谷副委員長 最後の、もうだめということ

で突っぱねられたのかということなんですけれ

ども。つまり、こちらが10億円と言っているの

に、向こうは５億円しか出せないというふうに

言っていらっしゃるんだから、こちらが折れざ

るを得ないところもあるんだと思うんですが。

ただ、そういったところのさじかげんというか、

政治判断というのはどうなんでしょうか。

○河野知事 失礼しました。全体として、この50

億円を行政としていかに後押しするかという役

割分担の中で、40、10というところが出てくる

わけでありますが、10億円について、市として

は貸し付けとしての10億円は難しいということ

で、先ほど言いましたような５億円については、

責任を持って金融機関に働きかけを行うという

ことであります。トータルして、市としてそこ

まで汗をかいて役割を果たしていただけるとい

うことを受けとめたところであります。

○脇谷副委員長 あとは、市長が金融機関にお

願いするという５億円なんですけれども、それ

はどういう意味なんでしょうか。

○河野知事 金融機関との調整のもとで、一定

の金融機関としての融資の姿勢が最終的にある

程度数字が見えてきた上で、さらなる５億円の

融資について働きかけを行っていただくという

ことであります。

○丸山委員 我々が、知事にここに来ていただ

いたのは、政治家として本当にこの議案を通す

気があるのかということを聞きたいんです。

知事には、多分、今いろいろ考えている中に、

宮崎市とか金融団があるから努力するというこ

としか言えないということではなくて、もう

ちょっと踏み込んで、どうしても宮崎の産業の

生命線であるカーフェリーを守らないといけな

いという意気込みが感じられないと思っている

んです。そこが、今の答弁ですと、何か事務的

なことをただ報告しているとしか感じられない

ものですから、本当にやる気があるかどうかを

お伺いしたいと思います。

○河野知事 私としては、先ほど来、さまざま

な判断を重ねる中で、この案件というものは極

めて重いものだという受けとめのもとに取り組

んできた。そして、経緯についてお尋ねがあり

ましたので、御説明してきたところであります。

一政治家として、その生命もかけながら、私

としては、この事業を何としても、宮崎の将来

のために進めていかなくてはならない。そうい

う覚悟のもとに、この議案をお願いしていると

ころであります。いろいろ御懸念の点、その利

率の点につきましても、さらに努力を重ねてま

いりたいと思っておりますし、全体として、安

定経営がなされるよう、また事業を進めるよう、

私としても最大限の努力を図っていきたい、そ

のような思いでございます。

○坂口委員 やっぱり事務方と知事との情報の

共有というか、すり合わせができていないんじゃ

ないか。知事は、戸敷市長が物を言って銀行が

５億円上積みしたと思っておられるんですよ。

上積みしたのは３億5,000万円ですよ。命をかけ

るということは、会社を生かすということで

す。2.5％では命がかけられない、その判断です。

そういうことは、事務方とずっと話してきてい
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て、全て持っていますから、なぜ知事がここに

呼ばれたのかを事務方に聞いて、知事に課せら

れているのは何なんだということを、よしんば11

日までには我々はこれを決めたいな、イエス、

ノーは別として。

けれども、その判断をするのに、どうしても

合理的な説明が足りなかったから、これは知事

が責任を持って命をかけてやるんだろう、必ず

目的は達成するんだろうと、その思いとその根

拠を聞こうとした。そして、一番聞きたいもの

が、何で40対５なのか。得する、一番必要とす

るのは戸敷市長じゃないのか、宮崎市じゃない

のかと。宮崎市が何をするかわからんでぼうっ

として帰ってきて、宮崎県知事、河野知事は命

をかけるけれども、戸敷市長は命をかけている

のと。本当にこれが必要。それと、県と市の連

携がどうなるのかと、こんな難しい事業をやる

のに全く手も握れないような状態じゃないかな

というのが、我々の政治判断なんです。少なく

ともがちっとスクラムを組んで、チーム宮崎と

いうなら、県庁所在地で一番恩恵にあずかる宮

崎市、それから、政治判断をした河野知事、我

が思いを宮崎市長と共有することです。「それが

できますか」というところで、最終的に政治判

断を求める場だったんです。また事務レベルに

戻ってしまうんです。

相手方もあるし、それは、ここではもう決断

は無理でしょうから、そのことをぜひ受けとめ

ていただいて、会期内にはそれに対しての答え

を持ってくるということにならないと、きょう

の委員会は閉じようがないですよ。

○河野知事 御指摘ありがとうございます。そ

の覚悟を持って、私としても残された時間、ま

た最大限働きかけをしていく、一政治家として

の最大限の努力を重ねてまいりたい、そのよう

に考えております。

○窪薗委員 今の金利の話、2.5％なんですが、

これの根拠です。これはどこでどういった形で

決まったものか、それに対して知事がその決定

に入って決められたものなのか、そのあたりど

うだったんでしょうか。

○大東総合交通課長 この金利につきましては、

事務レベルで、金融団との調整を会社とともに

やってきたものでございます。

○日高委員長 憩暫時休憩いたします。

午後７時29分休憩

午後７時29分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○窪薗委員 先ほど政治生命をかけてやるとい

うお話を伺ったところなんですが、じゃあ政治

生命をかけるということが、この金利の問題に

しても、事務方だけでこれを判断したというこ

と自体も、私はちょっと勢いが薄いのかなとい

う感じもしているところです。

ですから、やっぱり先頭に立ってこういうこ

とはやっていくというのが、本当の命をかける

ということになるのかなと思っているんですが、

いかがでしょうか。

○河野知事 御指摘ありがとうございます。そ

ういったさまざまな先ほどからの御指摘を受け

て、最大限の努力をさらに最後の最後まで重ね

てまいりたい、そのような決意でございます。

○外山委員 先ほどの坂口委員の御指摘で、知

事がさらなる覚悟を示されたというところで、

ここで結論が出ないので、宮崎市、銀行、金融

団と相手があることですから、きょうは先ほど

の知事のお言葉で、委員長、閉めてもいいんじゃ

ないですか。知事におかれては。

○日高委員長 ほかの委員は、知事に対して質
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問はもうないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 では、知事、きょうはありがと

うございました。またいろいろと判断材料とさ

せていただきます。

暫時休憩いたします。

午後７時31分休憩

午後７時33分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○大東総合交通課長 先ほど御質問のありまし

た件ですが、会社に確認しましたところ、基本

設計等を行わなければ詳細な金額はわからない

が、全体で10数億円ほど建造費が高くなるとい

うことです。

○日高委員長 暫時休憩いたします。

午後７時33分休憩

午後９時８分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

暫時休憩いたします。

午後９時８分休憩

午後９時９分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

次の、合同審査会は12月８日、日曜日、16時

開会といたします。皆さん、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、本日は、散会いたし

ます。

午後９時９分散会
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午後３時59分再開

出席委員（１６人）

商工建設常任委員会

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

総務政策常任委員会

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（１４人）

議 員 星 原 透

議 員 蓬 原 正 三

議 員 井 本 英 雄

議 員 徳 重 忠 夫

議 員 横 田 照 夫

議 員 濵 砂 守

議 員 西 村 賢

議 員 右 松 隆 央

議 員 二 見 康 之

議 員 野 﨑 幸 士

議 員 山 下 寿

議 員 佐 藤 雅 洋

議 員 安 田 厚 生

議 員 内 田 理 佐

説明のため出席した者

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県副知事 郡 司 行 敏

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

総 合 交 通 課 長 大 東 収

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

議事課主任主事 石 山 敬 祐

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

本日の委員会に１名の傍聴者の申し入れがあ

りましたので、これを認めることといたしまし

た。

令和元年12月８日(日)
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傍聴をされる方にお願いいたします。傍聴人

は、受け付けの際にお渡ししました傍聴人の守

るべき事項にありますとおり、声を出したり拍

手をしたりすることはできません。当委員会の

審査を円滑に進めるために、静かに傍聴してく

ださい。また、傍聴に関する指示には速やかに

従っていただくようお願いいたします。

それでは、私から。先週12月６日、金曜日の

合同審査会において知事に要請いたしました、

県と市の割合40対５、また2.5％の金利の問題、

これが２つ大きく取り上げられたと思います。

これについて回答していただきますが、きょう

は知事にはクールな答弁は求めておりません。

きょうは、政治生命をかけるという意気込みで

来られたわけですから、熱く魂のこもった答弁

を求めたいと思います。私たち議員サイドも、

やはり政治生命をかけるような重い決断をしな

くてはなりません。そのこともお含みの上、答

弁をお願いしたいと要請いたします。

それでは、知事の御回答を求めます。よろし

くお願いいたします。

○河野知事 本日も、宮崎カーフェリーの新船

建造に向けた貸付議案について御審議いただき

ますことに、感謝を申し上げます。また、この

取り組みにつきましては、これまでもさまざま

な面での御指導をいただきましたことを、私ど

もは真摯に受けとめ、さらに努力を重ねていき、

また改めて深く感謝を申し上げたいと思ってお

ります。

今、委員長からお話がございました、前回の

合同審査会の折に課題となっておりました問題、

政治家としての覚悟を持ってぎりぎりまで取り

組みを進めてまいりたい、そのように申し上げ

たところでありますが、宮崎市との調整、それ

から金融団との調整ということで、２点御報告

させていただきます。

宮崎市に関しまして、この２日間も協議を進

めてまいりましたが、きょうは私も宮崎市長と

お会いして、改めてこの取り組みについての要

請、カーフェリーが本県経済の生命線であるこ

と、それを県と市が一緒になって支えていくこ

とが必要であろうと。そして、新船建造に伴う

宮崎市のメリットを考慮したときに応分の負担

をさらに考えていただきたいということで議論

を行ってきたところであります。

きょうも、市長としてもカーフェリーの重要

性、そして市として果たすべき役割を重く受け

とめていただいたものと受けとめたところであ

ります。今、市においても議案が出されている

ところでありますが、貸付金については５億円

―なかなかそれを変えるまでには至らなかっ

たところでありますが、「新船建造後も会社が収

益性を高めることが大変重要であろう。そのた

めに、市としても、これまでも利用促進に取り

組んできた。さらに、それを前に進めて、より

力強く市が後押しをしていく。市としても、市

長としても、責任を持ってそこを取り組んでい

きたい」と、そのようなお話をいただいたとこ

ろであります。

大事なことは、この会社の経営安定につなが

る取り組みをより具体化していただくことであ

ろうかと思っておりますので、私としましても、

市長とのそのような約束に基づいて、しっかり

とそこが具体化すべく後押しをする取り組みを

進めてまいりたいと考えております。

もう一点、金融団との調整についてでありま

す。これは、宮崎銀行と鋭意調整を進めてまい

りました。きょう、私も平野頭取と直接お会い

し、これまでの県議会での御議論、2.5％という

金利についてもお話を申し上げたわけでありま
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すが、改めてカーフェリーの重要性、本県経済

の生命線であることをお互いに確認するととも

に、金融団としてもオール宮崎で一緒になって

そこを力強く支えてほしい、これまで以上に支

えてほしいということを強く求めてきたところ

であります。

平野頭取ともいろいろ意見交換させていただ

いたところでありますが、結論としましては、

県と市もしっかりと支援に取り組む、その後押

しを評価しながら、さらに精査する中で、2.5％

という金利については引き下げの方向で検討す

るということをいただいたところであります。

また、金融団との調整が必要になりますので、

宮崎銀行としては受けとめていただきましたが、

その方向で力強く進めていただけるものと感じ

ております。

以上、宮崎市と金融団との調整につきまして、

今ここで具体的な数字まで含め、また具体的な

事業まで含めてお答えできるようなところでは

ありませんが、それぞれ組織のトップと私が直

接お話することにより、フェリーの重要性、そ

してオール宮崎でそれぞれがさらにもっと役割

を果たしていくことについて確認し、その姿勢

をこうやって御報告することができたと思って

おるところでございます。引き続き、知事とし

ての覚悟を持って、この事業を進めてまいりた

いと考えておるところであります。

私からの報告は以上であります。

○日高委員長 ありがとうございます。

それでは、知事への質疑はございませんか。

○坂口委員 やっぱりもうちょっと踏み込まな

きゃだめというのと、両方ともきょう初めてお

会いになられたのか。２日間あったんですよね。

そして、最初からぽんと解決するような協議じゃ

ないということは想定できていたと思うから、

あらゆる限りの時間を使って何度も重ねられて、

ぎりぎり使われることが求められている宿題だ

ろうと思うんです。その中で出てきたのは概念

だけですよね。どういう形でだと本当に収益性

が上がるのか、幾らぐらい投資しようとするの

か。そうしたら、一番確実性があるのは利子補

給ですよ、これは間違いなく軽減しますから。

そこらまで導かなきゃ、交渉たる交渉じゃない

と思うんです。

経営に対して貢献させる、ものを引き出すと

いうのは、今の時点ではここまででしょうから、

そこを今後どれぐらいの投資をやって、どうい

う手だてを打つんだと。この前も言ったように、

道路を広げるなどと言ったら、これは市の都市

計画事業ですから。だから、そういうのじゃだ

めだということを、一つまた注文を申し上げて

おきたいし、平野頭取とのお話も、下げる方向

というのは当たり前だと思うんですよ。あの新

聞報道を見て一番びっくりしたのは頭取で、こ

れは攻撃されると思ったはずです。だって、７

億5,000万円も民間が出資してくれている事業、

優良企業がたくさんいますよ。自分が借りた金

利と比較したときに、どなたも「ああ、なるほ

どな」と思われた人は……。僕らの近所の人間

でも、2.5％は「今どきこれはあり得るか」と言

いますよ。

だから、例えばなんですけれども、今度、川

崎の用地利用に関しての借地契約を、運送会社

が県と契約されましたよね。ここについては事

業計画を十分精査されたと思います。プロポー

ザルの中で本当にいいのかということを決定す

る。当然、資金計画も見られたと思います。も

し、ここが金融団のどこかと取引があって、融

資を受けていたら、まずその借りた金が一つの

標準になります、ここまで下げろというのが。
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低かったらですよ。

なぜそういうことを言うかというと、会社が

立ち上がって１年余りの会社だというけれども、

そうじゃないんですよ。第三セクターという重

みを銀行は見るべきです。公金をそこに入れる

以上、将来の見通しが立たない第三セクターは

立ち上げられないんです。不毛の投資の可能性

がある限りはできない。これは自治法上できな

いんですよ。だから、法律が保障している会社

に、なぜ2.5％なのかということは、最初の交渉

の時点で本当はやっておかないといけなかった

んですけれども、会社が事務的にやっただけだ

と思います。だけど、今、政治的なことを話し

ているわけですから、政治家として、そして自

治体としてこの金利をどう見るかで、これは具

体的にこちらが数字を示してここまでと言うべ

き。

それから、政策投資銀行は、まさにこういっ

たことを立ち上げて、アベノミクスを後押しし

たり、日本の競争力を高めたり、地方創生に貢

献したりする、それを国策的にやっていく政府

系の金融機関です。ここが2.5％なんて、他の貸

し付けと比べさせるべきです、調べて。なぜ宮

崎のためにあなた方は、こんなにいい加減な

─僕は、いい加減な金利と言い切っていいと

思います。ここらを詰めるのがトップ交渉だと

僕は思います。だから、この次に、また報告し

ていただいて、「ああ、そうか」というところま

で行かないと、きょうのはまだまだ途中経過の、

今の時点でここまで来ましたという域を出てい

ないと僕は思います。そこはぜひお願いします。

お願いしますというか、約束してほしい。

○河野知事 御指摘ありがとうございます。市

長とは直接対談を重ねてきたところですが、ま

だまだ踏み込みが甘いという御指摘、真摯に受

けとめながら、それをより具体的に示していた

だくような努力を、これからも重ねてまいりた

いと考えております。

直接、金利交渉につきましては、今回が初め

てでございます。これも御指摘を真摯に受けと

めながら、私どもが指摘した問題点について、

これも平野頭取がぐっと受けとめていただいた

ものと感じております。それぞれのトップが責

任を持って受けとめて、方向性を示していただ

いた、それを私も協議した本人として、政治家

として、しっかりと具体化すべく、これからも

努力を重ねてまいりたいと考えております。

○坂口委員 本当にそうなんですよ。少し無礼

な言い方になるかもわからないけれども、行政

の感覚と実態の経済というものは、ひょっとし

たら乖離しているのかもしれない。例えば、金

融機関からの借り入れが125億円だとします。５

億円はちゃんと確保させて、123億5,000万円と

いうことに。それを積み上げれば128億5,000万

円になるのかな。125億円で計算しても、2.5％

の20年間でいったら31億2,500万円になります

よ。これを仮に１％と聞くと、やっぱり１％以

下だよという声が多い。仮に１％でいったら18

億7,500万円浮きますよ。そうしたら、新たに15

億円の投資を丸々借り入れて１％で20年かかっ

て払おうと思ったら15億円、新たに投資ができ

ます。その15億円を投資して１％で20年払って

も18億7,000万円、まだ500万円残ります。

それぐらい金利というのは経営に物すごく

─それは必ず払っていかなきゃいけないわけ

ですから。乱高下はある、環境によって、経営

が変わりやすい企業の中にあって20年間。だか

ら、そこを見たら金利の攻防というのは物すご

く大きいです。そして、市が５億円以上出せな

いというなら、利子補給をできる限りの範囲で
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というと、そこはもとに戻って、ふるさと融資

を直接貸し付けるのが市の一番の得策なんです

よ。だから、そこをもう一回しっかり理論的に

詰めていって、市民のために何が一番いいんだ、

県民のためにどれがベストなんだということを

念頭に交渉しないと、何とかしてくれという気

持ちでは、この話はまとまらないし、時間がな

いと僕は思います。

○山下委員 大きな論点は２点ですよね。宮崎

市との問題については、相手も議会があること

ですから、今説明があったとおりだろうと思う

んですが、ただ金利だけ。これをきのうからい

ろいろ折衝されただろうと思うんです。これは

駆け引きですから、具体的な数字は言わなくて

いいんですが、いわゆる値下げの具体的な─

皆さん方、交渉の中できのうから、ここまで引

き下げてほしいという具体的な数字まで提示さ

れていますか。それを確認します。

○河野知事 相手のある話でありますが、私ど

もとしましては、御指摘も踏まえ、しっかりと

そういう方向性も示しながら提案もしたところ

であります。その方向で受けとめていただきな

がら、金融団と引き下げる方向で調整していき

たいということであります。

○山下委員 皆さん方は企業家出身じゃないで

すから。今回７億5,000万円を民間から出資して

いただいた。結局ここまで来られたのは、ここ

１年半ぐらい、さまざまな取り組みをしていた

だいて全部清算してもらった、それから新たに

スタートして新株式会社をつくってきた。その

中で今回、民間の出資もあった。そしてなおか

つ、県を初め宮崎市、さまざまなところが増資

しながら再スタートを切ろうということですよ

ね。皆さん方がどれだけオール宮崎としてこの

事業を推進していくか、この観点に立てば、銀

行側もそこまでおりて最大限、宮崎のために努

力をしたいという、この信念が見えてこないと

だめなんですよ。

だから、皆さん方は交渉の中で、やはり経済

的な観念のもとに最大限の金利引き下げの努力

はするべきです。ぜひ、そのことを具体的数字

交渉をしながら、粘り強く交渉していかないと、

結局、金利が余計にかかることによって何が起

こるかというと、これは必ず荷主に負荷される

んですよね。収益計算書を見たときに、金利負

担を低くしていくことが本来の経済の活性化に

なるわけですから。だから、銀行業界ともその

仕組みをしっかりと議論していただいて、新し

いスタートが、本当によい船出ができるような

体制づくりをぜひお願いしたいと思います。

○中野委員 おさらいのためにもう一度申し上

げたいと思うんですが、この前、資金計画表を

もらいました。きょうもでしたが、きのう、そ

れぞれの関係業者にいろいろ聞いてみたんです

が、まず貨物です。貨物は新船になれば4,000台

は増すということで、乗船率というんですか、

貨物の利用率がずっと続いているんですが、運

送業界の話を聞けば、一部でしたけれども、高

速道路等もきちんと整備され、また今後も整備

されていくということで、やはりカーフェリー

を利用するよりも陸路を利用するほうが非常に

強いと聞きました。だから、今はいいと思うん

ですが、長期的に見て本当に貨物をこれほどキ

ープできるのかなという懸念を、収入の面から

持ちました。

それから経費です。燃料費がずっと最初から

最後まで18億円で変動しないという、これもか

なり議論になりましたが、これは非常に不安定

な要素ですよね。

それから、船員費ということで、給料等の人
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件費がその中心だと思うんですけれども、当初10

年間は固定給がアップするという話でしたが、

今は人手不足ですから、人件費がかなり上がる

と思うんですよ。その分だけ船賃が上がるかど

うかわかりませんが、そこら辺もかなり厳しい

今、この資金計画表をつくった段階からすると、

長期的に見れば非常に厳しいんじゃないかなと

いう思いがしました。

それと、2.5％の支払い利息です。これをずっ

と元金が減った分だけ利息が減るように書いて

ありますけれども、これが非常に負担だと思う

んですよ。そういう中で、経常利益が最初から

黒字でずっと行って、やがて金利が減った分だ

け４億円、５億円、最終的には13億円までふえ

る計算ですけれども、この経常利益をそれだけ

確保できるのか。新船のスタートが令和５年で

すから、令和５年ごろから逆に厳しくなるんじゃ

なかろうかと思うんですよ。だから、そういう

ことを見た場合に、この金利負担の2.5％では極

めて高い。この前も高くて１％と私も言いまし

たが、高くて１％だと思うんですよ。

それと、宮崎市との関係です。この２日間で、

宮崎市がいかに恩恵を受けるかということの説

明があったし、いろいろ意見が出ました。そう

いう中で、道路で90億円使うからと言われまし

たけれども、宮崎県も港を整備したり、あそこ

にいろいろ投資するわけでしょう。そのほかに

も、県として投資したり、貨物確保のために、

これからの農業をどうするかとか、インバウン

ド、アウトバウンドを含めて、いかにして観光

客を船に乗せていく政策をとるかとか、これは

少々のお金じゃ大変だと思うんですよね。

投資していくこと等も含めて、やはり今後、

県として物すごく資金が要りますで、宮崎市長

を説き伏せて─宮崎市長も今の話では、あと

５億円、金融機関を何とかするという話のよう

に聞こえましたが、そうじゃなくて、やはり50

億円の分配ですよ。どう負担し合うかを、宮崎

市にもきちんと真剣に取り組んでもらいたいと

思うんですよ。それと金融団。だから、その辺

のことを─知事はきょう初めて市長とも、そ

れから金融団とも会われたということでした。

それで、この……（「違う違う。知事と市長は

三度会っています。きょうが三度目です」と呼

ぶ者あり）はい。それで、「宮崎市とは２日間、

協議した」と当初言われました。金融団とは協

議し、また知事も会われたという話でしたが、

この交渉は宮崎市とも金融団とも、さっき言っ

た厳しいことを踏まえて、部長か副知事がされ

たと思うんですけれども、どんな形で知事以外

は交渉されたかをお尋ねします。知事からです。

○日高委員長 事務的な内容については、知事

が退席後にやりますので。

○中野委員 いやいや、知事がどういう指示を

して動かれたかを。

○河野知事 それぞれ御指摘ありがとうござい

ます。

前回の合同審査会の後に私ども職員も含めて

打ち合わせいたしまして、それぞれが取り組む

べき課題を確認し、そして、それぞれ動いて、

働きかけをして、市長、そして頭取と、きょう

私が直接協議をすることになったところであり

まして、それぞれ作業したところであります。

頭取とは初めてでありますが、市長とはこれま

でも何回か直接やり取りをしているところでご

ざいます。

○中野委員 概念云々と坂口委員が言われまし

たが、きちんと決まった数字は出ていないとい

うことですよね。

○河野知事 先ほど御質問がございましたが、
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現時点では、金利の引き下げにつきましても、

具体的なところまではお示しできない状況であ

りますが、平野頭取としても受けとめていただ

いて、金融団に働きかけをしていただく、そし

て、きちんと責任を持って、私も引き続き働き

かけをして、具体的な数字を御報告できるよう

に取り組んでまいりたいと考えております。

○中野委員 宮崎市も今ちょうど議会中ですか

ら、この件で提案されているだろうと思うんで

すが、いわゆる議案の組みかえか何かもせざる

を得ないと思うんですよね。そのことを踏まえ

た場合に、市との関係は、すぐには結論が出な

いんじゃないかなと思っております。

それと、宮崎銀行が主力銀行になるんだろう

と思うんですが、金融団とはいつ協議するよう

な話になったんですか。そこまでは聞かれてお

りませんか。

○河野知事 その後のスケジュールについては

承知しておりません。

○中野委員 やっぱり、こういうのは期限を決

められたほうがよかったんじゃないかなと思う

んですが。

○河野知事 平野頭取としてしっかりと受けと

めていただいて、責任を持って金融団と調整を

すると、そのようなお話をいただいたところで

あります。

○丸山委員 改めて今、知事の話を伺わさせて

いただきまして、宮崎カーフェリーのこの航路

を守ることが非常に重要だということで、オー

ル宮崎でやっていただけるということは、それ

ぞれの金融団を含めて理解していただいたと認

識したんですが、本当にそれを実現できるかど

うか、あとは知事の最後の頑張り、政治生命を

かけてもやるんだという思いを、改めてしっか

り言っていただければありがたいと思っており

ます。我々が今後採決に入っていくときに重要

なものは、本当に知事のやる姿が我々に感じら

れるかどうか。改めて、この航路に対する思い

を含めてお伺いできればと思っております。

○河野知事 政治家としての覚悟を持って、こ

の事業を進めてきたところであります。新船建

造の重要性を鑑みて、さまざまな具体的な数字、

結果を今、経過報告ということで申し上げたと

ころでありますが、それが、より具体化できる

ように私も真摯に、また全力で取り組んでまい

りたい、そのような思いでございます。

○武田委員 皆さんから大分意見が出たんです

が、私も金曜日に委員会が終わりまして、地元

に夜11時過ぎに着きまして、土曜日の午前中、

昼、夜ときょうの午前中、昼と、いろいろな方

にお会いするたびに、串間の芋の問題とこの問

題が一番の話題でありました。

確かに、カーフェリーの航路を残すことが宮

崎の生命線ということで、しっかりとカーフェ

リーで経済効果が広がるという話もいただきま

したし、「いや、武田君、頑張ってくれよ。県民

の血税や。これは本当にしっかりと返すものが

なければ出したらいかんよ」と言う人もいらっ

しゃいました。

その中で、委員会があって、11日の採決がど

うなるかわかりませんけれども、11日までまだ

ありますので、何らかの金利ないし宮崎市との

今後のしっかりとした方向性がぴしゃっと出れ

ば、11日の前に、また報告できれば報告いただ

きたいし、その後もやはり知事と副知事でしっ

かりと毎月お話をしていただいて、オール宮崎

の体制で、宮崎カーフェリーを支えるメンバー

で常にそういう会合を持っていただきたい。

もし何かあったときには、金利を下げさせる

とか、決まった金利でもまた下げるとか、いろ
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んな方向で……。この前も、一番の問題は燃料

費、油代が全体の売り上げの３割に近い、この

変動が物すごく激しいということで元社長も危

惧されておりましたし、やはりそこは社会的情

勢でも変わってまいりますので、そこをしっか

りと担保できるように常に目を光らせていただ

きたいと思います。

知事に一言お願いします。

○河野知事 御指摘のとおり、40億円という多

額の貸し付けは、県にとって重い判断でありま

す。それがより有効にしっかりと機能していく

よう、また返済に結びついていくよう、私も知

事の責任をもって、今後引き続き取り組みを、

そしてより具体的な成果を出してまいりたいと

考えております。

○坂口委員 一つのお願いですけれども、この

会社が第三セクターの会社であることを念頭に

置いて、だからどうあるべきだ、だから何をや

るべきだと、何をやっちゃいかんのかというこ

とをしっかり整理されて。40億円を貸す貸さな

いの話じゃないんです。第三セクターを立ち上

げた時点で生命線なんですよ、だからこそなん

です。今度は第三セクターという公が関与する

会社として、ここには守らなければならないこ

とがあるんです。そこを念頭に置きながら、金

融団から信用がちょっとでも疑われるようなこ

とがあっちゃならんし、そういう場合は立ち上

げられないんだというところからスタートして、

誇りを持って交渉していただきいと思います。

お願いします。

○河野知事 御指摘をしっかりと受けとめて、

責任を持って取り組んでまいります。

○髙橋委員 40億円という額が、ひとり歩きし

ている部分もあったりするわけです。知事もそ

うだけれども、我々も後ろには県民がいるわけ

ですよ。県民がこの40億円、いわゆる公的資金

を物すごく重く受けとめているはずなんですよ

ね。だから、知事がこの間指摘されているけれ

ども、知事みずからがしっかり動く、これはやっ

ぱり大事だと思うんですよ。仮に、議決された

後には、我々議会も結果責任を持つわけですよ。

だから、我々も説明責任を果たさなきゃいかん。

そのことはお互いにしっかりと確認しながら、

県民に信頼してもらう、この事業をするに当たっ

て。そのことを知事がしっかり県民に訴えるこ

とが大事だと、私は思っていますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。

○河野知事 御指摘を受けとめて、県のトップ

である知事として、そこは責任を持って、今後

の運営がしっかりと安定経営に結びつくような

取り組み、具体的な取り組みを進めてまいりま

す。

○外山委員 今、将来の不安とかいろんなこと

も出ておりますけれども、大事なことは、知事

が再度交渉された２点です。これに向かって、

相手の回答を引き出すための努力を継続してい

ただくことに尽きると思うんですよ。今この時

点で、将来の不安とかいろんなことを言ったっ

て、もう行けるという前提でもって頑張るしか

ないので、あとは市との関係と金利の減額を全

力で引き続き交渉していただくところに尽きる

と思うので、ひとつ先方からの回答も含めて、

引き続き知事には御尽力願いたいと思います。

もうそれに尽きると思いますよ。

○河野知事 責任を持って取り組んでまいりた

いと考えております。

○日高委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、知事への質疑を終了

します。
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知事にはここで御退室いただきますが、場合

によっては知事を再度お呼びすることもありま

すので、そのときは御対応よろしくお願いいた

します。

この後、再度、質疑の時間を設けますので、

執行部の皆様はお残りください。

また、郡司副知事におかれましては、宮崎カ

ーフェリー株式会社の社外取締役の立場として

お残りいただきますようお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後４時31分休憩

午後４時32分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

質疑はありませんか。

○中野委員 先ほどは知事に言いましたけれど

も、副知事、部長あるいは関係課長がおられま

すが、この２日間どういう動きをされたのかを

お聞かせください。

○渡邊総合政策部長 大きくは宮崎市との関係、

そして金利の関係でございます。これにつきま

しては、先般、合同審査会で御指示がありまし

た。それを受けて知事と二役、そして私どもで

協議いたしまして、きのうからきょうにかけ、

知事もですけれども、郡司副知事、そして私、

次長、課長、それぞれ役割を持ちながら逐一、

知事とも情報交換しながら作業を進めてまいっ

たところでございます。

その中で、先ほど知事から御報告させていた

だきましたような形で、途中経過ではございま

すけれども、何らか、少しでも前進できるよう

な形での御報告をさせていただくことができた

のではないかと考えておるところでございます。

○中野委員 我々は結論を出すのにもう時間が

ないんですよね、11日なんですが。市議会もい

つ終わるのかわかりませんが、市議会はどんな

ふうになりそうなんですか。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後４時34分休憩

午後４時35分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

中野委員、市議会のほうはちょっと……。

○中野委員 市議会のことを聞こうと思ったん

です、どういう動きになるんだろうと。交渉さ

れた結果で前進するのかどうなのか、そういう

感触等もあったんだろうと思ったので聞いたん

ですが。

○日高委員長 暫時休憩します。

午後４時35分休憩

午後４時36分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

さっきの中野委員の質問については、市議会

とのやりとりということでよろしいですか。市

議会はどうなっているのかと。

○中野委員 いや、私の言い方が悪かったんで

す。議会云々ではなくて、相手の議会は当局と

交渉しないといかんのですから、それによって

議会への対応はどうされるんだろうかなと思っ

たものだから。あしたが採決らしいですから、

どうにもならんでしょう。そのことはわかりま

した。

あと金融団はどうなんですか。

○渡邊総合政策部長 金融団に関しましては、

昨日、郡司副知事が、知事の名代という形で宮

崎銀行の幹部の方と話をさせていただきました。

その上できょう、知事と頭取が真剣に御議論を

していただいて、先ほどの知事の報告の中にも

ございましたけれども、オール宮崎であるとい
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うことをしっかりと受けとめた上で、引き下げ

る方向で考えていきたいと。とはいえ、今回の

場合には、宮崎銀行が幹事行ではありますけれ

ども、全体で４つの銀行がございますことから、

皆様方の御意見を調整する必要があるので、な

かなかこの場ではすぐにオーケーということで

はないんですけれども、そういうふうな方向で

まとめていきたいというお話をいただいたとこ

ろでございます。

○日高委員長 ありがとうございます。

それでは、郡司副知事が、金融団の頭取と引

き下げの合意を取りつけたということでよろし

いでしょうか。

○郡司副知事 終わってすぐに知事室で会談を

しました。その中で、私が金融団のほうへまず

は当たるということで、随分長く夜、電話いた

しました。その結果、次の日、もう一回会おう

ということで専務と話をしたんですけれども、

審査部長も含めて皆さん来ていただいて、宮銀

の別館で鋭意頑張ってお話ししました。具体的

に坂口委員から出た数字であるとか、皆さんか

らの熱い、金利がどの程度であるという話もし

まして、何とかその額でお願いしたいというこ

とを強く申し上げましたところ、「宮銀としては、

幹事行としてしっかりその任は果たしたい」、

そのようなお言葉でありました。

ただ、お話に出ていますように、土曜、日曜

は、銀行は休みです。そういう意味においては、

あしたは月曜日ですので、早速、日本政策投資

銀行も含めてお話し合いは行われるものと思い

ます。その上で、知事にもぜひ頭取と会ってい

ただくという算段もつけてくれということをお

願いして、きょう具体的に知事と頭取の話し合

いの場を持っていただき、私よりもまだ踏み込

んだ意見を知事からは申し上げたところであり

ます。真摯に、前向きに考える、このプロジェ

クトは絶対に成功させなければならないという

思いは、金融団のほうも強いとお聞きしており

ますので、私どもも精いっぱい今からも交渉い

たしますし、金融団のほうもできる限りの努力

をしていただくということでよろしいかと、私

は思っております。

○山下委員 今の言葉なんですよ。郡司副知事

が社外取締役で行かれているのは、出資者を代

表して行かれているんですよね。経済界の出資

をしている人が、取締役に入っていない。銀行

が主体で、郡司副知事も行かれているわけです

から、私は2.5％の金利を議論したときに、これ

が本当におかしいという、民間ベースで考えた

交渉がなかったから、これが出たんだろうと思

うんですよ。出てきて、我々は啞然としたわけ

ですから。

それで、我々もこれを採択していかないとい

けない、しなかった場合にどうなるかというこ

とも不安材料で、一番の大きな問題なんです。

これだけ取り組んできた黒木元社長のあの熱い

思いを聞いて、やっぱり宮崎県の物流を関西、

関東へ持っていかないと外貨は稼げないわけで

すから、必要性は、我々が誰よりもわかってい

る。だけど、その中で、本当に20年間、健全経

営をやらせて、宮崎の物流でカーフェリーの効

果を出そうと思えば、金利の負担を少しでも軽

減させていかないと、スタート時点でつまずく

んですよ。

そのことを郡司副知事がしっかりと社外取締

役として議論して熱い思いを伝えていかないと、

我々が採択した、また企業側、業界の「もう通っ

たじゃないか」と。我々が心配するのはそこな

んです。当たり前の利息をかけて、どうしても

交渉がだめでしたと。そういうことになると、
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我々はどう判断していけばいいか、不安がある

んですよ。だから、必ず強い言葉で、「やはり金

利はここまで努力する」。それぐらいの強い思い

と決意がないと、我々が迷っているのは金利な

んですよ。そのことを本当に重く受けとめてい

ただいて交渉に入っていただかないと。

これは、我々の今からの課題なんです。だか

ら、そのことは本当に腹にどっしりおさめて、

死ぬ気で取りかかっていかないと、これは金融

団も簡単にはいかないと思う。ぜひ頑張ってく

ださい。

○坂口委員 本当に、せっかくつかんだごちそ

うだから、なかなか手放さないと思うんですよ。

だから、幹事行と会って話しました、お願いし

ましたと、そんなレベルじゃ事は進まないと思

うんですよ。むしろ向こうは、そのセクター会

社に押しつけた金利が2.5％というのを、出資者

も含めて宮崎の人たちが知ったということで、

ある意味、向こうは少し心が痛んでいるかもわ

からない。だから、そこは、やっぱりあるべき

姿をとれと、宮崎を代表する地方銀行でしょう

と。役割は何なんだということをやると同時に、

僕だったら、日本政策投資銀行に対しても、県

選出の国会議員もいるわけですから、あそこが

貸し付けているあらゆる金利を調べさせて、何

でここに0.数％あるいは1.数％で、うちは2.5％

なんだということを、しっかり根拠を持っていっ

て、あなたのところの役割はなんですか、何を

目的に立ち上げた政府系金融機関ですかという

ことや、それはあなたの理念に合っていますか

と。ここに掲げた社是に合っていますかという

ところまでやらないと。いわゆる根回しです。

宮銀としては言ったけれども、向こうはだめ

だから、足並みがそろわないからという格好の

断る材料になりますよ。信連などというのは

―あなたのところのために必要だと、郡司副

知事は何度も言われるじゃないですか、宮崎の

農産物を。そのお金の元締めは信連ですよ。何

を考えているんだと。水産サイドに信魚連は1.5

％も金利を下げて、県も助成して、0.5％で貸す、

これはいわば再生資金だと。もうどうしようも

なくなったところにその金利で貸すんだと。農

業は何を考えているのかということで、一つ一

つ撃破していかないとだめですよ。信連なんて

０％でもいいと思いますよ。自分のところがど

うにもならないものを、県民がオール宮崎で応

援してあげようという作業ですから。だから、

今の考え方は甘いです。幹事の宮崎銀行と詰め

たからといったって、格好の材料はいっぱいあ

りますよ、断る材料は。だから、あらゆる手だ

て、水面下での手だて、外部の応援を入れて。

そこは絶対やらないと、これじゃ、返ってくる

返事は１カ月待とうとも２カ月待とうとも大体

推測できると思います。

○郡司副知事 限られた時間で、まだ一つの銀

行しか回っていませんけれども、４行あるとい

うことであれば、全ての銀行に私が行って、そ

のことについてはしっかりと交渉してまいりた

いと思います。

○坂口委員 だから、先ほど経営計画を言われ

たけれども、あの計画を見たときに、例えば、

あれは２年か３年据え置きの20年払い、実質17

年ぐらいになっていたじゃないですか。あれだ

けの利益が出るんなら、会社の内部留保金は要

らないですよ、そんなに備蓄しておく必要は。

油の変動とちょっとした社会現象、あの変動に

耐えるには１年でも早くして、17割る17じゃな

くて、割る20で元金の支払いも年々抑えておく

ことですよ。

だって、先になって足りなくなったら大変で
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すよ。見通しが手がたい間に─最初から据え

置き期間なんか要るような会社じゃないですよ、

油代の変動に対しての備蓄があればいいぐらい

で。だから、一方では据え置きしながら、一方

では１億5,000万円もまた船代に持ってくるなど

という……。だから、まだまだそこに深刻さが

足りないと、あの経営計画書から見ました。

それから、金利も含めてだけれども、もう一

回洗いざらい、どうやれば長期にわたっての安

全が担保できるんだということをやらないと、

僕は、やっぱり計画自体が甘いと思いました。

これも含めて、その辺をお願いしておきます。

○丸山委員 本当に金利のことは、ぜひお願い

したいと思っております。

あと、私が聞きたいのは、ことしじゅうに契

約をしないといけないという話になっています

が、金利がしっかり決まらないと契約できない

ものなのか、融資枠は決まっているからもうい

いよという話になるのか。どういう契約書にな

るのかをお伺いしたいと思います。

○大東総合交通課長 金融団の間では、融資に

係る約束事を決めることになります。その中に

金利でありますとか、そういったものも定める

ことになりますので、その約束事があった上で

建造契約を結ぶということになっております。

○丸山委員 ということは、ことしじゅうに金

利を決めないとだめだということでよろしいで

しょうか。

○大東総合交通課長 はい。そういうことにな

ります。

○坂口委員 僕は先ほど知事に、第三セクター

だということをしっかり念頭に置いて事に当た

れと言いましたよね。きのう、僕は田口委員に

はちょっと失礼なことも言ったんだけれども、

知事の政治姿勢に関する質疑の場で、ＳＯＬＡ

Ｓ条約に関する安全対策が出ましたが、それを

やると、当然お金はかかると思います。

でも、言われたように、10数億円はかからな

いと思います。これは、ウオーター隔壁を小さ

く区切っていく、あるいは船首部分をウオータ

ー隔壁にする、あるいは船首の清水槽―飲み

水です―パイプラインを１本は許可するんで

すよ。そこに弁をつけて、出したりもできる。

それで浮力なりが増すし、浸水量を小さくする

方法、これが復原力の向上に資する、しかも事

故時の対応なんです。だから、同じ容積の中だっ

たら、鉄板がたくさん要るだろう、下のほうが

重くなるだろう、スペースが狭くなるだろうと。

それで結論づけられたのが、トラックの台数が

少し積めなくなること。だから、それをやらな

いんだと言われたんですよね。やらないために

は12月の発注がと。言いかえますと、経済を優

先するんだと。人命は二番手なんだということ

なんです、言われたことは。すごいことを発言

されたんですよ。

そもそもＳＯＬＡＳ条約ができたのは、タイ

タニック号の事件ですよ。あのとき、穴があい

たら船の中に水が入るような設計で船をつくっ

ていたから沈んでしまったということで、穴が

あいて水が入っても、ここまで入ってきたら、

もうほかには行かない、水密隔壁─水を通さ

ない箱─をたくさん船底につくっておこうと。

座礁した、あるいはぶつかって穴があいても沈

まないようにしようという、それをやらないと

いうのは─やらないがために、12月にやらな

きゃいけないんだという説明です、今までずっ

と。だけど、第三セクターはそれをやっちゃい

かんし、我々はそれだったらとめなきゃいかん

立場にあります。そういうことが想定されてい

た、これは国際条約が求めていたと。だけど、
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それをクリアするために12月契約の日程で最終

目標を立てた、これは民間会社ならいいでしょ

う。

だって、万が一あったら─東京電力の福島

でもそうです。当時津波が来ることがわかって

いた。なのに、対応しないで低いところにつくっ

たので、裁判でも分かれるじゃないですか。こ

の場合はそう分かれないですよ。わかっていた、

しかし、トラックをたくさん積むためにそれを

やらなかったということだったら、あのときの

議会は、損害賠償─何人死んだと、個別に議

会も行政もやられます。会社は県に委ねていて、

県から取締役も来ていた、意思決定はそちらが

主導したと。だから、第三セクターということ

を忘れるなと知事に言ったのは、そこなんです。

金利交渉すれば18億7,500万円出ると言ったで

しょう。1.5％下げさせて、15億円あったら十分

できますから。

今のままでつくれば、当然、下にたまりをとっ

て二重船底にするか、あるいは鉄板を厚いもの

にするか、そういうことでクリアできて、確か

にトラックは何台か減るかもしれない。だけど、

トラックが減るほうを選びますか、人命の尊重

を選びますかと。ＳＯＬＡＳ条約というのは、

海上の事故における人命の尊重、人命救助のた

めの国際条約なんです。その後も船が何度も沈

んでいて。だから、お客さんを乗せる船に対し

ては厳しい条約なんですよ。タンカーとか貨物

船とか、そういったものにはまだ緩いんです。

人数も36人以上超したら、この条約でぴしゃっ

とやりますよという、これは人の命の重さなん

です。全地球より重いというやつです。

第三セクター、県が関与する限りは、これは

避けておかないと、万が一事故が起きたときに

指摘されますよ、あのときこうだったと。議会

あるいは県は知っていてこれを避けた、経済を

優先したと。となると、12月の契約は必要なく

なるわけなんです。もうそれでつくる前提にな

れば、１月でもいいんです。１月１日以降の契

約の人はそうしなさいと。これを2014年だった

か2012年だったかに決めていて、なぜこんなに

長くなったかと。それは、マルポール条約での

ＳОｘ対策は守っていくと、マルポール条約の

ＳОｘ対策は、このＳＯＬＡＳ条約の中でもう

たっているんです。だから、国際条約の中で両

方ともうたわれているんです。こちらをとって、

こちらはとらないのはなぜなのかということな

んです。

ＳＯＬＡＳ条約というのは、穴があいたとき

に、この船をどう無事に操船するかという訓練

まで義務づけている。「備えあれば憂いなし」の

地震訓練と一緒なんですよ、それもやりなさい

ねという。行き着くところは、人命を尊重しよ

う、船が事故に遭っても沈まない船をつくろう

というのがこれなんです。だから、行政は、ト

ラックが減ってしまうこととの比較をやっちゃ

いかんと思うんです。これが純粋な民間会社だっ

たらいいと思います、あとは責任をとればいい

わけだから。あるいは、ライバルが出てきたと

きに、「あの会社の船はこういう事故のときに沈

みます。うちの船は沈みません。お客さん、ど

ちらを選びますか」と。そのときは切符が売れ

なくていいやという判断をすれば、それでもい

いんです。

だから、12月いっぱいの契約というのは、結

果的に決まる話であって、金利以上のものがあ

りますよ。そうしたら、僕らは継続審査に持っ

ていっても、何ら憂うことなく継続できるし、

結論も聞ける。だけど、それを今即座に判断し

ていただければ、この定例会の11日に、議会の
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採決のテーブルに乗っかりますよ。そこなんで

すよ、第三セクターとしてしっかり頭に入れて

判断しなさいと言ったのは。やっぱり経済優先、

人命第二というのは、僕らはちょっと同意しか

ねます。その考え方を知った以上は。

○渡邊総合政策部長 今、坂口委員からいただ

きました、人の命が何よりも大事ということ、

これは本当にそのとおりだと思います。経済優

先であってはいけないと思います。人命尊重と

いうこと、そのために今の坂口委員の御指摘を

踏まえまして、ダメージスタビリティーに関し

て、フェリー会社に協議いたしたいと思います。

○坂口委員 例えば、僕は追突事故に遭いまし

た。今もむち打ち症ですが、安全運転して、赤

信号でとまっているところに、後ろから来てが

あんとやられました。だから、安全を心がける

だけでは避けられないケースもあるんです。事

故というものは、起こそうとしてじゃなくて、

あるとき突然起こるということで、そこから始

まったのが、横揺れを復原させる、あるいは沈

没を免れさせる復原力。だから、損傷時復原力

は、当然非損傷時復原力よりもはるかに厳しい

設計になりますよ。事故のときも沈まない、普

通の荒波とか台風で沈まない、そういう構造な

らいいということだったけれども、客船はそれ

ではだめということになったやつだから、これ

は本当に人命尊重のためのものなんです。

僕は何かで調べて、ＳＯＬＡＳ条約を翻訳し

ているのを見たら、海上人命安全条約となって

います。だから、ここの重みと、トラックを数

台余計に乗せることの重みと、当然、経営には

不利になってきますから、そこをやるにはやっ

ぱり金利です。そして、それも法外なこと、無

謀なことではないです。平均点はこうでしょう、

だったら、もうちょっと考えてくれませんかと

いうことなんです。考えるべきじゃないですか

ということを交渉してください。そこから十分

お金は出てきますよということです。（発言する

者あり）

○日高委員長 暫時休憩します。

午後４時57分休憩

午後５時０分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

○坂口委員 だから、努力しなさいと言いたい

のは、硫黄対策は必ず、何が起きようと１月１

日からはしっかり動いていくんです。今の復原

力対策は予定になっているんです。なぜかとい

うと、この前言ったように、今までの船は経験

則なんです。今度は物理則なんですよ。ところ

が、物理則の中に操船の難しさ、１隻１隻の難

しさ、波を受けて、トリムとかローリングとか

いろいろあるんですけれども、そういったもの

とのしっかりした答えを数字であらわすという

のは、なかなか難しい作業だと思うんです。数

値として出ないかもわからない。また経験則に

帰らざるを得ないかもしれないけれども、そう

いうことの見通しが、その時点でできなかった

んだと思いますよ。それで１月１日予定と入っ

ているんだと思うんです。

だから、県としては、予定どおり発効するの

かしないのか、まずは見るのが先だと思うんで

すよね。そしてまた、これは先延ばしになりそ

うだとか、まだ理論的に整理されていないとな

れば、これは１年やそこらかかりますよ。そう

すると、２月、３月の契約でも、十分今のもの

が世界の常識になるわけだから、世界最先端の

常識の中で設計された船で、何らこちらに瑕疵

はありませんということになるんですよ。だか

ら、その辺を確認して―何が言いたいかとい
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うと、今契約しようと、さっき安全を、人命を

尊重すると言われたわけでしょう。じゃ、発効

しても次の基準に合うものをつくる。発効しな

ければ、その時点での最前線の人命の安全を求

めた条約のルールに基づいた船をつくれば、今

契約するのと同じ船ができるんです。どこも何

ら呵責を持つことのない堂々たる船ができるん

ですよ。だから、黒木元社長が言われたのは、

民間会社の社長として言われたわけですよ。

「経済効率がよくなくなる。うちは船員の技

術でそれを乗り切る。絶対に船を沈めるような

ことをしない」と言われたのが、元社長。あの

社長が言われるのは、それでいいんです。民間

会社のときの立場だから。しかし、今回県が答

えるのは、それはだめなんですよ、第三セクタ

ーだから。そこをわかっておいてくださいねと

いうことです。だから、早速やられることは、

どれぐらいの数字なのかを調べて、本当に発効

するのかと。それが多分、先延ばしになる可能

性があるのか、僕もその先はどうなっているか

はわからん。

でも、それは調べられれば、胸を張れるかも

しれない。そうなれば、いつの契約でも一緒で

すよね。だって、メーンはどちらにしても31カ

月間は今の燃油が使えなくなるんだから。今度

は適合型の油で、この前言ったように５万3,050

円だったですか。これが６万2,300円になるとい

う、この差額の話なんです。ただ、それも３カ

月ですよね。だから、燃油は何ら急ぐ必要はな

いんですよ。理由がない。燃費節減のために契

約を急いでいるんだといったって、そろばんを

はじいてみないですか、一緒ですよ。そのこと

を言っているんです。ずっと、今までくどく言っ

ているの。

でも、ここに至って知事が、「やっぱり第三セ

クターとして認識しながら、この船をつくって

いくんだ」と言ったら、12月末にこだわる理由

はどこにも見当たらなくなりましたよと。じゃ、

憂いのないようにしっかり議論していきますね

と。それとも今、約束してくだされば、これで

審議するところはそうたくさんは残らないです

よということを言っているんです。

副知事、これはどうですか。

○郡司副知事 部長も答弁しましたけれども、

人の命を超える宝はないと思います。この人命

を尊重した構造に変えていくことについては、

御指摘のとおり、三セクという流れの中では非

常に大事なことになろうかと思います。私も責

任を持って会社と交渉し、方向性を確認したい

と思います。よろしくお願いします。

○坂口委員 ぜひお願いします。

○中野委員 坂口委員、その新しい条約が人命

尊重のために厳しくなって、それが１月１日か

ら施行されるわけですよね。それで、そっちを

選んだほうが我々の瑕疵も含めて、いいじゃな

いかという意見ですかね。（発言する者あり）

○日高委員長 暫時休憩します。

午後５時５分休憩

午後５時７分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○中野委員 ７月までに契約したことと、あと

残りの１隻は12月にしたいというのが会社の動

きですね。それで、前渡金も４億円払っている。

既に設計や何やしていると思うんですが、さっ

き坂口委員が言われたような、人命尊重のため

のことは、それには入っていますか。

○大東総合交通課長 会社の計画では、その会

社に対する前渡金という表示もありましたけれ

ども、これは船台の予約金でございまして、今
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から締結する建造契約の一部のお金に充当され

るものではないと聞いております。したがいま

して、今回この資金計画が整いまして正式な契

約をして、それから船台を将来使うための予約

金ということになっておりますので、既に契約

しているわけではございません。

○中野委員 それは納得いきませんね。何で残

り１隻を12月に契約するのですか。最初の１隻

はいつ契約したのですか。

○日高委員長 契約はしていないんですよね。

○大東総合交通課長 契約はしておりません。

○日高委員長 契約はしていないですよ。

○中野委員 それでは大変な問題にならないで

すか。していないと言い切るけれども。なぜ４

億円の前渡金を払ったのですか。

○大東総合交通課長 船台については、ほかの

造船契約もございますので、今回はまだ先の話、

船台を将来使う相談をしている状況でございま

すので、その使う予定の船台について、予約金

を事前にお支払いしているということでござい

ます。したがいまして、正式契約とは全く別の

ものでございます。

○中野委員 そうしたら12月に契約する、それ

とあともう１隻はいつ契約するのですか。２隻

とも12月に契約するという意味なのですか。

○大東総合交通課長 ２隻とも12月に契約する

ことになっております。

○中野委員 それもどうも納得がいかんのです

よ。12月に１隻なんじゃないですか。

○日高委員長 契約は一緒にして、造船の日に

ちをずらすということでしょう―ですよね。

再度、答弁願います。

○大東総合交通課長 12月に２隻分の正式契約

をいたしまして、それから、この船については

各ブロック別につくり始めます。１隻目のブロッ

クをつくりまして、そのブロックを船台に乗せ

てくっつける作業をやっていきます。船台の作

業が終わりましたら、１隻目が進水します。１

隻目を追いかけるようにして２隻目のブロック

をつくり始めまして、１隻目の船台があいたと

ころで２隻目を船台に乗せる。したがいまして、

２隻分の船を一つの船台を使って、時間をずら

しながらつくっていくという計画でございます。

（発言する者あり）

○日高委員長 暫時休憩します。

午後５時11分休憩

午後５時17分再開

○日高委員長 合同審査会を再開します。

何かございませんか。

○丸山委員 ダメージスタビリティーの話は、

本当に来年１月１日に発効すると決まっている

のか、予定なのか教えてください。

○大東総合交通課長 会社を通しまして国にも

確認いたしましたところ、国際条約自体はもう

合意しておりまして、現在国土交通省の規定の

改正を、今月中に官報に載せる予定と伺ってお

ります。適用が来年１月１日からということに

なっております。（「可能性が高いですね」「高

いね」と呼ぶ者あり）

○日高委員長 総合政策課長、それでよろしい

ですか。

○小倉総合政策課長 私が総合交通課長でいた

ときから、来年の１月１日から適用ということ

で、今申し上げたとおり省令改正、公布という

話で動いていたことまでは聞いておりましたけ

れども、正確には今、総合交通課長が答弁した

とおりだと考えております。

○日高委員長 ありがとうございます。

ほかよろしいでしょうか。
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○前屋敷委員 となりますと、会社とその問題

についても協議されるということだったんです

けれども、12月の契約については見直しもあり

得ると見ていていいんですか。

○日高委員長 今のですか。

○前屋敷委員 はい。

○大東総合交通課長 いわゆるダメージスタビ

リティー対応といった課題もございますけれど

も、一方で船台の予約です。これを造船会社と12

月に契約させていただいて、さっき坂口委員が

おっしゃったような、ブロックで建造を進めて、

この時期から船台を使うというスケジュールは

もうでき上がっている状態でございますので、

それを考えますと、やっぱり12月中の契約でい

かないと、新船の就航自体が後ろにずれてしま

うということになります。

○前屋敷委員 であるならば、そのダメージス

タビリティーについて、会社との協議は急がれ

るんでしょうけれども、どの時点で最終的な結

論を出すおつもりですか。

○大東総合交通課長 早急に会社と話し合いを

しまして、そういった設計変更をこれから造船

会社と行っていかなければなりませんので、そ

ういった作業をやるということで、まずはその

意思決定をしていただくことになろうかと思い

ます。

○武田委員 先ほどから坂口委員が言われるよ

うに、8.5億円、これは上乗せ分と、今までの予

定から十数億円の金利が下がるのであれば、そ

れで十分ダメージスタビリティーの対応ができ

ると理解してよろしいですか。

○大東総合交通課長 会社におきましても、今

までずっと検討していた中で、このダメージス

タビリティーの対応がどのくらいかかるかにつ

いては、まだ造船会社とも詳細な打ち合わせは

やっておりませんので、現段階でこの余裕枠で

おさまるかどうか、その金利の分でおさまるか

どうかはまだはっきりとはわからないのが現状

でございます。

○武田委員 副知事、人命が第一ですので、そ

の方向でしっかりと会社と調整をやるというこ

とですね。

○郡司副知事 はい。そのとおりであります。

○武田委員 それを担保した上で年内の契約が

できるのであれば、そのほうが将来の―これ

はまた２年、３年延びると、宮崎の経済であっ

たりとか……（発言する者あり）もう数字的な

ものは大体理解ができました。

○日高委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 以上をもって、執行部への質疑

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後５時22分休憩

午後５時27分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

まず、委員長報告についてであります。

合同審査会の内容に関する委員長報告につき

ましては、商工建設常任委員長報告において行

うことで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

附帯決議案についても協議したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後５時28分休憩
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午後７時15分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○丸山委員 いろいろと議論を重ねてきたんで

すが、まだまだ慎重に審議してほしいという意

見が多数出たものですから、ぜひあすの特別委

員会終了後にさらに審議してほしいと思ってお

りますので、あしたまでしっかりやっていただ

ければと思っております。できれば午後１時以

降ぐらいであればどうにか再開できるのじゃな

いかと思っております。その辺をいろいろと調

整していただけるとありがたいかなと思ってお

ります。（発言する者あり）

○日高委員長 暫時休憩します。

午後７時16分休憩

午後７時16分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 ここでお諮りします。

本日の合同審査会はここまでとして、あすの

午後１時から再開したいと思います。よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 御異議ありませんので、本日は

ここで散会いたします。お疲れさまでした。

午後７時16分散会
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午後０時59分再開

出席委員（１６人）

商工建設常任委員会

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

総務政策常任委員会

委 員 長 日 髙 陽 一

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 武 田 浩 一

委 員 髙 橋 透

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

総 合 交 通 課 長 大 東 収

商工観光労働部

商工観光労働部長 井 手 義 哉

商工観光労働部次長 横 山 浩 文

商 工 政 策 課 長 内 野 浩一朗

経営金融支援室長 長 倉 佐知子

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 課 主 査 本 田 雄 毅

議事課主任主事 石 山 敬 祐

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

本日、委員会に１名の傍聴者の申し入れがあ

りましたので、これを認めることといたしまし

た。

傍聴される方にお願いいたします。傍聴人は、

受け付けの際にお渡しいたしました傍聴人の守

るべき事項にありますとおり、声を出したり拍

手をしたりすることはできません。当委員会の

審査を円滑に進めるため、静かに傍聴してくだ

さい。また、傍聴に関する指示には速やかに従っ

ていただくようお願いいたします。

それでは、金融団との金利交渉の現在の状況

について回答を求めます。

○渡邊総合政策部長 昨日の合同審査会におき

まして、金利の引き下げについて、ぎりぎりま

で努力してもらいたいとの御意見をいただいた

ところでございます。

私から、現時点での状況につきまして御報告

をさせていただきます。

昨日、知事が御報告いたしましたように、取

りまとめ行であります宮崎銀行につきましては、

令和元年12月９日(月)



- 160 -

令和元年12月９日(月)

現段階では数字までは明示できませんが、金利

は引き下げるとの約束をしていただいたところ

であります。

本日、午前中には、郡司副知事が宮崎太陽銀

行の頭取、そして宮崎県信用農業協同組合連合

会の理事長と直接お会いしまして、本件につい

てはオール宮崎の体制で取り組んでいただきた

いということをお伝えし、金利引き下げについ

て要請いたしました。その結果、これらの金融

機関からも、金利は引き下げるとの確約をして

いただいたところであります。

また、日本政策投資銀行につきましては、本

日、知事が上京し、この後、本店に対し、金利

の引き下げについて要請を行うこととしており

ますほか、郡司副知事も鹿児島支店に要請する

ため、鹿児島県へ向かっているところでありま

す。

以上のとおり、本日におきましても、ぎりぎ

りの取り組みを行っているところであります。

私からの報告は、以上であります。

○日高委員長 ありがとうございます。努力を

されているということで報告がございました。

その件について私から、引き続き今後とも努

力を惜しまないようにお願いしたいということ

を含めて、委員の皆さんにお諮りしますが、こ

の件については何ら問題はないということで理

解しますが、皆さん、それでよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、以上をもって執行部

への質疑を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時３分休憩

午後１時４分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

まず、合同審査会の内容に関する委員長報告

骨子（案）についてであります。

委員長報告の内容について、御意見をお願い

いたします。

暫時休憩いたします。

午後１時４分休憩

午後１時11分再開

○日高委員長 合同審査会を再開いたします。

○日髙陽一委員長 総務政策常任委員会でもカ

ーフェリーに関しては、宮崎の経済、産業にとっ

て十分必要だと理解していますし、我々はこの

件に関して６月議会からずっと議論してまいり

ました。

また、合同審査会においても、リスクだった

り、金利の部分でもしっかり議論できたのでは

ないかと思っております。第２号議案の委員会

での採決には我々が意見することはできません

ので、あとのことは商工建設常任委員会に全て

委ねたいと思いますけれども、よろしいでしょ

うか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、お願いい

たします。

○日高委員長 しっかりと責任を持って、商工

建設常任委員会で今後諮ってまいりたいと思い

ます。合同審査会の要請を含め、いろいろと受

けていただき、合同審査会でこのように有意義

に議論が尽くされたことに対して、敬意を表し

ます。本当にありがとうございました。

それでは、委員長報告につきましては、商工

建設常任委員会の正副委員長に一任いただくこ

とで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにいたしま
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す。

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、以上をもって合同審

査会を終了いたします。

委員の皆様、長い間お疲れさまでした。

午後１時13分閉会
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午後１時30分再開

出席委員（８人）

委 員 長 日 高 博 之

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 山 下 博 三

委 員 窪 薗 辰 也

委 員 田 口 雄 二

委 員 前屋敷 恵 美

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議事課主任主事 石 山 敬 祐

○日高委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決を行いますが、採決の前に、各議

案について、賛否も含め御意見をお願いいたし

ます。

暫時休憩いたします。

午後１時30分休憩

午後１時30分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、これより議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

○前屋敷委員 先ほどの発言の件なんですけど、

ダメージスタビリティーの問題です。話が出た

んですけど、あれは要望みたいな形に委員長報

告に盛り込むもので、きのうの質疑の流れの中

では、会社に県からちゃんと申し入れるという

話で、まだ会社等のやりとりの結果を聞いてな

いわけだから、やっぱり安全性がちゃんと担保

されることが必要じゃないかと思うんですよね。

○日高委員長 当然、安全性、また人命第一と

いう言葉が出ましたので、その辺を入れていき

たいと思っております。

○前屋敷委員 それは委員会の意見というか、

要望的な位置づけと受けたものですから、きっ

ちりと会社からそれが担保されるものが必要

じゃないかなと思うんですけど、きょうの報告

では融資の件だけだったんですが、きのうはそ

こまでは求めていなかったんでしたか。

○日高委員長 きのうはそこまでは求めてな

かったですよね。

○前屋敷委員 でも、会社にはきちんと申し入

れて、やっぱりその結果が欲しいなと思うんで

す。

○日高委員長 それについて、県からもしっか

りと会社に―郡司副知事が今、社外取締役で

すので、しっかりとそれを会社に申し入れると

いう形だったと思うんですけど。

○前屋敷委員 だから、申し入れる、受けまし

たと。結果的には、トラックの数が少なくなる

ことも含めて、それはできませんという結果に

なったら困るんですよね。

○外山委員 今の件を整理すると、今の流れで、

いわゆるダメージスタビリティーのことはある

けれども、今回議決した場合には、それをやら

なくてもいいんです、法的には。あとは人道的

に、人命のことで、船会社がどう判断してやる

かということだから、やったときには認める。

やらなかったら、なぜやらないのかということ

でいくしかないと思うんですよ。

令和元年12月９日(月)
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だから、今回、年内に決まれば、現行の設計

でもいいわけですよ、こういう意見を会社が無

視しても。無視できないように、委員長報告な

りで縛りをかけるわけですから、その推移を見

ないとわからないですよね。基本的にはやらな

くてもいいわけですよ、構造的には年内に契約

が終われば。でも、それは坂口委員が言われた

ように、さらに安全性をつかんでやれというこ

とは指摘するわけですから、その後のことは、

やらなかったときにどう対応するか。やれば、

それをどう評価するかに限ると思うので、今は

返事をもらうのは難しいよ。

○前屋敷委員 でも、県として出資もしている。

そして、仮に今度貸し付けもするということに

なったときに、事故が起きなければ、そういう

問題は起きないんですけど。また、技術的にも、

そういう対応をしてなくても安全性は担保でき

るということで、年内に契約して、その規制に

当てはまらないで進めることはできるでしょう

けど、仮に起きたときの問題で、それが解消で

きなかった場合に、きのうの議論を聞いていて

もそうだったんですけど、行政としての責任も

大きく問われることは間違いないと思うんです

よね。ですから、この辺の担保はどうしても必

要かなと私は思うんだけど。

○外山委員 県がやる方向で要請すると言って

いるわけです。この船に限らず、日本中、何千

隻という船のほとんどが旧法制度で運航してい

るわけです。新たな規制で、事故を前提に、あ

んまり考えてもしようがないと思いますけど。

後は県が要請して、船会社がやると言えば、やっ

てもらうにこしたことはないわけですから。

○前屋敷委員 でも、規制をつくるということ

は、何のためにその規制が必要なのかというと

ころから派生するわけですよね。

○外山委員 排ガス規制だよね、排ガス規制。

○山下委員 今回、ここまで議論して、我々も

知らなかった専門的な話もいろいろ出て、黒木

元社長もお呼びした中で、今ちょうど22年にな

ると思うんですが、１回の事故もなくここまで

やってきた。それは、船長を中心に、船乗りの

人たちの一枚岩というんでしょうか、それが一

番大事だと。

いい船つくって魂が要らんじゃ何にもならな

いということでしたので、そこは、新船会社と

して、安全性もひっくるめて、今までの実績を

もとに、しっかりと運航していただくことは、

もう一丁目一番地ですから、今言われたように、

国内でもかなりのフェリーが走っている中で、

安全対策は一番決まっていることですから、そ

こら辺はある程度お任せすることで、我々の意

見の中に組み入れていくことが、精一杯じゃな

いのかなと思うんですけど。

○坂本副委員長 私も今回の合同審査会が開か

れるまでは、あくまで経営主体は宮崎カーフェ

リーで、全て宮崎カーフェリーが決めたことで、

いろんな融資の申し入れをこちら側で判断する

だけのことかと思っていましたけれども、知事

がきのう御答弁されたように、オール宮崎とし

て取り組んでいく。そこには、県もしっかり責

任を持ってやっていくことを明言されましたし、

新しい船の安全性に関しても、きのう、総合政

策部長、郡司副知事が、人命第一、安全確保と

いうことで、この新しい装置をつけるというこ

とを明言されましたので、私はそれで十分じゃ

ないかなと思っているんですけれども。

それをカーフェリーにまた聞くことが必要だ

とおっしゃると思うんですけれども、県として、

そこは責任を持ってやるという御答弁をいただ

いたので、そこはもう、答えということで受け
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とめたほうがいいのではないかなと思いますが。

○日高委員長 県が経営者、社長が知事だった

ら、確実に第３セクター的ですよ。第３セクタ

ーではないですね、的なんですよ。あくまでも

ね。しかし、県から宮崎カーフェリーに要請す

ることは、しっかりと委員長報告で入れておき

たいと、私は個人的に思っています。

○前屋敷委員 県としてしっかり対策を打つこ

とを要求するというか、意見を言うことは、副

知事もおっしゃったんですけど、それをもって

どうかという結論にはなっていないから、そこ

のところを心配するんだけど、県が社外取締役

としての意見で、しっかり対応するように意見

を言うことをもって、そこは担保されるんじゃ

ないかということですね、この議論の中では。

○日高委員長 そういうことです。あくまで、

我々は、そのために委員長報告ないし、それを

先ほど論議してきたわけだから、人命第一、安

全に運航するということですね。

○中野委員 年内に発注した場合は、法的には

何も根拠はないし、これが発注がおくれて１月

になってしまえば、そうせざるを得ないんです

よね。そこは、社外取締役がいる県としては、

人命尊重で、一生懸命言ってもらわないといか

ん、それだけだもんな。

○窪薗委員 取締役も宮崎カーフェリーも一体

なんだから、考え方は、取締役が指導していけ

ばそれで十分だと私は思いますけど。

○日高委員長 どうですか。

○前屋敷委員 一抹の不安材料は残りますけど。

○日高委員長 金利についても、しっかり努力

して動き回っているけど、現時点では、まだパ

ーセンテージまで実際出せない状況もあるので、

経過の中で、この辺もやっぱり委員長報告に入

れていきたいんですよ。

○外山委員 いろいろ不安がありますよ。ずっ

と議論を聞いたら、もう不安だらけですよ。で

も、不安の払拭は、宮崎カーフェリーが企業努

力でこれからやることだから、どんなことがあ

るかわからないのに今心配してもしようがない

んだね。もう、わからない。

だから、後は宮崎カーフェリーが企業努力で、

しっかり運営していただけることを期待するし

かないのであって、今ここで、心配だからといっ

て御破算にできるものならいいよ。

○前屋敷委員 先行きがわからない部分もある

けどね。

○日高委員長 よろしいですか。採決の方法は

一括でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第２号、第８号、第18号、第19

号、第21号から第23号、第25号、第28号につき

ましては、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について、御意見

をお願いします。

暫時休憩いたします。

午後１時43分休憩

午後１時49分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、委員長報告につきましては正副委
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員長に一任いただくことで、御異議はございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

○外山委員 案として、会派で附帯決議をとい

う話があるんですけれども、内容的には、附帯

決議をつけるのであれば、例えば、さっき言わ

れたように、宮崎市に対して、会社の経営安定

化に向けた支援を働きかけることと、次に、利

息の圧縮に向け、さらに取り組むことの２点。

最後にもう１点は、皆さん一番懸念されている

貸付金が確実に償還されるように、将来にわたっ

て徹底した経営指導を行う。経営指導を行うと

いうか、いわゆる報告をいただくことを附帯決

議としてつけたらどうかという話があるんです

が。

○日高委員長 ただいま外山委員から、議案第

２号に対し、附帯決議案を提出したいとの話が

ありました。

議案第２号に対して、附帯決議案を提出する

ことについて御意見はありますか。

暫時休憩いたします。

午後１時50分休憩

午後１時52分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

ただいま外山委員からありました附帯決議案

について、協議する時間が必要かと思いますの

で、暫時休憩いたします。

午後１時52分休憩

午後２時18分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

それでは、採決いたします。

議案第２号に対して附帯決議案を付すことに

賛成の委員の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○日高委員長 挙手多数。

委員会発議として提出する場合は、全会一致

の決定が必要でありますので、委員会発議につ

いては見送ることとなります。

なお、この附帯決議案の取り扱いについては、

賛成議員３人以上で提出について御検討いただ

くことになります。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査については、継続調査といたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 御異議ございませんので、この

旨、議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後２時19分休憩

午後２時20分再開

○日高委員長 委員会を再開いたします。

１月23日木曜日の閉会中の委員会については、

正副委員長一任で御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○日高委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後２時20分閉会
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